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令和３年度障害者総合福祉推進事業 

医療的ケア児の実態把握のあり方及び医療的ケア児等コーディネーターの効果的な配置等に関する調査研究  

要旨 

【事業の目的】 

医療技術の進歩に伴い、日常生活及び社会生活を営むために恒常的に医療的ケア（人工

呼吸器による呼吸管理、喀痰吸引その他の医療行為）を受けることが不可欠である子ども

（以下、「医療的ケア児」）が増えている。令和 3年 9月には「医療的ケア児及びその家

族に対する支援に関する法律」（以下「医療的ケア児支援法」）が施行され、医療的ケア

児支援の更なる充実が期待されている。一方で、医療的ケア児支援に関しては、次のよう

な課題が指摘されている。 

◼ 医療的ケア児とその人数の把握 

医療的ケア児の把握については、障害児福祉計画において医療的ケア児数の把握が求

められているが、医療的ケア児は身体障害者手帳等から定型的に把握することができ

ず、統一的な調査方法が確立されていない。そのため、医療的ケア児数の把握の必要性

や目的の整理を行った上で、調査、把握方法等について検討し、自治体に提示していく

必要がある。 

◼ 医療的ケア児等コーディネーター 

医療的ケア児等コーディネーターについては、第 2 期障害児福祉計画において、新た

に都道府県及び市区町村（圏域でも可）ごとに設置することが規定されたが、医療的ケ

ア児数の分布や医療的ケア児が利用できる地域資源には偏りがあることから、配置数や

配置場所については地域毎に状況が異なる。そこで、自治体の規模別や基幹病院の有無

等の差により、医療的ケア児のサービスの調整等に係る量や質に差があるのかを整理

し、適切な配置について検討する必要がある。 

◼ 医療的ケア児支援センター 

「医療的ケア児支援法」（第 14条）には医療的ケア児支援センターの設置について

規定されているが、医療的ケア児支援センターには相談機能が求められており、医療的

ケア児等コーディネーターの配置とも深く関連する。将来的な医療的ケア児支援センタ

ーの設置の参考となる事例を収集する必要がある。 

◼ 医療的ケア児のための災害時の支援 

  医療的ケア児は、災害時は避難行動要支援者であるが、医療機器を装着しているこ

とから、非常用電源の確保や医療材料の確保等が必要などの特性があり、災害時に必要

な支援について整理、検討する必要がある。 

 

こうした状況を踏まえ、本事業は、以下の点について整理・検討し、好事例とともに方

向性を具体的にとりまとめることを目的として実施した。 

１）医療的ケア児数等の把握方法のあり方 

２）地域の特性に応じた医療的ケア児等コーディネーターの配置のあり方 

３）医療的ケア児支援センターに期待される相談機能のあり方 

４）災害時に必要な支援  
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【調査方法・内容】 

本事業では以下に見る各事業を実施した。 

  ①検討委員会の設置・運営 

後述の②～④の遂行にあたり、調査設計、調査結果の分析、とりまとめについて専門

的知見から多角的に検討を行うため、有識者や自治体関係者、障害福祉サービス事業

者、医療関係者等からなる検討委員会を設置、運営した（委員構成は後述）。 

②都道府県・市区町村・医療的ケア児等コーディネーターに対するアンケート調査 

   本事業の４つの調査テーマ（前頁に示した１）～４））のそれぞれについて、自治体

の取組の実態や直面する課題等を把握することを目的として、「都道府県」、「市区

町村」、「都道府県および市区町村の配置する医療的ケア児等コーディネーター」

（いずれも悉皆）を対象としたアンケート調査を実施した。 

  ③都道府県・市区町村に対するヒアリング調査 

本事業の４つの調査テーマに関し、自治体における取組実態や取組の好事例に関する

情報を収集し、その具体的な方法や工夫点、課題やその対応策等を明らかにすること

を目的として都道府県・市区町村に対するヒアリング調査を実施した。調査対象は、

検討委員会委員の推薦およびデスクトップリサーチの結果に基づいて選定し、最終的

に、都道府県 10自治体、市区町村５自治体に調査を行った。 

  ④事例集の作成 

医療的ケア児支援センター、あるいはその機能の一部を担いうる専門人材の配置等に

ついて一部の自治体の先進的な取組を紹介するため、ヒアリング調査結果に基づき

「事例集」を作成した。 

【実施体制】 

本事業では、有識者や自治体関係者、障害福祉サービス事業者、医療関係者等からなる

検討委員会を設置し、調査設計、分析及び結果の整理・検討等を行った。検討委員会の構

成は以下のとおり。 

検討委員会委員構成 

氏名 所属 

岩本 彰太郎 三重大学医学部附属病院 小児・ＡＹＡがんトータルケアセンター長 

亀井 智泉 信州大学 医学部新生児学・療育学講座 特任助教 

長野県医療的ケア児等支援スーパーバイザー 

熊田 明子 社会福祉法人むそう ほわわ世田谷 看護師長 

諏訪 亜季子 香川県立保健医療大学 保健医療学部看護学科 助教 

田村 正徳 埼玉医科大学総合医療センター名誉教授 佐久大学客員教授 【座長】 

遠山 裕湖 社会福祉法人なのはな会 

児童発達支援センター 仙台市なかよし学園 施設長 

児童発達支援センター 仙台市あおぞらホーム 施設長 

福滿 美穂子 特定非営利活動法人なかのドリーム 理事 

向井 俊貴 岐阜県 健康福祉部 医療福祉連携推進課 障がい児者医療推進係長 

吉野 直樹 東京都 町田市 子ども生活部 子ども発達支援課 推進係 担当係長 

（50音順 敬称略） 

なお、オブザーバーとして、厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課障害

児・発達障害者支援室に参加いただいた。事務局は PwC コンサルティング合同会社が務

めた。  
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【調査・検討結果】 

調査結果を踏まえ、各テーマについて検討委員会にて以下のように整理・検討を行っ

た。 

１）医療的ケア児数等の把握方法のあり方 

現状、各都道府県・市区町村では様々な方法を用いて医療的ケア児数等の実態把握に取

り組んでいたが、各種方法の特徴や留意点等を踏まえると、次のように整理された。 

①国等において、施策検討等の基礎資料として数を把握する場合 

➢なるべく網羅的に概数を把握することが期待され、レセプト情報に基づく把握や、就学

児に関する教育関係部局における把握が中心的な手法と考えられる。 

②国・都道府県・市区町村等において、具体的な施策検討の参考資料として実態を把握する場合  

➢詳細な実態の把握が求められることから、支援機関（医療機関や障害福祉サービス事業

所等）や家族に対する調査が中心的な方法と考えられる。 

③市区町村等において、支援を必要としている者の把握や災害対策のために把握する場合 

➢個人の氏名・住所地等を名簿化する形での把握が求められることから、障害福祉サービ

スの支給決定や障害者手帳の交付事務に付随する情報に加え、母子保健部局で把握した

情報や、就学児に関する教育関係部局における情報を総合することによる把握が中心的

な方法と考えられる。 

 

２）地域の特性に応じた医療的ケア児等コーディネーターの配置のあり方 

地域の特性に応じた医療的ケア児等コーディネーターの配置のあり方として次のように

整理したが、その他、取り組む際のポイントとして、「人材育成やノウハウの共有に関す

る取組」が挙げられた。 

①医療的ケア児等コーディネーターの配置方法について 

➢医療的ケア児の地域での生活や発達・成長を支援するという視点から、医療的ケア児等

コーディネーターの配置を考えることが重要である。一方で、医療的ケア児数は増加傾

向にあるとはいえ、人数としては少ないことから、必ずしもすべての市区町村に配置す

ることが効率的とはいえない。 

➢「圏域単位で医療的ケア児等コーディネーターを配置」や「医療的ケア児支援センター

や拠点となる医療機関、障害福祉サービス事業所等に医療的ケア児等コーディネーター

を配置」等の方法も含め、地域に応じた配置方法を検討することが望ましいと考えられ

た。 

➢また、医療的ケア児支援には、医療・福祉双方の視点が必要となる。この点について、

医療職と福祉職等、異なる専門性を持つ人材を組み合わせて配置する等により対応して

いる事例も参考としながら、必要な人材を確保・配置することが望ましいと考えられ

た。 
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②医療的ケア児等コーディネーターの役割について 

➢医療的ケア児の支援には、次のような関わりがあることが見えてきた。一口にコーディ

ネーターといっても様々な役割があるため、都道府県、圏域、市区町村の各単位で、人

的資源の状況も踏まえ、コーディネーターの配置と役割を整理することが望ましいと考

えられた。 

  内容 担い手 配置単位 

直接的

な支援 

通常のケース

ワーク 

➢サービスの調整等、一

般的な支援を行う 

➢地域の相談支援

専門員等 
市区町村 

医療的ケア児

の特徴を踏ま

えた専門的な

ケースワーク 

➢医療・保健・福祉・教

育など様々な領域の関

係機関等と連携しなが

ら、医療的ケア児の支

援を行う 

➢地域の相談支援

専門員のうち医

療的ケア児等コ

ーディネーター

養成研修を受講

するなど、医療

的ケア児支援に

ついて一定の知

見と経験を有す

る者 

市区町村／ 

圏域 

間接的

な支援 

医療的ケア児

支援のための

ソーシャルワ

ーク 

➢医療的ケア児支援に当

たって必要な地域資源

の開拓・開発や、個別

のケースを通じて地域

課題の抽出・解決に取

り組む 

➢地域の医療的ケア児等

コーディネーターの活

動の支援を行う（スー

パーバイザーとしての

役割） 

➢圏域や県に配置

された医療的ケ

ア児等コーディ

ネーター 

※医療的ケア児支

援センターも同

種の役割を担う

ことが想定され

る 

都道府県／ 

圏域 

 

３）医療的ケア児支援センターに期待される相談機能のあり方 

医療的ケア児支援センターに期待される相談機能のあり方として次のように整理した

が、その他、取り組む際のポイントとして、「協議の場等を活用したセンター設置に向け

た検討」「コーディネーターや都道府県・市区町村の役割の明確化」「住民や関係者への

周知」が挙げられた。 

①医療的ケア児支援センターの設置に関する考え方 

➢センターを担う組織は自治体によって様々であるが、自治体直営での設置だけでなく、

既に医療的ケア児支援についてノウハウ・知見やネットワークを有する法人等に委託す

るなど、地域資源を効率的に活用することも有用と考えられた。 

➢特に医療的ケア児数が多い場合や、エリアによる偏在がある場合には、都道府県で１か

所設置するという形式だけでなく、サテライト形式や、圏域・市区町村単位で設置する

など、分散して設置する方法も想定される。この場合、支援を必要としている医療的ケ

ア児の把握漏れを防ぎ、また、支援のために必要な情報の共有や関係者間の連携が図ら

れるよう、協議の場等も活用しながらセンター間の連携を十分に確保することが期待さ

れる。 
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②医療的ケア児支援センターの機能・役割 

➢医療的ケア児支援センターが行う業務は医療的ケア児支援法に示されているが、加え

て、コーディネーターの人材育成は特に重要な機能・役割として期待される。具体的に

は、医療的ケア児支援法のセンター業務には、「医療、保健、福祉、教育、労働等に関

する業務を行う関係機関及び民間団体並びにこれに従事する者に対し医療的ケアについ

ての情報の提供及び研修」があるが、この点について、医療的ケア児等コーディネータ

ーのフォローアップ研修やノウハウ・好事例の収集と横展開などについても取り組むこ

とが期待される。 

➢その他、機能の中でも、個別支援や関係者の連絡調整は市区町村、人材育成や国・自治

体単位での情報の集約・発信は都道府県など、センター（もしくはコーディネーター）

と分担することも想定される。また、多分野の施策の整合性のある支援体制を構築する

ためにも、各都道府県・中核都市等に設けられている難病相談支援センター、移行期医

療支援センター等との連携も重要になると考えられた。 

③医療的ケア児支援センターの職員配置 

➢医療的ケア児支援には、医療・福祉両面の視点が必要である。コーディネーターの配置

と同様、医療職と福祉職等、異なる専門性を持つ人材を組み合わせて配置する等により

対応している事例も参考としながら、必要な人材を確保・配置することが望ましいと考

えられた。 

 

４）災害時に必要な支援 

災害時に必要な支援として次のように整理したが、その他、取り組む際のポイントとし

て、「都道府県による市区町村への支援」「医療的ケア児等コーディネーターの活用」

「平時からの住民や関係者への情報発信」「災害時小児周産期リエゾンとの連携」が挙げ

られた。 

①要配慮者としての位置づけの明確化  

➢令和３年５月に改定された「避難行動要支援者の避難行動支援に関する取組指針」や

「福祉避難所の確保・運営ガイドライン」に障害者等のなかに医療的ケア児が含まれて

いる等の記載がされているが、アンケート調査結果からは、要配慮者の中に医療的ケア

児を位置付けていない自治体も見られた。今後、更に医療的ケア児の災害対策を推進す

るためにも、要配慮者の中に明示して位置付け、取組を一層推進することが期待され

る。 

②関係部局との連携  

➢医療的ケア児の災害対策のためには、医療的ケア児の実態把握等を通じて支援を要する

医療的ケア児を把握し、必要に応じて、避難行動要支援者名簿や個別避難計画の作成が

求められる。また、災害発生時、自宅等から福祉避難所に直接避難できるよう、あらか

じめ個別に調整しておく、停電時の医療機器のための電源確保対策を講じるなどの対応

も必要である。 

➢自治体の中には、関係部局との連携について悩む声も聞かれたが、他の自治体の取組も

参考にしながら、日頃から関係部局（危機管理部局等）と連携し、確実に対応が行われ

るようにすることが重要であると考えられた。 
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③避難所に対する対応 

➢一般に、福祉避難所においては高齢者の利用を想定している場合が多く、医療的ケア児

の利用を想定した電源確保や資材（酸素ボンベ等）の確保までは想定されていないケー

スが多いことが指摘されている。また、被災時、福祉避難所までの移動が難しく、在宅

避難を第一選択とする医療的ケア児も少なくない。 

➢こうした現状を踏まえると、自治体においては、他自治体の取組や自地域の資源の状

況、当事者の状況等も踏まえながら、予め医療的ケア児も利用できる福祉避難所の開設

について資材や医療的ケア用品の備えも含めて準備をしておく、在宅避難時における資

材や電源確保、連絡方法等について医療的ケア児の家族や関係者と調整をしておく、と

いった対応が想定される。 

 

【報告書及び事例集の公表】 

作成した報告書及び事例集は、弊社ホームページに掲載・公表した。 
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第１章 事業概要 

１．背景・目的 

（１）背景 

医療技術の進歩に伴い、日常生活及び社会生活を営むために恒常的に医療的ケア（人工

呼吸器による呼吸管理、喀痰吸引その他の医療行為）を受けることが不可欠である子ども

（以下、「医療的ケア児」）が増えている。令和 3 年 9 月には「医療的ケア児及びその家

族に対する支援に関する法律」（以下「医療的ケア児支援法」）が施行され、医療的ケア

児支援の更なる充実が期待されている。一方で、医療的ケア児支援に関しては、次のよう

な課題が指摘されている。 

【医療的ケア児とその人数の把握】 

医療的ケア児の把握については、障害児福祉計画において医療的ケア児数の把握が求

められているが、医療的ケア児は身体障害者手帳等から定型的に把握することができず、

統一的な調査方法が確立されていない。そのため、医療的ケア児数の把握の必要性や目

的の整理を行った上で、調査、把握方法等について検討し、自治体に提示していく必要

がある。 

【医療的ケア児等コーディネーター】 

医療的ケア児等コーディネーターについては、第 2 期障害児福祉計画において、新た

に都道府県及び市区町村（圏域でも可）ごとに設置することが規定されたが、医療的ケア

児数の分布や医療的ケア児が利用できる地域資源には偏りがあることから、配置数や配置

場所については地域毎に状況が異なる。そこで、自治体の規模別や基幹病院の有無等の差

により、医療的ケア児のサービスの調整等に係る量や質に差があるのかを整理し、適切な

配置について検討する必要がある。 

【医療的ケア児支援センター】 

「医療的ケア児支援法」（第 14 条）には医療的ケア児支援センターの設置について規

定されているが、医療的ケア児支援センターには相談機能が求められており、医療的ケ

ア児等コーディネーターの配置とも深く関連する。将来的な医療的ケア児支援センター

の設置の参考となる事例を収集する必要がある。 

【医療的ケア児のための災害時の支援】 

 医療的ケア児は、災害時は避難行動要支援者であるが、医療機器を装着していること

から、非常用電源の確保や医療材料の確保等が必要などの特性があり、災害時に必要な

支援について整理、検討する必要がある。 
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（２）目的 

本事業は、各自治体や医療的ケア児等コーディネーターを対象としたアンケート調

査・ヒアリング調査及び有識者や自治体関係者、障害福祉サービス事業者、医療関係者

等からなる検討委員会での議論を通じて、以下の点について整理・検討し、好事例とと

もに方向性を具体的にとりまとめることを目的として実施した。 

１）医療的ケア児数等の把握方法のあり方 

２）地域の特性に応じた医療的ケア児等コーディネーターの配置のあり方 

３）医療的ケア児支援センターに期待される相談機能のあり方 

４）災害時に必要な支援 
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２．実施内容 

本事業では以下にみる各調査・検討を行った。 

 

（１）アンケート調査 

本事業の４つの調査テーマ（前頁に示した１）～４））のそれぞれについて、自治体

の取組の実態や直面する課題等を把握することを目的として、下表のとおりアンケート

調査を実施した。 

図表 1 調査概要 

調査対象 ① 全国の都道府県 

② 全国の市区町村 

③ 都道府県および市区町村の配置する医療的ケア児等コーディネ

ーター 

（いずれも悉皆） 
調査方法 自記式調査 

【実施手順】 
 都道府県および市区町村に対しては、厚生労働省より、都道府

県、指定都市、中核市の担当課（室）を通じて、電子調査票を

配布した。 

 この時、都道府県および市区町村には、「調査への回答」と併

せて「自自治体の配置する医療的ケア児等コーディネーターへ

の調査回答依頼」の２点を依頼しており、医療的ケア児等コー

ディネーターには配置主体である都道府県あるいは市区町村を

介して調査票を配布した。 

 調査票の回収は調査専用サイトを通じて行った。 

調査期間 2021 年９月 22 日～10 月 15 日 
想定する回答者 ① 都道府県向け調査 

障害児福祉所管部局（※） 

② 市区町村向け調査 

障害児福祉所管部局（※） 

※設問の内容に応じて、医療政策や災害対策等の担当部局と連携の

上回答いただけるよう依頼した 
③ 医療的ケア児等コーディネーター向け調査 

都道府県あるいは市区町村によって医療的ケア児等コーディネ

ーターとして配置され、活動している方 
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調査の主な内容は下表のとおりである。 

図表 2 主な調査内容 

 

①都道府県向け調査 ②市区町村向け調査 
③医療的ケア児等コ

ーディネーター向け

調査 

基礎情報 

〇 

（総人口や「協議の

場」の設置等） 

〇 

（総人口や「協議の

場」の設置等） 

〇 

テーマ１） 
医療的ケア児数等の

把握 
〇 〇  

テーマ２） 
医療的ケア児等コー

ディネーター 
〇 〇 

〇 

（配置先機関や担当

業務等） 
テーマ３） 
医療的ケア児支援セ

ンター 
〇 〇  

テーマ４） 
災害時の支援 

〇 〇  

その他 

（医療的ケア児の支

援に関するご意見・

ご要望） 

〇 〇 〇 

 

（２）ヒアリング調査 

本事業の４つの調査テーマに関し、自治体における取組実態や取組の好事例に関する

情報を収集し、その具体的な方法や工夫点、課題やその対応策等を明らかにすることを

目的として下表に示す通りヒアリング調査を実施した。 

 

図表 3 調査概要 

調査対象 下記 15 自治体を、検討委員会委員の推薦およびデスクトップリサー

チの結果に基づいて選定した。 

 都道府県（10自治体） 

青森県、埼玉県、富山県、長野県、岐阜県、滋賀県、奈良県、山口

県、香川県、高知県 

 市区町村（５自治体） 

北海道札幌市、茨城県つくば市、千葉県柏市、東京都世田谷区、福

岡県北九州市 
調査方法 オンライン形式 
回答者 障害児福祉所管部局の医療的ケア児支援担当者 
主な調査内容 主に以下の内容について調査を実施 

 基礎情報（地域資源の分布等） 
 医療的ケア児数等の把握方法等 
 医療的ケア児等コーディネーターの配置と活動状況等 
 医療的ケア児支援センターの設置と活動状況等 
 災害対策のための支援施策等 
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（３）事例集の作成 

医療的ケア児支援センター、あるいはその機能の一部を担いうる専門人材の配置等に

ついて一部の自治体の先進的な取組を紹介するため、ヒアリング調査結果に基づき「事

例集」を作成した。 

 

 

（４）成果物の公表 

本調査研究の成果は、弊社ホームページにおいて公開する。 
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３．実施体制 

（１）検討委員会の構成 

 有識者や障害福祉サービス事業者、医療関係者等にて構成される検討委員会を設置した。

検討委員会の委員構成は以下のとおり。 

 

図表 4 検討委員会委員構成 

氏名 所属 

岩本 彰太郎 
三重大学医学部附属病院 

小児・ＡＹＡがんトータルケアセンター長 

亀井 智泉 
信州大学 医学部新生児学・療育学講座 特任助教 

長野県医療的ケア児等支援スーパーバイザー 

熊田 明子 社会福祉法人むそう ほわわ世田谷 看護師長 

諏訪 亜季子 香川県立保健医療大学 保健医療学部看護学科 助教 

【座長】 

田村 正徳 

埼玉医科大学総合医療センター名誉教授 

佐久大学客員教授 

遠山 裕湖 

社会福祉法人なのはな会 

児童発達支援センター 仙台市なかよし学園 施設長 

児童発達支援センター 仙台市あおぞらホーム 施設長 

福滿 美穂子 特定非営利活動法人なかのドリーム 理事 

向井 俊貴 
岐阜県 健康福祉部 医療福祉連携推進課  

障がい児者医療推進係長 

吉野 直樹 
東京都 町田市 子ども生活部 子ども発達支援課 

推進係 担当係長 

（50 音順 敬称略） 

 なお、オブザーバーとして、厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課障害

児・発達障害者支援室に参加いただいた。事務局は PwC コンサルティング合同会社が務

めた。 
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（２）検討委員会の開催状況 

検討委員会は、今般の新型コロナウイルス感染拡大防止のため、オンライン会議システ

ムを用いて 4 回実施した。 

検討委員会においては、事務局で整理した調査・分析方法案について議論し、委員から

の意見を踏まえてアンケート、ヒアリングを実施した。また、調査・分析結果について検

討委員会で報告・議論し、報告書をとりまとめた。 

 

図表 5 検討委員会実施状況（オンライン開催） 

回（開催日程） 議事概要 

第１回 

2021年８月 12日 

14 時～16時 

 事業実施計画 

 プレヒアリング調査の結果について 

 アンケート調査の設計について 

 ヒアリング調査の設計について 

 今後の事業スケジュール 

第２回 

2021年 11月 18日 

16 時～18時 

 アンケート調査結果（速報） 

 ヒアリング調査結果（暫定報告） 

 ヒアリング調査対象の選定について 

 今後の事業スケジュール 

第３回 

2022年１月 28日 

15 時 30 分～17 時 30

分 

 追加調査結果 

 アンケート調査結果（追加分析） 

 ヒアリング調査結果（追加報告） 

 ４つの検討課題と対応方針案 

 センターの事例集のとりまとめ案 

 報告書構成案 

第４回 

2022年２月 28日 

17 時～19時 

 報告書（案）の確認 
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第２章 自治体及び医療的ケア児等コーディネーターを対象と

したアンケート調査 

１．調査概要 

（１）目的 

本事業の４つのテーマそれぞれに関し、以下の各点について把握、整理することを目的

としてアンケート調査を実施した。 

テーマ アンケート調査における目的 

Ⅰ 医療的ケア児数等の把握方法

のあり方 

 自治体の取組実態を把握する 

 把握の必要性や目的の整理を行ったうえで調査手法

を類型化し、手法ごとの利点や課題を整理する 

Ⅱ 地域の特性に応じた医療的ケ

ア児等コーディネーターの配置の

あり方 

 医療的ケア児等コーディネーターの適切な配置のあ

り方を検討する 

Ⅲ 医療的ケア児支援センターに

期待される相談機能のあり方 

 医療的ケア児支援センターの設置に向けて、設置の

参考となりうる自治体の取組を収集する 

 医療的ケア児支援センターと医療的ケア児等コーデ

ィネーターの望ましい役割分担のあり方を検討する 

Ⅳ 災害時に必要な支援 
 自治体による支援の取組実態を把握し、必要な支援

を整理する 

 

（２）調査対象 

調査対象は、①都道府県、②市区町村、③医療的ケア児等コーディネーターである（い

ずれも悉皆）。なお、本調査で調査対象とする③医療的ケア児等コーディネーターとは、

都道府県および市区町村が障害児福祉計画に配置の成果目標を設定した者を指す。 

 

（３）調査方法 

①都道府県向け調査、②市区町村向け調査、③医療的ケア児等コーディネーター向け調

査のいずれも、電子調査票（Excel）への自記式調査を実施した。 

都道府県および市区町村に対しては、厚生労働省より、都道府県、指定都市、中核市の

担当課（室）を通じて、電子調査票を配布した。この時、都道府県および市区町村には、

「調査への回答」と併せて「自自治体の配置する医療的ケア児等コーディネーターへの調

査回答依頼」の２点を依頼しており、医療的ケア児等コーディネーターには配置主体であ

る都道府県あるいは市区町村を介して調査票を配布した。 

ご回答後は調査専用サイトからアップロードして事務局へご提出いただいた。 
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（４）調査実施時期 

令和３年９月 22日（水）から令和３年 10月 15日（金）まで 

※医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律は令和 3年 9月 18日施行 

 

（５）調査内容 

主な調査内容は以下のとおり。 

 

①都道府県向け調査 ②市区町村向け調査 
③医療的ケア児等コ

ーディネーター向け

調査 

基礎情報 

〇 

（総人口や「協議の

場」の設置等） 

〇 

（総人口や「協議の

場」の設置等） 

〇 

テーマ１） 
医療的ケア児数等の

把握 
〇 〇  

テーマ２） 
医療的ケア児等コー

ディネーター 
〇 〇 

〇 

（配置先機関や担当

業務等） 
テーマ３） 
医療的ケア児支援セ

ンター 
〇 〇  

テーマ４） 
災害時の支援 

〇 〇  

その他 

（医療的ケア児の支

援に関するご意見・

ご要望） 

〇 〇 〇 
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（６）回収状況 

回収状況は以下のとおりであった。 

なお、回収率向上のため、調査実施後、再度協力を呼び掛けるとともに、調査期間の延

長も行っているが、自治体からは、未回答の理由として業務多忙により協力困難等の声が

寄せられた。 

 ①都道府県向け調査 ②市区町村向け調査 

③医療的ケア児等コ

ーディネーター向け

調査 

調査対象件数 47件 1,741 件 － 

有効回収件数 43件 836 件 507 件 

回答率 91.5％ 48.0％ － 

※医療的ケア児等コーディネーター向け調査については、都道府県および市区町村を通じて配布された調

査票の総数が把握できないため、回答率を算出できない 

 

また、以下に、回答のあった市区町村の住民規模別の分布を示す。構成割合は全国値と

大きな違いがないことが確認された。 

 

＜人口規模別＞ 

 
  

22.8%

28.5%

55.7%

55.0%

20.7%

16.5%

0.7%

0.0%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

n=836

全国（2015年国勢調査）

1万人未満 1万人以上10万人未満 10万人以上 無回答
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２．都道府県調査の主な結果 

（１）基礎情報 

１）自治体の人口（問１） 

自治体の人口規模は以下のとおりであった。 

 

図表 6 自治体の人口 

 
【総人口（単位：人）】 

 調査数                                                     41 

  平均値                                                     3234298.6 

  標準偏差                                                   3874774.9 

  最小値                                                     550527 

  最大値                                                     20204073 

 
【20 歳未満人口（単位：人】 

 調査数                                                     29 

  平均値                                                     483414.45 

  標準偏差                                                   470182.2 

  最小値                                                     104301 

  最大値                                                     2189019 

 
【18 歳未満人口（単位：人】 

 調査数                                                     20 

  平均値                                                     461732 

  標準偏差                                                   448372.29 

  最小値                                                     93418 

  最大値                                                     1956341 
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２）医療的ケア児を支える地域資源の分布（問２） 

①医療的ケア児の受入れが可能な機関・事業所等の把握の有無 

医療的ケア児を受け入れ可能な機関・事業所等の把握状況について、管内での分布が把

握されているのは「特別支援学校」が 86.0%で最も多く、次いで「障害児入所施設」が

76.7%、「短期入所事業所」が 74.4%であった。 

 

図表 7 医療的ケア児の受入れが可能な機関・事業所等の把握の有無 

 

  

n=43

⑦障害児相談支援事業所

⑧障害児通所支援事業所

⑨障害児入所施設

⑩短期入所事業所

①病院

②診療所

③特別支援学校

④特別支援学校以外の学
校（小・中・高校等）

⑤保育所・幼稚園・認定こど
も園

⑥訪問看護ステーション

34.9

27.9

86.0

46.5

32.6

55.8

55.8

72.1

76.7

74.4

62.8

69.8

11.6

51.2

65.1

41.9

44.2

27.9

23.3

25.6

2.3

2.3

2.3

2.3

2.3

2.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

把握している 把握していない 無回答
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②当該機関・事業所等の充足と偏在の状況 

医療的ケア児の受入れが可能な機関・事業所等を把握している場合、当該機関・事業所

等の充足と偏在の状況を尋ねたところ、「全体的に不足している」「不足しており地域的

な偏在もある」が、「診療所」で 91.7%と最も多く、次いで「短期入所事業所」90.7%、

「障害児通所支援事業所」90.3％であった。 

 

図表 8 医療的ケア児の受入れが可能な機関・事業所等の充足と偏在の状況 

 

  

⑦障害児相談支援事業所
n=24

⑧障害児通所支援事業所
n=31

⑨障害児入所施設 n=33

⑩短期入所事業所 n=32

①病院 n=15

②診療所 n=12

③特別支援学校 n=37

④特別支援学校以外の学
校（小・中・高校等） n=20

⑤保育所・幼稚園・認定こど
も園 n=14

⑥訪問看護ステーション
n=24

13.3

41.7

0.0

15.0

42.9

25.0

37.5

25.8

12.1

21.9

60.0

50.0

8.1

15.0

28.6

50.0

37.5

64.5

48.5

68.8

20.0

0.0

29.7

35.0

21.4

16.7

16.7

3.2

21.2

3.1

0.0

0.0

59.5

25.0

0.0

0.0

0.0

0.0

12.1

0.0

6.7

8.3

2.7

10.0

7.1

8.3

8.3

6.5

6.1

6.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

地域全体で不足している

不足しており地域的な偏在もある

不足はしていないが、地域的な偏在がある

不足しておらず地域的な偏在も（ほぼ）ない

無回答
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３）「協議の場」の設置について（問３） 

①設置状況 

「協議の場」の設置状況は、「自立支援協議会を活用（併設含む）」が、41.9%と最も

多かった。「医療的ケア児者に特化した協議の場を新規単独で設置（自立支援協議会との

連携は図っていない）」は 18.6%であった。 

図表 9 「協議の場」の設置状況 

 

「既存の合議体」の具体的内容 

県内４ブロックに分けた医療的ケアのネットワーク 

小児在宅医療推進協議会 

慢性疾病児童等地域支援協議会・医療的ケア児支援連絡協議会 

県小児等在宅医療連携推進部会・県医療的ケア児等支援連絡会 

障がい福祉計画等圏域連絡協議会 

医療的ケア児支援のあり方ワーキング、在宅療養児検討委員会 

県重症心身障害児者等支援体制整備協議会 

 

「その他」の具体的内容 

医療的ケア児者に特化した庁内連絡会議を設置している。 

調整中 

県総合支援協議会専門部会（療育支援専門部会）の下部組織としての位置づけ 

医療的ケア児者に特化した庁内連絡会議を設置している。 

 

  

n=43

自立支援協議会を

活用（併設含む）

41.9%

自立支援協議会以外の

既存の合議体を活用

（併設含む）

16.3%

医療的ケア児者に特化した協議の

場を新規単独で設置（自立支援協議

会の関連する分野の部会と合同開

催とするなど、自立支援協議会との

連携を図っている）

16.3%

医療的ケア児者に特化した協議の

場を新規単独で設置（自立支援協議

会との連携は図っていない）

18.6%

その他

7.0%
無回答

0.0%
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②参加する組織・機関 

協議の場に参加する組織・機関は以下のとおりであった。 

 

図表 10 組織・機関の内訳（複数回答） 図表 11 本庁の担当部局の主管（複数回

答） 
 

 

 

 

  

n=43

本庁

医療機関

教育委員会

訪問看護ステーション

医師会

障害児相談支援事業所

市区町村

当事者団体

特別支援学校

障害児通所支援事業所

障害児入所施設

保健所・保健センター

障害福祉サービス事業所

学識経験者

看護協会

保育所・幼稚園・認定こども園

障害者支援施設

福祉事務所

基幹相談支援センター

児童相談所

薬剤師会

社会福祉協議会

特別支援学校以外の学校（小・中・高校等）

歯科医師会

その他

無回答

97.7

76.7

69.8

69.8

69.8

67.4

65.1

62.8

62.8

62.8

58.1

55.8

48.8

48.8

46.5

37.2

30.2

23.3

18.6

11.6

9.3

7.0

4.7

4.7

30.2

2.3

0% 20% 40% 60% 80% 100% n=42

障害福祉

教育

医療・保健

保育

労働

その他

無回答

100.0

71.4

69.0

61.9

2.4

4.8

0.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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組織・機関の内訳における「その他」の具体的内容 

県市区町村保健師活動協議会、県特別支援学校 PTA連合会 

全て本庁の課となるが、防災、母子保健、難病、小児医療、周産期医療、在宅医療、保

育、障がい福祉、特別支援学校に係るそれぞれの担当課が参加。 

診療所、相談支援専門員 

理学療法士会 

県小児在宅ケア・人工呼吸療法研究会，県相談支援ネットワーク会議 

県保育連盟、県自立支援協議会療育部会 

相談支援専門員協会、障害者団体 

理学療法士協会 

労働局 

保護者（個人） 

精神障がい者地域生活支援センター、地域づくり推進員、地域づくりコーディネーター、

家庭裁判所判事、家庭裁判所浦河支部庶務課、障がい就業・地域生活支援センター 

障害保健福祉圏域ネットワーク形成等事業受託者（５圏域） 

小児科医会、訪問看護ステーション協会 

中核地域生活センター 

 

本庁の担当部局の主管における「その他」の具体的内容 

高齢者の在宅介護 

防災 

 

 

③令和２年度の「協議の場」の開催回数 

令和２年度の「協議の場」の開催回数は、「1回」が 41.9％で最も多く、次いで「2

回」が 27.9％であった。「0回」は 16.3%であった。 

 

図表 12 組織・機関の内訳（複数回答）  

 
  

n=43

５
回
以
上

４
回

３
回

２
回

１
回

０
回

無
回
答

4.7 2.3 4.7

27.9

41.9

16.3

2.3

0%

20%

40%

60%

80%

100%
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（２）医療的ケア児数の把握について 

１）医療的ケア児数の把握の目的（問４） 

医療的ケア児数の把握の目的としては、「地域の実態把握のため」が 100％で最も多

く、次いで「『施設整備等の方針決定のため」『災害対策のため』以外の医療的ケア児支

援施策立案のため」が 51.2%、「支援を必要としているサービス未利用者を把握するた

め」が 41.9％であった。 

 

図表 13 医療的ケア児数の把握の目的（複数回答） 

 

 

 

  

n=43

その他

無回答

地域の実態把握のため

「３」「４」以外の医療的ケア児支援施
策立案のため

支援を必要としているサービス未利
用者を把握するため

災害対策のため

施設整備等の方針決定のため

管内市区町村への情報提供のため

100.0

51.2

41.9

32.6

30.2

20.9

0.0

0.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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２）医療的ケア児数の把握の状況（問５） 

医療的ケア児数の把握の状況については、「できている」「どちらかというとできてい

る」を合わせると 74.4%であった。「できていない」「どちらかというとできていない」

は 23.3%であった。 

なお、問６から問 11までは、本問で「できている」、「どちらかというとできてい

る」あるいは「どちらかというとできていない」を選択した回答者を対象とした設問であ

る。 

 

図表 14 医療的ケア児数の把握の状況 

 

 

 

 

 

  

n=43

できている

9.3%

どちらかというと

できている

65.1%

どちらかというと

できていない

14.0%

できていない

9.3%

できているかどうか

わからない

2.3%
無回答

0.0%
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３）医療的ケア児数を把握する際の「医療的ケア児」の解釈（問６） 

①医療的ケア児の解釈 

医療的ケア児数を把握する際の医療的ケア児の解釈では、「日常的に医療的ケアを要す

る重症心身障害児（重度の肢体不自由と重度の知的障害が重複している）」が 89.5%で最

も多く、次いで、「日常的に医療的ケアを要する肢体不自由児」「日常的に医療的ケアを

要する知的障害・発達障害児」がそれぞれ 84.2%であった。 

 

図表 15 医療的ケア児数を把握する際の「医療的ケア児」の解釈（複数回答）  

 

 

 

「その他」の具体的内容 

在宅療養指導管理料（14項目）を算定している満 20歳未満児 

日常的に医療的ケアは要しない重症心身障がい児 

医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律に規定する「医療的ケア児」 

明確な区切りは困難（「日常生活を送るために恒常的に医療的ケアを受けることが不可欠

な児」とまでしか言えないのではないか） 

18歳までに発症した疾病あるいは事故等の外傷によって、日常的に「医療的ケア」が必要

となった児童 

 

  

n=38

無回答

日常的に医療的ケアを要する重症心
身障害児（重度の肢体不自由と重度
の知的障害が重複している）

日常的に医療的ケアを要する肢体不
自由児

日常的に医療的ケアを要する知的障
害・発達障害児

上記「１」「２」「３」以外の、日常生活を
送るために恒常的に医療的ケアを受
けることが不可欠な児

その他

89.5

84.2

84.2

81.6

10.5

2.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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②医療的ケアの内容 

具体的な医療的ケアの内容は下記のとおりであった。 

 

図表 16 医療的ケアの内容 

 

選択肢 ①人工呼吸器（排痰補助装置等を含む。）の管理 
②気管切開の管理 
③鼻咽頭エアウェイの管理 
④酸素療法 
⑤吸引（口鼻腔・気管内吸引） 
⑥ネブライザーの管理 
⑦経管栄養（胃ろう、腸ろう、経鼻経管等） 
⑧中心静脈カテーテルの管理 
⑨皮下注射（インスリン注射等） 
⑩血糖測定 
⑪継続的な透析  
⑫導尿（尿道留置カテーテル、尿路ストーマ等を含む。） 
⑬排便管理（消化管ストーマ、摘便等を含む。） 
⑭痙攣時の坐剤挿入、吸引、酸素投与、迷走神経刺激装置の作動等の処置 

 

「その他」の具体的内容 

各市町にて把握されている。 

診療報酬明細書において、在宅指導管理料が計上されている 

 

  

n=38

選択肢①～⑭の

全てが該当する

71.1%

選択肢①～⑭の

一部が該当する

18.4%

その他

2.6%

無回答

7.9%
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図表 17 選択肢①～⑭の一部が該当する場合の具体的な医療的ケアの内容（複数回答）  

 

 
 

  

n=7

⑥ネブライザーの管理

①人工呼吸器（排痰補助装置等を含む。）の管
理

②気管切開の管理

③鼻咽頭エアウェイの管理

④酸素療法

⑤吸引（口鼻腔・気管内吸引）

⑬排便管理（消化管ストーマ、摘便等を含む。）

⑭痙攣時の坐剤挿入、吸引、酸素投与、迷走
神経刺激装置の作動等の処置

無回答

⑦経管栄養（胃ろう、腸ろう、経鼻経管等）

⑧中心静脈カテーテルの管理

⑨皮下注射（インスリン注射等）

⑩血糖測定

⑪継続的な透析

⑫導尿（尿道留置カテーテル、尿路ストーマ等
を含む。）

100.0

100.0

85.7

100.0

85.7

85.7

100.0

100.0

42.9

28.6

85.7

100.0

85.7

28.6

0.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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③医療的ケア児として把握する児の年齢 

医療的ケア児として把握する児の年齢は「18 歳未満」が 44.7%と最も多く、次いで「20

歳未満」が 31.6%、「19歳未満」13.2%であった。 

 

 

図表 18 医療的ケア児として把握する児の年齢  

 

 

「その他」の具体的内容 

１８歳に達し、又は高等学校等を卒業するまで 

特別支援学校・高校等の在学期間まで 

医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律に規定する「医療的ケア児」 

高等学校又は特別支援学校高等部在学中の児童 

 

 

  

n=38

18歳未満

44.7%

19歳未満

13.2%

20歳未満

31.6%

その他

10.5%

無回答

0.0%
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４）医療的ケア児数把握の方法（問７） 

①医療的ケア児数の把握方法 

医療的ケア児数の把握方法では、「管内の市区町村への照会」が 63.2%で最も多く、次

いで「医療機関や特別支援学校等の関係機関に対する調査」55.3%、「医療的ケア児家族

に対する調査（関係機関を介して回答を依頼）」39.5%であった。 

 

図表 19 医療的ケア児数の把握方法（複数回答）  

 

 

 

「その他」の具体的内容 

小児慢性特定疾病の申請窓口である県保健所に照会 

市区町村からのデータをもとに、教育委員会のデータを突合し、さらに圏域の医療的ケア

児等コーディネーター、療育コーディネーターとともに照合作業を行った 

県教育庁が行う文部科学省調査 

訪問看護事業所に対する調査 

医療型障害児入所施設への照会 

令和２年度に新型コロナウイルス感染症対応として手指消毒液を配布した際に把握した人

数 

母子保健法に基づく在宅療養児として把握している児童の数 

 

  

n=38

小学校等入学に伴い医療的ケア児家
族が相談に訪れた際の把握

障害福祉サービスの支給決定に付随
した把握

その他

無回答

管内の市区町村への照会

医療機関や特別支援学校等の関係
機関に対する調査

医療的ケア児家族に対する調査（関
係機関を介して回答を依頼）

医療的ケア児家族に対する調査（自
治体から直接回答を依頼）

障害者手帳の取得申請に付随した把
握

退院・地域生活への移行に伴う行政
手続等に付随した把握

63.2

55.3

39.5

13.2

5.3

2.6

2.6

2.6

13.2

0.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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「医療的ケア児家族に対する調査（関係機関を介して回答を依頼）」を行う場合の、具

体的な関係機関の内訳は下記のとおりであった。 

 

図表 20 関係機関の内訳（複数回答）  

 

 

「その他」の具体的内容 

県医療局、県医師会 

市町を介して回答を依頼 

県保健所、市区町村 

中核地域生活支援センター、重症児者を守る会 

 

  

n=15

教育委員会

医療機関

訪問看護ステーション

相談支援事業所

障害児支援サービス事業所

基幹相談支援センター

特別支援学校

特別支援学校以外の学校（小・中・高
校等）

保育所・幼稚園・認定こども園

その他

無回答

66.7

46.7

20.0

53.3

6.7

33.3

53.3

40.0

13.3

26.7

0.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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②把握の頻度 

医療的ケア児数の把握の頻度は「一度きりしか把握していない」が最も多く 36.8%、次

いで「不定期だがこれまでに何度か把握している」34.2%であった。「定期的に把握して

いる」は 28.9%であった。 

図表 21 把握の頻度  

 

図表 22 一度きりしか把握していない場合の実施年度 

     
調査数                                                     14 

平均値                                                     2019.43 

標準偏差                                                   0.9 

最小値                                                     2018 

最大値                                                     2021 

 

図表 23 定期的に把握している場合の調査頻度（何年に一度か） 

調査数                                                     11 

平均値                                                     1.09 

標準偏差                                                   0.29 

最小値                                                     1 

最大値                                                     2 

 

図表 24 不定期だがこれまでに何度か把握している場合の実施年度  

                                      n=13 

実施年度 件数 割合 

平成 27（2015）年度                                           1 7.7 

平成 28（2016）年度                                           3 23.1 

平成 29（2017）年度                                           1 7.7 

平成 30（2018）年度                                           7 53.8 

令和元（2019）年度                                           6 46.2 

令和２（2020）年度                                           7 53.8 

令和３（2021）年度                                           5 38.5 

無回答                                                          -      - 

n=38

一度きりしか

把握していない

36.8%

不定期だがこれまでに

何度か把握している

34.2%

定期的に

把握している

28.9%

無回答

0.0%
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③直近の把握状況 

図表 25 最も直近に医療的ケア児数を把握した時点（西暦）   

 

調査数                                                     37 

平均値                                                     1965.35 

標準偏差                                                   327.06 

最小値                                                     3 

最大値                                                     2021 

 

図表 26 最も直近において医療的ケア児数を把握した時点（月）   

                                                               n=38 

実施月 件数 割合 

１月                                                         2 5.3 

２月                                                              -      - 

３月                                                         4 10.5 

４月                                                         9 23.7 

５月                                                         7 18.4 

６月                                                         2 5.3 

７月                                                         3 7.9 

８月                                                         2 5.3 

９月                                                         2 5.3 

10 月                                                         3 7.9 

11 月                                                         1 2.6 

12 月                                                         2 5.3 

無回答                                                     1 2.6 

 

図表 27 最も直近における医療的ケア児の把握人数   

調査数                                                     36 

平均値                                                     390.28 

標準偏差                                                   424.66 

最小値                                                     68 

最大値                                                     1757 
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５）調査の際に把握している情報（問８） 

調査の際に把握している情報では、「必要とする医療的ケアの内容」が 81.6%で最も多

く、次いで「年齢」78.9%であった。 

 

図表 28 調査の際に把握している情報（複数回答）  

 
 

  

n=38

かかりつけ医療機関

「人数」以外は把握していない

必要とする医療的ケアの内容

年齢

住所

利用している障害児福祉サービス等

家族構成

医療的ケアが必要となった理由

その他

無回答

必要だが利用できていないサービス等

主なケアの担い手

日常生活における課題

自治体の支援に関する要望

氏名

災害に備えた対策の実施状況（備蓄、停電時
の電源確保等）

10.5

81.6

78.9

55.3

52.6

47.4

36.8

31.6

31.6

28.9

26.3

21.1

13.2

13.2

44.7

0.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%



28 

 

「その他」の具体的内容 

過去の NICU 入院歴、障害者手帳の有無・等級 

手帳・障がいの状況、各種手当等の受給、出生時の NICU の入院等の有無、就学状況、頼り

にしている相談先・相談相手、今後使いたい医療サービス、重症心身障がい者等入所施設

の入所希望 

介護者の負担感、家族の睡眠時間、相談先等 

日中の過ごしの場 

介護者の負担、施設入所の希望 など 

小児慢性特定疾患受給状況、家族の生活状況、介護者不在時の対応、相談可能な機関 

未就学児のイニシャル・年齢、就学児の学年 

就労状況，きょうだい，今困っていること・将来不安に思っていることを自由記述 

災害対策として、意思疎通の状態、移動・歩行の状態 

身体障害者手帳・療育手帳の有無、日常生活場所 

就学状況、レスパイト利用状況 

居住する市区町村名、性別、障害者手帳の所持状況、障がい児福祉手当の受給状況、歩行

の可否、就学状況（就学先、学年）、重症心身障害児に該当するかどうか、補装具・生活

用具等、避難行動要支援者名簿への登録状況、個別避難計画の作成状況 

市区町村における医療的ケア児の人数の把握方法 

身体障害者手帳の区分、療育手帳の区分、就学の状況、通学・通園の方法、主な相談先、

医療的ケア児の家族の抱える課題 

※氏名はイニシャルを回答、※住所は市区町村名までを回答 

介護者の負担，日中活動場所，保護者年齢 

介護者の平均睡眠時間、学校教育等（日中活動の場） 

運動機能障害の段階、発達指数、発達段階、手帳の取得状況、現在の生活拠点、就学状況 
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６）調査結果の活用（問９） 

医療的ケア児数や把握した情報をどのように活用しているか尋ねたところ、「地域の実

態に関する基礎資料としている」が 97.4%で最も多く、次いで「医療的ケア児支援施策の

立案や見直しに役立てている」が 86.8%、「管内市区町村に情報提供している」が 60.5%

であった。 

 

図表 29 調査結果の活用（複数回答） 

 

 
 

※「その他」について、具体的な記述回答はなかった 

 

 

 

 

 

n=38

その他

無回答

地域の実態に関する基礎資料として
いる

医療的ケア児支援施策の立案や見
直しに役立てている

管内市区町村に情報提供している

支援を必要としているサービス未利
用者への働きかけに役立てている

施設整備等の方針決定にあたり参照
している

災害対策の取組に役立てている

97.4

86.8

60.5

52.6

23.7

21.1

2.6

0.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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７）各調査方法における課題（問 10） 

各調査方法における課題は以下のとおりであった。 

いずれの調査方法においても、「全数を網羅して調査できているかどうかの判断が難し

い」が多かった。 

 

図表 30 各調査方法における課題（複数回答） 

 

①医療的ケア児家族に対する調査 

（自治体から直接回答を依頼） 

②医療的ケア児家族に対する調査 

（関係機関を介して回答を依頼） 

  

  

n=5

関係機関の協力や理解を得るのが難しい

全数を網羅して調査できているかどうかの判断
が難しい

調査への回答が得られない医療的ケア児が多
い

医療的ケア児以外の児に誤って調査してしまう
可能性がある

他の自治体に居住する医療的ケア児に誤って
調査してしまう可能性がある

他の自治体の医療機関を受診する医療的ケア
児の把握が漏れてしまう可能性がある

無回答

実施に係る事務的な費用負担が大きい

実施に係る事務的な作業負担が大きい

調査への協力に伴い医療的ケア児家族に時間
を割いてもらわなければいけない

調査への協力に伴って医療的ケア児家族に心
理的な負担がかかる

課題は特にない

その他

80.0

40.0

20.0

0.0

0.0

0.0

20.0

40.0

80.0

60.0

0.0

40.0

0.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%
n=15

関係機関の協力や理解を得るのが難しい

全数を網羅して調査できているかどうかの判断
が難しい

調査への回答が得られない医療的ケア児が多
い

医療的ケア児以外の児に誤って調査してしまう
可能性がある

他の自治体に居住する医療的ケア児に誤って
調査してしまう可能性がある

他の自治体の医療機関を受診する医療的ケア
児の把握が漏れてしまう可能性がある

無回答

実施に係る事務的な費用負担が大きい

実施に係る事務的な作業負担が大きい

調査への協力に伴い医療的ケア児家族に時間
を割いてもらわなければいけない

調査への協力に伴って医療的ケア児家族に心
理的な負担がかかる

課題は特にない

その他

66.7

60.0

13.3

6.7

26.7

20.0

13.3

26.7

40.0

13.3

0.0

6.7

13.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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③医療機関や特別支援学校等の関係機関に対す

る調査 

④退院・地域生活への移行に伴う行政手続等に 

付随した把握 

  

⑤小学校等入学に伴い医療的ケア児家族 

が相談に訪れた際の把握  

⑥障害者手帳の取得申請に付随した把握  

  

  

n=21

関係機関の協力や理解を得るのが難しい

全数を網羅して調査できているかどうかの判断
が難しい

調査への回答が得られない医療的ケア児が多
い

医療的ケア児以外の児に誤って調査してしまう
可能性がある

他の自治体に居住する医療的ケア児に誤って
調査してしまう可能性がある

他の自治体の医療機関を受診する医療的ケア
児の把握が漏れてしまう可能性がある

無回答

実施に係る事務的な費用負担が大きい

実施に係る事務的な作業負担が大きい

調査への協力に伴い医療的ケア児家族に時間
を割いてもらわなければいけない

調査への協力に伴って医療的ケア児家族に心
理的な負担がかかる

課題は特にない

その他

66.7

4.8

14.3

14.3

19.0

28.6

9.5

42.9

9.5

4.8

0.0

14.3

14.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%
n=1

関係機関の協力や理解を得るのが難しい

全数を網羅して調査できているかどうかの判断
が難しい

調査への回答が得られない医療的ケア児が多
い

医療的ケア児以外の児に誤って調査してしまう
可能性がある

他の自治体に居住する医療的ケア児に誤って
調査してしまう可能性がある

他の自治体の医療機関を受診する医療的ケア
児の把握が漏れてしまう可能性がある

無回答

実施に係る事務的な費用負担が大きい

実施に係る事務的な作業負担が大きい

調査への協力に伴い医療的ケア児家族に時間
を割いてもらわなければいけない

調査への協力に伴って医療的ケア児家族に心
理的な負担がかかる

課題は特にない

その他

1

0.0

0.0

0.0

1

1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

n=1

関係機関の協力や理解を得るのが難しい

全数を網羅して調査できているかどうかの判断
が難しい

調査への回答が得られない医療的ケア児が多
い

医療的ケア児以外の児に誤って調査してしまう
可能性がある

他の自治体に居住する医療的ケア児に誤って
調査してしまう可能性がある

他の自治体の医療機関を受診する医療的ケア
児の把握が漏れてしまう可能性がある

無回答

実施に係る事務的な費用負担が大きい

実施に係る事務的な作業負担が大きい

調査への協力に伴い医療的ケア児家族に時間
を割いてもらわなければいけない

調査への協力に伴って医療的ケア児家族に心
理的な負担がかかる

課題は特にない

その他

1

0.0

0.0

0.0

1

1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%
n=2

関係機関の協力や理解を得るのが難しい

全数を網羅して調査できているかどうかの判断
が難しい

調査への回答が得られない医療的ケア児が多
い

医療的ケア児以外の児に誤って調査してしまう
可能性がある

他の自治体に居住する医療的ケア児に誤って
調査してしまう可能性がある

他の自治体の医療機関を受診する医療的ケア
児の把握が漏れてしまう可能性がある

無回答

実施に係る事務的な費用負担が大きい

実施に係る事務的な作業負担が大きい

調査への協力に伴い医療的ケア児家族に時間
を割いてもらわなければいけない

調査への協力に伴って医療的ケア児家族に心
理的な負担がかかる

課題は特にない

その他

1

0.0

50.0

0.0

50.0

50.0

0.0

50.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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⑦障害福祉サービスの支給決定に付随した把握 ⑧管内の市区町村への照会 

 

 

 

⑨その他 
 

 

 

 

  

n=1

関係機関の協力や理解を得るのが難しい

全数を網羅して調査できているかどうかの判断
が難しい

調査への回答が得られない医療的ケア児が多
い

医療的ケア児以外の児に誤って調査してしまう
可能性がある

他の自治体に居住する医療的ケア児に誤って
調査してしまう可能性がある

他の自治体の医療機関を受診する医療的ケア
児の把握が漏れてしまう可能性がある

無回答

実施に係る事務的な費用負担が大きい

実施に係る事務的な作業負担が大きい

調査への協力に伴い医療的ケア児家族に時間
を割いてもらわなければいけない

調査への協力に伴って医療的ケア児家族に心
理的な負担がかかる

課題は特にない

その他

1

0.0

0.0

0.0

1

1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

n=24

関係機関の協力や理解を得るのが難しい

全数を網羅して調査できているかどうかの判断
が難しい

調査への回答が得られない医療的ケア児が多
い

医療的ケア児以外の児に誤って調査してしまう
可能性がある

他の自治体に居住する医療的ケア児に誤って
調査してしまう可能性がある

他の自治体の医療機関を受診する医療的ケア
児の把握が漏れてしまう可能性がある

無回答

実施に係る事務的な費用負担が大きい

実施に係る事務的な作業負担が大きい

調査への協力に伴い医療的ケア児家族に時間
を割いてもらわなければいけない

調査への協力に伴って医療的ケア児家族に心
理的な負担がかかる

課題は特にない

その他

91.7

4.2

16.7

4.2

16.7

29.2

4.2

54.2

16.7

8.3

0.0

20.8

4.2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

n=5

関係機関の協力や理解を得るのが難しい

全数を網羅して調査できているかどうかの判断
が難しい

調査への回答が得られない医療的ケア児が多
い

医療的ケア児以外の児に誤って調査してしまう
可能性がある

他の自治体に居住する医療的ケア児に誤って
調査してしまう可能性がある

他の自治体の医療機関を受診する医療的ケア
児の把握が漏れてしまう可能性がある

無回答

実施に係る事務的な費用負担が大きい

実施に係る事務的な作業負担が大きい

調査への協力に伴い医療的ケア児家族に時間
を割いてもらわなければいけない

調査への協力に伴って医療的ケア児家族に心
理的な負担がかかる

課題は特にない

その他

40.0

0.0

0.0

0.0

0.0

20.0

20.0

40.0

0.0

0.0

20.0

0.0

20.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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「その他」の具体的内容 

①医療的ケア児家族に対する調査（自治体から直接回答を依頼） 

「医療的ケア」の内容の定義が明確でないため、医療的ケア児数の把握が困難。 

家族からの直接の回答は非常に少ない状況 

③医療機関や特別支援学校等の関係機関に対する調査 

医療型障害児入所施設以外の医療機関に照会をしていないため、更に人数が増える可能

性がある。 

「医療的ケア」の内容の定義が明確でないため、医療的ケア児数の把握が困難。 

⑧管内の市区町村への照会 

国から、具体的な「医療的ケア」の内容が示されていない 

市区町村で把握しきれていない人もいる可能性がある。 

明確な定義づけがないため、各市区町村によって、医療的ケア児の対象が異なる可能性

がある 

医療的ケア児は在宅で常時医療を必要とする児であると認識しているが、一時的に入院

している場合に判断が難しい。 

「医療的ケア」の内容の定義が明確でないため，医療的ケア児数の把握が困難。 

 

８）課題に対応するための工夫や対応策（問 11） 

前述の課題に対応するための工夫や対応策として、次のものが挙げられた。 

 

図表 31 課題に対応するための工夫や対応策（記述回答）  

 

【網羅的な把握】 

実施している調査は同一の調査票を用いる等の連続した調査ではないことから、本人・

関係機関・市区町村（手帳取得状況、障害福祉サービス支給決定状況から回答）の複数の

視点から広く医療的ケア児等の数を把握し、把握漏れを防いでいる。一方で、経年での変

化の把握が困難であったり、調査時の「医療的ケア」の定義等の違いにより人数が変動す

るなど課題もある。 

圏域の医療的ケア児等コーディネーターや療育コーディネーター、児童発達支援センタ

ー（障害児の基本相談を担っている）等とデータの詳細な確認、補完作業を行った。 

一度の調査で複数機関等に照会することで、重複が生じるが把握の漏れを最小限に抑え

ることに努めている。 

毎年調査票や調査要領の見直しを行っている。 

カウントが重複しないように、イニシャル・年齢といった情報も提供してもらってい

る。 

【調査に伴う事務負担の軽減】 

県で設置している協議の場において、調査項目を検討し様式を定めたほか、各市区町村

が医療的ケア児の情報を管理しやすいように、医療的ケア児に関する情報の管理台帳の様

式を県で作成し、各市区町村に提供した。 

【回答者の負担軽減】 

回答方法において「○」を付けるなど、なるべく負担を軽減するようにした。 

【医療的ケア児の定義が明確でないことへの対応】 

市区町村への調査時に、対象となる医療的ケアの内容、人数の把握方法を確認してい

る。 
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９）医療的ケア児数を把握していない理由（問 12） 

問５において医療的ケア児の人数を把握できているかどうかについて「できていない」

あるいは「できているかどうかわからない」を回答した回答者に対して医療的ケア児数を

把握していない理由を尋ねたところ、「人数の把握を必要としているが、適切な方法がわ

からなかったため」が最も多く 40.0%であった。 

 

図表 32 医療的ケア児数を把握していない理由（複数回答）  

 

 

 

「その他」の具体的内容 

現在，人数の把握方法等について検討中 

市区町村の障害福祉担当課を通して人数を把握しているが、把握できていないとする市区

町村があるため 

今年度実施予定。H28 年度に重症心身障害児の保護者へのアンケート調査を実施し、支援施

策を行ってきたところ。医療的ケア児数の把握については、医療的ケア児の定義が明確化

された時点で実施する予定としていた 

  

  

n=5

無回答

人数の把握を必要としているが、適切
な方法がわからなかったため

人数を把握しなくても医療的ケア児に
係る施策を企画・立案することができ
るため

医療的ケア児に係る施策を企画・立
案しておらず、人数を把握する必要性
がないため

人数の把握を必要としているが、必要
な予算を確保できないため

人数の把握を必要としているが、関係
機関の協力を得られないため

その他

40.0

0.0

0.0

0.0

0.0

60.0

0.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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（３）医療的ケア児等コーディネーターの配置・活動状況について 

１）配置の状況（問 13） 

①配置の有無 

医療的ケア児等コーディネーターの配置の有無は、「配置している」が 34.9%、「配置

していない」が 65.1%であった。 

なお、次の設問以降問 20までは、本問で「配置している」を選択した回答者を対象と

した設問である。 

 

図表 33 配置の有無  

 

②配置人数 

医療的ケア児等コーディネーターの配置人数は、「1人」が 33.3%で最も多く、次いで

「4人」が 20.0%であった。 

図表 34 配置人数（数値回答）  

 

n=15

1
0
人
以
上

５
人
以
上
1
0
人
未
満

４
人

３
人

２
人

１
人

無
回
答

13.3 13.3
20.0

0.0

13.3

33.3

6.7

0%

20%

40%

60%

80%

100%

n=43

配置している

34.9%

配置していない

65.1%

無回答

0.0%
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③配置している関係機関等 

ア．関係機関等 

配置している関係機関等では、「計画相談支援事業所」が 33.3%で最も多く、次いで

「障害福祉サービス事業所」26.7%、「障害児支援サービス事業所」「基幹相談支援セン

ター」がともに 20.0%であった。 

図表 35 配置している関係機関等（複数回答）  

 

「その他」の具体的内容 

県内の４つの医療的ケアネットワークへの配置をもって県の配置としている。総人数は不

明。 

県医療的ケア児等支援センター 

相談窓口（重症心身障がい在宅支援センター） 

県重症心身障害児者支援センター 

大学附属病院小児科（医師） 

委託先の社会福祉法人 

医療機関、特別支援学校 

医療型障害児入所施設、養護学校、小学校、薬局、こども発達支援センター、医療機関、

放課後等デイサービス事業所 

県立重症心身障害児者施設（県医療療育総合センター、県医療療育センター、県医療療育

センター） 

  

n=15

無回答

計画相談支援事業所

障害福祉サービス事業所

障害児支援サービス事業所

基幹相談支援センター

本庁

訪問看護ステーション

在宅医療連携拠点

保健所・保健センター

障害者支援施設

地域包括支援センター

その他

33.3

26.7

20.0

20.0

13.3

6.7

6.7

0.0

0.0

0.0

60.0

0.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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イ．配置先が「本庁」である場合の担当部局の主管 

図表 36 担当部局の主管（複数回答）  

実施年度 件数 割合 

障害福祉                                                     2 100.0 

医療・保健                                                        -      - 

教育                                                              -      - 

保育                                                              -      - 

労働                                                              -      - 

その他                                                            -      - 

無回答                                                          -      - 

 

２）配置している人材の属性 

①人材の属性（問 14） 

配置している人材の属性は、「相談支援専門員」が 60.0％で最も多く、次いで「看護

師・准看護師」が 53.3%であった。 

図表 37 配置している人材の属性（複数回答）  

 

 

「その他」の具体的内容 

患者家族、医学部特任助教 

児童指導員、生活支援員、児童発達支援管理責任者、薬剤師 

 

  

n=15

理学療法士・作業療法士・言語聴覚
士

介護支援専門員

その他

無回答

相談支援専門員

看護師・准看護師

社会福祉士

保健師

精神保健福祉士

介護福祉士

60.0

53.3

33.3

26.7

20.0

13.3

13.3

0.0

13.3

0.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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②医療的ケア児等コーディネーター養成研修の受講者の状況（問 15） 

自自治体の配置する医療的ケア児等コーディネーターの「医療的ケア児等コーディネー

ター養成研修」の受講の状況については、「概ね全員が研修を受講している」が最も多く

93.3%であった。 

 

図表 38 医療的ケア児等コーディネーター養成研修の受講者 

 

 

 

  

n=15

概ね全員が

研修を受講している

93.3%

概ね半数以上が

研修を受講している

0.0%

半数以下が

研修を受講している

6.7%

研修の受講状況は

把握していない

0.0%

無回答

0.0%
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３）役割（問 16） 

①期待している役割 

コーディネーターに期待している役割としては、「大いにそう思う」「ややそう思う」

を合わせると、「協議の場への参画」、「保健、医療、障害福祉、保育、教育等の多職種

の協働推進」、「関係機関等及びその従事者に対する医療的ケアについての情報の提供及

び研修」が 100.0%であった。 

図表 39 期待している役割  

 

n=15

⑩医療的ケア児及びその家族に対す
る支援に係る、医療、保健、福祉、教
育、労働等に関する業務を行う関係
機関等との連絡調整

⑪関係機関等及びその従事者に対
する医療的ケアについての情報の提
供及び研修

⑫市区町村のコーディネーターとの連
携

①医療的ケア児とその家族の状況を
踏まえた退院支援

②医療的ケア児が必要とする多様な
支援、サービスの利用調整

③就学・就園・保育所入所支援を含
む医療的ケア児の成長や生活の支
援

④親の就労継続のための支援やきょ
うだい児等を対象とした家族支援

⑤自治体やサービス事業所では対応
の難しい、専門性の問われる相談事
例への対応

⑥成人期への移行に向けた就労支
援やサービスの調整

⑦協議の場への参画

⑧地域における課題整理や地域資源
開発

⑨保健、医療、障害福祉、保育、教育
等の多職種の協働推進

60.0

66.7

53.3

40.0

73.3

26.7

73.3

60.0

86.7

86.7

73.3

80.0

33.3

26.7

33.3

46.7

20.0

46.7

26.7

33.3

13.3

6.7

26.7

13.3

6.7

6.7

13.3

13.3

6.7

26.7

0.0

6.7

0.0

6.7

0.0

6.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

大いにそう思う ややそう思う そう思わない 無回答
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②実際に担っている役割 

コーディネーターが実際に担っている役割としては、「大いにそう思う」は、「自治体

やサービス事業所では対応の難しい、専門性の問われる相談事例への対応」が 66.7%で最

も多く、次いで、「医療的ケア児及びその家族に対する支援に係る、医療、保健、福祉、

教育、労働等に関する業務を行う関係機関等との連絡調整」「関係機関等及びその従事者

に対する医療的ケアについての情報の提供及び研修」が 60.0%であった。 

 

図表 40 実際に担っている役割  

 

 

  

n=15

⑫市区町村のコーディネーターとの連
携

①医療的ケア児とその家族の状況を
踏まえた退院支援

②医療的ケア児が必要とする多様な
支援、サービスの利用調整

③就学・就園・保育所入所支援を含
む医療的ケア児の成長や生活の支
援

④親の就労継続のための支援やきょ
うだい児等を対象とした家族支援

⑤自治体やサービス事業所では対応
の難しい、専門性の問われる相談事
例への対応

⑥成人期への移行に向けた就労支
援やサービスの調整

⑦協議の場への参画

⑧地域における課題整理や地域資源
開発

⑨保健、医療、障害福祉、保育、教育
等の多職種の協働推進

⑩医療的ケア児及びその家族に対す
る支援に係る、医療、保健、福祉、教
育、労働等に関する業務を行う関係
機関等との連絡調整

⑪関係機関等及びその従事者に対
する医療的ケアについての情報の提
供及び研修

40.0

33.3

6.7

6.7

66.7

0.0

46.7

26.7

46.7

60.0

60.0

53.3

46.7

53.3

60.0

53.3

13.3

53.3

26.7

53.3

40.0

20.0

26.7

13.3

0.0

0.0

20.0

26.7

6.7

33.3

20.0

13.3

6.7

6.7

6.7

26.7

13.3

13.3

13.3

13.3

13.3

13.3

6.7

6.7

6.7

13.3

6.7

6.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

大いにそう思う ややそう思う そう思わない 無回答
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③期待している役割と担っている役割の比較（再掲）  

コーディネーターに期待している役割と実際に担っている役割を比較すると、「市区町

村のコーディネーターとの連携」や「親の就労継続のための支援やきょうだい児等を対象

とした家族支援」「協議の場への参画」において、ギャップが大きかった。 

 

図表 41 期待している役割と担っている役割の比較（再掲） 

 

※期待している役割、実際に担っている役割はそれぞれ「大いにそう思う」「ややそう思う」の割合を合計したもの。ギャ

ップは「期待している役割」と「実際に担っている役割」の差を示す。  

100.0

100.0

100.0

93.4

93.4

93.3

93.3

93.3

93.3

86.7

86.6

73.4

73.4

86.7

86.7

86.6

80.0

86.7

80.0

80.0

66.6

60.0

66.7

53.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

⑦協議の場への参画

⑨保健、医療、障害福祉、保育、教育等の多

職種の協働推進

⑪関係機関等及びその従事者に対する医療

的ケアについての情報の提供及び研修

②医療的ケア児が必要とする多様な支援、

サービスの利用調整

⑩医療的ケア児及びその家族に対する支援

に係る、医療、保健、福祉、教育、労働等に関

する業務を行う関係機関等との連絡調整

①医療的ケア児とその家族の状況を踏まえた

退院支援

⑤自治体やサービス事業所では対応の難し

い、専門性の問われる相談事例への対応

⑧地域における課題整理や地域資源開発

⑫市区町村のコーディネーターとの連携

④親の就労継続のための支援やきょうだい児

等を対象とした家族支援

③就学・就園・保育所入所支援を含む医療的

ケア児の成長や生活の支援

⑥成人期への移行に向けた就労支援やサー

ビスの調整

期待している役割 実際に担っている役割

26.6 

13.3 

13.3 

6.8 

13.4 

6.6 

13.3 

13.3 

26.7 

26.7 

19.9 

20.1 

0% 10% 20% 30%

ギャップ
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４）役割についての周知（問 17） 

医療的ケア児等コーディネーターの役割についての周知方法は、「自治体のホームペー

ジへの掲載」「医療機関への周知」が 53.8%で最も多く、次いで「リーフレットの作成・

配布」「その他の医療・福祉施設（事業所）への周知」が 46.2%であった。 

 

図表 42 役割についての周知（複数回答） 

  

 

 

「その他」の具体的内容 

圏域の協議の場や保健・福祉事務所が行う専門職の研修の場で周知、説明 

委託先ホームページへの掲載、医療的ケア児等支援者及びコーディネーターへの周知 

各市区町村に対しコーディネーター名簿を情報提供 

  

n=13

医療的ケア児家族が来庁した際の案
内

周知していない

自治体広報誌への掲載

その他

無回答

訪問看護ステーションへの周知

自治体ホームページへの掲載

医療機関への周知

リーフレットの作成・配布

その他の医療・福祉施設（事業所）へ
の周知

障害児相談支援事業所への周知

53.8

53.8

46.2

46.2

38.5

30.8

15.4

15.4

7.7

23.1

0.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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５）配置する上での工夫（問 18） 

配置する上での工夫では、「管内で地理的に分散するように配置した」が 33.3%で最も

多く、次いで「保健福祉の関係機関に配置し、利用者の利便性や連携の促進に配慮した」

「コーディネーターの人選に当たり、キャリアや経験年数を考慮した」が 20.0%であっ

た。 

 

図表 43 配置する上での工夫（複数回答） 

  

 

 

「その他」の具体的内容 

医療的ケア児等への支援の中核となる医療的ケア児等支援センターを設置し、そこにコー

ディネーターを配置した。 

医療職種と連携しやすいよう看護職の医療的ケア児等コーディネーターを配置している。 

多様な切り口からの支援を行えるよう、相談支援専門員と看護師を配置した。 

広く多様な分野の情報提供ができる患者家族と高度に専門的な指導助言ができる医師を配

置した 

医療的ケア児支援地域協議会の所管課に配置した。 

ＮＩＣＵを設置する医療機関に配置した 

県の施設に配置した。 

  

n=15

特になし

その他

無回答

管内で地理的に分散するように配置
した

保健福祉の関係機関に配置し、利用
者の利便性や連携の促進に配慮した

コーディネーターの人選に当たり、
キャリアや経験年数を考慮した

１名ずつ多くの機関に配置した

医療的ケア児の人数を踏まえて必要
十分な人数を確保した

１か所に複数名を配置し、学び合い等
の促進につながるようにした

33.3

20.0

20.0

6.7

0.0

0.0

6.7

46.7

0.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%



44 

 

６）配置した効果（問 19） 

配置した効果では、「専門性の問われる相談事例にも対応できるようになった」「医療

的ケア児及びその家族に対する支援に係る、医療、保健、福祉、教育、労働等に関する業

務を行う関係機関において情報共有や連携が図られるようになった」が 53.3%であった。 

「最も効果を感じるもの」としては、「地域の課題の整理や地域資源の開発が進んだ」

および「関係機関において医療的ケア児に関する知識が広まった」がそれぞれ 20.0%で最

も多かった。 

 

図表 44 配置した効果（複数回答）  

 
 

「その他」の具体的内容 

医療的ケア児とそのご家族のためのワンストップの相談の窓口ができた。 

今年度からの配置のため効果検証は難しい 

効果について、今年度調査予定 

現状は効果については把握出来ておらず、コーディネーターに対する独自調査を実施する

予定。 

n=15

無回答

専門性の問われる相談事例にも対応できるよ
うになった

医療的ケア児及びその家族に対する支援に係る、医療、保健、福祉、

教育、労働等に関する業務を行う関係機関において情報共有や連携

が図られるようになった

地域の課題の整理や地域資源の開発が進ん
だ

保健、医療、障害福祉、保育、教育等の多職種
の協働が進んだ

関係機関において医療的ケア児に関する知識
が広まった

スムーズに地域生活に移行できるようになった

医療的ケア児のニーズを踏まえて、通所支援や居宅
介護等の多様なサービスの調整を行えるようになった

就学・就園・保育所入所支援を含む医療的ケア
児の成長や生活の支援が充実した

親の就労継続のための支援やきょうだい児等
を対象とした家族支援が充実した

成人期への移行がスムーズになった

特になし

その他

53.3

53.3

46.7

46.7

46.7

33.3

33.3

13.3

13.3

0.0

0.0

6.7

26.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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図表 45 最も効果を感じるもの  

 

 

 

 

  

n=15

スムーズに地域生活に

移行できるようになった

0.0%

医療的ケア児のニーズを踏まえて、

通所支援や居宅介護等の多様な

サービスの調整を行えるようになった

0.0%

就学・就園・保育所入所支援を含む

医療的ケア児の成長や生活の支援が

充実した

0.0%

親の就労継続のための支援や

きょうだい児等を対象とした

家族支援が充実した

6.7%

地域の課題の整理や

地域資源の開発が進んだ

20.0%

保健、医療、障害福祉、保育、

教育等の多職種の協働が進んだ

6.7%

成人期への移行が

スムーズになった

0.0%

専門性の問われる相談事例にも

対応できるようになった

6.7%
関係機関において

医療的ケア児に関する

知識が広まった

20.0%

医療的ケア児及びその家族に

対する支援に係る、医療、保健、

福祉、教育、労働等に関する業務を

行う関係機関において情報共有や

連携が図られるようになった

6.7%

特になし

0.0%

その他

6.7%

無回答

26.7%
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７）配置に当たっての課題（問 20） 

医療的ケア児等コーディネーターの配置に当たっての課題では、「配置先機関あたりの

人数が少ないため、ノウハウの共有や育成の仕組みが機能しにくい」が 46.7%で最も多

く、次いで「必要十分な配置人数がわからない」が 40.0%であった。 

「最も課題と感じるもの」としては、「医療的ケア児等コーディネーターに期待する知

識やスキルを有する人材が不足している」26.7%で最も多かった。 

 

図表 46 配置に当たっての課題（複数回答）  

 

 

 

 

  

n=15

人数が少ないため期待する役割を果
たせていない

特になし

その他

無回答

配置先機関あたりの人数が少ないた
め、ノウハウの共有や育成の仕組み
が機能しにくい

必要十分な配置人数がわからない

医療的ケア児等コーディネーターに期
待する知識やスキルを有する人材が
不足している

必要な人数を配置できるだけの予算
の確保が難しい

医療的ケア児等コーディネーターに期
待するキャリアを有する人材が不足し
ている

配置先が少ないため地理的に全体を
カバーできていない

46.7

40.0

33.3

33.3

20.0

13.3

13.3

0.0

26.7

26.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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「その他」の具体的内容 

何をもって配置とするのか明確でないため、配置の方針を明らかにしてほしい。（コーデ

ィネーター研修受講者であれば良いのか、実際に事業所等で医ケア児者を支援していない

といけないのか、自治体等からコーディネーター業務に対する給与等が発生している必要

があるのか） 

市区町村における医療的ケア児等コーディネーターの配置が進まない。 

令和 3年 1月の配置のため、課題集約中。 

今年度からの配置のため課題検証は難しい 

委託先ホームページへの掲載 

医療的ケア児がいない自治体では配置へのインセンティブが乏しい 

コーディネーターの役割が定まっていないため、自治体からの具体的な業務依頼は難しい 

 

 

図表 47 最も課題と感じるもの 

 

  

n=15

配置先が少ないため

地理的に全体をカバー

できていない

0.0%

医療的ケア児等コーディネーターに

期待するキャリアを有する人材が

不足している

0.0%

医療的ケア児等コーディネーターに

期待する知識やスキルを有する

人材が不足している

26.7%

人数が少ないため

期待する役割を

果たせていない

0.0%
配置先機関あたりの

人数が少ないため、

ノウハウの共有や育成の

仕組みが機能しにくい

0.0%

必要な人数を

配置できるだけの

予算の確保が難しい

20.0%

必要十分な配置人数が

わからない

6.7%

特になし

0.0%

その他

6.7%

無回答

40.0%
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８）配置していない理由（問 21） 

問 13（１）で医療的ケア児等コーディネーターを「配置していない」と回答した回答

者に対して医療的ケア児等コーディネーターを配置していない理由を尋ねたところ、「予

算が確保できないから」が 21.4%と最も多かった。なお、「その他」が 75.0％を占め、そ

の内容は以下のとおりであった。 

 

図表 48 配置していない理由（複数回答）  

 

「その他」の具体的内容 

都道府県に設置する医療的ケア児等コーディネーターとして、適切な配置方法及び役割を

検討する必要があるため。 

各福祉圏域ごとに市町主体で配置されているため。 

管内市町で配置しているため 

市区町村に配置されるコーディネーターと都道府県に配置されるコーディネーターの役割

が整理されていないから。また、医療的ケア児支援センターに配置されることとなるコー

ディネーターとの役割も整理されていない。 

令和 5年度配置に向け検討中 

具体的な配置の方針が決まっていないため 

従来から、保健所（保健師）がコーディネーター機能を担い、関係機関と連携を図りなが

ら、医療依存度の高い児の生活支援等を行ってきているため 

全県の相談支援事業所にコーディネーター養成研修修了者はいるが、県としての配置はし

ていない。 

医療的ケア児等コーディネーターについては、これまで配置を各市区町村で行い、県で

は、研修の実施など人材の育成を行うという役割分担で支援を行ってきたため。 

配置に向けコーディネーターの役割を整理するとともに，コーディネーターとなり得る人

材と調整しているため。 

設置主体は市区町村または圏域のため 

現時点で設置未定だが、Ｒ4年度を目途に配置予定。 

一部市区町村において配置済。今後県及び市区町村での配置について検討予定。なお、コ

ーディネーター養成研修修了者名簿を県ＨＰに掲載し周知している。 

県内全域を対象とした関係機関の連絡調整や支援者への助言を行うアドバイザーを配置し

ているため 

令和５年度末までの配置を目標に、府のコーディネーターの役割、活動について検討中。 

n=28

無回答

予算が確保できないから

適切な人材がいないから

管内に医療的ケア児がいるかどうか
わからないから

管内に医療的ケア児がいないから

その他

21.4

10.7

0.0

0.0

75.0

0.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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（４）医療的ケア児支援センターについて 

議員立法の「医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律」が令和３年６月 18 日に公

布、9 月 18 日に施行された。同法において都道府県は、「医療的ケア児支援センター」を設置す

ることができるとされており、「医療的ケア児支援センター」が行う業務は以下のとおりとされ

ている。 
「医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律」第 14 条 
都道府県知事は、次に掲げる業務を、社会福祉法人その他の法人であって当該業務を適正かつ

確実に行うことができると認めて指定した者（以下「医療的ケア児支援センター」という。）

に行わせ、又は自ら行うことができる 
第一号 医療的ケア児※及びその家族その他の関係者に対し、専門的に、その相談に応じ、又

は情報の提供若しくは助言その他の支援を行うこと。 
第二号 医療、保健、福祉、教育、労働等に関する業務を行う関係機関及び民間団体並びにこ

れに従事する者に対し医療的ケアについての情報の提供及び研修を行うこと。 
第三号 医療的ケア児及びその家族に対する支援に関して、医療、保健、福祉、教育、労働等

に関する業務を行う関係機関及び民間団体との連絡調整を行うこと。 
第四号 第一号から第三号に掲げる業務に附帯する業務 
※十八歳に達し、又は高等学校等を卒業したことにより医療的ケア児でなくなった後も医療的

ケアを受ける者のうち引き続き雇用又は障害福祉サービスの利用に係る相談支援を必要とする

者を含む。 
 

また、同法の附帯決議では、「医療的ケア児支援センター」の業務に関して、次のような内容

が示されている。 
・医療的ケア児及びその家族のニーズに応じた支援を行う機関や団体との連絡調整を行う。 
・医療的ケア児及びその家族からの相談を受ける。 
・医療的ケア児等コーディネーターを中核として医療、保健、福祉、教育、労働等に関する業

務を行う関係機関及び民間団体をネットワーク化して相互の連携を促進する。 
・都道府県内の医療的ケア児に関連する情報を集約する。 
・関係機関等の相互の連携の中で、集約された情報が適切に活用されるようにすることで、医

療的ケア児支援センターは専門性の高い事案に係る相談支援を行う。 
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１）医療的ケア児支援センターの機能（一部または全部）を持つ組織・機関の有無（問

22） 

①医療的ケア児支援センターの機能（一部または全部）を持つ組織・機関の有無 

医療的ケア児支援センターの機能（一部または全部）を持つ組織・機関の有無では、

「ある」が 41.9%、「ない」が 58.1%であった。 

 

図表 49 医療的ケア児支援センターの機能（一部または全部）を持つ組織・機関の有無 

 

 

 

  

n=43

ある

41.9%

ない

58.1%

無回答

0.0%
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②医療的ケア児支援センターの機能（一部または全部）を持つ組織・機関 

医療的ケア児支援センターの機能（一部または全部）を持つ組織・機関は「本庁」が

44.4%で最も多く、次いで「医療機関」「その他の医療的ケア児支援に特化して設けられ

た組織・機関」がそれぞれ 38.9%であった。 

 

図表 50 組織・機関の内訳（複数回答） 図表 51 本庁の担当部局の主管（複数回答） 

 

 

 

 

上記選択肢以外の「医療的ケア児支援に特化して設けられた組織・機関」の名称 

県医療的ケア児等支援センター 

医療的ケア児支援体制に係る活動 

重症心身障がい在宅支援センター 

県重症心身障害児者支援センター 

大学病院小児在宅医療支援センター 

県医療的ケア児等支援センター 

重症心身障害児者・医療的ケア児等支援センター 

組織・機関の内訳における「その他」の具体的内容 

小児等在宅医療連携拠点 

  

n=18

在宅医療連携拠点

地域包括支援センター

その他

無回答

障害児支援サービス事業所

障害福祉サービス事業所

訪問看護ステーション

基幹相談支援センター

児童相談所

障害者支援施設

福祉事務所

本庁

医療機関

上記「１」～「13」以外の、医療的ケア
児支援に特化して設けられた組織・
機関

保健所・保健センター

計画相談支援事業所

44.4

38.9

38.9

16.7

16.7

11.1

11.1

5.6

5.6

5.6

0.0

0.0

0.0

0.0

5.6

0.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%
n=8

障害福祉

医療・保健

教育

保育

労働

その他

無回答

100.0

25.0

12.5

12.5

0.0

0.0

0.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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２）医療的ケア児支援センターの機能のそれぞれについて、現在その機能を果たしてい

る 組織・機関の有無（問 23） 

①機能を果たしている組織・機関の有無 

医療的ケア児支援センターの機能それぞれについて、それを果たしている組織・機関の

有無をみると、「ある」の割合は、「関係機関等及びその従事者に対する医療的ケアにつ

いての情報の提供及び研修」が 95.3%で最も多く、次いで「協議の場への参画」86.0%、

「医療的ケア児とその家族の状況を踏まえた退院支援」74.4%であった。 

 

図表 52 機能を果たしている組織・機関の有無  

  

n=43

⑬市区町村の配置する医療的ケア児
等コーディネーターに対する助言や連
携

⑦協議の場への参画

⑧地域における課題整理や地域資源
開発

⑨保健、医療、障害福祉、保育、教育
等の多職種の協働推進

⑩医療的ケア児・者及びその家族に
対する支援に係る、医療、保健、福
祉、教育、  労働等に関する業務を行
う関係機関等との連絡調整"

⑪関係機関等及びその従事者に対
する医療的ケアについての情報の提
供及び研修

⑫都道府県内の医療的ケア児に関
連する情報の集約

⑥成人期への移行に向けた就労支
援やサービスの調整※

①医療的ケア児とその家族の状況を
踏まえた退院支援

②医療的ケア児が必要とする多様な
支援、サービスの利用調整

③就学・就園・保育所入所支援を含
む医療的ケア児の成長や生活の支
援

④親の就労継続のための支援やきょ
うだい児等を対象とした家族支援

⑤自治体やサービス事業所では対応
の難しい、専門性の問われる相談事
例への対応

74.4

67.4

46.5

25.6

53.5

23.3

86.0

53.5

60.5

67.4

95.3

48.8

44.2

7.0

14.0

23.3

37.2

20.9

34.9

9.3

20.9

20.9

16.3

0.0

39.5

41.9

18.6

18.6

30.2

37.2

25.6

41.9

4.7

25.6

18.6

16.3

4.7

11.6

14.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

あり なし 不明 無回答
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②機能を果たしている組織・機関 

医療的ケア児支援センターの機能のそれぞれについて、その機能を果たしている組織・

機関がどこかを尋ねたところ、「協議の場への参画 」、「地域における課題整理や

地域資源開発」、「保健、医療、障害福祉、保育、教育等の多職種の協働推進」、「医療

的ケア児・者及びその家族に対する支援に係る、医療、保健、福祉、教育、労働等に関す

る業務を行う関係機関等との連絡調整」、「関係機関等及びその従事者に対する医療的ケ

アについての情報の提供及び研修」、「都道府県内の医療的ケア児に関連する情報の集

約」、「市区町村の配置する医療的ケア児等コーディネーターに対する助言や連携」の７

つの機能で「本庁（障害福祉、医療・保健、教育、保育、労働等の担当部局等）」がそれ

ら機能を果たしている場合が最も多かった。 

 

図表 53 医療的ケア児支援センターの機能を果たしている組織・機関（複数回答） 
 

①医療的ケア児とその家族の状況を踏まえた退

院支援 

 

②医療的ケア児が必要とする多様な支援、 

サービスの利用調整 

 
 

  

n=32

地域包括支援センター

上記「１」～「13」以外の、医療的ケア
児支援に特化して設けられた組織・
機関

その他

無回答

障害者支援施設

医療機関

訪問看護ステーション

基幹相談支援センター

計画相談支援事業所

在宅医療連携拠点

障害福祉サービス事業所

本庁（障害福祉、医療・保健、教育、
保育、労働等の担当部局等）

福祉事務所

保健所・保健センター

児童相談所

障害児支援サービス事業所

12.5

6.3

34.4

3.1

15.6

3.1

0.0

71.9

34.4

15.6

31.3

9.4

0.0

15.6

15.6

3.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%
n=29

地域包括支援センター

上記「１」～「13」以外の、医療的ケア
児支援に特化して設けられた組織・
機関

その他

無回答

障害者支援施設

医療機関

訪問看護ステーション

基幹相談支援センター

計画相談支援事業所

在宅医療連携拠点

障害福祉サービス事業所

本庁（障害福祉、医療・保健、教育、
保育、労働等の担当部局等）

福祉事務所

保健所・保健センター

児童相談所

障害児支援サービス事業所

6.9

6.9

13.8

0.0

13.8

0.0

0.0

31.0

10.3

20.7

62.1

0.0

0.0

17.2

17.2

3.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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③就学・就園・保育所入所支援を含む医療的ケア

児の成長や生活の支援 

④親の就労継続のための支援やきょうだい児等を

対象とした家族支援  

 
 

⑤自治体やサービス事業所では対応の難しい、 

専門性の問われる相談事例への対応 

⑥成人期への移行に向けた就労支援や 

サービスの調整 

  

  

n=20

地域包括支援センター

上記「１」～「13」以外の、医療的ケア
児支援に特化して設けられた組織・
機関

その他

無回答

障害者支援施設

医療機関

訪問看護ステーション

基幹相談支援センター

計画相談支援事業所

在宅医療連携拠点

障害福祉サービス事業所

本庁（障害福祉、医療・保健、教育、
保育、労働等の担当部局等）

福祉事務所

保健所・保健センター

児童相談所

障害児支援サービス事業所

25.0

15.0

45.0

0.0

25.0

5.0

0.0

30.0

15.0

15.0

40.0

5.0

0.0

20.0

15.0

0.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%
n=11

地域包括支援センター

上記「１」～「13」以外の、医療的ケア
児支援に特化して設けられた組織・
機関

その他

無回答

障害者支援施設

医療機関

訪問看護ステーション

基幹相談支援センター

計画相談支援事業所

在宅医療連携拠点

障害福祉サービス事業所

本庁（障害福祉、医療・保健、教育、
保育、労働等の担当部局等）

福祉事務所

保健所・保健センター

児童相談所

障害児支援サービス事業所

9.1

18.2

36.4

0.0

27.3

18.2

9.1

27.3

18.2

9.1

27.3

0.0

0.0

27.3

9.1

9.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

n=23

地域包括支援センター

上記「１」～「13」以外の、医療的ケア
児支援に特化して設けられた組織・
機関

その他

無回答

障害者支援施設

医療機関

訪問看護ステーション

基幹相談支援センター

計画相談支援事業所

在宅医療連携拠点

障害福祉サービス事業所

本庁（障害福祉、医療・保健、教育、
保育、労働等の担当部局等）

福祉事務所

保健所・保健センター

児童相談所

障害児支援サービス事業所

21.7

0.0

13.0

4.3

8.7

4.3

0.0

43.5

26.1

17.4

21.7

0.0

0.0

26.1

8.7

0.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%
n=10

地域包括支援センター

上記「１」～「13」以外の、医療的ケア
児支援に特化して設けられた組織・
機関

その他

無回答

障害者支援施設

医療機関

訪問看護ステーション

基幹相談支援センター

計画相談支援事業所

在宅医療連携拠点

障害福祉サービス事業所

本庁（障害福祉、医療・保健、教育、
保育、労働等の担当部局等）

福祉事務所

保健所・保健センター

児童相談所

障害児支援サービス事業所

20.0

0.0

0.0

0.0

0.0

20.0

0.0

10.0

0.0

10.0

50.0

0.0

0.0

20.0

10.0

0.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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⑦協議の場への参画 ⑧地域における課題整理や地域資源開発 

  

⑨保健、医療、障害福祉、保育、教育等の多職種

の協働推進 

⑩医療的ケア児・者及びその家族に対する支援に係る、医療、保健、

福祉、教育、労働等に関する業務を行う関係機関等との連絡調整 

  

  

n=37

地域包括支援センター

上記「１」～「13」以外の、医療的ケア
児支援に特化して設けられた組織・
機関

その他

無回答

障害者支援施設

医療機関

訪問看護ステーション

基幹相談支援センター

計画相談支援事業所

在宅医療連携拠点

障害福祉サービス事業所

本庁（障害福祉、医療・保健、教育、
保育、労働等の担当部局等）

福祉事務所

保健所・保健センター

児童相談所

障害児支援サービス事業所

78.4

18.9

45.9

8.1

51.4

45.9

24.3

67.6

54.1

16.2

45.9

2.7

0.0

13.5

16.2

0.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%
n=23

地域包括支援センター

上記「１」～「13」以外の、医療的ケア
児支援に特化して設けられた組織・
機関

その他

無回答

障害者支援施設

医療機関

訪問看護ステーション

基幹相談支援センター

計画相談支援事業所

在宅医療連携拠点

障害福祉サービス事業所

本庁（障害福祉、医療・保健、教育、
保育、労働等の担当部局等）

福祉事務所

保健所・保健センター

児童相談所

障害児支援サービス事業所

78.3

13.0

13.0

0.0

8.7

8.7

8.7

21.7

13.0

8.7

21.7

0.0

0.0

21.7

17.4

4.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

n=26

地域包括支援センター

上記「１」～「13」以外の、医療的ケア
児支援に特化して設けられた組織・
機関

その他

無回答

障害者支援施設

医療機関

訪問看護ステーション

基幹相談支援センター

計画相談支援事業所

在宅医療連携拠点

障害福祉サービス事業所

本庁（障害福祉、医療・保健、教育、
保育、労働等の担当部局等）

福祉事務所

保健所・保健センター

児童相談所

障害児支援サービス事業所

80.8

19.2

30.8

0.0

19.2

19.2

7.7

23.1

26.9

11.5

30.8

0.0

0.0

19.2

11.5

0.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%
n=29

地域包括支援センター

上記「１」～「13」以外の、医療的ケア
児支援に特化して設けられた組織・
機関

その他

無回答

障害者支援施設

医療機関

訪問看護ステーション

基幹相談支援センター

計画相談支援事業所

在宅医療連携拠点

障害福祉サービス事業所

本庁（障害福祉、医療・保健、教育、
保育、労働等の担当部局等）

福祉事務所

保健所・保健センター

児童相談所

障害児支援サービス事業所

75.9

10.3

24.1

0.0

13.8

6.9

3.4

31.0

13.8

10.3

24.1

0.0

0.0

20.7

10.3

0.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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⑪関係機関等及びその従事者に対する医療的ケア

についての情報の提供及び研修 

⑫都道府県内の医療的ケア児に関連する情報の集

約 

  

⑬市区町村の配置する医療的ケア児等コーディネ

ーターに対する助言や連携 

 

 

 

 

  

n=41

地域包括支援センター

上記「１」～「13」以外の、医療的ケア
児支援に特化して設けられた組織・
機関

その他

無回答

障害者支援施設

医療機関

訪問看護ステーション

基幹相談支援センター

計画相談支援事業所

在宅医療連携拠点

障害福祉サービス事業所

本庁（障害福祉、医療・保健、教育、
保育、労働等の担当部局等）

福祉事務所

保健所・保健センター

児童相談所

障害児支援サービス事業所

68.3

0.0

7.3

0.0

9.8

7.3

4.9

34.1

17.1

4.9

7.3

2.4

0.0

14.6

12.2

4.9

0% 20% 40% 60% 80% 1
n=21

地域包括支援センター

上記「１」～「13」以外の、医療的ケア
児支援に特化して設けられた組織・
機関

その他

無回答

障害者支援施設

医療機関

訪問看護ステーション

基幹相談支援センター

計画相談支援事業所

在宅医療連携拠点

障害福祉サービス事業所

本庁（障害福祉、医療・保健、教育、
保育、労働等の担当部局等）

福祉事務所

保健所・保健センター

児童相談所

障害児支援サービス事業所

76.2

4.8

9.5

0.0

4.8

4.8

0.0

9.5

0.0

0.0

4.8

0.0

0.0

23.8

4.8

4.8

0% 20% 40% 60% 80% 100%

n=19

地域包括支援センター

上記「１」～「13」以外の、医療的ケア
児支援に特化して設けられた組織・
機関

その他

無回答

障害者支援施設

医療機関

訪問看護ステーション

基幹相談支援センター

計画相談支援事業所

在宅医療連携拠点

障害福祉サービス事業所

本庁（障害福祉、医療・保健、教育、
保育、労働等の担当部局等）

福祉事務所

保健所・保健センター

児童相談所

障害児支援サービス事業所

52.6

0.0

10.5

0.0

5.3

0.0

0.0

26.3

10.5

5.3

10.5

5.3

0.0

26.3

10.5

5.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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①～⑬の各項目における「その他」の具体的内容 

①医療的ケア児とその家族の状況を踏まえた退院支援 

市区町村 

小児等在宅医療連携拠点 

県医療療育支援センター 

②医療的ケア児が必要とする多様な支援、サービスの利用調整 

市区町村 

小児等在宅医療連携拠点 

県医療療育支援センター、県医療療育センター、県医療療育センター 

③就学・就園・保育所入所支援を含む医療的ケア児の成長や生活の支援 

市区町村 

④親の就労継続のための支援やきょうだい児等を対象とした家族支援 

市区町村 

⑤自治体やサービス事業所では対応の難しい、専門性の問われる相談事例への対応 

小児等在宅医療連携拠点 

医療的ケア児等コーディネーター 

⑦協議の場への参画 

看護協会，訪問看護協会 

学識者、当事者家族 

小児等在宅医療連携拠点 

市区町村 

県医療療育支援センター、県医療療育センター、県医療療育センター 

⑧地域における課題整理や地域資源開発 

学識者、当事者家族 

小児等在宅医療連携拠点 

市区町村 

自立支援協議会 

⑨保健、医療、障害福祉、保育、教育等の多職種の協働推進 

学識者、当事者家族 

小児等在宅医療連携拠点 

市区町村 

⑩医療的ケア児・者及びその家族に対する支援に係る、医療、保健、福祉、教育、労働等
に関する業務を行う関係機関等との連絡調整 

学識者、当事者家族 

小児等在宅医療連携拠点 

市区町村 

⑪関係機関等及びその従事者に対する医療的ケアについての情報の提供及び研修 

学識者、当事者家族 

小児等在宅医療連携拠点 

県出先機関（障害者総合相談所） 

県看護協会、県立小児医療センター 

県医療療育支援センター、県医療療育センター、県医療療育センター 

⑫都道府県内の医療的ケア児に関連する情報の集約 

小児等在宅医療連携拠点 

⑬市区町村の配置する医療的ケア児等コーディネーターに対する助言や連携 

小児等在宅医療連携拠点 

県医療療育支援センター、県医療療育センター、県医療療育センター 

※「⑥成人期への移行に向けた就労支援やサービスの調整」について具体的な記述回答はなかった 
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３）医療的ケア児支援センターの周知の方法（問 24） 

医療的ケア児支援センターが医療的ケア児およびその家族の相談に対応していることの

周知の方法としては、「自治体ホームページへの掲載」が 26.5%と最も多く、次いで「医

療的ケア児家族が来庁した際の案内」が 20.6%であった。また「周知していない」が

41.2%であった。 

 

図表 54 医療的ケア児支援センターの周知の方法（複数回答） 

 

 

「その他」の具体的内容 

小児等在宅医療連携拠点利用時 

医療的ケア児等支援者養成研修会等で、各支援者に対し周知 

研修会や協議会等で周知 

医療的ケア児等支援人材/コーディネーター養成研修実施・圏域の協議の場に参画する中で

周知している 

自治体やサービス事業所等への相談支援に特化していたため、医療的ケア児およびその家

族には周知していない 

センター設置前のため現時点では周知なし。 

今後周知していく予定 

n=34

その他の医療・福祉施設（事業所）へ
の周知

自治体広報誌への掲載

周知していない

その他

無回答

障害児相談支援事業所への周知

自治体ホームページへの掲載

医療的ケア児家族が来庁した際の案
内

リーフレットの作成・配布

医療機関への周知

訪問看護ステーションへの周知

26.5

20.6

17.6

17.6

17.6

14.7

8.8

2.9

41.2

11.8

8.8

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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４）医療的ケア児支援センターの機能のうち課題を感じるもの（問 25） 

医療的ケア児支援センターの機能のうち課題を感じるものについて、１位に挙げられた

場合は 3pt、２位に挙げられた場合は 2pt、３位に挙げられた場合は 1ptとして、その合

計 pt を見たところ、「地域における課題整理や地域資源開発」が 41ptで最も多く、次い

で「医療的ケア児が必要とする多様な支援、サービスの利用調整」「就学・就園・保育所

入所支援を含む医療的ケア児の成長や生活の支援」がそれぞれ 28ptであった。 

 

図表 55 医療的ケア児支援センターの機能のうち課題を感じるもの（スコア化）  

 
※医療的ケア児支援センターの機能のうち課題を感じるものについて、１位に挙げられた場合は 3pt、２位に挙げられた場合

は 2pt、３位に挙げられた場合は 1ptとして計上 

  

41

28

28

22

18

14

14

14

10

5

4

3

2

0pt 10pt 20pt 30pt 40pt 50pt

⑧地域における課題整理や地域資源開発

②医療的ケア児が必要とする多様な支援、

サービスの利用調整

③就学・就園・保育所入所支援を含む医療的

ケア児の成長や生活の支援

⑬市区町村の配置する医療的ケア児等コー

ディネーターに対する助言や連携

⑫都道府県内の医療的ケア児に関連する情

報の集約

④親の就労継続のための支援やきょうだい児

等を対象とした家族支援

⑨保健、医療、障害福祉、保育、教育等の多

職種の協働推進

⑩医療的ケア児・者及びその家族に対する支

援に係る、医療、保健、福祉、教育、労働等に

関する業務を行う関係機関等との連絡調整

⑥成人期への移行に向けた就労支援やサー

ビスの調整

⑤自治体やサービス事業所では対応の難し

い、専門性の問われる相談事例への対応

⑦協議の場への参画

①医療的ケア児とその家族の状況を踏まえた

退院支援

⑪関係機関等及びその従事者に対する医療

的ケアについての情報の提供及び研修 n=43
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各課題の内容とそれに対する対応状況は以下のとおりであった。 

図表 56 医療的ケア児支援センターの機能のうち課題を感じるものがある場合に、具体的な課題の

内容とそれに対する対応状況（記述回答）  

（a）機能「医療的ケア児とその家族の状況を踏まえた退院支援」に課題を感じている場合 

課題の内容 課題に対する対応状況 

・社会福祉法人等を指定し、医療的ケア児支援

センター業務の委託を検討しているが、「医療

的ケア児とその家族の状況を踏まえた退院支

援」「医療的ケア児が必要とする多様な支援、

サービスの利用調整」「就学・就園・保育所入

所支援を含む医療的ケア児の成長や生活の支

援」の業務を一元的に対応できる法人を探すこ

とが難しい。 

・また、障害福祉担当課がセンター業務に係る

担当となるため、上記の課題を調整することが

難しい。 

・本庁関係課を含め、関係者等と医療的ケア児

支援センターのあり方を検討していく。 

（b）機能「医療的ケア児が必要とする多様な支援、サービスの利用調整」に課題を感じて

いる場合 

課題の内容 課題に対する対応状況 

医療的ケア児が地域へ出ていく場合の第一の相

談先が明確でない。福祉サービスが偏在してい

ることもあり、調整をする機関があった方がよ

い。 

支援センターのような中核的な役割を担う組織

が必要 

医療的ケア児の受入可能な福祉サービス事業所

等が少ない。 

短期入所事業所の医療的ケア児者受入れに必要

な備品購入への補助、喀痰吸引研修（第 3 号研

修）への指導看護師派遣等の事業を実施してい

る。 

小児を扱う在宅医や訪問看護ステーションが少

ない 

関係者への研修・普及啓発等による、小児等の

在宅医療に取り組む 

制度（サービス）はあっても医療的ケア児が柔

軟な利用に繋がらない。（看護師の配置など） 

協議会や専門部会で協議し，広域で捉え，県へ

の提言も実施 

医療的ケア児を受け入れ可能な支援やサービス

が不足している 

事業所説明会等での医療的ケア児受入に係る基

本報酬や加算について説明している 

多様なサービスの利用調整等を家族が行うこと

で負担が増している。 

・重症心身障害児者・医療的ケア児等支援セン

ターにて県内医療的ケア児へ医療的ケア児等コ

ーディネーターの配置を推進。 

医療的ケア児が必要とする多様な支援やサービ

スの利用調整について、資源そのものが限られ

ており、地域によってもばらつきがある。 

医療的ケア児等コーディネーター養成研修を修

了した相談支援専門員や医療ソーシャルワーカ

ーが支援に取り組んでいるが、今後、医療的ケ

ア児支援センターを設置することにより、課題

解決に向けて取り組みに力を入れていきたいと

考える。 
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（c）機能「就学・就園・保育所入所支援を含む医療的ケア児の成長や生活の支援」に課題

を感じている場合 

課題の内容 課題に対する対応状況 

小中学校、高校への就学、保育園等への就園が

困難。 

市区町村への働きかけのほか、県担当部局へ市

区町村担当部局に対する支援を行うよう働きか

けを行っている。 

就学・就園・保育所入所の際の看護師配置が困

難（募集しても集まらない、医療的ケア児に対

応できる看護師の不足） 

・医療的ケア児保育支援事業、教育支援体制整

備事業費補助金等により、保育所や特別支援学

校、小中高等学校への看護師配置を支援。 

 医療的ケア児を受け入れできる障がい福祉サ

ービス事業所や保育所、学校を確保する必要が

あるが、医療的ケアを行うことができる人材が

限られている。 

 県において、看護職を対象として、成人とは

異なる小児の障がい特性等への対応に重点を置

いた実技研修を実施している。 

ライフステージを通じて医ケア児等の日常生活

やサービスを総合的にコーディネートする専門

的機関や人材が不足している 

医療的ケア児等コーディネーター養成研修の実

施 

医療的ケア児の保護者からは、就園・就学に関

する相談先が分からないとの声がある一方で、

学校や教育事務所からは早めに相談があればと

の声があった。一部圏域においては、社会的資

源が少なく個々の希望に応じた対応ができてい

ない。 

一部圏域においては、医療的ケア児の保護者・

学校・教育事務所等へのアンケート調査を実施

し情報共有の場を持った。医療機関と課題を共

有し可能な範囲で調整している。 

医療的ケア児を受け入れるために必要な知識を

有する看護師や保育士等の確保 

保育所等において０～５歳児まで安定的・継続

的に受け入れるための仕組みづくり。 

保育所等で医療的ケア児を受け入れるために必

要な職員の配置等に係る費用を補助し、市区町

村の取組を支援。 

（d）機能「親の就労継続のための支援やきょうだい児等を対象とした家族支援」に課題を

感じている場合 

課題の内容 課題に対する対応状況 

本人だけでなく、親やきょうだいを含めた家族

支援は、調整すべきところが多く困難。 

それぞれ担当している部署に、円滑に引き継げ

るよう努力している。 

親の就労やきょうだいに関する相談事例やニー

ズを把握できていない。 
関係機関への聞き取りで情報を収集している 

医療的ケア児等を受入れ可能な施設が少なく、

親の就労継続は難しい 
受け入れ施設の拡充 

医療的ケア児の保護者からはきょうだい児の学

校行事等に対応するために医療的ケア児を預け

られる事業所が少ないという意見をいただいて

いる。 

医療的ケア児を受け入れるための設備整備に対

する補助事業を設けている。 
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（e）機能「自治体やサービス事業所では対応の難しい、専門性の問われる相談事例への対

応」に課題を感じている場合 

課題の内容 課題に対する対応状況 

都道府県での対応が困難な場合、国機関を頼り

にしたいが、国にはセンター的な機能が無いこ

と 

未対応（国の責務において、上記対応困難事例

に対応できるよう相談体制を整備することを望

む。法 12 条関係） 

離島地域における小児医療の体制が十分でな

い。 

保健所が実施する長期療養児療育相談事業を活

用し、専門医による相談・助言を受けている。 

（f）機能「成人期への移行に向けた就労支援やサービスの調整」に課題を感じている場合 

課題の内容 課題に対する対応状況 

地域で学校卒業後の「居場所」が不足してい

る。就労支援の分野への医療的ケアや慢性疾患

についての啓発が不十分 

圏域の実情に応じて、介護保険の事業所も対象

にした「卒業後の地域支援資源調査」を行って

いる。 

成人期への移行を検討する時期（教育から福祉

へ）が遅く、スムーズに移行ができない。地域

で支える資源の不足 

教育及び福祉等の関係機関連携を目的とした研

修会の開催 

成人期に移行するにあたり、医療機関や受診科

の移行、障害福祉サービスの移行等が難しい。 

県内大学医学部に設置している小児在宅医療教

育支援センターにて、医療機関に対する移行期

支援を行うこととしている。 

（g）機能「協議の場への参画」に課題を感じている場合 

課題の内容 課題に対する対応状況 

本人及び家族がどのような支援が必要なのか吸

い上げ、市町単位で対応できなければ圏域、さ

らに県へと課題解決のための情報連携が求めら

れるが、市町、圏域、県との間での情報交換が

進んでおらず、状況把握ができていない。 

市町の協議の場・検討会議に県担当者が参加す

ることや、市町担当者会議を開催する等、縦の

連携を深めていく。 

協議会未設置市区町村への働きかけ 
市区町村担当者会議での設置市区町村のモデル

事業を紹介 

（h）機能「地域における課題整理や地域資源開発」に課題を感じている場合 

課題の内容 課題に対する対応状況 

圏域、市町ごとに資源も状況も異なっているた

め、地域ごとに支援を検討しなければならな

い。医療的ケア児の数も市町に偏りがあるた

め、支援方法も様々であると思われるが、マン

パワー不足や資源不足等の課題がある。 

令和２年度までは県が県内の市町の担当者を招

集し検討を行っていたが、今年度からは圏域や

市町単位のケース会や協議会に医療的ケア児等

支援センター職員やコーディネーターが参加す

る等して助言を行っている。 

地域における医療的ケア児の実情・課題を把握

できておらず施策に効果的に反映できていな

い。 

令和 3 年度中に実態調査を実施予定。 

各地域の支援体制整備における課題や実情の把

握・整理が出来ていない。 

医療的ケア児等支援センターを設置すること

で、地域の支援体制の課題把握やその解決のた

めの助言・支援を行う。 

医療的ケア児のショートステイ、レスパイトの

受け入れ先が少ない。 

管内の障害者自立支援協議会等で課題を共有し

ている。 
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課題の内容 課題に対する対応状況 
家族からニーズの高い医療型短期入所事業所が

増えているものの、事業所数は十分ではなく、

地域に差がある。 

医療型短期入所事業所に対する補助事業の実施

や、医療機関等に対して医療型短期入所事業の

実施に向けた働きかけを行っている。 

圏域間格差がある 
他圏域の好事例を相互に共有できるように情報

共有している 

協議の場等で課題を整理することはできるもの

の、年に 2 回程度の開催では課題解決には至ら

ず、課題整理や地域性を活かしたより専門性の

高い中核的な役割を担う機関が必要 

行政や関係機関、民間団体、それぞれの立場で

課題を抱えているものの円滑な協働には至って

いない状況 

地域で活動する医療的ケア児等コーディネータ

ーは個別のケース対応となっており，地域ごと

の課題や資源を把握した上での課題整理・地域

づくりには至っていない。 

個別ケースを通じて地域全体の課題整理・地域

づくりにつなげられるよう，医療的ケア児支援

センターにアドバイザー機能や地域のコンサル

テーション機能を設ける方向で検討している。 

地域における課題整理や地域資源開発 
圏域ごとの社会資源の情報を整理し、ホームペ

ージでの公開を目指す。 

（i）機能「保健、医療、障害福祉、保育、教育等の多職種の協働推進」に課題を感じてい

る場合 

課題の内容 課題に対する対応状況 

多職種での連携が不十分 今年度，多職種連携研修を実施予定 

身近な地域でのサービス提供体制の確保や関係

機関の連携体制の構築 

関係機関による現状・課題の共有、意見交換の

ため、医療的ケア児支援連絡協議会を開催。 

本庁の各分野担当者レベルでは協議の場をもっ

ているが，外部の関係者や支援機関が参画する

県全体としての協働推進の機会がない。 

本庁の関係各課がそれぞれに協議の場を有して

おり，医療的ケア児に係る協議の場のあり方や

参集者等の整理が必要。 

医療的ケア児支援法の施行を受け，関係課との

情報共有を行い協議の場のあり方を含めた協働

について検討していく。 

行政機能は縦割りであるため、これに対応する

行政所管課の調整が難しい 

県庁内では、医療的ケア児等支援庁内連携会議

を開催している 

各関係機関の役割（どこまでできて何ができな

いか）をお互いに知らない。関係機関を調整す

る窓口や自治体の意識が薄い 

事例検討を踏まえた研修会の実施。部会等で各

段階への働きかけ 
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（j）機能「医療的ケア児・者及びその家族に対する支援に係る、医療、保健、福祉、教

育、労働等に関する業務を行う関係機関等との連絡調整」に課題を感じている場合 

課題の内容 課題に対する対応状況 

 医療的ケア児支援センターの設置のあり方を

検討している段階であるが、保健、医療、障が

い福祉、保育、教育等の各分野相談支援に単独

で対応できる機関・団体等がないことから、切

れ目のない支援を行うためには様々な関係機

関・団体等の連携体制を構築できる機関にセン

ターを担っていただく必要がある。 

 支援センターに求められる役割を踏まえ、各

分野の関係機関・団体等から意見を聞きなが

ら、センターの設置のあり方について検討して

いく。 

医療的ケア児の相談に応じ、円滑に適切な機関

につなぐため、関係機関の連携が必要 

協議の場はあるが、円滑な連携・情報共有には

至っていない状況 

（k）機能「関係機関等及びその従事者に対する医療的ケアについての情報の提供及び研

修」に課題を感じている場合 

課題の内容 課題に対する対応状況 

求められたところに対しての情報提供にとどま

っている。広く情報提供しているつもりでも届

いていない 

医療的ケア児等コーディネーターの連絡会を開

催予定 

研修対象者や内容 協議会委員等からの意見を参考に検討 

（l）機能「都道府県内の医療的ケア児に関連する情報の集約」に課題を感じている場合 

課題の内容 課題に対する対応状況 

医療的ケア児の数やどのような支援を必要とし

ているのか等について、どのように情報を集め

ていくか。 

現時点で解決方法は見出せず対応出来ていない

が、医療的ケア児支援センターにおいて、関係

機関からの情報集約を行うことを想定してい

る。 

医ケア児の実態の把握 令和４年度以降に実態調査の実施の検討 

医療的ケアを必要とする方とその介護者や支援

者の総合的な相談窓口や関係機関との連携・調

整，人材育成を一体的に実施する拠点機能の整

備ができていない 

今年度，多職種連携研修を実施予定。拠点機能

の整備については調査・研究を行う 

関係機関の連携のため医療的ケア児の情報を共

有したいが、個人情報保護の視点から取扱いが

難しい。 

未対応（厚生労働省が運用するシステム（ＭＥ

ＩＳ）の運用を拡大するなど、本人同意を前提

とした情報共有システムの構築を望む。） 

医療的ケア児に関する情報収集は、関係機関が

必要に応じて部分的に行われている。 

医療的ケア児等支援センターを設置すること

で、医療的ケア児にかかる情報の集約を行う。 
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（m）機能「市区町村の配置する医療的ケア児等コーディネーターに対する助言や連携」に

課題を感じている場合 

課題の内容 課題に対する対応状況 

医療的ケア児等コーディネーターが各地域で活

動するにあたり，コーディネーターが対応に困

難を感じた際の相談先がない。 

（コーディネーター同士の繋がりで相談しあっ

ている状況。） 

医療的ケア児等コーディネーターを含む支援

者・関係機関からの相談にも対応できるよう，

医療的ケア児支援センターにアドバイザー機能

や地域のコンサルテーション機能を設ける方向

で検討している。 

 全県的な調整を行うことができるコーディネ

ーターを育成する必要がある。 

 センター設置に向けて、人材確保について関

係機関・団体等と協議を行う。 

・医療的ケア児等コーディネーターの役割が明

確になっていない 

・コーディネーターが困った時の相談先がない 

アンケート等により，活動状況や困っているこ

とを把握し，その内容を基に多職種連携研修を

実施予定 

市区町村に配置された医療的ケア児等コーディ

ネーターの具体的業務が不明確なため、配置が

進んでおらず、また配置されたコーディネータ

ーも業務内容を模索している状況。 

医療的ケア児等支援センターを設置すること

で、各市区町村への医療的ケア児の配置促進

や、医療的ケア児等コーディネーターと連携し

て、積極的な地域の支援体制の整備を支援す

る。 

医療的ケア児の人数や、受入できる障害児支援

事業所等に地域間格差がある中で、全市町にコ

ーディネーターを配置することが困難 

過疎地域で医療的ケア児が 0 人の市町におい

て、コーディネーターを配置できない場合は圏

域での配置で対応ができないか検討が必要 

医療的ケア児等コーディネーターの各市区町村

における配置状況が低調である 

医療的ケア児等コーディネーター養成研修修了

者を対象に情報交換会を実施し、好事例の共有

や相互ＳＶを実施している。 

医療的ケア児等コーディネーターに対する助言

が可能な人材の不足 

医療的ケア児等コーディネーター養成研修修了

者に対する地域での支援チーム構築を検討 
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５）医療的ケア児の成人期への移行に際して行う支援の課題（問 26） 

図表 57 医療的ケア児の成人期への移行に際して行う支援の課題（記述回答）  

入所や在宅サービスの利用だけでなく、就労につなげることが難しい。 

教育から福祉への情報共有を早めに行う必要があるが、それが浸透していない。成人期を

支える資源が不足している 

就労先の確保が一番の課題であると思われる。本人の状態によっては、就労継続支援Ａ

型、Ｂ型事業所での就労のみならず、民間企業への就労もできるかもしれないが、受け入

れる事業所、企業にもある程度のメリットがないと進まない。 

成人期の医療的ケア児を診ることができる成人内科医が不足しており、医療機関での受診

科の移行が難しい。成人期の医療的ケア児向けの障害福祉サービスの資源が不足してい

る。 

移行期支援については、医科大学内で複数診療科と連携して対応しているが、福祉サービ

ス等の医療面以外の生活支援に係る検討を専門的に担うことができる機関等がない。 

多職種間での連携体制が不足している 

医療的ケア児に対応したグループホームがないこと。特別支援学校卒業後の行き先がない

こと 

就学を終えた方に対する支援の連携ができていない。 

成人科への移行期医療が整備途上。地域の暮しと本人の希望・特性を理解している訪問看

護を中心として、地域看護が小児科から成人科へのコーディネートを担えると思われる

が、その役割が可視化されていない。重症心身障碍児入所施設からの退所者の地域生活の

場所も確保が難しい。 

対応できる医療機関の確保と連携 

成人期への移行に伴う当事者やその家族、支援者のニーズが把握できていない。 

医療的ケア児等が身近なところで医療を受けられるよう、小児在宅医療の推進が課題であ

る。 

医療的ケア児やその家族の状態が多様であるため、ケースごとに異なる対応が必要であ

り、ノウハウの蓄積等の仕組みが機能しにくい 

障害児サービスから障害者サービスへの移行が市町福祉課や事業所だけでなく、コーディ

ネーターも参画が求められるが、知見に乏しい。 

小児科からのトランジション。医療的ケアに対応できる生活介護事業所が少ない。 

疾病によっては小児科以外の受診が必要なケースがあるが、他科での受入が難しい場合が

ある。 

利用サービスの変更や成人期の通いの場（就労を含む）の確保が難航することで，医療的

ケア児の生活リズムが崩れたり家族の離職等が生じる。 

医療的ケア児への療育により、成人期になった時の状態が違ってくることが明白であるた

め、療育の重要性について考えるとともに、就労、生活の両面からのサポートを各機関が

連携し、個別のケースに合った支援をどのようにしていくか。 

訪問教育を受けられている保護者から成人期移行後も訪問型生活介護を望む声があり、高

等部卒業後の過ごし方に不安を抱いている。看護師の配置や通所だけではなく，選択でき

るような支援体制が必要。 
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６）医療的ケア児支援センターの機能（一部または全部）を持つ組織・機関があること

の効果（問 27） 

医療的ケア児支援センターの機能（一部または全部）を持つ組織・機関があることの効

果では、「関係機関において医療的ケア児に関する知識が広まった」が 61.0%で最も多

く、次いで「医療的ケア児及びその家族に対する支援に係る、医療、保健、福祉、教育、

労働等に関する業務を行う関係機関において情報共有や連携が図られるようになった」が

48.8%であった。 

なお、最も効果を感じるものとしては、「専門性の問われる相談事例にも対応できるよ

うになった」および「医療的ケア児及びその家族に対する支援に係る、医療、保健、福

祉、教育、労働等に関する業務を行う関係機関において情報共有や連携が図られるように

なった」がそれぞれ 17.1%であった。 

 

図表 58 組織・機関があることの効果（複数回答）   

 

  

n=41

その他

無回答

市区町村の配置する医療的ケア児等コーディネーター
の支援の質向上や相互の連携強化につながった

就学・就園・保育所入所支援を含む医療的ケア
児の成長や生活の支援が充実した

地域の課題の整理や地域資源の開発が進ん
だ

親の就労継続のための支援やきょうだい児等
を対象とした家族支援が充実した

成人期への移行がスムーズになった

特になし

スムーズに地域生活に移行できるようになった

関係機関において医療的ケア児に関する知識
が広まった

医療的ケア児及びその家族に対する支援に係る、医
療、保健、福祉、教育、労働等に関する業務を行う関
係機関において情報共有や連携が図られるようになっ
た

専門性の問われる相談事例にも対応できるよ
うになった

保健、医療、障害福祉、保育、教育等の多職種の協
働が進んだ

医療的ケア児のニーズを踏まえて、通所支援や居宅
介護等の多様なサービスの調整を行えるようになった

61.0

48.8

46.3

46.3

43.9

36.6

29.3

26.8

26.8

7.3

0.0

0.0

4.9

17.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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「その他」の具体的内容 

医療依存度の高い児と家族の生活支援のため、H17から、保健所（保健師）を中心として

「在宅支援ファイル（家族と地域の支援者との情報共有ツール）」の作成に取り組んでい

る。これにより、家族は入院中から地域の相談・支援に関する情報やサービスの情報を得

て、スムーズに在宅生活へ移行できるとともに、支援者も医ケア児と家族の全体像を早期

に把握でき、連携・協働による支援を行うことができる。 

各機関において従来事業により対応している機能については効果の評価が困難 

令和 3年 1月設置のため、効果については検証中。 

それぞれの機能の所管が異なるため、全体として効果検証していない 

医療的ケア児等コーディネーターの活動実態を把握できていないため、今年度調査予定 

  

 

図表 59 最も効果を感じるもの  

 

 

 

  

n=41

スムーズに地域生活に

移行できるようになった

4.9%

医療的ケア児のニーズを踏まえて、

通所支援や居宅介護等の多様な

サービスの調整を行えるようになった

7.3% 就学・就園・保育所入所支援を含む

医療的ケア児の成長や生活の支援が

充実した

0.0%

親の就労継続のための支援や

きょうだい児等を対象とした

家族支援が充実した

2.4%

専門性の問われる相談事例にも

対応できるようになった

17.1%

成人期への移行が

スムーズになった

0.0%

地域の課題の整理や

地域資源の開発が進んだ

2.4%

保健、医療、障害福祉、

保育、教育等の多職種の

協働が進んだ

4.9%

医療的ケア児及びその家族に対する

支援に係る、医療、保健、福祉、教育、

労働等に関する業務を行う

関係機関において情報共有や

連携が図られるようになった

17.1%

関係機関において

医療的ケア児に関する知識が

広まった

12.2%

市区町村の配置する

医療的ケア児等コーディネーターの

支援の質向上や相互の連携強化に

つながった

0.0%

特になし

0.0%

その他

0.0%

無回答

31.7%
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（５）災害時の支援について 

１）「災害救助法の適用を受けた災害」あるいは「激甚災害の指定を受けた災害」に見

舞われたことの有無（問 28） 

「災害救助法の適用を受けた災害」あるいは「激甚災害の指定を受けた災害」に見舞わ

れたことの有無では、「ある」が 83.7%、「ない」が 14.0%であった。 

 

図表 60 災害に見舞われたことの有無  

 

 

  

n=43

ある

83.7%

ない

14.0%

無回答

2.3%
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２）市区町村による災害対策のための医療的ケア児の居住実態等把握の支援（問 29） 

市区町村による災害対策のための医療的ケア児の居住実態等把握の支援では、「災害対

策のために医療的ケア児の居住実態等の把握に取り組むよう市区町村に促している」が

39.5%で最も多かった。 

 

図表 61 市区町村による災害対策のための医療的ケア児の居住実態等把握の支援（複数回答）  

 

 

 

「その他」の具体的内容 

県内の医療的ケア児等の実態把握について検討中 

災害発生時、県保健所により人工呼吸器装着児等の医ケア児の把握を行い、状況に応じて

市区町村と情報共有を行っている。 

小児慢性特定疾病児（医ケア児含む）で災害時に必要な方の情報を，保護者同意の下，市

区町村に提供している。 

「災害時あんしんファイル」を作成し、医療機関を通じて医療的ケア児の家庭に配布して

いる。 

人工呼吸器を使用する在宅療養者の把握及び個別避難計画の作成促進のため、避難行動要

支援者名簿に係るパンフレットを、人工呼吸器取扱業者を通じて在宅療養者に配布する取

組を関係機関と調整中 

管内全市区町村ではないが、災害時要援護者名簿の情報提供依頼に応じている（小児慢性

特定疾病医療費助成受給児） 

要配慮者全般の居住実態等について各市区町村に対し調査し、その結果についてフィード

バックしているが、医療的ケア児と限定した取り組みは行っていない。 

今年度実施予定の実態調査結果を市区町村に情報提供する予定。 

 

n=43

特になし

無回答

災害対策のために医療的ケア児の居住実態等
の把握に取り組むよう市区町村に促している

災害対策のために都道府県として管内の医療的ケア
児の居住実態把握に取り組み、市区町村に情報提供
している※提供する情報に、医療的ケア児の氏名、住
所を含む

災害対策のための市区町村による情報把握の
取組に協力・支援している

災害対策のために都道府県として管内の医療的ケア
児の居住実態把握に取り組み、市区町村に情報提供
している※提供する情報に、医療的ケア児の氏名、住
所を含まない

その他

39.5

18.6

18.6

7.0

20.9

30.2

2.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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３）市区町村による個別避難計画策定の支援（問 30） 

市区町村による個別避難計画策定の支援について、「している」が 39.5%、「していな

い」が 58.1%であった。 

支援をしている場合、支援方法としては、「研修の開催やマニュアルの提供等を通じた

計画策定ノウハウの提供」が 58.8%で最も多く、次いで「管内市区町村における好事例の

共有」が 23.5%であった。 

 

図表 62 支援の有無 図表 63 支援の方法（複数回答） 

 

  
 

「その他」の具体的内容 

市区町村と連携し、自主防災組織や地域住民等を対象として、避難行動要支援者の個別避

難計画に係る研修・訓練(図上、実働)を実施 

医療的ケア児に限らず計画全体の内容になるが、毎年県内市区町村にヒアリングを行い、

先行事例の共有等計画作成促進に向けた働きかけを実施 

市区町村向け研修会（内閣府の個別避難計画作成モデル事業の成果発表）を開催予定 

一部市区町村に情報提供を実施（保健所の停電対策支援内容、災害時対応ノート紹介等） 

 

  

n=17

無回答

研修の開催やマニュアルの提供等を通じた計
画策定ノウハウの提供

管内市区町村による好事例の共有

都道府県の保健師や医療的ケア児等コーディ
ネーターによる個別避難計画の作成支援

補助金の支給

市区町村と都道府県の協働による個別避難計
画の作成

その他

58.8

23.5

17.6

11.8

11.8

29.4

0.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

n=43

している

39.5%

していない

58.1%

無回答

2.3%
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４）停電時の電源確保対策（問 31） 

在宅で電源の必要な医療機器を使用する児に対する停電時の電源確保対策（市区町村に

よる取組の支援を含む）の取組状況は、「している」が 51.2%、「していない」が 46.5%

であった。 

停電時の電源確保対策をしている場合の取組内容は、「医療機関等が災害時に医療的ケ

ア児の貸与を目的として購入する非常用電源の費用補助」が 40.9%で最も多く、次いで

「医療機器に対応した非常用電源の貸し出し」「市区町村の取組の支援」がそれぞれ

31.8%であった。 

 

図表 64 対策の有無 図表 65 取組内容（複数回答） 

 

 

 

 

「その他」の具体的内容 

市区町村が行う医療的ケア児者向けの電源装置等整備の支援に対する補助の実施 

医療機器に対応した非常電源の費用を医ケア児（小慢）に対して補助 

必要に応じ、東京電力カスタマーセンターに連絡し、非常用電源を確保 

電力会社との協定により、電気復旧情報や電源車の優先的提供ができる体制を整備 

医療機器に対応した非常用電源の給付（実施主体は市区町村） 

 

 

  

n=22

その他

無回答

医療機関等が災害時に医療的ケア
児への貸与を目的として購入する非
常用電源の費用補助

医療機器に対応した非常用電源の貸
出し

市区町村の取組の支援

医療機器に対応した非常用電源のあ
る施設の把握

医療機器に対応した非常用電源のあ
る施設への協力要請

医療機器に対応した非常用電源の避
難所への設置

40.9

31.8

31.8

9.1

9.1

0.0

22.7

0.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

n=43

している

51.2%していない

46.5%

無回答

2.3%
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「医療機器に対応した非常用電源の貸し出し」を実施している場合、当該非常用電源貸

し出しの対象となる児は、「人工呼吸器を使用する児（酸素療法は行っていない）」「在

宅で、電源の必要な医療機器を使用するすべての児」がそれぞれ 42.9%で最も多かった。 

 

図表 66 非常用電源貸し出しの対象となる児（複数回答）  

 

 

「その他」の具体的内容 

在宅で人工呼吸器等の医療機器を利用する重症心身障害児 

 

  

n=7

無回答

人工呼吸器を使用する児（酸素療法
は行っていない）

在宅で、電源の必要な医療機器を使
用するすべての児

人工呼吸器を使い、かつ、酸素療法
を行っている児

自治体の指定する特定の疾患を有す
る児

その他

42.9

42.9

28.6

14.3

14.3

0.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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５）その他の災害対策（問 32） 

①その他の災害対策の取組 

その他に医療的ケア児の災害対策として実施している取組は、「医療的ケア児家族に対

して災害対策のマニュアル等手助けになるものを提供している」が 37.2%で最も多く、次

いで「庁内の福祉・医療部門と災害部門で連携し、医療的ケア児の災害対策について検討

している」「医療的ケア児に関する「協議の場」等関係機関のネットワークにおいて災害

対策を検討している」がそれぞれ 32.6%であった。 

 

図表 67 その他の災害対策の取組（複数回答）  

 

「その他」の具体的内容 

県保健所により対応しており、地域によって対応が異なる 

医療的ケア児家族を対象とした防災訓練を予定していたが、新型コロナウイルス感染予防

の観点から、机上訓練を実施した 

人工呼吸器装着児の個別支援計画を関係機関で連携して作成している 

 

  

n=43

個々の医療的ケア児の主治医と個別
に情報共有を行っている

医療的ケア児家族を対象とした防災
訓練を実施している

特になし

その他

無回答

医療的ケア児を受け入れるサービス
事業所と個別に情報共有を行ってい
る

医療的ケア児家族に対して災害対策
のマニュアル等手助けになるものを
提供している

庁内の福祉・医療部門と災害部門で
連携し、医療的ケア児の災害対策に
ついて検討している

医療的ケア児に関する「協議の場」等
関係機関のネットワークにおいて災
害対策を検討している

医療的ケア児家族に対して災害対策
の重要性を啓発している

医療的ケア児を受け入れる医療機関
と個別に情報共有を行っている

37.2

32.6

32.6

18.6

11.6

9.3

7.0

7.0

30.2

4.7

9.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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②取り組むうえで課題を感じる取組とその内容 

災害対策の取組について課題となっていることについて、１位に挙げられた場合は

3pt、２位に挙げられた場合は 2pt、３位に挙げられた場合は 1ptとして、その合計 ptを

見たところ、「医療的ケア児に関する「協議の場」等関係機関のネットワークにおいて災

害対策を検討している」が 28ptで最も多く、次いで「庁内の福祉・医療部門と災害部門

で連携し、医療的ケア児の災害対策について検討している」が 27pt、「医療的ケア児家

族に対して災害対策のマニュアル等手助けになるものを提供している」が 24pt であっ

た。 

 

図表 68 災害対策の取組について課題となっていること（スコア化）  

 
※災害対策の取組について課題となっていることについて、１位に挙げられた場合は 3pt、２位に挙げられた場合は 2pt、３

位に挙げられた場合は 1pt として計上 

  

28

27

24

8

4

2

1

0

0pt 10pt 20pt 30pt 40pt

医療的ケア児に関する「協議の場」等関係機

関のネットワークにおいて災害対策を検討し

ている

庁内の福祉・医療部門と災害部門で連携し、

医療的ケア児の災害対策について検討して

いる

医療的ケア児家族に対して災害対策のマニュ

アル等手助けになるものを提供している

医療的ケア児家族に対して災害対策の重要

性を啓発している

医療的ケア児を受け入れる医療機関と個別

に情報共有を行っている

医療的ケア児家族を対象とした防災訓練を実

施している

医療的ケア児を受け入れるサービス事業所と

個別に情報共有を行っている

個々の医療的ケア児の主治医と個別に情報

共有を行っている
n=26
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図表 69 取り組むうえで課題を感じる取組とその内容（記述回答）  

（a）取組「庁内の福祉・医療部門と災害部門で連携し、医療的ケア児の災害対策について

検討している」に課題を感じている場合 

課題の内容 課題に対する対応状況 

避難行動要支援者の個別避難計画作成にあたり、

庁内関係部局で役割分担をした上で、各々が主体

的に取り組むことが必要。 

担当者レベルでの情報交換 

医療的ケア児の正確な人数の把握ができていない 把握の方法等について検討中 

医療的ケア児等は少数派なので、危機管理部署と

の協議の中で、取り上げられる機会が少ない 

圏域・地域での医療的ケア児等の災害対策の

取り組みをこまめに情報提供するようにして

いる 

災害時の要支援者に対する対応が各部局で縦割り

になっている 

内閣府のガイドライン改正により、福祉避難

所の直接避難が促進されている。そのため、

本県では管内市区町村に対して、部局を超え

て要支援者名簿の作成から個別避難計画の作

成、福祉避難所への直接避難までの体制を整

備するよう働きかけている。 

災害時を想定した具体的な対応や準備、情報共有

等が十分ではない。 

一部の圏域において、協議の場について検討

している。 

福祉・医療分野と災害分野での十分な連携が図れ

ていない 
今後、連携について検討していく。 

医療的ケア児の居住実態を把握できていない市区

町村が多い。 

医療的ケア児数を把握するための調査活用を

検討 

①医療的ケア児の電源確保をどうするか、個別に

購入費補助をするか ②個別避難計画の作成をど

うするか、誰に作成の支援をしてもらうか ③災

害時に医療機関が医療的ケア児を受け入れてくれ

るか 

本庁の医療、保健、福祉担当課及び災害支援

担当課で協議している 

医療的ケア児の避難や電源確保等の災害対策につ

いて，検討の場が設置されていない（協議の議題

としては検討される場合もあるが，検討の場とし

ての設置がない。）。 

今後，全県及び圏域に設置する予定の協議の

場での対応を検討していく。 

医療的ケア児の個別避難計画の策定が進んでいな

い。計画を策定している市区町村からも計画は避

難するまでの内容であるため、避難後の支援につ

いて課題を感じるとの意見がある。 

庁内での情報共有等 

医療的ケア児の把握ができていない市区町村が多

く、個別避難計画の作成が進まない 

医療的ケア児の把握、実態調査の実施を依頼

している 

庁内の福祉・医療部門と災害部門で連携し、医療

的ケア児の災害対策について検討している。 
顔を合わせて話し合う機会を設けている。 

在宅療養中の医療機器を用いている人の中で、医

療的ケア児・者だけを取り出して支援策を議論す

ることは困難 

電力会社との協定により、要電源用支援者を

電力会社に登録していただき、その名簿を県

も共有しているが、その全体のデータを医療

的ケア児等支援スーパーバイザーも把握して

いる 

平時と災害時の対応が縦割りであること 関係部署に随時情報共有している。 
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（b）取組「医療的ケア児に関する「協議の場」等関係機関のネットワークにおいて災害対

策を検討している」に課題を感じている場合 

課題の内容 課題に対する対応状況 
協議の場において、電源の確保、具体的な避

難方法をどうするかが課題となっている。 

災害時に対応するための手引き（ノート）を医師

会で作成してもらい、その普及に努めている。 

協議の場は設置されているが、災害対策につ

いて具体的な検討には至っていない 
対応について検討していく 

圏域毎の協議の場等を活用し、医療的ケア児

の災害対策を検討していく必要がある。 

既に取り組めている圏域の情報について、他の圏

域と共有を図っている。 

個別の避難計画が未策定、福祉避難所の整

備、災害時の電源や必要物品、協力者の確保 

災害対応ノートの提供等を通じた圏域での事例検

討支援 

人工呼吸器などが日常的に必要な在宅の医療

的ケア児等の災害時の電源確保が課題であ

る。 

各市区町村に対し、地域生活支援事業の日常生活

用具の種目に非常用電源等を追加できないか検討

を依頼。 

停電時も含めた災害対応まで、保護者の認識

が及んでいない 

医療的ケア児等コーディネーターや自治体職員を

対象に、災害時の対応も視野に入れたより適切な

支援ができる体制を構築することを目的とした研

修会を開催 

災害発生時の医療的ケア児の被災状況の確認

のスキームが不十分 

災害時小児周産期リエゾンや医療機関に協力を求

め、スキームを検討中 

 災害時における医療的ケア児の対応策につ

いて、どのようなことが必要とされるか。 

 市区町村で作成する個別避難計画に医療的ケア

児の情報を漏れなく取り込んでもらい、災害時に

は医療的ケア児とその家族が福祉避難所に直接避

難できるようにするはどのような連携や情報共有

を図っていくかが今後の課題であり、現在も検討

段階である。 

障害保健福祉圏域単位で検討を行う圏域があ

るが、圏域内市区町村の対応に格差がある。 

先駆的な取組を行う市区町村の体制整備内容を他

圏域への情報提供している。 

災害時の医療的ケア児の支援について，地

域・圏域としての避難・避難所等での支援を

検討できるネットワークづくりができていな

い。 

今後，全県及び圏域に設置する予定の協議の場で

の対応を検討していく。 

医療的ケア児に関する「協議の場」等関係機

関のネットワークにおいて災害対策を検討す

る。 

実態調査の結果を報告し、今後の施策のあり方を

検討していく。 

（c）取組「医療的ケア児を受け入れる医療機関と個別に情報共有を行っている」に課題を

感じている場合 

課題の内容 課題に対する対応状況 

人工呼吸器等を使用している児童の実態把握

が不十分 
医療関係者と実態把握について協議している。 

災害時の医療機関の受け入れ体制は一定主治

医との間でとれているが、市としての個別支

援計画の進捗は不十分。多くの機関が関わり

実態に即した個別避難計画の作成。また、各

支援者の災害時の役割調整と情報共有が必

要。 

防災関係の課等との連携をすすめ計画を進めてい

く。 
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（d）取組「医療的ケア児を受け入れるサービス事業所と個別に情報共有を行っている」に

課題を感じている場合 

課題の内容 課題に対する対応状況 

避難行動要支援者名簿の作成及び個別避難計

画の策定状況が低調である 

県における実態把握の際に、都度、策定状況につ

いても確認し、適切に名簿の作成や避難計画の策

定がなされるように促している。 

（e）取組「医療的ケア児家族に対して災害対策の重要性を啓発している」に課題を感じて

いる場合 

課題の内容 課題に対する対応状況 

医療的ケア児等向けの避難所の確保が困難で

あるうえ、医療的ケア児等は一般避難所に避

難できないこと。 

市区町村における医療的ケア児の個別避難計画の

策定等、実効性のある避難支援を行えるようはた

らきかけを実施。医療的ケア児の家庭における自

助力向上のため、電源確保ガイドブックの作成、

市区町村が行う医療的ケア児者向けの電源装置等

整備の支援に対する補助を実施。 

電気を必要とする機器のうち、人工呼吸器を

24 時間使用など優先度の高い事例から個別避

難計画を策定。自宅が損壊していない場合、

避難場所は自宅を中心として考えているが、

大規模・長時間停電の場合の電源確保など対

応は未計画。 

全数の計画は未策定。また、小児の場合、成長と

ともに所属する集団等に変化があるため、策定後

も定期的に見直し・関係機関との共有が必要も、

新型コロナ対応等で滞っている。大規模・長時間

停電の対応についても計画が必要。 

医療的ケア児家族に対しての災害対策の重要

性の啓発。 

非常用電源が必要など、要支援となる方へ市区町

村への登録を促している。 

（f）取組「医療的ケア児家族に対して災害対策のマニュアル等手助けになるものを提供し

ている」に課題を感じている場合 

課題の内容 課題に対する対応状況 

マニュアルの浸透、家族と市区町村が連携して

マニュアルを作成すること 

市区町村あてマニュアル様式活用の依頼等を行

う 

呼吸器装着児災害時対応マニュアル等を市町と

共有していく必要がある。 

県で作成したマニュアルについて、市町に提供

している。 

災害対策マニュアルと個別支援計画を一体化し

たツールを作成して提供しているが、当事者家

族だけで災害時個別支援計画を作成するのは困

難。一緒にハザードマップを見てリスクを把握

し、計画を立ててくれる支援者が少ない 

家族会の集まりや特別支援学校の PTA の研修等

に、市区町村担当者や支援者の参加を得てみん

なで個別支援計画を作る作業を行っている 

令和２年度に作成した「災害時対応マニュア

ル」及び「災害時必携ファイル」の活用・周知 

マニュアル等の活用周知を図るため、医師を対

象とした講習会・講演会を開催 

本県で作成した「災害時あんしんファイル」の

普及状況が不明確 
状況調査が必要か確認する 
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（ｇ）取組「医療的ケア児家族を対象とした防災訓練を実施している」に課題を感じている

場合 

課題の内容 課題に対する対応状況 

防災訓練等で、医ケア児や家族、関係機関等の

災害対策を推進する必要がある。 

保健所が中心となり、関係機関と連携しながら

個別に防災訓練を行っている。 

被災時の手順の確認や避難訓練ができていない 必要性について確認する 

※取組「個々の医療的ケア児の主治医と個別に情報共有を行っている」について「課題の内容」およ

び「課題に対する対応状況」を回答したものはなかった。 

 

（６）その他 

図表 70 医療的ケア児の支援に関するご意見（記述回答）  

医療的ケア児支援法の成立に伴い、地方公共団体における医療的ケア児支援に係る取組に関する責

務が一層幅広となったが、ほとんどの地方公共団体において財政ひっ迫が顕著であり、支援ニーズ

に対応する施策事業を満足に創設することが困難な状況であるため、支援施策に係る国庫補助対象

事業の拡充及び補助率の引き上げを検討いただきたい。 
医療的ケア児支援センターの設置について検討していくために、予算の上限を示していただきた

い。 
核家族はもちろん、ひとり親家庭も増加している中で、子供の養育はまず家庭で、という児童福祉

法の理念が現実からかい離しつつあるように感じている。医療的ケア児支援法で、家族の離職防止

を目指すのであれば、地域の看護師やリハビリテーション専門職が子育て支援にさらに積極的に介

入できる体制が必要。医療的ケア児の主治医の多くは病院の医師である。主治医は、家庭での様

子、保育所や学校通所事業所等での子供の姿を見て、支援者とつながる機会は非常に希薄。医療の

制度の中に、学校や事業所等へのアウトリーチで診察室とは違う子供の姿を見る機会を確保した

い。 
医療的ケア児等コーディネーターを普及させていくためには、報酬体系を向上し、支援者としての

立場と役割を更に明確にする必要があると考えている。元々の職種・業務に加えて、コーディネー

ターとしての多種多様な支援も求めることは本人の負担になりかねず、相応の対価がなければ、本

人や所属事業所の理解が進まない恐れがある。 
医療的ケア児（者）の実態を把握するため，調査方法や医療的ケアの具体的な定義等をお示しいた

だきたい。 
看護師が学校や外出など柔軟に動くことができる体制が必要。医療的ケア児が教育を受けられるよ

う，学校への移動手段の充実。重度訪問介護の利用年齢の引き下げを行ってほしい（自宅での複合

的な支援体制。家族支援につながる）。 
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３．市区町村調査の主な結果 

（１）基礎情報 

１）市区町村の総人口（問１） 

市区町村の人口等は以下のとおりであった。 

 

図表 71 市区町村の総人口  

 

【総人口】 

 調査数                                                     830 

  平均値                                                     97720.5 

  標準偏差                                                   241567.69 

  最小値                                                     191 

  最大値                                                     3758300 

 

【20 歳未満人口】 

 調査数                                                     817 

  平均値                                                     16881.65 

  標準偏差                                                   47125.82 

  最小値                                                     19 

  最大値                                                     697763 

 

【18 歳未満人口】 

 調査数                                                     786 

  平均値                                                     14319.58 

  標準偏差                                                   36023.24 

  最小値                                                     14 

  最大値                                                     544518 
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２）医療的ケア児を支える地域資源の分布（問２） 

①医療的ケア児の受入れが可能な機関・事業所等の把握の有無 

医療的ケア児を受け入れ可能な機関・事業所等の把握状況について、管内での分布が把

握されているのは「障害児相談支援事業所」が 73.0%で最も多く、次いで、「障害児通所

支援事業所」が 70.7%、「特別支援学校」が 69.7%であった。 

 

図表 72 医療的ケア児の受入れが可能な機関・事業所等の把握の有無 

  

n=836

⑦障害児相談支援事業所

⑧障害児通所支援事業所

⑨障害児入所施設

⑩短期入所事業所

①病院

②診療所

③特別支援学校

④特別支援学校以外の学
校（小・中・高校等）

⑤保育所・幼稚園・認定こど
も園

⑥訪問看護ステーション

55.9
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69.7

46.4
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34.6
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0.4

0.1
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0.1

0.1

0.6

0.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

把握している 把握していない 無回答
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②当該機関・事業所等の充足と偏在の状況 

医療的ケア児の受入れが可能な機関・事業所等を把握している場合、当該機関・事業所

等の充足と偏在の状況を尋ねたところ、「地域に全く所在しておらず不足している」が、

「障害児入所施設」で 38.7%、「短期入所事業所」で 32.8%であった。「地域全体で不足

している」は、「障害児相談支援事業所」で 40.5%、「障害児通所支援事業所」で 38.2%

であった。 

図表 73 当該機関・事業所等の充足と偏在の状況  

  

⑦障害児相談支援事業所
n=610

⑧障害児通所支援事業所
n=591

⑨障害児入所施設 n=522

⑩短期入所事業所 n=543

①病院 n=467

②診療所 n=307

③特別支援学校 n=583

④特別支援学校以外の学
校（小・中・高校等） n=388

⑤保育所・幼稚園・認定こど
も園 n=412

⑥訪問看護ステーション
n=446

14.8

22.1

16.8

19.6

21.6

9.9

7.4

14.2

38.7

32.8

9.6

16.9

12.9

13.1

10.4

8.1

5.4

7.1

15.5

8.7

26.6

32.2

11.1

22.2

26.7

33.2

40.5

38.2

22.0

31.9

16.3

11.4

9.3

6.4

10.2

12.1

11.3

17.9

10.0

14.4

18.6

8.5

25.4

14.9

15.5

17.7

13.8

11.3

7.3

5.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

地域に全く所在しておらず不足している

地域に全く所在していないが不足はしていない

地域全体で不足している

不足しており地域的な偏在もある

不足はしていないが、地域的な偏在がある
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３）「協議の場」の設置について（問３） 

①設置の状況 

「協議の場」の設置状況では、「すでに設置している（自治体独自に設置）」が 37.0%

で最も多く、次いで「すでに設置している（圏域で設置）」30.7%であった。「まだ設置

しておらず、設置について検討もしていない」は 12.8%であった。 

 

図表 74 「協議の場」の設置の状況  

 

②設置の方法 

「協議の場」の設置方法は、「自立支援協議会を活用（併設含む）」が 57.9%で最も多

かった。 

図表 75 設置の方法 

 

  

n=836

すでに設置している

（圏域で設置）

30.7%

すでに設置している

（自治体独自に設置）

37.0%

まだ設置していないが、

設置について検討を

進めている

19.4%

まだ設置しておらず、

設置について検討も

していない

12.8%

無回答

0.1%

n=309

自立支援協議会を

活用（併設含む）

57.9%

自立支援協議会以外の

既存の合議体を活用

（併設含む）

10.4%

医療的ケア児者に特化した協議の

場を新規単独で設置（自立支援協議

会の関連する分野の部会と合同開

催とするなど、自立支援協議会との

連携を図っている）

12.9%

医療的ケア児者に特化した協議の

場を新規単独で設置（自立支援協議

会との連携は図っていない）

15.2%

その他

3.2%
無回答

0.3%
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「既存の合議体」の具体的内容 

「自立支援協議会以外の既存の合議体を活用（併設含む）」を選んだ場合の、「既存の合

議体」の具体的な内容は以下のとおりであった。 

市慢性疾患児童等地域支援協議会 

発達支援検討チーム 

市内大学病院から退院する医療的ケア児の地域移行に関する会議 

自立支援協議会の他、子ども部、教育局、福祉部で構成している子育て WT 

子ども若者総合サポートシステム障がい支援部会 

市地域総合支援協議会 子ども部会 

市発達支援会議 

市障がい者福祉関係機関会議 

県南部医療的ケア地域支援連携会議 

市発達障がい者（児）支援専門委員会 

療育会議 

子ども若者ケア会議 

市特別支援連携協議会 

地域療育ネットワーク会議 

市発達支援システムネットワーク推進協議会 

慢性疾病児童の意見交換会 

要保護児童対策地域協議会 

障がい者総合支援協議会の医療的ケア部会 

市発達支援ネットワーク会議 

重症心身障がい児に関する協議の場において医ケア児を含めて協議すると共に、自立支

援協議会の関連する分野の協議の場との連携を図っている。 

重症心身障害児者地域生活支援協議会 

市障がい者総合支援協議会家庭相談室・子育て世代包括支援センター連絡会議  

町保健医療福祉推進協議会 

医療的ケア児支援の情報交換会 

市地域自立支援協議会 こども支援部会 

子育て支援連携協議会 

県南部医療的ケア地域支援連携会議 

実務者会議、個別ケース検討会議 

「重症心身障がい児等在宅支援ネットワーク会議」 

圏域障がい児等医療支援推進会議 

市域療育等関係機関連絡会 

全世代型地域ケア会議 

隣市との重症心身障害児生活支援協議会を活用 

 

「その他」の具体的内容 

医療的ケア児者に特化した協議の場ではないが、自立支援協議会の関連する分野の部会

の中で医療的ケア児に関する協議を行い、自立支援協議会との連携を図っている 

個別支援のためのケース会を協議の場として位置付けている。事例は少ないが必要に応

じて、自立支援協議会や事務局に報告している。 

自立支援協議会の活用と子ども発達連絡会議（庁内連携会議）の活用 

庁内関係機関と連携 

地域療育センター担当者会議やケース会議 
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③参加する組織・機関 

「協議の場」に参加する組織・機関では、「行政」が 94.3%で最も多く、次いで「障害

児相談支援事業所」が 76.7%であった。 

図表 76 組織・機関の内訳（複数回答） 図表 77 本庁の担当部局の主管（複数回

答） 

 

 

  

 

組織・機関の内訳における「その他」の具体的内容 

養護学校 PTA 会長 

民生児童委員会長、身体・知的障害者相談員 

民生委員児童委員協議会，PTA連合会，幼稚園連合会，私立保育園協会 

民生委員、自治会連絡協議会、商工会議所 

放課後児童クラブ（団体の代表者）、教育委員会 

保護者、リハビリテーション施設、酸素業者 

保健所・総合療育相談センター・圏域地域生活ナビゲーションセンター 

保健所、当事者保護者、市 PTA協議会 

病院医師、病院看護師 

発達障害者支援センター、子ども総合センター 

発達支援センター、重症心身障害児者ケアマネージャーを置く相談支援事業所 

特別支援学校 PTA 

当事者家族団体 

圏域コーディネーター 

中核地域生活支援センター 

地域包括支援センター、保健所 

知的障害者相談員 

村議会議長、委託相談支援事業所、区長会、民生児童委員協議会 

n=407

行政

障害児相談支援事業所

障害児通所支援事業所

特別支援学校

医療機関

訪問看護ステーション

障害福祉サービス事業所

基幹相談支援センター

当事者団体

保育所・幼稚園・認定こども園

社会福祉協議会

都道府県

医師会

特別支援学校以外の学校（小・中・高校等）

学識経験者

障害者支援施設

障害児入所施設

児童相談所

看護協会

歯科医師会

薬剤師会

その他

無回答

94.3

76.7

63.6

56.3

50.9

43.0

42.3

42.0

34.9

25.1

23.1

22.1

17.9

17.4

16.5

15.5

13.5

12.5

3.7

3.2

2.5

24.3

4.2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

n=384

障害福祉

医療・保健

教育

保育

労働

その他

無回答

97.1

67.4

59.9

51.8

0.5

6.5

0.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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障害者就業・生活支援センター 

障がい者総合支援センター、保健師会 

小児科医会、医療ソーシャルワーカー協会 

商工会議所 

重症心身障がい在宅支援センター 

主任児童委員、医療的ケアが必要な小児等に対する支援事業受託機関、医療的コーディ

ネーター 

自立支援協議会こども部会 

自治会長会、民生委員児童委員連合会、公募の市民 

児童館、子育て支援センター 

県自閉症・発達支援センター 

県医療的ケア児等支援センター 

雇用関係機関 

県療育センター、在宅医療ネットワーク、大学など 

区長会、民生委員児童委員、町老人クラブ連合会、町議会 

教育委員会・保健所・医療的ケア児コーディネーター 

教育委員会、身体障害者連盟、知的障害者育成会、民生委員児童委員協議会、連合婦人

会 

教育委員会、障がい者就業・生活支援センター 

簡易マザーズホーム保育士 

介護老人保健施設 

介護公社、介護サービス事業所、教育委員会、保健所 

医療的ケア児等コーディネーター 

ハローワーク、民間事業者 

発達障害者支援センター 

スクールソーシャルワーカー 

 

本庁の担当部局の主管における「その他」の具体的内容 

【児童福祉、子育て支援】 

子育て世代包括支援センター 

市立子育て総合支援センター（児童福祉） 

子ども課 

児童発達支援センター 

児童福祉部門、母子保健部門 

子育て世代包括支援センター 

【防災・消防】 

防災担当 

危機管理、消防 

【その他】 

人権 

福祉 

子ども家庭支援センター、子育て、在宅療養 

介護健康推進 

療育 
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（２）医療的ケア児数の把握について 

１）医療的ケア児数の把握の目的（問４） 

医療的ケア児数の把握の目的としては、「地域の実態把握のため」が 91.9%と最も多

く、次いで「支援を必要としているサービス未利用者を把握するため」が 77.0%、「災

害対策のため」が 53.7%であった。 

 

図表 78 医療的ケア児数の把握の目的（複数回答） 

 

 

「その他」の具体的内容 

入園、入学に向け職員配置等の検討を行うため 

医療的ケアを必要とする者の生活のサポートを行うため。 

看護職の確保のため 

就学先を検討するため 

新型コロナウイルス感染症に係る情報提供のため。 

医療的ケアの範囲を確定させること。 

医療的ケア児の生活の支援を家族とともに考えていくため 

障害児通所支援の利用者で判定スコアに該当する者を把握するため 

ケア児の地域生活を把握し、支援者として行政も関わり支えていくため。 

 

  

n=836

その他

無回答

地域の実態把握のため

支援を必要としているサービス未利
用者を把握するため

災害対策のため

施設整備等の方針決定のため

「３」「４」以外の医療的ケア児支援施
策立案のため

管内市区町村への情報提供のため

91.9

77.0

53.7

28.8

15.4

5.9

1.6

0.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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２）医療的ケア児数の把握の状況（問５） 

医療的ケア児数の把握の状況は、「できている」が 26.0%、「どちらかというとでき

ている」が 45.7%であった。 

なお、問６から問 11までは、本問で「できている」、「どちらかというとできてい

る」あるいは「どちらかというとできていない」を選択した回答者を対象とした設問であ

る。 

 

図表 79 医療的ケア児数の把握の状況  

 

図表 80 医療的ケア児数の把握の状況 【政令指定都市／それ以外の市区町村別】 

 

n=836

できている

26.0%

どちらかというと

できている

45.7%

どちらかというと

できていない

10.0%

できていない

7.9%

できているかどうか

わからない

8.4%

無回答

2.0%

5.6

26.4

50.0

45.6

33.3

9.5

5.6

7.9

0.0

8.6

5.6

2.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

政令指定都市(n=18)

それ以外の市区町村(n=818)

できている どちらかというとできている

どちらかというとできていない できていない

できているかどうかわからない 無回答
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図表 81 医療的ケア児数の把握の状況 【政令指定都市以外の市区町村：総人口規模別】 

 

 

 

図表 82 （参考）回答者に占める「政令指定都市」と「それ以外の市区町村」の割合 

 

※平均総人口 政令指定都市：平均 1,316,076.3人、それ以外の市区町村：70,712.6 人 

  

51.8%

22.1%

6.5%

28.3%

48.3%

59.4%

1.6%

10.1%

18.1%

6.8%

7.5%

11.0%

9.4%

9.4%

5.2%

2.1%

2.6%

0.0%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

1万人未満(n=191)

1万人以上10万人未満(n=466)

10万人以上(n=155)

できている どちらかというとできている

どちらかというとできているできていない できていない

できているかどうかわからない 無回答

政令指定都市, 

2.2%

それ以外の市区

町村, 97.8%

n=836
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３）医療的ケア児数を把握する際の「医療的ケア児」の解釈（問６） 

①「医療的ケア児」の解釈 

医療的ケア児数を把握する際の「医療的ケア児」の解釈では、「日常的に医療的ケアを

要する重症心身障害児（重度の肢体不自由と重度の知的障害が重複している）」が

94.0%で最も多く、次いで「日常的に医療的ケアを要する肢体不自由児」が 88.9%、「日

常的に医療的ケアを要する知的障害・発達障害児」が 82.3%であった。 

 

図表 83 「医療的ケア児」の解釈（複数回答） 

 

「その他」の具体的内容 

人工呼吸器による呼吸管理、喀痰吸引その他の医療行為を日常的に必要とする児童 

何かしらの医療的ケアが必要な児童全て 

人工呼吸器を装着している障害児その他の日常生活を営むために医療を要する状態にあ

る障害児 

医療的ケアは受けていないが、将来的に受けることが予想される児 

主に恒常的に判定スコアに示された医療的ケアを受ける児 

在宅で生活している医療的ケアを要する児童 

市医療的ケア児連絡協議会で医療的ケア児の定義を定め、それに該当する児 

県の実数調査時の定義に準じた定義。①レスピレーター（人工呼吸器）管理、②気管内

挿管・気管切開、③鼻咽頭エアウェイ、④酸素吸入、⑤たん吸引、⑥ネブライザー、⑦中

心静脈栄養（ＩＶＨ）、⑧経管栄養（経鼻・胃ろうを含む）、⑨腸ろう、腸管栄養、⑩※

人工透析（腹膜灌流を含む）、⑪定期導尿、⑫※人工肛門、⑬※人工膀胱（※⑩、⑫、⑬

については、１８歳未満のみ。） 

難病 

日常生活及び社会生活を営むために恒常的に医療的ケア（人工呼吸器による呼吸管理、

喀痰吸引その他の医療行為）を受けることが不可欠である児童 

人工呼吸器を装着している障害児その他の日常生活を営むために医療を要する状態にあ

る障害児 

障害児通所支援の利用者で判定スコアに該当する者 

医療的ケアのない重症心身障害児・者（医療的ケアを必要としない児・者） 

n=683

無回答

日常的に医療的ケアを要する重症心
身障害児（重度の肢体不自由と重度
の知的障害が重複している）

日常的に医療的ケアを要する肢体不
自由児

日常的に医療的ケアを要する知的障
害・発達障害児

上記「１」「２」「３」以外の、日常生活を
送るために恒常的に医療的ケアを受
けることが不可欠な児

その他

94.0

88.9

82.3

64.3

2.8

0.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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②医療的ケアの内容 

具体的な医療的ケアの内容は、以下のとおりであった。 

図表 84 医療的ケアの内容 図表 85 選択肢①～⑭の一部が該当する場合の具体

的な医療的ケアの内容（複数回答） 

  

「その他」の具体的内容 

【具体的な内容】 

腹膜透析 

具体的に定めていないが、経管による処置が必要なもの、在宅で電力機器の利用が必要

なもの 

⑭はてんかん発作時の対応と思われるが処置の有無に関わらずてんかんのある児童を数

える 

⑨⑩以外が該当する。ただし⑨皮下注射（インスリン注射等）については医療的ケア児

の人数に含めてはいないが、参考として小児慢性特定疾病の治療のための成長ホルモンや

インスリンの自己注射をしている児の数を把握している。 

【都道府県等の定めに準じている】 

県における医療的ケア児の定義による 

【定めていない、検討中】 

特に定めていないが、恒常的に医療的ケアが必要としている児を対象としている。 

【該当者がいないため回答できない】 

現在、該当者がいない 

 

n=683

選択肢①～⑭の

全てが該当する

72.9%

選択肢①～⑭の

一部が該当する

23.0%

その他

2.8%

無回答

1.3%

n=157

⑥ネブライザーの管理

①人工呼吸器（排痰補助装置等を含む。）の管
理

②気管切開の管理

③鼻咽頭エアウェイの管理

④酸素療法

⑤吸引（口鼻腔・気管内吸引）

⑬排便管理（消化管ストーマ、摘便等を含む。）

⑭痙攣時の坐剤挿入、吸引、酸素投与、迷走
神経刺激装置の作動等の処置

無回答

⑦経管栄養（胃ろう、腸ろう、経鼻経管等）

⑧中心静脈カテーテルの管理

⑨皮下注射（インスリン注射等）

⑩血糖測定

⑪継続的な透析

⑫導尿（尿道留置カテーテル、尿路ストーマ等
を含む。）

83.4

81.5

57.3

79.0

84.7

54.8

85.4

56.7

26.8

19.1

42.7

63.1

46.5

26.8

2.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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③医療的ケア児として把握する児の年齢 

医療的ケア児として把握する児の年齢は、「18 歳未満」が 71.4%で最も多く、次いで

「20 歳未満」が 10.1%、「19 歳未満」が 9.7%であった。 

 図表 86 医療的ケア児として把握する児の年齢 

 

「その他」の具体的内容 

【18歳未満の者及び 18歳以上の者であって高等学校等に在籍する者】 

18歳未満の者及び 18 歳以上の者であって高等学校等に在籍する者 

【高校を卒業するまで】 

18歳（年度末）まで、若しくは高等学校３年生卒業まで 

【満 18歳に達した日以降の最初の 3月 31日まで】 

満 18歳に達した日以降の最初の 3月 31日まで 

【原則としては 18歳未満・以下だが例外がある】 

原則として 18歳未満。20歳未満で児童通所サービスを利用する者を含む。 

基本的に 18 歳未満だが、小慢該当となっている 18～19歳を含む 

18歳未満，市立学校に在籍している児童・生徒 

【児童から成人まで含む】 

乳幼児期より医療的ケアが必要な人で介護に移行するまで 

児・者一貫の支援を検討するため、概ね 65歳未満までの方を把握できるよう努めている 

４０歳未満 

【その他】 

養護学校卒業年度 

未就学児 

障害児通所支援の支給期間終了まで 

学齢期まで 

20歳以下（令和元年度の実態調査を 20歳以下を対象に実施した。） 

15歳未満（本市の実施事業の対象年齢まで把握している） 

0歳～就学児以下 

「18歳未満」に加えて小児慢性特定疾病医療受給している 19・20歳の方 

 

  

n=683

18歳未満

71.4%

19歳未満

9.7%

20歳未満

10.1%

その他

8.1%

無回答

0.7%
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４）医療的ケア児数の把握の方法（問７） 

①医療的ケア児数の把握方法 

医療的ケア児数の把握方法では、「障害福祉サービスの支給決定に付随した把握」が

74.5%で最も多く、次いで「障害者手帳の取得申請に付随した把握」が 66.6%であった。 

「医療的ケア児家族に対する調査（関係機関を介して回答を依頼）」を行う場合の、具

体的な関係機関の内訳としては、「医療機関」、「相談支援事業所」、「特別支援学校」

が 34.5%であった。 

図表 87 医療的ケア児数の把握方法（複数回

答） 

図表 88 関係機関の内訳（複数回答） 

 

 

医療的ケア児数の把握方法における「その他」の具体的内容 

【手当申請等の行政手続きに付随した把握】 

特別児童扶養手当、障害児福祉手当、小児慢性特定疾病医療費助成制度、重度心身障害

者医療給付の申請、自立支援医療、特別障害児手当等の申請 

日常生活用具の給付決定 

障害福祉サービス申請 

転入手続き 

障害者手帳交付 

【母子保健活動や保健師による把握】 

母子保健分野での把握 新生児訪問等 

母子検診、乳幼児検診等 

【保健センターをはじめとした関係機関からの情報提供】 

保健センター、子育て世代包括支援センターとの連携 

保健センターや教育委員会等の関係機関との情報共有による把握 

【保育園入園等の相談等】 

n=683

医療的ケア児家族に対する調査（関
係機関を介して回答を依頼）

医療的ケア児家族に対する調査（自
治体から直接回答を依頼）

その他

無回答

障害福祉サービスの支給決定に付随
した把握

障害者手帳の取得申請に付随した把
握

退院・地域生活への移行に伴う行政
手続等に付随した把握

小学校等入学に伴い医療的ケア児家
族が相談に訪れた際の把握

都道府県や圏域からの情報提供

医療機関や特別支援学校等の関係
機関に対する調査

74.5

66.6

45.2

37.6

25.3

17.1

17.0

14.8

32.1

0.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

n=116

教育委員会

医療機関

訪問看護ステーション

相談支援事業所

障害児支援サービス事業所

基幹相談支援センター

特別支援学校

特別支援学校以外の学校（小・中・高
校等）

保育所・幼稚園・認定こども園

その他

無回答

34.5

25.9

34.5

25.0

12.1

26.7

34.5

5.2

15.5

19.0

19.8

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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保育所の利用について医療的ケア児家族が相談に訪れた際の把握 

保育園、小中学校等における訪問看護を派遣する事業を申込時に把握 

【医療機関や相談支援事業所等からの情報提供】 

病院から退院時の情報提供 

妊娠中または出生後、医療機関からの連絡で把握 

産科医院からの養育支援ネット 

訪問看護ステーションからの情報提供書 

相談支援事業所からの情報提供 

【庁内の関係部局等からの情報提供】 

保健、子育て支援、教育、保育等の庁内の関係部局からの情報提供 

医療的ケア児等コーディネーターとの連携による把握 

【保護者からの相談受付】 

福祉部障害福祉課に設置している「医療的ケア児相談窓口」への問い合わせ 

妊娠中に保護者からの相談で把握し産後に医療的ケア児となった 

【国や都道府県からの照会をきっかけとした調査】 

国・県からの調査依頼に基づく本市関係部局への照会 

過去、県の実態把握調査、圏域で協議し実施したアンケート調査で把握。 

【「協議の場」や自立支援協議会を通じた情報提供】 

自立支援協議会からの情報提供 

協議の場における情報提供 

【災害対策の取組を通じた把握】 

避難行動要支援者名簿作成時の調査 

災害時の要配慮者 

【その他】 

民生委員の訪問からの情報 

新型コロナウイルス感染症対策としての手指消毒用エタノール等の配布に伴う把握 

指定管理施設に対する調査 

家族会からの情報提供 

学校からの情報提供 

 

 

関係機関の内訳における「その他」の具体的内容 

保健師 

保健センター 

行政内の母子健康部門、保育部門 

市の保健医療課（保健師） 

自立支援協議会 こども専門部会 

特別児童扶養手当、所得状況届依頼に同封 

市単独の母子通所事業所 

障害福祉サービス事業所 

保健所（災害時支援のための調査） 

調査様式を市のホームページに掲載，障害児通所支援事業所に対して対象者への周知を

依頼 

こども課 
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②医療的ケア児数の把握の頻度 

医療的ケア児数の把握の頻度では、「定期的に把握している」が 38.8%で最も多く、

次いで「不定期だがこれまでに何度か把握している」が 36.3%、「一度きりしか把握し

ていない」が 15.4%であった。 

図表 89 医療的ケア児数の把握の頻度  

図表 90 一度きりしか把握していない場合の実施年度 

調査数                                                     99 

平均値                                                     2019.48 

標準偏差                                                   1.16 

最小値                                                     2015 

最大値                                                     2021 

 

図表 91 定期的に把握している場合の調査頻度（何年に一度か） 

調査数                                                     240 

平均値                                                     1.03 

標準偏差                                                   0.23 

最小値                                                     1 

最大値                                                     3 

 

図表 92 不定期だがこれまでに何度か把握している場合の実施年度  

                                      n=248 

実施年度 件数 割合 

平成 27（2015）年度                                           26 10.5 

平成 28（2016）年度                                           28 11.3 

平成 29（2017）年度                                           34 13.7 

平成 30（2018）年度                                           75 30.2 

令和元（2019）年度                                           119 48.0 

令和２（2020）年度                                           172 69.4 

令和３（2021）年度                                           149 60.1 

無回答                                                     8 3.2 

 

  

n=683

一度きりしか

把握していない

15.4%

不定期だがこれまでに

何度か把握している

36.3%

定期的に

把握している

38.8%

無回答

9.5%
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図表 93 最も直近で把握した時点 

調査数                                                     599 

平均値                                                     2010.53 

標準偏差                                                   141.84 

最小値                                                     3 

最大値                                                     2021 

 

図表 94 最も直近において医療的ケア児数を把握した時点（月）   

                                                               n=683 

実施月 件数 割合 

１月                                                         10 1.5 

２月                                                         9 1.3 

３月                                                         50 7.3 

４月                                                         134 19.6 

５月                                                         40 5.9 

６月                                                         28 4.1 

７月                                                         37 5.4 

８月                                                         39 5.7 

９月                                                         143 20.9 

10 月                                                         74 10.8 

11 月                                                         8 1.2 

12 月                                                         23 3.4 

無回答                                                     88 12.9 

 

 

図表 95 最も直近における医療的ケア児の把握人数   

調査数                                                     602 

平均値                                                     13.76 

標準偏差                                                   29.63 

最小値                                                     0 

最大値                                                     343 
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４）調査の際に把握している情報（問８） 

調査の際に把握している情報では、「年齢」が 83.2%で最も多く、次いで「氏名」が

81.0%、「住所」が 78.9%であった。 

 

図表 96 調査の際に把握している情報（複数回答）  

n=683

利用している障害児福祉サービス等

「人数」以外は把握していない

年齢

氏名

住所

必要とする医療的ケアの内容

災害に備えた対策の実施状況（備蓄、停電時
の電源確保等）

必要だが利用できていないサービス等

その他

無回答

家族構成

かかりつけ医療機関

主なケアの担い手

医療的ケアが必要となった理由

日常生活における課題

自治体の支援に関する要望

5.7

83.2

81.0

78.9

75.3

65.9

59.3

48.5

43.3

41.0

26.9

20.8

18.3

18.2

7.9

7.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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「その他」の具体的内容 

【具体的内容】 

ADL の状況や、日中の活動場所の有無等 

困りごとや行政や関係機関等への意見など 

市の調査は行っていないが把握している情報としては人数、氏名、年齢、住所、必要と

する医療ケアの内容。 

主なケアの担い手がケアできなくなった時の対応方法 

主な相談先 

手帳情報 

手帳情報、居住形態、自家用車の所持、移動手段等 

就園の有無、訪看利用の有無、保健師支援の有無 

住んでいる地域、学年 

住宅のバリアフリー化状況、通学方法含め移動方法 

所持している医療受給者証名・障害手帳の有無と等級 

所属する学校など 

所属先、支援している機関 

小児慢性特定疾病受給状況 障がい者手帳所持状況 

消毒用アルコール等感染防止用品のニーズ、通学・通園状況 

障害者手帳、小児慢性特定疾病受給者証、指定難病受給者証、運動機能、コミュニケー

ションの方法、移動手段、日中通所先、主たる介護者の就労状況、相談先 

障害者手帳の交付・医療費給付の状況、相談先、特別支援学校の在籍状況 

障害者手帳の有無 

障害手帳所持情報、小児慢性特定疾患医療受給情報 

障碍者手帳取得の有無、要介護度、医ケアの種類 

身体障害者及び療育手帳の取得の有無 小児慢性の手続きの有無 

性別、生年月日 

性別、連絡先、就学等の状況、主治医、ADL、通学の手段と付き添いの有無、主介護者の

就労状況 

通園・通学の状況、障害者手帳の交付状況 

通所、通学先 

病名、連絡先（携帯番号、メールアドレス）、アレルギーの有無、人工呼吸器・在宅酸

素業者名、人口呼吸器の有無と製品名 

保健センターの関わり状況、訪問看護利用状況 

利用している訪問看護事業所 

【対象者によって把握している情報が異なる】 

2名のうち 1名は人数のみの把握、詳細は不明。 

一部の医療的ケア児について６，７，８，９，１０，１１，１３も把握 

障害福祉サービスを利用している児については「2・3・4・5・6・10・13」を把握 

【医療的ケア児が居住していないため把握している情報はない】 

人数把握に努めて以来、町内にいたことがない 

超小規模離島であるため、これまでに該当事例がない。 

対象となる医療的ケア児が町内に存在しない。把握するとしたら 2～14全て。 

現在、該当者がいない 

【その他】 

医療的ケア児の人数が少ないため人数以外の情報についてもある程度把握できている。 

該当する児童・生徒についての学校として必要な情報は全て把握している。 

小規模自治体のため、対象者がいれば上記情報は把握できる。 

相談があった事例については把握している 
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５）調査結果の活用（問９） 

調査結果の活用では、「地域の実態に関する基礎資料としている」が 73.5%で最も多

く、次いで、「医療的ケア児支援施策の立案や見直しに役立てている」が 42.0%であっ

た。 

 

図表 97 調査結果の活用（複数回答）  

 

  

n=683

その他

無回答

地域の実態に関する基礎資料として
いる

医療的ケア児支援施策の立案や見
直しに役立てている

災害対策の取組に役立てている

管内市区町村に情報提供している

支援を必要としているサービス未利
用者への働きかけに役立てている

施設整備等の方針決定にあたり参照
している

73.5

42.0

30.3

21.8

20.8

12.3

8.5

6.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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「その他」の具体的内容 

【具体的な内容】 

国、県からの感染症対策に係るアルコール消毒液などの衛生用品の配布や情報提供 

保育園就園相談、児童発達支援の利用 

今後の障害福祉サービス利用や災害対策の取組に活用予定 

都道府県には、調査依頼があった際に人数を主に回答している。 

個別支援 

新型コロナウイルス感染予防対策（手指消毒用アルコールの配布） 

大学小児科トータルケアセンターの調査に毎年報告している。 

圏域内での情報共有 

個別支援の内容・計画 

関係機関との情報共有に活用している 

調査やアンケート等に利用 

相談時の基礎資料 

主なケアの担い手がケアできなくなった時の対応方法 

個別対応のための基礎情報として市役所等行政機関内で共有している。 

医療的ケアを必要とする児童の家庭への手指消毒用エタノール配布（2020年） 

障害児福祉計画の策定 

就学支援 

学校内における医療的ケアの実施 

サービスの支給決定や、担当保健師との情報共有 

関連する施策等についての情報提供。 

医ケア児のいる家庭へ、医ケア児等に関連する情報提供を行う。 

相談業務に役立てている 

今後、災害等含めて活用予定。 

支援施策の立案や災害対応の取り組みに活用予定 

医療的ケア児者検討会にて課題検討資料としている 

個別支援を通して把握を行っている。今後施策取組に向けて協議検討予定。 

自立支援協議会における情報共有及びサービスにおける医療的ケアスコアの判定業務 

医療的ケア児の生活の支援を家族とともに考えていくため 

必要な支援を実施することに活用している 

障害児通所支援の支給決定 

平時の見守り 

支援が必要になった時に備え、情報共有 

進学時の支援や必要なサービスの情報提供に役立てている 

学校教育活動に活かしている。 

関係者・機関との連携に活用 

【医療的ケア児が居住していないため活用している情報はない】 

現時点で対象者がいないため、把握している情報はない。 

対象となる医療的ケア児が町内に存在しないため、活用していない。 

【その他】 

令和 3年度中実施予定のため現在検討中 
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６）各調査方法における課題（問 10） 

各調査方法における課題は、どの調査においても「全数を網羅して調査できているかどう

かの判断が難しい」が最も多かった。 

 

図表 98 各調査方法における課題（複数回答） 

 

①医療的ケア児家族に対する調査 

（自治体から直接回答を依頼） 

②医療的ケア児家族に対する調査 

（関係機関を介して回答を依頼） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

n=101

関係機関の協力や理解を得るのが難しい

全数を網羅して調査できているかどうかの判断
が難しい

調査への回答が得られない医療的ケア児が多
い

医療的ケア児以外の児に誤って調査してしまう
可能性がある

他の自治体に居住する医療的ケア児に誤って
調査してしまう可能性がある

他の自治体の医療機関を受診する医療的ケア
児の把握が漏れてしまう可能性がある

無回答

実施に係る事務的な費用負担が大きい

実施に係る事務的な作業負担が大きい

調査への協力に伴い医療的ケア児家族に時間
を割いてもらわなければいけない

調査への協力に伴って医療的ケア児家族に心
理的な負担がかかる

課題は特にない

その他

57.4

11.9

14.9

1.0

4.0

1.0

5.0

22.8

33.7

16.8

12.9

2.0

13.9

0% 20% 40% 60% 80% 100%
n=116

関係機関の協力や理解を得るのが難しい

全数を網羅して調査できているかどうかの判断
が難しい

調査への回答が得られない医療的ケア児が多
い

医療的ケア児以外の児に誤って調査してしまう
可能性がある

他の自治体に居住する医療的ケア児に誤って
調査してしまう可能性がある

他の自治体の医療機関を受診する医療的ケア
児の把握が漏れてしまう可能性がある

無回答

実施に係る事務的な費用負担が大きい

実施に係る事務的な作業負担が大きい

調査への協力に伴い医療的ケア児家族に時間
を割いてもらわなければいけない

調査への協力に伴って医療的ケア児家族に心
理的な負担がかかる

課題は特にない

その他

58.6

8.6

7.8

3.4

14.7

6.9

6.0

25.9

21.6

12.1

14.7

2.6

10.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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③医療的ケア児家族に対する調査 

（自治体から直接回答を依頼） 

④退院・地域生活への移行に伴う 

行政手続等に付随した把握 

 

 

⑤小学校等入学に伴い医療的ケア児家族が 

相談に訪れた際の把握 

⑥障害者手帳の取得申請に付随した把握 

 

  

  

n=309

無回答

実施に係る事務的な費用負担が大きい

実施に係る事務的な作業負担が大きい

調査への協力に伴い医療的ケア児家族に時間
を割いてもらわなければいけない

調査への協力に伴って医療的ケア児家族に心
理的な負担がかかる

課題は特にない

その他

関係機関の協力や理解を得るのが難しい

全数を網羅して調査できているかどうかの判断
が難しい

調査への回答が得られない医療的ケア児が多
い

医療的ケア児以外の児に誤って調査してしまう
可能性がある

他の自治体に居住する医療的ケア児に誤って
調査してしまう可能性がある

他の自治体の医療機関を受診する医療的ケア
児の把握が漏れてしまう可能性がある

52.8

1.9

1.0

0.6

4.9

2.9

1.3

7.1

11.7

8.4

22.0

3.2

15.9

0% 20% 40% 60% 80% 100%

n=257

無回答

実施に係る事務的な費用負担が大きい

実施に係る事務的な作業負担が大きい

調査への協力に伴い医療的ケア児家族に時間
を割いてもらわなければいけない

調査への協力に伴って医療的ケア児家族に心
理的な負担がかかる

課題は特にない

その他

関係機関の協力や理解を得るのが難しい

全数を網羅して調査できているかどうかの判断
が難しい

調査への回答が得られない医療的ケア児が多
い

医療的ケア児以外の児に誤って調査してしまう
可能性がある

他の自治体に居住する医療的ケア児に誤って
調査してしまう可能性がある

他の自治体の医療機関を受診する医療的ケア
児の把握が漏れてしまう可能性がある

45.1

2.3

1.6

0.0

1.6

4.3

1.9

7.0

16.0

11.7

26.5

3.5

16.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%
n=455

無回答

実施に係る事務的な費用負担が大きい

実施に係る事務的な作業負担が大きい

調査への協力に伴い医療的ケア児家族に時間
を割いてもらわなければいけない

調査への協力に伴って医療的ケア児家族に心
理的な負担がかかる

課題は特にない

その他

関係機関の協力や理解を得るのが難しい

全数を網羅して調査できているかどうかの判断
が難しい

調査への回答が得られない医療的ケア児が多
い

医療的ケア児以外の児に誤って調査してしまう
可能性がある

他の自治体に居住する医療的ケア児に誤って
調査してしまう可能性がある

他の自治体の医療機関を受診する医療的ケア
児の把握が漏れてしまう可能性がある

49.9

1.1

2.0

0.2

1.1

1.3

0.9

6.8

11.0

7.3

28.8

2.2

12.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

n=117

関係機関の協力や理解を得るのが難しい

全数を網羅して調査できているかどうかの判断
が難しい

調査への回答が得られない医療的ケア児が多
い

医療的ケア児以外の児に誤って調査してしまう
可能性がある

他の自治体に居住する医療的ケア児に誤って
調査してしまう可能性がある

他の自治体の医療機関を受診する医療的ケア
児の把握が漏れてしまう可能性がある

無回答

実施に係る事務的な費用負担が大きい

実施に係る事務的な作業負担が大きい

調査への協力に伴い医療的ケア児家族に時間
を割いてもらわなければいけない

調査への協力に伴って医療的ケア児家族に心
理的な負担がかかる

課題は特にない

その他

52.1

6.0

3.4

5.1

15.4

11.1

2.6

21.4

10.3

6.0

21.4

5.1

8.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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⑦障害福祉サービスの支給決定に 

付随した把握 

⑧障害福祉サービスの支給決定に 

付随した把握 

  

⑨その他  

 

 

 

  

n=509

無回答

実施に係る事務的な費用負担が大きい

実施に係る事務的な作業負担が大きい

調査への協力に伴い医療的ケア児家族に時間
を割いてもらわなければいけない

調査への協力に伴って医療的ケア児家族に心
理的な負担がかかる

課題は特にない

その他

関係機関の協力や理解を得るのが難しい

全数を網羅して調査できているかどうかの判断
が難しい

調査への回答が得られない医療的ケア児が多
い

医療的ケア児以外の児に誤って調査してしまう
可能性がある

他の自治体に居住する医療的ケア児に誤って
調査してしまう可能性がある

他の自治体の医療機関を受診する医療的ケア
児の把握が漏れてしまう可能性がある

52.8

1.0

1.6

0.2

1.0

1.2

1.0

8.6

10.6

6.7

26.5

3.5

11.2

0% 20% 40% 60% 80% 100%
n=173

無回答

実施に係る事務的な費用負担が大きい

実施に係る事務的な作業負担が大きい

調査への協力に伴い医療的ケア児家族に時間
を割いてもらわなければいけない

調査への協力に伴って医療的ケア児家族に心
理的な負担がかかる

課題は特にない

その他

関係機関の協力や理解を得るのが難しい

全数を網羅して調査できているかどうかの判断
が難しい

調査への回答が得られない医療的ケア児が多
い

医療的ケア児以外の児に誤って調査してしまう
可能性がある

他の自治体に居住する医療的ケア児に誤って
調査してしまう可能性がある

他の自治体の医療機関を受診する医療的ケア
児の把握が漏れてしまう可能性がある

55.5

4.6

4.0

5.8

1.2

3.5

0.6

9.2

6.4

2.9

27.2

5.8

6.9

0% 20% 40% 60% 80% 100%

n=219

関係機関の協力や理解を得るのが難しい

全数を網羅して調査できているかどうかの判断
が難しい

調査への回答が得られない医療的ケア児が多
い

医療的ケア児以外の児に誤って調査してしまう
可能性がある

他の自治体に居住する医療的ケア児に誤って
調査してしまう可能性がある

他の自治体の医療機関を受診する医療的ケア
児の把握が漏れてしまう可能性がある

無回答

実施に係る事務的な費用負担が大きい

実施に係る事務的な作業負担が大きい

調査への協力に伴い医療的ケア児家族に時間
を割いてもらわなければいけない

調査への協力に伴って医療的ケア児家族に心
理的な負担がかかる

課題は特にない

その他

37.9

1.4

1.4

0.5

2.7

1.8

0.5

5.9

5.0

1.4

32.9

6.4

21.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%



104 

 

「その他」の具体的内容 

①医療的ケア児家族に対する調査（自治体から直接回答を依頼） 

障害児福祉計画策定に向けた手帳等福祉制度を利用されている児童を対象とした調査の

ため全数は把握できていない。 

②医療的ケア児家族に対する調査（関係機関を介して回答を依頼） 

個人情報提供について同意を得られない場合がある。 

③医療機関や特別支援学校等の関係機関に対する調査 

個人情報の提供は本人・保護者の同意が必要なため、実数を把握しきれない可能性があ

る。 

特別支援学校以外に通学する児童は漏れてしまう。 

当事者家族の直接の声の把握に至っていない 

④退院・地域生活への移行に伴う行政手続等に付随した把握 

全数を網羅して調査できていない 

調査する職員がある程度医療的ケアについて理解する必要がある。支援が多岐にわたる

可能性があるため、専門性も必要。 

情報提供元の関係機関の判断によるところが大きい。全数把握できていない可能性が高

い。 

退院後に状態が改善し、その後再度医療が必要になったケースの情報提供がないことが

ある。 

乳児であれば母子保健担当課のみが把握している場合があり、情報が最新でないことが

ある。 

退院時に行政サービスを必要としない方の把握ができない 

調査対象となる医療的ケア児の定義設定が難しい。 

⑤小学校等入学に伴い医療的ケア児家族が相談に訪れた際の把握 

関係機関からの情報提供や協力体制の強化 

全数を網羅して調査できていない 

調査する職員がある程度医療的ケアについて理解する必要がある。支援が多岐にわたる

可能性があるため、専門性も必要。 

調査対象となる医療的ケア児の定義設定が難しい。 

⑥障害者手帳の取得申請に付随した把握 

関係機関からの情報提供や協力体制の強化 

調査する職員がある程度医療的ケアについて理解する必要がある。支援が多岐にわたる

可能性があるため、専門性も必要。 

手帳を取得しない方は把握できない 

これに該当しないものは把握ができない（特に医療） 

申請がないと把握できない 

この方法では医療的ケア児を全数把握できない。 

調査対象となる医療的ケア児の定義設定が難しい。 

⑦障害福祉サービスの支給決定に付随した把握 

他部署が把握している内容との重複の確認が難しい 

関係機関からの情報提供や協力体制の強化 

全数を網羅して調査できていない 

調査する職員がある程度医療的ケアについて理解する必要がある。支援が多岐にわたる

可能性があるため、専門性も必要。 

医療的スコア作成の負担 

これに該当しないものは把握ができない（特に医療） 

医ケア児であっても、医ケアができない一般の事業所に通う子もおり、把握が難しい。 

障がい児支援・障がい福祉サービスを利用していない医療的ケア児が把握できない。 

申請がないと把握できない 
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障害福祉サービスを利用していなければ把握できない 

この方法では医療的ケア児を全数把握できない。 

聞き取りの際に把握できない可能性はある。 

判定スコア作成にあたり家族に費用負担がある。 

調査対象となる医療的ケア児の定義設定が難しい。 

⑧都道府県や圏域からの情報提供 

個人情報保護の観点から詳細な情報提供が得られない 

全数を網羅して調査できていない 

主に県や圏域とやり取りをする子育て支援と障害福祉の連携、タイムリーな情報把握 

最新の情報という訳にはいかない。 

情報提供があれば把握できるが、これまで情報提供はない状況 

基本的には人数のみの情報提供となるため、対象児童の具体情報の把握が困難である。 

個人情報保護、本人、家族の情報提供の有無 

府からは人数のみの情報提供で、氏名わからず名簿作成できず。調査月が１か月のた

め、未受診であれば漏れが生じる。 

⑨その他 

子育て支援と障害福祉の連携、タイムリーな情報把握 

サービスを利用していない方の医療的ケアが不要になった等のタイムリーな現状把握が

できない 

本市に住民票が無い管内居住の医療的ケア児の把握が困難 

把握の漏れや、家族へ心理的、時間的な負担がかかる恐れがある。 

個人情報の取扱 

他部署の業務の状況により把握の可否等に影響が出る 

就学後の情報が十分でない。 

成長過程で医療的ケアが必要でなくなる場合がある 

保健師の異動に伴い途中経過がぬける可能性がある 

3歳児健診までの聞き取りなので、その後の把握が難しい。 

医療的ケアの内容の変更を適時把握できているか 

小慢申請時のアンケートは、コロナ禍以降郵送手続きとなり回収が困難な状況。 

 

６）課題に対応するための工夫や対応策（問 11） 

課題に対応するための工夫や対応策は以下のとおりであった。 

図表 99 課題に対応するための工夫や対応策（記述回答） 

【庁内関係部署間の連携】 

当初は遡って対象児を探し出していたため作業負担が大きかったが、現在は、対象児の

情報が入った時点で母子保健や障害福祉の担当間で情報を共有するように連携している。 

医療的ケア児は 18歳未満から、障がい者手帳取得や障害福祉サービス利用、育成医療、

特別児童扶養手当、補装具、日常生活用等で関わりがある場合が多い。保健部局の乳幼児

健診担当保健師と連携して対応している。 

関係機関への調査は行っていないため、当関係機関の負担は無い。また、機械的な作業

であるため、必要な時に調査可能であることがメリットである。他方、デメリットは、障

害福祉システムにより必要な情報を抽出するため、事務の作業負担が大きい。定期的に自

立支援協議会の部会にて情報共有をしている。庁内の関係部署と情報を共有することで，

様々な施策立案等に活用できる基礎資料としている。庁舎内や各関係機関と密に連携を図

り、情報把握を行うようにしている。関係機関を通じて，医療的ケア児の保護者に対しア

ンケート調査を依頼し，同意を頂いた保護者の方へ電話にて聞き取り調査を行った。 
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対象になる方が、窓口に来所した際には、係内で情報共有をしながら、漏れのないよう

に対象把握をしている。 

随時、関係課で医療的ケア児の把握があるか調査を実施している。月１回、医療的ケア

児を含めた支援を必要とする児童の共有のための連絡会に参加している。 

手帳申請時、地区担当 CWにつながっていない場合は、窓口対応した職員から CWにつな

ぐ 

行政内で共通のシートを作り、教育・保育・福祉の各課係が得た情報をその都度更新

し、共有できるようにしている。 

現状、身体障がい者手帳の申請をするまで、障がい福祉担当部署に、医療的ケア児の情

報は集まらない。また、手帳の申請や障がい福祉サービスを利用せずに過ごす児童も一定

数おり、把握が困難となっている。医療的ケア児への手当等を創設し、手当の申請に来て

もらうことで、市の福祉窓口に医療的ケア児の情報が集まる仕組みができないか検討して

いる。 

【庁外関係機関との連携】 

医療機関や保健所と連携し、対象児を把握した段階で常に情報共有を依頼し、把握でき

ている。 

関係機関と連携し、新たに医療的ケアが必要な児が退院、転居等があれば情報共有して

いる。 

保健所健康づくり課の協力のもと、小児慢性特定疾病申請児の情報共有している。また

児童相談所の協力により、判定時に医療的ケアの有無の確認を依頼し、情報共有を図って

いる。県が医療機関調査をしている情報をもらうが、個人特定は難しい状況。 

福祉サービスを利用している児童については、担当が市内の相談支援専門員に限定され

るが、定期的な会合時に情報共有ができている。 

病院から、医療的ケア児が退院した連絡が他課にあった場合、情報提供してもらい情報

共有している。 

必要に応じて相談支援事業所に協力を依頼し、状況把握を行う。 

対象者及び対象世帯の把握漏れがないように、関係機関と確認を取っている。 

取りこぼしがないように医療的ケア児となる可能性がある対象者であれば、医師意見書

を作成する医療機関、サービスを立案する計画相談事業所に医療的ケアがどのように必要

なのかを確認している。 

関係機関から医療的ケア児の保護者に対して障害福祉課を案内してもらえるような周知

を行っている。 

家族や医療的ケア児との信頼関係にある関係機関から調査を実施し、協力体制を得てい

る。 

できるだけ少ない時間、回数で終えられるよう関係機関との情報共有を行っています。 

各機関で医療的ケア児を把握した場合、関係者間で情報を共有し、医療的ケア児や保護

者支援に努めている。 

現在児童の通所事業所を介してのアンケート調査を予定。アンケートの実施により、手

帳の取得やサービス利用情報のみでは分からなかった医療的ケア児の把握を図る。 

関係機関とは常時、情報の共有をしているがマニュアルもないため担当者の判断となっ

ている。 

【複数の機関への調査協力依頼、複数の情報ソースの活用】 

市内の医療的ケア児の全数把握を目標としているため、複数の関係機関で情報を集約す

るようにしている。 

生まれてから、18歳までに関わると思われる機関へ漏れなく調査するよう心掛けてい

る。 

把握漏れがないように、複数制度の情報を把握するようにしている。 

医療的ケア児のサービス利用状況等を把握するために、保護者アンケートを実施しまし

た。全数把握するためには、医療機関や訪問看護ステーションの協力が必要と考えます。 
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できるだけ把握もれがないように、保健・福祉・教育などの各行政部門および医療機関

や訪問看護ステーション等、多方面に情報共有をはかるようにしている。 

【調査方法の選択に関する工夫】 

１つの方法や単課だけで、医療的ケア児を全数を把握することは困難なため、複数の方

法により医療的ケア児の把握に努めている。 

アンケートから聴き取りに変更した。 

【人数把握の仕組みに関する工夫】 

医療的ケア児等を台帳管理し、把握漏れがないように協議の場で共有している。 

障害者手帳交付時に利用できるサービス等を一覧化し、職員対応が公平になるようにし

ている。 

【定期的な状況の確認】 

障害福祉サービスを利用している場合は、サービス更新時の調査にて状況を把握してい

る。その結果を年に 1回抽出をかけ、医療的ケア児の数を把握している。 

医療的ケア児の名簿を管理し、年 1～2回名前、支援内容や手帳の有無等を地区担当保健

師に確認・修正をしてもらう 

結果について公表を行い、フィードバックを行う。同様の調査を毎年同じ時期を基準と

して実施し、経年変化を確認する。 

毎月，訪問看護事業所から在宅診療情報提供書の提出を受けて医療的ケア児を把握して

いる。 

【その他、網羅的な把握に向けた工夫】 

障害福祉サービスで計画を立案しているケースだけでなく、相談支援事業所において相

談のみ受けたケースについても情報を共有している。 

有効回答率を極力高めるために、家族会を通じて調査への協力を求めた 

【調査協力依頼先機関への丁寧な説明】 

調査票の配付を依頼する関係機関に対し，調査対象等を文書で明確に伝え，対象者以外

へ調査票を配付することがないよう努めた。 

「医療的ケア児家族に対する調査（関係機関を介して回答を依頼）」については、でき

るだけ多くの回答が得られるよう、協力依頼先に対して、調査における目的や調査結果の

活用方法について説明を行う。また、調査票記入に伴うご家族の負担を最小限にするため

に、同意をいただいた上で、医療情報等は関係機関が記載することを可能としている。 

【個人情報の取扱いに係る配慮】 

関係機関に調査を依頼する場合は、「医療的ケアを受けているご家族へ」等の文章を送

ることで、個人情報のやり取りを極力しないようにしている。 

今年度調査をして医療的ケア児数を把握する予定だが、同意なしで個人情報を提供する

のは難しいため、調査時には事業所を介し本人や家族へ同意をいただく。また、同意が難

しい場合は、個人が特定されない範囲での情報を収集し、実数に近い人数を把握予定。ま

た、他自治体の主な医療機関へも調査予定。 

【回答を依頼する医療的ケア児家族への配慮】 

保護者に関係機関が直接アプローチし、記入補助等を行うことで負担軽減や回収をスム

ーズに行えるようにしている。 

相手の心情に寄り添った丁寧な聴き取りに努める 

何のための調査か目的を明らかにする。一言に「医療的ケア」といっても多岐に渡るの

で、回答者が戸惑わないようにこの調査における医療的ケアの内容を明示する。障害児福

祉サービス事業所や特別支援学校には他自治体の方も利用や通学をされているので、市の

数がとれるように、依頼文には単に「在籍しているお子さま」等とはせずに「市に住所が

あるお子様」と明示した。家族調査は事業所を介して行ったが、事業所にも事前説明を丁

寧に行い協力を依頼し、コロナ禍であるため通所を控えているお子様のご家族にもなるべ

く回答をいただけるよう、期間を長めに設定した。なるべく手間なく回答していただける

よう選択式にした。 
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医療的ケア児家族に対する調査については、回答にかかる負担を減らすため、調査項目

を極力減らし、調査内容についても分かりやすくするため協議の場にて精査し実施した。 

【その他】 

出生時から乳幼児健診等の関わりを通して、医療的ケアの内容の把握に努めている。 

疑義がある場合は担当部署から医ケア児家族に確認をしてもらう。 

現在も、調査で把握しているわけではないので、調査自体への課題は分からないが、医

療的ケア児を確実に把握できるのは医療機関であると考えている為、医療的ケア児の実数

把握は、自治体単位ではなく、せめて県単位で医療機関に対し、調査していただければ、

課題に挙げられていることは解決すると思われる。 
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７）医療的ケア児数を把握していない理由（問 12） 

問５において医療的ケア児の人数を把握できているかどうかについて「できていない」

あるいは「できているかどうかわからない」を回答した回答者に対して医療的ケア児数を

把握していない理由を尋ねたところ、「人数の把握を必要としているが、適切な方法がわ

からなかったため」が 63.2%で最も多かった。 

図表 100 医療的ケア児数を把握していない理由（複数回答） 

 

「その他」の具体的内容 

 

【調査を実施しなくても、一部の対象者については把握できている】 

福祉サービス利用者については把握している 

相談のあった児は把握できており，その内容を参考に事業に反映している 

手当やサービスの申請時に把握できるが，それ以外の方の把握は難しい 

新生児期、乳幼児期であれば医療機関からの連絡や各種健診で把握できていると思う

が、それが必ずしも全体かどうかがわからない。 

【調査を行わなくても（おおよそ）把握できるため】 

人数が少なく、全ての子供の状況を把握可能である中、医療的ケア児がいない。 

健診等で該当者いないかは把握できているが、正式に把握しようとしたことがない 

地区担当保健師が担当ごとに支援しており、全体的な人数の集計は行っていない。 

【自治体内に医療的ケア児がいないため】 

管内に医療的ケア児がいない 等 

【対応を検討中である・今後把握する予定である】 

人数把握のために協議を進めている段階である 等 

【その他】 

県としての把握が適切だと思われるため 

医療的ケア児の対象要件が分からない。障がい福祉関係以外での情報の取得ができない 

国から医療的ケアに係る範囲が示されないため。 

ケアの程度や環境に違いがあるため、正確な人数を把握することは難しい 

積極的に人数について情報収集していない。適確な情報収集方法も分からない 

n=136

無回答

人数の把握を必要としているが、適切
な方法がわからなかったため

医療的ケア児に係る施策を企画・立
案しておらず、人数を把握する必要性
がないため

人数の把握を必要としているが、関係
機関の協力を得られないため

人数の把握を必要としているが、必要
な予算を確保できないため

人数を把握しなくても医療的ケア児に
係る施策を企画・立案することができ
るため

その他

63.2

15.4

8.1

7.4

3.7

26.5

0.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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（３）医療的ケア児等コーディネーターの配置・活動状況について 

１）配置の状況（問 13） 

①配置の状況 

配置の状況では、「圏域で配置している」が 10.5%、「自治体独自に配置している」

が 25.2%であった。「配置していない」は 63.3%であった。 

なお、次の設問以降問 20までは、本問で「圏域で配置している」あるいは「自治体独

自に配置している」を選択した回答者を対象とした設問である。 

 

図表 101 配置の有無 図表 102 配置人数（数値回答） 

 

 

図表 103 配置の有無：政令指定都市／それ以外の市区町村別 

 

 

  

n=836
配置している

10.5%

自治体独自に

配置している

25.2%
配置していない

63.3%

無回答

1.0%

n=230

1
0
人
以

上

５
人
以
上

1
0
人
未
満

４
人

３
人

２
人

１
人

無
回
答

3.0
10.9 8.7

12.6
18.7

45.7

0.4
0%

20%

40%

60%

80%

100%

0.0

10.8

72.2

24.2

27.8

64.1

0.0

1.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

政令指定都市(n=18)

それ以外の市区町村(n=818)

配置している 自治体独自に配置している 配置していない 無回答
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②配置している関係機関等 

配置している関係機関では、「計画相談支援事業所」が 58.3%で最も多く、次いで

「基幹相談支援センター」が 28.3%、「本庁」が 22.6%であった。 

図表 104 配置先機関（複数回答） 図表 105 担当部局の主管（複数回答） 

 

 

配置先機関における「その他」の具体的内容 

総合リハビリテーション推進センター 

子育て支援センター 

委託相談支援事業所 

区立障害者施設 

医療的ケア相談支援センター 

児童発達支援センター 

市立総合療育センター 

医療機関、障害児入所施設 

重症心身障害児者相談支援センター 

病院の地域連携室 

担当部局の主管における「その他」の具体的内容 

障害児福祉 

児童福祉 

健康福祉課（健康推進、子育て支援、地域包括支援、障害福祉支援を含む） 

子育て世代包括支援ｾﾝﾀｰ 

  

n=230

無回答

計画相談支援事業所

基幹相談支援センター

本庁

障害児支援サービス事業所

保健所・保健センター

訪問看護ステーション

障害福祉サービス事業所

障害者支援施設

在宅医療連携拠点

地域包括支援センター

その他

58.3

28.3

22.6

11.7

10.0

9.6

7.0

2.6

0.9

0.4

11.3

0.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%
n=52

障害福祉

医療・保健

保育

教育

労働

その他

無回答

61.5

25.0

11.5

3.8

0.0

11.5

1.9

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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２）配置している人材の属性（問 14） 

配置している人材の属性は、「相談支援専門員」が 77.0%で最も多く、次いで「保健

師」が 27.8%、「看護師・准看護師」が 23.5%であった。 

 

図表 106 配置している人材の属性（複数回答）  

 

「その他」の具体的内容 

保育士 

保育士・幼稚園教諭 

公認心理士 

市職員 

児童発達支援管理責任者 

社会福祉主事 

就労継続支援 B型事業所管理者 

障がい福祉課 窓口業務 

心理士、公認心理師、教諭免許、自閉症スペクトラム支援士 

発達障害コミュニケーション指導者 

臨床心理士 

臨床発達心理士、学校心理士 

 

  

n=230

介護支援専門員

理学療法士・作業療法士・言語聴覚
士

その他

無回答

相談支援専門員

保健師

看護師・准看護師

社会福祉士

精神保健福祉士

介護福祉士

77.0

27.8

23.5

19.1

11.7

8.7

6.1

5.7

8.7

0.9

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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④医療的ケア児等コーディネーター養成研修の受講者の割合（問 15） 

医療的ケア児等コーディネーター養成研修の受講者の割合では、「概ね全員が研修を受

講している」が 81.7%で最も多く、次いで「半数以下が研修を受講している」が 6.5%で

あった。 

 

図表 107 医療的ケア児等コーディネーター養成研修の受講者の割合  

 

 

  

概ね全員が

研修を受講している

81.7%

概ね半数以上が

研修を受講している

4.3%

半数以下が

研修を受講している

6.5%

研修の受講状況は

把握していない

4.3% 無回答

3.0%
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３）役割（問 16） 

①期待している役割 

医療的ケア児等コーディネーターに期待している役割としては、「大いにそう思う」と

「ややそう思う」を合わせると、「医療的ケア児が必要とする多様な支援、サービスの利

用調整」、「協議の場への参画」がともに 98.3 %で最も多く、次いで「医療的ケア児及

びその家族に対する支援に係る、医療、保健、福祉、教育、労働等に関する業務を行う関

係機関等との連絡調整」が 97.8 %であった。 

図表 108 期待している役割 

  

n=230

⑫都道府県の医療的ケア児等コー
ディネーターとの連携

①医療的ケア児とその家族の状況を
踏まえた退院支援

②医療的ケア児が必要とする多様な
支援、サービスの利用調整

③就学・就園・保育所入所支援を含
む医療的ケア児の成長や生活の支
援

④親の就労継続のための支援やきょ
うだい児等を対象とした家族支援

⑤自治体やサービス事業所では対応
の難しい、専門性の問われる相談事
例への対応

⑥成人期への移行に向けた就労支
援やサービスの調整

⑦協議の場への参画

⑧地域における課題整理や地域資源
開発

⑨保健、医療、障害福祉、保育、教育
等の多職種の協働推進

⑩医療的ケア児及びその家族に対す
る支援に係る、医療、保健、福祉、教
育、労働等に関する業務を行う関係
機関等との連絡調整

⑪関係機関等及びその従事者に対
する医療的ケアについての情報の提
供及び研修

60.0

81.3

64.3

42.6

68.3

54.8

81.3

53.5

59.6

71.3

50.9

45.7

35.7

17.0

32.2

45.2

26.1

36.1

17.0

39.1

33.9

26.5

41.7

46.1

3.9

0.9

2.6

11.3

5.2

8.7

1.3

6.5

5.7

1.3

6.5

7.4

0.4

0.9

0.9

0.9

0.4

0.4

0.4

0.9

0.9

0.9

0.9

0.9

0% 20% 40% 60% 80% 100%

大いにそう思う ややそう思う そう思わない 無回答
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②実際に担っている役割 

実際に担っている役割では、「大いにそう思う」と「ややそう思う」を合わせると、

「協議の場への参画」が 86.1%で最も多く、次いで「医療的ケア児が必要とする多様な

支援、サービスの利用調整」が 86.0%、「医療的ケア児及びその家族に対する支援に係

る、医療、保健、福祉、教育、労働等に関する業務を行う関係機関等との連絡調整」が

74.3%であった。 

図表 109 実際に担っている役割 

 

  

n=230

⑫都道府県の医療的ケア児等コー
ディネーターとの連携

①医療的ケア児とその家族の状況を
踏まえた退院支援

②医療的ケア児が必要とする多様な
支援、サービスの利用調整

③就学・就園・保育所入所支援を含
む医療的ケア児の成長や生活の支
援

④親の就労継続のための支援やきょ
うだい児等を対象とした家族支援

⑤自治体やサービス事業所では対応
の難しい、専門性の問われる相談事
例への対応

⑥成人期への移行に向けた就労支
援やサービスの調整

⑦協議の場への参画

⑧地域における課題整理や地域資源
開発

⑨保健、医療、障害福祉、保育、教育
等の多職種の協働推進

⑩医療的ケア児及びその家族に対す
る支援に係る、医療、保健、福祉、教
育、労働等に関する業務を行う関係
機関等との連絡調整

⑪関係機関等及びその従事者に対
する医療的ケアについての情報の提
供及び研修

28.7

51.7

32.6

17.0
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32.6
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40.0
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40.9
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33.9

26.1

41.3

42.2

41.7

36.5

30.4

29.1

12.2

24.8

39.1

26.5

41.7

11.7

35.7

29.6

23.5

39.1

54.3

2.2

1.7

1.7

2.2

2.2

2.2

2.2

2.2

1.7

2.2

2.2

2.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

大いにそう思う ややそう思う そう思わない 無回答
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③期待している役割と担っている役割の比較（再掲）  

コーディネーターに期待している役割と実際に担っている役割を比較すると、「都道府

県の医療的ケア児等コーディネーターとの連携」や「成人期への移行に向けた就労支援や

サービスの調整」「関係機関等及びその従事者に対する医療的ケアについての情報の提供

及び研修」において、ギャップが大きかった。 

図表 110 期待している役割と担っている役割の比較（再掲） 

 

※期待している役割、実際に担っている役割はそれぞれ「大いにそう思う」「ややそう思う」の割合を合計したもの。ギャ

ップは「期待している役割」と「実際に担っている役割」の差を示す。  
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②医療的ケア児が必要とする多様な支援、

サービスの利用調整

⑦協議の場への参画

⑩医療的ケア児及びその家族に対する支援

に係る、医療、保健、福祉、教育、労働等に関

する業務を行う関係機関等との連絡調整

③就学・就園・保育所入所支援を含む医療的

ケア児の成長や生活の支援

①医療的ケア児とその家族の状況を踏まえた

退院支援

⑤自治体やサービス事業所では対応の難し

い、専門性の問われる相談事例への対応

⑨保健、医療、障害福祉、保育、教育等の多

職種の協働推進

⑧地域における課題整理や地域資源開発

⑪関係機関等及びその従事者に対する医療

的ケアについての情報の提供及び研修

⑫都道府県の医療的ケア児等コーディネー

ターとの連携

⑥成人期への移行に向けた就労支援やサー

ビスの調整

④親の就労継続のための支援やきょうだい児

等を対象とした家族支援

期待している役割 実際に担っている役割
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４）周知の方法（問 17） 

医療的ケア児等コーディネーターが医療的ケア児およびその家族の相談に対応している

ことを周知する方法については、「周知していない」が 41.2%で最も多く、次いで「医

療的ケア児家族が来庁した際の案内」が 34.8%であった。 

 

図表 111 周知の方法（複数回答）  

 

n=204

リーフレットの作成・配布

自治体広報誌への掲載

周知していない

その他

無回答

訪問看護ステーションへの周知

医療的ケア児家族が来庁した際の案
内

障害児相談支援事業所への周知

医療機関への周知

その他の医療・福祉施設（事業所）へ
の周知

自治体ホームページへの掲載

34.8

26.0

12.3

10.8

10.3

9.3

8.8

1.5

41.2

11.3

2.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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「その他」の具体的内容 

【都道府県が案内を行っている】 

町独自ではしていないが、県が行政や関係機関に周知しているものに当町のものも含ま

れる。 

県のホームページで紹介している 

【個別に当事者家族へ伝えている】 

調査で把握したケースには個別連絡等で周知を実施 

個別の情報提供に留め、不特定多数に対する周知は積極的にはしていない。 

出生時（または転入時等）把握した時点で訪問等により家族との顔合わせを行なってい

る。 

退院時カンファレンスでの紹介 

医療的ケア児の退院調整または退院後の訪問の際の案内 

【相談支援事業所が案内を行っている】 

事業所内における証明書掲載 

コーディネーター配置事業所のホームページへの掲載 

相談支援事業所ホームページでの掲載 

各事業所ホームページにて掲載 

【自治体内に医療的ケア児がいないため案内していない】 

医療的ケア児がいないため、周知する方針はあるが機会が得られていない。 

対象者がいないため不明 

【その他】 

主に協議の場の構成委員の所属先にビラ配布、リモート質問会を実施し周知 

記者発表、関係機関・当事者家族団体等のホームページ等での紹介 

医療的ケアネットワーク会議で周知 

基幹相談支援センターのホームページ 

基幹相談センターに委託配置しており、その中で広報している。 

施設への掲示・ＷＡＭ NET 

関連会議の出席の際に周知 

母子保健担当課との情報共有に努めている。 

まだ未配置 

自治体 HPから委託事業所へリンクできる URLを掲載 

基本計画に記載 
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５）配置するうえでの工夫（問 18） 

医療的ケア児等コーディネーターを配置するうえでの工夫では、「保健福祉の関係機関

に配置し、利用者の利便性や連携の促進に配慮した」、「コーディネーターの人選に当た

り、キャリアや経験年数を考慮した」がともに 25.2％であった。「特になし」は 45.2%
であった。 

 

図表 112 配置するうえでの工夫（複数回答）  

  

n=230

特になし

その他

無回答

保健福祉の関係機関に配置し、利用
者の利便性や連携の促進に配慮した

コーディネーターの人選に当たり、
キャリアや経験年数を考慮した

１か所に複数名を配置し、学び合い等
の促進につながるようにした

医療的ケア児の人数を踏まえて必要
十分な人数を確保した

１名ずつ多くの機関に配置した

管内で地理的に分散するように配置
した

25.2

25.2

6.1

4.8

4.8

3.9

45.2

7.8

0.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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「その他」の具体的内容 

【人選に関する工夫】 

医療知識を持つ人材（看護師）を配置した。 

医療分野（保健センター）に２名、福祉分野（基幹相談支援センター）に２名をそれぞ

れ配置し連携することで、出生から地域移行するうえでスムーズかつ手厚い対応ができる

よう工夫している。 

医療的ケア児等コーディネーター養成研修修了者やそれに同等な知識・経験を考慮。 

都の医療的ケア児コーディネーター養成研修修了者 

県が実施した医療的ケア児等コーディネーター養成研修の募集要項により、推薦した。 

【配置先選定に関する工夫】 

主に基幹相談支援センターに設置し、今後は委託相談支援事業所へ展開していく。 

児童発達支援センター 

保護者等からの相談にワンストップで対応するため 1か所に配置 

市内のコーディネーターとの連携、情報共有を目的に市に配置した。 

障がい児者等の支援の中枢を担う基幹相談支援センターに配置をした 

まずは様々な相談を受ける機会の多い相談支援事業所に配置した 

【その他】 

将来的には管内で地理的に分散するように配置することを目指して、市内の基幹相談支

援センター10か所に配置できるよう養成研修を受けてもらうようにしている。 

基幹相談支援センターに優先的に配置できるよう、研修受講者を調整している。 

相談支援事業所への複数名配置 
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６）配置した効果（問 19） 

医療的ケア児等コーディネーターを配置した効果については、「医療的ケア児のニーズ

を踏まえて、通所支援や居宅介護等の多様なサービスの調整を行えるようになった」が

49.1%で最も多く、最も効果を感じるものとしても 23.0%で最も多かった。 

図表 113 配置した効果（複数回答） 図表 114 最も効果を感じるもの 

 

「その他」の具体的内容 

【具体的な内容】 

医ケア児の対応をしたことがない相談支援専門員への研修ができた 

医ケア家族の課題が把握しやすくなった。 

対応窓口の明確化 

災害時、緊急時の対応がスムーズになった 

協議の場実施について相談でき、専門的な助言を得られる。 

行政が医ケア児・者の地域生活における課題をコーディネーターを通して把握できてい

る 

医療的ケア児等に係る協議が以前と比べて盛んになった。 

【活動実績がまだない、あるいは少ないために判断が難しい】 

人数が少ないため、効果を実感できていない 

令和３年度時点で相談ケースが１件しかなく、効果の判断が困難である。 

事例が少なく効果測定ができない。 

n=230

無回答

スムーズに地域生活に移行できるようになった

地域の課題の整理や地域資源の開発が進ん
だ

親の就労継続のための支援やきょうだい児等
を対象とした家族支援が充実した

成人期への移行がスムーズになった

特になし

その他

就学・就園・保育所入所支援を含む医療的ケア
児の成長や生活の支援が充実した

医療的ケア児のニーズを踏まえて、通所支援や居宅
介護等の多様なサービスの調整を行えるようになった

専門性の問われる相談事例にも対応できるよ
うになった

医療的ケア児及びその家族に対する支援に係る、医療、保健、福祉、

教育、労働等に関する業務を行う関係機関において情報共有や連携

が図られるようになった

関係機関において医療的ケア児に関する知識
が広まった

保健、医療、障害福祉、保育、教育等の多職種
の協働が進んだ
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32.6
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７）配置に当たっての課題（問 20） 

配置に当たっての課題では、「医療的ケア児等コーディネーターに期待するキャリアを

有する人材が不足している」が 38.3%で最も多く、次いで「医療的ケア児等コーディネ

ーターに期待する知識やスキルを有する人材が不足している」が 37.0%であった。最も

課題と感じるものでは、「医療的ケア児等コーディネーターに期待する知識やスキルを有

する人材が不足している」が 12.6%で最も多く、次いで「人数が少ないため期待する役

割を果たせていない」が 11.7%であった。 

 

図表 115 配置に当たっての課題（複数回答） 図表 116 最も課題と感じるもの 

 

 

  

n=230

必要な人数を配置できるだけの予算
の確保が難しい

特になし

その他

無回答

医療的ケア児等コーディネーターに期
待するキャリアを有する人材が不足し
ている

医療的ケア児等コーディネーターに期
待する知識やスキルを有する人材が
不足している

必要十分な配置人数がわからない

人数が少ないため期待する役割を果
たせていない

配置先機関あたりの人数が少ないた
め、ノウハウの共有や育成の仕組み
が機能しにくい

配置先が少ないため地理的に全体を
カバーできていない
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「その他」の具体的内容 

【活用の方法がまだ定まっていない、有効な活用方法がわからない】 

現状、受入事業所が少ない。また、医療的ケア児等コーディネーターを生かす仕組みが

整っていないため、配置しても役割を果たせていない。 

配置されたばかりで、運用の仕方があまり決まっていない 

市の中で医療的ケア児等コーディネーター配置をする仕組み（役割や配置の周知、活動

報告等）が構築されていない。 

医療的ケア児等コーディネーターの有効活用方法がわからない 

より具体的な活用・対応方法について。まだ十分機能していないと感じる。 

マニュアルがなく、コーディネーターにどこまで求めてよいのか迷う。 

【役割の明確化】 

コーディネーターの役割が明確化されていない 

医療的ケア児コーディネーターの役割を検討中 

特に権限、報酬がなく、果す役割、程度が不明確 

役割の整理が不十分であるとともに、各コーディネーターと共有できていない。 

具体的にどのような業務を担っていただくか明確になっていない 

【安定的な配置が難しい】 

異動や退職に伴う安定的な配置困難、母子保健との連携、将来的なケアを見据えた情報

共有が難しい 

配置されたコーディネーターが人事異動により不在になる可能性がある 

県で研修を行い、事業所の必要に応じて受講・配置となるため市が関与できていない。 

定期人事異動により、コーディネーターの配置が一定でない 

【活動量を十分に確保できていない】 

コーディネーターの周知が不十分で、活躍の場が限られてしまっている。 

障害福祉のケースワーカーが資格取得しており、専任で活動できていない。 

同一部署内に配置しているが別業務を担当している。 

他業務と兼務の為、コーディネーターとしての活動時間が不足している 

【社会資源の不足】 

社会資源の不足が課題であり、コーディネーターの課題ではない。 

地域に社会資源が少ない。 

地方の人材不足、社会資源不足が顕著であり、国の一元的な対応を見直してほしい。 

【関係機関等との情報共有や連携】 

教育や保育、医療等の関係機関との情報共有や連携の仕組みができていない。 

他市に配置されているコーディネーターとの情報共有の機会やフォローアップ体制がな

いこと 

【報酬が十分でない】 

医療的ケア児等コーディネーターとして活動するための役割の明確化と報酬制度。現状

ではコーディネートしても無報酬となってしまい、依頼も難しいと思われる。 

【活動実績がなく、あるいは少なくまだ課題の判断は難しい】 

医療的ケア児からの相談が少なく、コーディネーターの実績がない 

医療的ケア児がおらず、課題をまだ感じられていない。 

現状医療的ケア児は把握されていないため課題も具体的にはまだ見えていない。 

今年度からの配置のため、課題も含め今後にむけて検討していきたい 

【その他】 

養成研修を実施できる機関の確保が困難。 

市内で１か所への配置のため、居住地によっては市民がアクセスしづらい。 

計画的に配置は進めているが、実績がないため、機能強化につながらない 

コーディネーターの役割や理解が不十分で連携がスムーズにいかない。 
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８）配置していない理由（問 21） 

問 13（１）で医療的ケア児等コーディネーターを「配置していない」と回答した回答

者に対して医療的ケア児等コーディネーターを配置していない理由を尋ねたところ、「適

切な人材がいないから」が 35.3%で最も多かった。なお、「その他」は 49.9%でその具

体的な内容は以下のとおりである。 

 

図表 117 配置していない理由（複数回答）  

「その他」の具体的内容 

【今後配置予定で現在は準備段階である】 

令和５年度末までの配置を予定しており，現在は配置に向けた準備を行っている 

令和４年度から配置するため現在検討中 

今後、市保健師等が養成研修を受け、配置する予定 

配置の必要性は感じており、現在、配置計画に基づき、人材育成中 

【配置について検討中】 

配置に向け検討中  等 

【準備や検討がまだ十分でない】 

医療的ケア児の支援に関するニーズや実態、社会資源の分布が把握できていないから 

配置をどのように進めていくか､方針が定まっていない。 

人選や契約方法、業務内容、連携体制などの準備が必要なため。 

業務内容や必要性の精査が行えていないから 

【人材を確保できない】 

人材不足による 

人材の余裕がなく、研修に参加できていない。 

県の養成研修を終了した人は複数いるが、コーディネーターを担ってくれる人がいな

い。 

研修を受けた保健師はいるが、現状配置できる体制にないため。 

n=529

無回答

適切な人材がいないから

予算が確保できないから

管内に医療的ケア児がいないから

管内に医療的ケア児がいるかどうか
わからないから

その他

35.3

21.7

14.2

6.0

49.9

2.8

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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地域障がい相談支援センターへの委託を検討しているが、福祉職のため躊躇される。 

【適切な配置方法や活用方法等がわからない】 

コーディネーターの役割や組織の中での位置づけが明確でないため 

指揮命令系統や報酬の支払い等が不明確で配置方法がわからないから 

コーディネーターの活用の仕方が分からない 

役割が明確になっていないことや基幹相談支援センターとの棲み分けができていない 

県から配置のあり方の定義が示されていない。 

どこに配置すべきなのかがわからない、研修受講の機会が少ない、自治体に配置する場

合には人事異動が定期であるため、常時配置することが難しい 

地域全体の支援体制について整理中のため（市単独がよいか、圏域がよいかなど） 

直営もしくは市単独で設置するかどうか調整中であるため。 

【協議の場をまだ設置していない】 

協議の場の設置と同時に配置することを予定している 等 

【管内に医療的ケア児が居住していない、あるいは少ない】 

管内に医療的ケア児がいないから 

対象者が少ないため、既存の職員で対応できていると思う 

医療的ケア児が少なく、対応できる医療機関が近隣市となるため、広域での配置が望ま

しい 

【配置の必要性や緊急性が生じていない】 

民間事業所の相談支援専門員がコーディネーターの役割を果たしているため 

県の配置するコーディネーターが管内（あるいは圏域）にて活動しているから 

保健師等が医療機関と連携をとるなどして対応しているため 

保健所がコーディネーターと同様の役割を担っているため 

養成研修を受講した方に必要に応じて会議などに出席してもらっている。 

保健、福祉、教育の関係機関が情報共有をし、対応についても連携できる組織があるた

め。 

各ライフステージ毎にコーディネーターの役割を担う担当者がいるため。 

【養成研修の開催や参加等ができていない、進まない】 

医療的ケア児等コーディネーター養成研修を実施できる機関が見つからなかった。 

昨年度から研修会受講の準備を進めているが、研修会自体が開催されていないから 

圏域で実施するために令和２年度医療的ケア児等コーディネーター養成研修を受ける予

定の者がいたが、新型コロナウイルス感染症の影響で配置が遅れることとなった。 

基幹相談支援センターにコーディネーターの配置を見込んでいるが、当該センターの相

談員が、毎年県が主催するコーディネーター研修に応募しても、受講人数に限りがあり、

受講することができないため。 

【養成研修受講者の実態を把握できていない】 

県主催で医療的ケア児コーディネーター養成研修を実施しているが修了者の実態を市で

把握できていないため。 

【その他】 

報酬上の評価がない（加算はあるが他の要件でも算定可）。何をもってコーディネータ

ーとするか明確でなく、相談支援事業所に委託するにしても、通常の業務との切り分けが

困難であり、事業化しにくい。 

医ケア児支援をコーディネートするだけの資源が地域にないため 
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（４）医療的ケア児支援センターについて 

１）医療的ケア児支援センターの機能（一部または全部）を持つ組織・機関の有無（問

22） 

①医療的ケア児支援センターの機能（一部または全部）を持つ組織・機関の有無 

医療的ケア児支援センターの機能（一部または全部）を持つ組織・機関の有無では、

「ある」が 15.7%、「ない」が 82.9%であった。 

 

図表 118 医療的ケア児支援センターの機能（一部または全部）を持つ組織・機関の有無 

 

図表 119 医療的ケア児支援センターの機能（一部または全部）を持つ組織・機関の有無 

【政令指定都市／それ以外の市区町村別】 

  

n=836

ある

15.7%

ない

82.9%

無回答

1.4%

72.2

14.4

27.8

84.1

0.0

1.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

政令指定都市(n=18)

それ以外の市区町村(n=818)

ある ない 無回答
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②医療的ケア児支援センターの機能（一部または全部）を持つ組織・機関 

医療的ケア児支援センターの機能（一部または全部）を持つ組織・機関では、「本庁」

と「計画相談支援事業所」がともに 50.4%で最も多かった。 

 

図表 120 組織・機関の内訳（複数回答） 図表 121 本庁の担当部局の主管（複数回

答） 

  

 

医療的ケア児支援に特化して設けられた組織・機関の名称 

市医療的ケア児等支援機関サポート医師 

町役場 福祉課 障がい・地域支援係 

医療的ケア相談支援センター 

自立支援協議会障害児部会 

子育て世代包括支援センター連絡会 

圏域障がい者自立支援協議会「医療的ケア委員会」 

委託相談支援事業所 

 

  

n=131

児童相談所

在宅医療連携拠点

その他

無回答

医療機関

訪問看護ステーション

障害福祉サービス事業所

地域包括支援センター

上記「１」～「13」以外の、医療的ケア
児支援に特化して設けられた組織・
機関

障害者支援施設

福祉事務所

本庁

計画相談支援事業所

保健所・保健センター

障害児支援サービス事業所

基幹相談支援センター

50.4

50.4

35.9

29.8

26.0

22.1

21.4

20.6

17.6

6.9

6.1

2.3

1.5

0.8

9.9

2.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%
n=66

障害福祉

医療・保健

保育

教育

労働

その他

無回答

92.4

50.0

24.2

19.7

0.0

9.1

0.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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「その他」の具体的内容 

総合リハビリテーション推進センター 

児童発達支援センター 

障害福祉担当や母子担当が相談窓口になっている 

市総合療育センター 

子育て世代総合支援センター 

委託相談支援事業所、保育所 

重症心身障害児者相談支援センター 

障がい者就業・生活支援センター、特別支援教育機関 

専門分野の関係機関や事業所と連携し、障害児の医療的ケアを含めたニーズに対応して

いる。 

市又は圏域が配置する療育コーディネーター 

 

本庁の担当部局の主管における「その他」の具体的内容 

健康推進 

町内小学校長、特別支援教育コーディネーター、学校医 

子育て家庭支援 

子ども家庭総合支援室 

母子福祉 
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③医療的ケア児支援センターの機能（一部または全部）を持つ組織・機関と、都道府県

の設置する「協議の場」や都道府県の配置する医療的ケア児等コーディネーターの協力・

連携 

問 22（１）で医療的ケア児支援センターの機能（一部または全部）を持つ組織・機関

が「ある」と回答した回答者に対して、当該組織・機関が都道府県の設置する「協議の

場」や都道府県の配置する医療的ケア児等コーディネーターと協力・連携しているかどう

か尋ねたところ、「している」が 28.2%、「していない」が 66.4%であった。 

図表 122 協力・連携の有無 

 

図表 123 協力・連携の内容（複数回答） 

 

「その他」の具体的内容 

医療的ケア児支援センターの機能を持つ組織・機関の全部が本市の「協議の場」に参加 

個別ケース対応で連携 

医療的ケア児等コーディネーター養成研修を実施している。 

組織、機関の一部が県の運営する医療的ケア児支援多職種コンサルテーションチームと

連携 

n=37

無回答

（２）で選択した組織・機関の全部が
都道府県の「協議の場」に参加してい
る

（２）で選択した組織・機関の一部が
都道府県の「協議の場」に参加してい
る

（２）で選択した組織・機関の全部が
都道府県の配置する医療的ケア児等
コーディネーターと連携している

（２）で選択した組織・機関の一部が
都道府県の配置する医療的ケア児等
コーディネーターと連携している

その他

18.9

40.5

13.5

32.4

10.8

2.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

n=131

している

28.2%

していない

66.4%

無回答

5.3%
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２）医療的ケア児の成人期への移行に際して行う支援の課題（問 23） 

図表 124 成人期への移行に際して行う支援の課題（記述回答） 

【利用できる事業所・施設、「日中の居場所」がない、十分でない】 

利用できる社会福祉サービスが少ない。施設利用の場合は遠方または待機登録が必要。 

町内に施設がなく、親元を離れる必要がある。また通所の際の送迎の保護者に対する負担が

大きい場合がある。 

地域の医療機関不足、医療型短期入所施設の不足、就労支援 

体が大きくなることで、移乗の支援が必要である。医療面について、小児科から一般科へ移

行するにあたって、民間病院確保の問題がある。 

事業所の受入れ状況により、希望するサービスが使えない場合がある。学校が必要な機関へ

のコーディネートの大部分を担っていた場合は、卒業に伴い保護者の負担が増える。 

日中活動の場の確保。区域の医療型重症心身障害者施設が定員を超えている状況で、区立施

設の枠も埋まりつつあるため、例年入所調整に苦慮している。 

特別支援学校卒業後の受け皿の確保が難しい（特に就労系サービス利用希望する場合） 

継続して診てくれる医療機関がない。これまで診てくださっていた病院の小児科も「終了」

は告げるが、次の紹介がないため、親御さんは困っている。学齢期は学校と放課後等デイサービ

スの利用により就労できていた親御さんも、成人の生活介護に移行すると帰宅時間が早まり、働

けなくなる親御さんもいる。 

関係機関がぐんと減ってしまう、計画相談事業所の調整スキルが必要 

医療的ケア児の家族としては家庭での生活を希望しているが、レスパイト的な機能を利用す

る場合は施設が遠方なため、利用しづらい。 

医療機関においても小児科から成人診療科への移行期医療がうまくつながらず、受診機関が

定まりにくいことがある。また、福祉サービスにおいても、相談支援専門員が児童から成人に移

行するにあたり、すぐに見つからず、通所先も見つかりにくい。 

医ケア児を受入れる地域資源が不足しているため、入所先や日中の通所先などの移行先及び

進路先探しに苦慮することが多い。乳児期、幼児期、学齢期、成人とそれぞれ支援機関や関連機

関が異なっているため、支援の切れ目が生じやすい。 

医療的ケア児を受け入れている事業所が少ない。学校終了後，放課後等デイサービスを利用

していた場合，児は 18 時くらいに帰宅するため，保護者が仕事などに就けていたが，学校を卒

業し，成人の障がい福祉サービスを利用し始めると，15 時くらいで終わってしまい，保護者が

仕事を続けられなくなることも考えられる。 

本市では医療的ケア児は県立こども病院へ通院される方が多いが、成人期への移行に伴い次

に通院する病院が見つからない。 

①日中活動の場の選択肢が少ない。②医療的ケアが必要な重症心身障害児が成人となった場

合の日中活動の受け入れ先はあるが、医療的ケアは必要だが、重症心身障害ではない方の日中活

動の受け入れ先が少ない。 

医療的ケア者を受け入れてくれる生活介護事業所が少ないため、希望通り通所できない。生

活介護事業所の開所時間が放課後等デイサービス事業所より短時間のうえ、日中一時支援事業所

が医療的ケア児者の受け入れをしていないので、介護者が離職せざるを得ない場合がある。 

【支援者、専門性ある人材の確保】 

医療的ケアへの知識があり本人の状態に合ったサービスの利用や変更等を調整できる支援者

（相談支援専門員等）が必要である。 

障害福祉サービス事業所における医療的ケアを担える専門職の配置 

利用する社会資源が変わってくるため、児・者一貫した専門性をもった職員の育成が必要と

なる。現在児の支援の拡充に主眼をおいているが、今後成人期支援の拡充についても課題となる

と認識している。 

【関与する機関や支援者の変更に係る「円滑な移行」の実現】 

障害児通所サービスから障害福祉サービスへの円滑な移行 

障害児相談支援を利用している場合に相談員の変更が円滑に行われるか 



131 

 

障がい児相談支援事業所から障がい者相談支援事業所に引き継ぐタイミングの取り決めがな

い。 

小児期医療から成人期医療へ円滑に移行できる体制整備 

児童期に活用していた資源の変更。（児童期でしか使えない施設がある） 

指定通所支援を受けている医療的ケア児が、障害福祉サービス（者）への移行に関して、手

続等での時間を要す。 

公的に受けている受給者証の児から者への切り替え、公的に受けている経済的支援の受給の

切り替えが煩雑かつ複雑 

教育分野と福祉分野への移行期において、切れ目のない支援をすることが課題。地域で過ご

すための体制整備と理解 

学童期に利用していた事業所が成人対象の事業所に変わるため、今まで関わりのある支援者

や環境が変わり、本人や家族にとって精神的負担がある。 

医療機関での担当科が、小児科から一般科に移行するが、スムーズに移行できず、小児科が

持ち続けているケースがある。 

成人の医ケア者が対象となる事業所や制度に関する知識を持ち合わせていないため、円滑に

移行できるかわからない。 

市は、計画相談支援事業所が足りておらず、半数以上の児童が障害福祉サービス利用の際に

はセルフプランで支給決定をしている。そのため、成人期に移行する際には、計画相談支援事業

所を初めて利用することになり、幼少期からの情報が少ない中でプランを立てていくことにな

る。成人期前から、その方に合った支援を組み立てる仕組みが構築しにくい状態であることが課

題と感じています。 

【関係者、関係部局間の連携や情報共有】 

教育部局との連携 

ケースのニーズを踏まえた障害サービス利用に繋ぐためのシステムづくりと関係機関の連携

強化、その手段として、乳幼児期からのリレーファイルやサポートブックの活用を図る必要があ

る。 

児童の進路に合わせて障害支援区分の取得が必要となるが、それに伴う保護者・相談員・学

校等との連携に時間を要す。 

情報共有の方法や継続した支援の流れができていない。 

幼少期から、障がい者関係者（福祉事業所、相談事業所、保育所、学校、行政）により関係

者会議を定期的に実施している。 

身体障害者手帳に該当にならないような、いわゆる「歩ける医ケア児」のようなケースであ

ると障害福祉担当部局がほとんど関わりがないため、本人及び家族がどのようなことを望んでい

るかもよく分からないため、そもそもどのような支援が必要なのかが不明であることがある。 

【関与の継続、切れ目のない支援】 

サービスの提供を望まれない方もあり、支援が途切れる。 

高校を卒業したら学校からの支援がなくなり、医療、福祉等で支援が十分行き届くのかわか

らない。 

放課後等デイサービスを利用している医療的ケア児が、高校卒業後、定員の都合等で同じ事

業所の生活介護を利用できなくなる可能性があること。 

補装具や日常生活用具の支給決定方法が異なることから、成人期になり支給できなくなる恐

れがあること。就労支援が不十分であること。 

【家族支援、家族の高齢化への対応や負担軽減】 

主介護者が家族であることが多く、介護者の負担軽減できる策が必要である 

児童が成人期になる頃には、親が高齢になり介護能力が下がっていて入所しか選択肢がない 

かかりつけ医療機関や相談機関が変わることで、家族が気軽に相談できず孤立するケースが

ある。 

【就労支援が十分でない】 

高校卒業後の就職支援 等 

【成長に伴う本人の変化への対応】 



132 

 

成長に伴い、必要とする医療的ケアが増える場合もあるため、通所先を再度検討していく必

要がある。 

病気が増えたり発達段階の変化があったりと対象者の状態が変化するため、その対応が必要 

【医療的ケア児の人数やニーズ等の把握】 

サービス未利用者の場合、教育機関を卒業後の日常的な状況把握が難しい。 

成人期以降の人数、医療的ケア内容把握等の管理ができていない。 

【課題の整理、把握が不十分】 

高校卒業後の生活について課題や支援策の検討が必要と考えている。例えば、福祉就労を希

望する場合、サービス利用申請案内や地域の事業所の案内が必要と考える。 

「協議の場」での議論が 18 歳までの児童の期間の課題に関するものが中心になっており、成

人期への移行に関する課題については十分把握ができていない。 

【対象児・者がいない（少ない）ため課題はない、または整理できていない】 

管内に対象児童がいないため、課題の整理が難しい（ない、わからない）  等 

【その他】 

市内に医療的ケアを提供できる事業所は 2 か所あり、ひとつは児と者を対象としているが、

もうひとつは基本的には者を対象としている。そのため、医療的ケア児が成人期に移行する際、

引き続き同事業所の利用を希望するため、者を対象としている事業所にうまく移行ができず、成

人利用者が偏在する恐れがある。 

障がい者と障がい児が年齢で区切られている場合が多いため手続きが複数必要となる。ケー

スが少ないため、該当ケースが発生したら一つひとつ調べて対応しなくてはならないため他業務

を圧迫する可能性が高い。又、離島であり、該当ケースが少ないため、組織として経験を積み重

ねることが難しい。また、本人家族にとっても、支援者にとっても、身近な相談先がない。 

高等部卒業後、進路とされる場が地域に少ないため人との交流の機会が失われてしまう。小

児科から引き継げる医療機関がない。福祉サービスだけでは足りず親のケアなしに生活が成り立

たないため、母子分離、心身の自立への妨げになる 

医療的ケア児の際に行っていた金銭面での支援が、成人期に移行する際に切れること。 
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３）医療的ケア児支援センターの機能（一部または全部）を持つ組織・機関があること

による効果（問 24） 

医療的ケア児支援センターの機能（一部または全部）を持つ組織・機関があることによ

る効果では、「医療的ケア児のニーズを踏まえて、通所支援や居宅介護等の多様なサービ

スの調整を行えるようになった」が 49.6%で最も多く、次いで「医療的ケア児及びその

家族に対する支援に係る、医療、保健、福祉、教育、労働等に関する業務を行う関係機関

において情報共有や連携が図られるようになった」が 31.3%であった。 

図表 125 組織・機関があることの効果（複数回

答） 
図表 126 最も効果を感じるもの 

 
「その他」の具体的内容 

【具体的な内容】 

医療的ケア児の相談先が明確になったこと。 

行政が医ケア児・者の地域生活における課題をコーディネーターを通して把握できてい

る 

医療的ケア児者の災害時個別支援計画の作成、医療的ケアに対応する相談員の育成 

保育園と学校において看護職の配置に向けた予算化の動きがとられるようになった 

【まだ効果の判断は難しい】 

令和 3年 1月から設置されたため、まだ設置による効果は不明である。 

【当事者がいない、支援した事例がない】 

該当者がいない 

 

n=131

その他

無回答

関係機関において医療的ケア児に関する知識
が広まった

親の就労継続のための支援やきょうだい児等
を対象とした家族支援が充実した

地域の課題の整理や地域資源の開発が進ん
だ

成人期への移行がスムーズになった

自自治体の配置する医療的ケア児等コーディネーター
の支援の質向上や、他の自治体の医療的ケア児等
コーディネーターとの間の連携強化につながった

特になし

専門性の問われる相談事例にも対応できるよ
うになった

医療的ケア児のニーズを踏まえて、通所支援や居宅
介護等の多様なサービスの調整を行えるようになった

医療的ケア児及びその家族に対する支援に係る、医
療、保健、福祉、教育、労働等に関する業務を行う関
係機関において情報共有や連携が図られるようになっ
た

保健、医療、障害福祉、保育、教育等の多職種
の協働が進んだ

スムーズに地域生活に移行できるようになった

就学・就園・保育所入所支援を含む医療的ケア
児の成長や生活の支援が充実した

49.6

31.3

27.5

23.7

23.7

22.1

22.1

13.7

13.0

5.3

1.5

6.9

13.7

7.6
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23.7

8.4

5.3

7.6

5.3

6.9

3.1

0.0

3.1

0.0

0.0

3.8

2.3

30.5

0% 20% 40% 60% 80%
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４）医療的ケア児支援センターが設置された場合に期待する役割（問 25） 

所在する都道府県に医療的ケア児支援センターが設置された場合に期待する役割では、

「自治体やサービス事業所では対応の難しい、専門性の問われる相談事例への対応」が

78.8%で最も多く、次いで「医療的ケア児・者が必要とする多様な支援、サービスの利用

調整」が 71.7%であった。 

図表 127 期待する役割（複数回答） 図表 128 最も期待する役割 

 

「その他」の具体的内容 

医療的ケア児及びその家族からの一般的な相談への対応、支援機関等の情報集約 

養育力の低いケースの社会的入院や一時保護機能充実、柔軟な受入（医療機関設置の場

合） 

医療的ケア児者の災害時個別支援計画の作成、医療的ケアに対応する相談員の育成 

コーディネーターの SV的な役割。家族からの相談対応や社会資源に係る情報の集約・提

供 

医療的ケア児の支援に携わる方々の様々な集団単位での情報交換会の開催 

n=836

医療的ケア児の成人期への移行支援

医療的ケア児やその支援施策等に関する広域
的な調査

特になし

その他

無回答

親の就労継続のための支援やきょうだい児等
を対象とした家族支援

自治体やサービス事業所では対応の難しい、
専門性の問われる相談事例への対応

医療的ケア児・者が必要とする多様な支援、
サービスの利用調整

関係機関及び民間団体並びにこれに従事する
者に対する医療的ケアについての情報の提供
及び研修

市区町村の配置する医療的ケア児等コーディ
ネーターに対する助言や連携

就学・就園・保育所入所支援を含む医療的ケア
児の成長や生活の支援

協議の場への参画

医療的ケア児・者及びその家族に対する支援に係る、
医療、保健、福祉、教育、労働等に関する業務を行う
関係機関等との連絡調整

地域における課題整理や地域資源開発

保健、医療、障害福祉、保育、教育等の多職種
の協働推進

医療的ケア児とその家族の状況を踏まえた退
院支援

自治体間の広域的な連携や情報共有の支援

78.8

71.7

62.6

62.6

62.2

61.1

60.9

60.4

60.0

56.9

56.8

53.5

53.5

46.5

1.7

1.2

8.0
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18.4
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5.4
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1.0
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1.2

2.8

0.5

1.2

0.6

0.5

0.4

28.1
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（５）災害時の支援について 

１）「災害救助法の適用を受けた災害」あるいは「激甚災害の指定を受けた災害」に見

舞われたことの有無（問 26） 

「災害救助法の適用を受けた災害」あるいは「激甚災害の指定を受けた災害」に見舞わ

れたことの有無では、「ある」が 43.5%、「ない」が 54.9%であった。 

 

図表 129 災害に見舞われたことの有無 

 

 

 

  

n=836

ある

43.5%ない

54.9%

無回答

1.6%
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２）「要配慮者（高齢者、障害者、乳幼児その他の特に配慮を要する者）」としての

位置づけ（問 27） 

医療的ケア児が「要配慮者（高齢者、障害者、乳幼児その他の特に配慮を要する者）」

として位置づけられているかどうかについては、「位置づけられている」が 60.8%、

「位置づけられていない」が 37.6%であった。 

 

図表 130 「要配慮者」としての位置づけ 

 

図表 131 「要配慮者」としての位置づけ【政令指定都市／それ以外の市区町村別】 

 

 

 

 

  

n=836

位置づけられ

ている

60.8%

位置づけられ

ていない

37.6%

無回答

1.7%

72.2

60.5

27.8

37.8

0.0

1.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

政令指定都市(n=18)

それ以外の市区町村(n=818)

位置づけられている 位置づけられていない 無回答
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３）医療的ケア児の居住実態等の把握（問 28） 

①医療的ケア児の居住実態等の把握 

医療的ケア児の居住実態等の把握では、「取り組んでいない」が 28.6%で最も多く、

次いで「医療的ケア児が居住していることを把握しており、一部の医療的ケア児を避難行

動要支援者名簿に掲載している」が 26.9%であった。 

 

図表 132 医療的ケア児の居住実態等の把握 

 

「その他」の具体的内容 

【「医療的ケア児であること」以外の点（「障害者手帳取得者であること」等）を基準に居

住実態を把握しているため、当該条件を満たす医療的ケア児については把握している】 

身体障害者手帳１、２級交付者は把握しています。また指定難病で人工呼吸器装着者

は、県健康福祉事務所から緊急計画の情報提供を受けています。 

災害時避難支援登録申請書を受付、集約しているが避難行動要支援者名簿の作成に至っ

ていない。当町の医ケア児は身体障害があるため要配慮者には位置づけており、居住は把

握している。 

【網羅的な居住実態把握は行っていないが、一部については把握できている（名簿に掲載し

ている）状況にある】 

保健師が把握しているケースについては、災害時に状況確認したり支援する対象として

いる。 

居住実態の把握に取り組んではいないが、行政との関わりがある人や障害者手帳を持っ

ている人は名簿に掲載している 

【医療的ケア児は避難行動要支援者名簿の掲載対象ではない】 

医療的ケア児が居住していることを把握しているが医療的ケア児は避難行動要支援者名

簿の掲載対象ではない。 

【本人や家族の申請、同意等があった場合に名簿に掲載する】 

n=836

取り組んで

いない

28.6%

居住実態の把握に取り組んでおり、

現在は医療的ケア児が居住してい

ない

13.4%
医療的ケア児が居住していることを

把握しているが、避難行動要支援者

名簿には掲載していない

13.4%

医療的ケア児が居住していることを

把握しており、一部の医療的ケア児

を避難行動要支援者名簿に掲載し

ている

26.9%

医療的ケア児が居住していることを

把握しており、すべての医療的ケア

児を避難行動要支援者名簿に掲載

している

7.3%

その他

8.5%

無回答

1.9%
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避難行動要支援者名簿への掲載は、申請行為のため、申請があれば把握出来る。 

手帳取得している医ケア児で、家族の同意があれば掲載している 

本市の避難行動要支援者名簿は、登録を希望された方全てを、自主防災組織（自治会）

等に事前に情報提供しており、介護認定、手帳情報等福祉の情報をもとに、郵送で登録の

意向を確認している。また、ホームページ等で制度を周知し、登録が必要な方が登録でき

るようにしている。 

【名簿掲載の条件を「医療的ケア児であること」以外の点（「障害者手帳取得者であるこ

と」等）に置いているため、当該条件を満たす医療的ケア児については名簿に掲載されてい

る】 

手帳の要件が該当の方を名簿登録してるため、医療的ケア児の中で手帳を所持している

児童については名簿掲載がある。 

医療的ケア児として抽出は行っていないが、障害手帳等の条件抽出により結果的に要支

援者として登録が行われていると思われる。 

【医療的ケア児が居住していない】 

医療的ケア児の居住がない 

医療的ケア児の対象者自体はいないが、避難行動要支援者名簿に登録している方の調査

は定期的に行っている。 

【対応を進めている途中である、今後対応予定である】 

現在要支援者名簿の作成をしており、医療的ケア児についても掲載予定 

居宅実態の把握に取り組み、進めつつある 

【正確な状況を把握していない】 

避難行動要支援者名簿を管理する所管課が別の部署のため、該当者の掲載の有無は不明 

避難行動要支援者名簿の作成はしているが、医療的ケア児が名簿に掲載をされているか

把握していない。 

【その他】 

居住していることを把握しているが、名簿には掲載されていない 

障がい福祉課では把握しているが、家族が支援できると考えられるため、名簿は作成し

ていない。 

医療的ケア児の保護者に避難行動要支援者名簿の情報提供はしている 

避難行動要支援者名簿の作成にあたっては民生委員に協力を仰いでいるため、地域ごと

に把握状況が異なる。一部名簿に掲載している医療的ケア児もいる。 

医療的ケア児を一部把握しており、一部の医療的ケア児を避難行動要支援者名簿に掲載

している。 

市の避難行動要支援者名簿には載せていないが、計画相談支援事業所に対応してもらう

よう依頼してある 
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②医療的ケア児の居住実態等の把握に取り組んでいない理由 

前問（問 28（１））で医療的ケア児の居住実態等の把握に「取り組んでいない」と回

答した回答者に対してその理由を尋ねたところ、「避難行動要支援者名簿の作成には取り

組んでいるが、医療的ケア児は避難行動要支援者ではないから」が 33.9%で最も多く、

次いで「避難行動要支援者名簿の作成には取り組んでおり、医療的ケア児は避難行動要支

援者だが、把握の方法がわからないから」が 31.8%であった。 

 

図表 133 医療的ケア児の居住実態等の把握に取り組んでいない理由  

「その他」の具体的内容 

【申請や同意等を受けて名簿に掲載する仕組みとしている】 

強制ではなく、支援希望者のみ名簿に掲載している 等 

【名簿掲載（居住実態把握）の条件を「医療的ケア児であること」以外の点（「障害者手帳

取得者であること」等）に置いている】 

手帳等から名簿登録対象者として把握するが「医療的ケア児」としては把握していない 

等 

【名簿の掲載対象に医療的ケア児を含めていない】 

本市の整備要領における名簿作成対象者に医療的ケア児を含めていないため 

【医療的ケア児の把握方法がわからない】 

医療的ケア児の把握方法がわからない 

【医療的ケア児が居住していない】 

該当者がいない 

【正確な状況を把握していない】 

名簿作成は取り組んでいるが、災害担当部署が医療的ケア児の把握まではしていない。 

【対応を進めている途中である、今後の検討課題である】 

避難行動要支援者制度の見直し中のため。 

【その他】 

児の場合は、ご家族がいることが多いことから。 

避難行動要支援者名簿と医療的ケア児把握調査が連動していない 

避難行動要支援者名簿の対象者要件は無く民生委員から名簿対象者が挙げられるため。 

防災部局及び福祉部局ともにマンパワーが不足しているため。 

n=239
避難行動要支援者名簿の

作成に取り組んでいないから

7.1%

避難行動要支援者名簿の

作成には取り組んでいるが、

医療的ケア児は

避難行動要支援者では

ないから

33.9%

避難行動要支援者名簿の

作成には取り組んでおり、

医療的ケア児は

避難行動要支援者だが、

把握の方法がわからないから

31.8%

その他

25.1%

無回答

2.1%
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③一部の医療的ケア児を避難行動要支援者名簿に掲載している場合の避難行動要支援者名

簿作成における「医療的ケア児」の扱い 

ア．避難行動要支援者名簿作成における「医療的ケア児」の定義 

問 28（１）で「医療的ケア児が居住していることを把握しており、一部の医療的ケア

児を避難行動要支援者名簿に掲載している」と回答した回答者に対して、避難行動要支援

者名簿作成における「医療的ケア児」の定義を尋ねたところ、「日常的に医療的ケアを要

する重症心身障害児（重度の肢体不自由と重度の知的障害が重複している）」が 67.6%
で最も多く、次いで「日常的に医療的ケアを要する肢体不自由児」が 61.3%、「日常的

に医療的ケアを要する知的障害・発達障害児」が 51.6%であった。 

 

図表 134 避難行動要支援者名簿作成における「医療的ケア児」の定義（複数回答） 

 

「その他」の具体的内容 

【身体障害者手帳や療育手帳等を所持する方】 

日常的に医療的ケアを要する身体障害者手帳１級・２級または療育手帳 Aランクまたは

精神障害者保健福祉手帳１級の保持者 

第１種身体障害者、第１種知的障害者 

身体障害者手帳２級以上、療育手帳 A判定、精神保健福祉手帳 1級を所持している児以

外で医療的ケアを要する児で家族が希望する人 

障害者手帳を交付された「日常的に医療的ケアを要する重症心身障害児（重度の肢体不

自由と重度の知的障害が重複している）」「日常的に医療的ケアを要する肢体不自由児」

「日常的に医療的ケアを要する知的障害・発達障害児」に当てはまるもの 

在宅で生活している身体障がい者手帳 1・2級，療育手帳まる A・A，精神障害保健福祉手

帳 1級 

【人工呼吸器を利用している方・非常電源が必要な方】 

人工呼吸器を利用している児童 

非常電源が必要な医療的ケア児 

n=225

無回答

日常的に医療的ケアを要する重症心
身障害児（重度の肢体不自由と重度
の知的障害が重複している）

日常的に医療的ケアを要する肢体不
自由児

日常的に医療的ケアを要する知的障
害・発達障害児

上記「１」「２」「３」以外の、日常生活を
送るために恒常的に医療的ケアを受
けることが不可欠な児

その他

67.6

61.3

51.6

31.1

28.9

3.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%



141 

 

【小児慢性特定疾病患者や難病患者】 

難病 

小児慢性特定疾病児童のうち 24 時間人工呼吸器装着者、指定難病患者のうち筋萎縮性側

索硬化症患者と 24時間人工呼吸器装着者、1・2級身体障害者手帳保持者（免疫障害除

く）、療育手帳 A判定所持者、1級精神保健福祉手帳所持者 

【名簿掲載に同意した方】 

「日常的に医療的ケアを要する重症心身障害児（重度の肢体不自由と重度の知的障害が

重複している）」「日常的に医療的ケアを要する肢体不自由児」「日常的に医療的ケアを

要する知的障害・発達障害児」を含め、要支援者名簿掲載に同意があった児 

医療的ケア児のうち個別計画を作成され、登録を了承された方について掲載している 

【名簿掲載を希望した方】 

医療的ケア児としての区分はないが、任意の申請に基づいて登録しているため、希望が

あれば登録可能 

【自治体が「医療的ケア児」として把握している方】 

障害福祉課が医療的ケア児の居住を把握している。このうち、70人中 57人を避難行動要

支援者名簿に掲載しており、この方たちは、肢体不自由 1級、知的 Aに該当するため。 

県より情報提供があった人 

【個別に判断している】 

避難行動要支援者名簿作成における「医療的ケア児」を定義している訳ではない。個々

の状況に応じて必要があれば登録案内を行っている。 

手帳を保持している対象者および手帳はないが把握した場合、個別に勧めて名簿登載 

名簿登録は災害時に避難支援を希望する方や家族を対象としており、要件のひとつとし

て障がいの程度を設けているものの、同等状態の方を含め、広く対象としている。 

【その他】 

日常的に医療的ケアを要する知的障害児 

医療的ケアは受けていないが、将来的に受けることが予想される児 

身体障がい者手帳１・２級、療育手帳Ａ、人工呼吸療法患者・頻回吸引を要する患者・

在宅酸素療法患者・在宅人工透析療法患者・災害時に移動が困難な難病患者 

市災害時要援護者避難支援ガイドラインに準拠 
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イ．避難行動要支援者名簿に掲載する基準 

避難行動要支援者名簿に掲載する基準では、「障害者手帳の有無」が 64.0%で最も多

く、次いで「本人（家族）の同意の有無」が 62.7%、「難病医療受給者証の有無」が

20.0%であった。 

 

図表 135 避難行動要支援者名簿に掲載する基準（複数回答） 

 

n=225

無回答

障害者手帳の有無

本人（家族）の同意の有無

難病医療受給者証の有無

必要とする医療的ケアの内容

居住地域

その他

64.0

62.7

20.0

13.8

6.7

16.0

3.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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「その他」の具体的内容 

【身体障害者手帳や療育手帳等を所持する方】 

第１種身体障害者、第１種知的障害者 

身体障害者手帳 1～2級、療育手帳 A 

身体障害者手帳（1級、2級）所持者、療育手帳（Ａ以上）所持者 

身体 1,2級、療育 Aで単身、難病以外の医ケア児は、個別の事情に応じて判断 

障害の程度が、身体１級・２級、精神１級、愛護 Aの方を対象に避難行動要支援者名簿

を作成。 

【人工呼吸器を利用している方】 

人工呼吸器の利用の有無 

【年齢】 

70歳以上 

【支援が必要な方、自力避難が困難な方】 

民生委員が気になる人 

地域や事業所から支援が必要との情報提供があった場合 

心身障害をお持ちの方や、日常生活に助けが必要な方 

自ら避難することが困難と市が判断する方、申し込みのあった方 

災害時の一連の行動をとるのに支援を要する人 

【本人の申請や希望】 

本人の希望等 

本人からの申請により市が状況を確認し、支援が特に必要であると認められるか否か 

申出内容による 

申し出があり「医療的ケアがあり登録が必要」と認められる方 

名簿に記載する必要の求めがあり、認められた場合 

特別の事情で避難支援を希望する方 

個人情報の提供を前提に登録申請を行っている。（手上げ方式） 

【個別に判断している、基準はない】 

区長などが必要と認める者 

基準を定めていない 

該当する障害等級に応じて対象者となる。また、障害等級に係わらず名簿への掲載を希

望する人も対象としている。 

その他市長が認める方（自立避難が困難で避難支援が必要と認められ、かつ本人が希望

される方） 

【その他】 

社会福祉サービスを利用している方すべて 

身体障がい者手帳１・２級、療育手帳Ａ、人工呼吸療法患者・頻回吸引を要する患者・

在宅酸素療法患者・在宅人工透析療法患者・災害時に移動が困難な難病患者 

県からの情報提供による 

本人や家族からの手上げ方式と民生委員等の働きかけによる同意方式をとっている。 

登録の対象者の要件に医療的ケア児の項目がなく、当てはまる要件で登録していただい

た方が結果的に医療的ケア児であったというのが現状。 

市避難行動要支援者名簿に関する条例施行規則に明記 

市災害時要援護者避難支援ガイドラインに準拠 
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ウ．避難行動要支援者名簿の掲載対象となる医療的ケアの内容 

避難行動要支援者名簿の掲載対象となる医療的ケアの内容では、「人工呼吸器（排痰補

助装置等を含む。）の管理」が 93.5%で最も多く、次いで、「気管切開の管理」、「酸

素療法」、「吸引（口鼻腔・気管内吸引）」がいずれも 77.4%、「経管栄養（胃ろう、

腸ろう、経鼻経管等）」が 71.0%であった。 

図表 136 避難行動要支援者名簿の掲載対象となる医療的ケアの内容（複数回答） 

「その他」の具体的内容 

手帳取得状況等で対象を把握しているため、内容については把握していない。 

家族の申し出による 

災害時に移動が困難な難病患者 

要件は設定しておらず、個別で支援の必要性で判断している 

現時点では、電源管理が必要な場合を対象者と考えている。 

本人の申し出によるため、すべてが対象となる。 

１～１４に限らず、医療的ケアが必要な方全て 

 

  

n=31

排便管理（消化管ストーマ、摘便等を含む。）

痙攣時の坐剤挿入、吸引、酸素投与、迷走神
経刺激装置の作動等の処置

その他

無回答

経管栄養（胃ろう、腸ろう、経鼻経管等）

中心静脈カテーテルの管理

皮下注射（インスリン注射等）

血糖測定

継続的な透析

導尿（尿道留置カテーテル、尿路ストーマ等を
含む。）

ネブライザーの管理

人工呼吸器（排痰補助装置等を含む。）の管理

気管切開の管理

鼻咽頭エアウェイの管理

酸素療法

吸引（口鼻腔・気管内吸引）

93.5

77.4

58.1

77.4

77.4

54.8

71.0

58.1

45.2

41.9

51.6

58.1

51.6

54.8

3.2

3.2

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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④すべての医療的ケア児を避難行動要支援者名簿に掲載している場合の避難行動要支援者

名簿作成における「医療的ケア児」の扱い 

ア．避難行動要支援者名簿作成における「医療的ケア児」の定義 

問 28（１）で「医療的ケア児が居住していることを把握しており、すべての医療的ケ

ア児を避難行動要支援者名簿に掲載している」と回答した回答者に対して、避難行動要支

援者名簿作成における「医療的ケア児」の定義を尋ねたところ、「日常的に医療的ケアを

要する重症心身障害児（重度の肢体不自由と重度の知的障害が重複している）」が

85.2%で最も多く、次いで「日常的に医療的ケアを要する肢体不自由児」が 72.1%、「日

常的に医療的ケアを要する知的障害・発達障害児」が 63.9%であった。 

 

図表 137 避難行動要支援者名簿作成における「医療的ケア児」の定義（複数回答） 

 

 

「その他」の具体的内容 

日常的に医療的ケアを要する児童全て 

医療的ケア児と明記はしていないが、障害者手帳の有無などで判断している。日常的な

医療的ケアでなくても、状態により医療的ケアが必要な場合も含む 

日常的に医療的ケアを要する重度の肢体不自由（１．２）、知的障がい（A）、精神

（１．２）１人ぐらし 

名簿登載者に医ケア児を位置付けていないが手帳要件など、他の要件に該当し、すべて

の医ケア児が名簿に登載されている。 

医ケア児として掲載していないが、掲載条件の身体 1・2級に該当するため 

 

  

n=61

無回答

日常的に医療的ケアを要する重症心
身障害児（重度の肢体不自由と重度
の知的障害が重複している）

日常的に医療的ケアを要する肢体不
自由児

日常的に医療的ケアを要する知的障
害・発達障害児

上記「１」「２」「３」以外の、日常生活を
送るために恒常的に医療的ケアを受
けることが不可欠な児

その他

85.2

72.1

63.9

31.1

6.6

6.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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イ．避難行動要支援者名簿の掲載対象となる医療的ケアの内容 

避難行動要支援者名簿の掲載対象となる医療的ケア児の「医療的ケア」の具体的な内容

は下記のとおりであった。 

 

図表 138 医療的ケアの内容について 図表 139 医療的ケアの具体的な内容（複数回答） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「その他」の具体的内容 

身体 1・2級にて該当 

 

 

 

n=18

排便管理（消化管ストーマ、摘便等を含む。）

痙攣時の坐剤挿入、吸引、酸素投与、迷走神
経刺激装置の作動等の処置

無回答

経管栄養（胃ろう、腸ろう、経鼻経管等）

中心静脈カテーテルの管理

皮下注射（インスリン注射等）

血糖測定

継続的な透析

導尿（尿道留置カテーテル、尿路ストーマ等を
含む。）

ネブライザーの管理

人工呼吸器（排痰補助装置等を含む。）の管理

気管切開の管理

鼻咽頭エアウェイの管理

酸素療法

吸引（口鼻腔・気管内吸引）

55.6

55.6

22.2

55.6

61.1

27.8

72.2

33.3

11.1

11.1

27.8

33.3

27.8

5.6

0.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

n=61

選択肢①～⑭の

全てが該当する

60.7%

選択肢①～⑭の

一部が該当する

29.5%

その他

1.6%

無回答

8.2%
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⑤平常時における避難行動要支援者名簿の共有 

問 28（１）で「医療的ケア児が居住していることを把握しており、一部の医療的ケア

児を避難行動要支援者名簿に掲載している」あるいは「医療的ケア児が居住していること

を把握しており、すべての医療的ケア児を避難行動要支援者名簿に掲載している」と回答

した回答者に対して、平常時における避難行動要支援者名簿の共有の状況を尋ねたとこ

ろ、「庁外の組織・機関と名簿を共有している」が 43.7%で最も多く、次いで「庁内の

他部署と名簿を共有している」が 31.5%、「部署外の組織・機関とは名簿を共有してい

ない」が 21.7%であった。 

 

図表 140 平常時における避難行動要支援者名簿の共有 

 

４）個別避難計画の策定（問 29） 

個別避難計画の策定では、「策定に取り組んでいない」が 44.1%で最も多く、次い

で、「策定しているが、医療的ケア児は策定の対象ではない」が 21.4%、「医療的ケア

児も対象として個別避難計画を策定している（定期的な見直しは行っていない）」「医療

的ケア児も対象として個別避難計画を策定し、定期的な見直しを行っている」はともに

13.6%であった。 

図表 141 個別避難計画の策定 

 

  

n=286
部署外の組織・機関とは

名簿を共有していない

21.7%

庁内の他部署と

名簿を共有している

31.5%

庁外の組織・機関と

名簿を共有している

43.7%

無回答

3.1%

n=836

策定に

取り組んで

いない

44.1%

策定しているが、

医療的ケア児は

策定の対象ではない

21.4%

医療的ケア児も対象として

個別避難計画を策定している

（定期的な見直しは行っていない）

13.6%

医療的ケア児も対象として

個別避難計画を策定し、

定期的な見直しを行っている

13.6%

無回答

7.2%
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５）停電時の電源確保対策（問 30） 

①停電時の電源確保対策の有無 

停電時の電源確保対策の有無では、「取り組んでいる」が 23.7%、「取り組んでいな

い」が 72.1%であった。 

図表 142 停電時の電源確保対策の有無 

 

②取組内容 

取組内容としては、「医療機器に対応した非常用電源の避難所への設置」が 36.4%で

最も多く、次いで「医療機器に対応した非常用電源のある施設の把握」が 26.8%、「医

療機器に対応した非常用電源のある施設への協力要請」が 23.2%であった。 

 

図表 143 取組内容（複数回答）  

 

 

n=836

取り組んでいる

23.7%

取り組んでいない

72.1%

無回答

4.2%

n=198

無回答

医療機器に対応した非常用電源の避
難所への設置

医療機器に対応した非常用電源のあ
る施設の把握

医療機器に対応した非常用電源のあ
る施設への協力要請

医療機器に対応した非常用電源の貸
出し

医療機関等が災害時に医療的ケア
児への貸与を目的として購入する非
常用電源の費用補助

その他

36.4

26.8

23.2

21.2

11.6

31.8

2.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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「その他」の具体的内容 

【医療的ケア児・家族に対する、非常用電源の購入費用の補助】 

本人（家族）が非常電源を購入する費用に対する補助 

日常生活用具制度による非常電源購入費の補助 

在宅人工呼吸器使用者へ自家発電装置の費用補助 

在宅で電源の必要な医療機器を使用する児者に対する非常用電源装置等の購入費用助成 

在宅で人工呼吸器を使用している呼吸器機能に障がいのある障がい児への発電機の購入

費助成。 

在宅で人工呼吸器の使用が常時必要と認められる者に自家発電機等の費用を支給 

該当者に対し、自家発電機、人工呼吸器用バッテリー、外部バッテリー等の購入費用の

一部を支給している。 

ケア児世帯への非常用電源の費用補助（自宅で利用するもの） 

人工呼吸器用バッテリー、外部またはポータブル電源、発電機が日常生活用具で補助対

象 

市民に対する非常用電源の購入に関する費用補助 

【医療的ケア児・家族に対する、非常用電源の給付】 

日常生活用具として非常用電源を給付 

日常生活用具で人口呼吸器用自家発電機を支給 

医療機器に対応した発動発電機を日常生活用具の給付対象としている 

人工呼吸器用自家発電機、外部バッテリーの供給 

障がい者総合支援法及び小児慢性特定疾病児童等における日常生活用具給付において人

工呼吸器の使用者等を対象に、人工呼吸器用バッテリー、外部バッテリー又はポータブル

電源、発電機を追加している 

主な避難所へ発電機の設置、日常生活用具として、蓄電池の給付 

在宅の人工呼吸器使用者等を対象に蓄電池、発電機等を給付 

医療機器に対応した非常用電源の給付 

【電力会社と連携した支援】 

非常時における電力会社からの電源供給に関する情報提供 

電力会社への事前登録制度の案内 

電力会社の電源確保の相談窓口の情報提供 

電力会社に事前登録する。 

【自治体からの電源供給や、電源供給を可能にするための外部との連携】 

本庁舎内の相談室 1室のコンセントを開放する。 

店舗での電源供給に係る協定締結等 

長期間に渡った際，協定等に基づき非常用電源としての発電機等を手配できる体制確保 

【検討中】 

非常用電源の費用補助の実施の検討。 

医療機器に対応した非常用電源の避難所への設置が必要か調査中 

【その他】 

訪問看護事業所に対する、停電時や事前対応、予備バッテリー等の確認依頼 

非常用電源の貸し出し先の情報提供 

電源確保を含めた個別支援計画の作成 

電源確保された避難所は設置しているが、医療機器対応かどうかの確認は未実施。 

市内 3か所の指定避難所に GHPガスヒートポンプエアコンを整備している。 

災害時は必要に応じて非常用電源のある施設への避難するよう促している。 

災害ランク A・Bとした児に対して台風接近時にバッテリー充電の呼掛けを電話で行う。 

県が実施する電源確保事業の広報紙への掲載 

「避難所運営マニュアル」に充電スポットの設置や医療機器への優先充電を明記。 
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③非常用電源貸出しの対象となる児 

前問で「医療機器に対応した非常用電源の貸出し」と回答した回答者に対して、非常用

電源貸出しの対象となる児を尋ねたところ、「在宅で、電源の必要な医療機器を使用する

すべての児」が 59.5%で最も多く、次いで「人工呼吸器を使い、かつ、酸素療法を行っ

ている児」が 40.5%、「人工呼吸器を使用する児（酸素療法は行っていない）」が

38.1%であった。 

 

図表 144 非常用電源貸出しの対象となる児（複数回答）  

 

 

 

「その他」の具体的内容 

「人工呼吸器を使用する児（酸素療法は行っていない）」に同様だが、在宅障がい児・

者・難病患者も包括している 

区内在住者で、在宅において人工呼吸器を使用する呼吸機能障害者及びその介護者 

在宅で、日常生活において次のいずれかの医療を必要とする児者  

人工呼吸器管理、気管内挿管又は気管切開、鼻咽頭エアウェイ、酸素吸入、たん吸引、

ネブライザー、中心静脈栄養、経管栄養（経鼻・胃ろうを含む。）又は全介助における経

口摂取、腸ろう・腸管栄養、人工透析、定期導尿、人工肛こう門 

酸素濃縮器、痰吸引器、その他市長が必要と認めるもの 

登録者 

 

  

n=42

無回答

在宅で、電源の必要な医療機器を使
用するすべての児

人工呼吸器を使い、かつ、酸素療法
を行っている児

人工呼吸器を使用する児（酸素療法
は行っていない）

自治体の指定する特定の疾患を有す
る児

その他

59.5

40.5

38.1

16.7

11.9

0.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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６）福祉避難所の設置（問 31） 

①福祉避難所の設置に当たっての医療的ケア児受け入れの考慮 

福祉避難所の設置に当たっての医療的ケア児受け入れの考慮では、「福祉避難所を確保

しているが、その選定に当たって医療的ケア児の受け入れは考慮していない」が 77.2%
で最も多く、次いで「医療的ケア児の受け入れを考慮して福祉避難所を確保している」が

12.3%、「福祉避難所を確保していない」が 7.2%であった。 

 

図表 145 福祉避難所の設置に当たっての医療的ケア児受け入れの考慮 

 

  

n=836

福祉避難所を

確保していない

7.2%

福祉避難所を確保しているが、

その選定に当たって

医療的ケア児の受け入れは

考慮していない

77.2%

医療的ケア児の受け入れを

考慮して福祉避難所を

確保している

12.3%

無回答

3.3%
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②福祉避難所の所在地の広報の方法 

福祉避難所の所在地の広報の方法では、「平常時から広く一般に公開している」が

57.8%で最も多く、次いで「災害時に対象者（医療的ケア児は含む）に通知している」が

8.2%であった。 

図表 146 福祉避難所の所在地の広報の方法 

「その他」の具体的内容 

【公開・広報・通知はしていない】 

福祉避難所の確保数が少ないため、積極的に広報していない。 

第一避難場所が公民館（医療機器に対応した非常電源あり）のため通知していない 

対象者は一時避難所において決定されるため事前の通知は行っていない。 

【災害時に案内する】 

災害時に広く公開する 

災害時に公民館などに来てもらい、聞き取りを行った後必要に応じて福祉避難所の案内をする 

【地域防災計画・防災マップに掲載している】 

福祉避難所協定施設を防災マップに掲載し、各世帯に配布している。 

地域防災計画に記載あり、災害時にあっては対象者に通知している。 

【自治体のホームページで公開している】 

直接避難できないことを付記してホームページに掲載している。 

【行政の広報資料に掲載している】 

要支援者の福祉避難所については、障害福祉制度のガイドブックに掲載。 

【関係者、関係機関に情報共有している】 

関係機関のみが情報共有している（市内障害福祉サービス事業所、障害者団体） 

【個別に対応している】 

問合せがあった際に知らせている 

【その他】 

要配慮者二次避難所候補施設を平時から広く一般に公開している。 

平常時から対象者（医ケア児は含まない）、民生委員、行政区長、福祉専門職（ケアマネ、相

談支援専門員等）に通知している。 

福祉避難所と対象者とを事前にマッチングしている 

個別支援計画を作成した対象者の避難先が福祉避難所の場合のみお知らせしている。 

 

  

n=748

平常時から

広く一般に

公開している

57.8%

平常時から対象者

（医療的ケア児は含まない）に

通知している

1.1%

平常時から対象者

（医療的ケア児を含む）に

通知している

2.4%

災害時に対象者

（医療的ケア児は含まない）に

通知している

4.8%

災害時に対象者

（医療的ケア児を含む）に

通知している

8.2%

その他

21.5%

無回答

4.3%
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③医療的ケア児の受け入れを考慮した福祉避難所の特徴 

医療的ケア児の受け入れを考慮した福祉避難所の特徴の詳細は以下のとおりであった。 

図表 147 医療的ケア児の受け入れを考慮した福祉避難所の特徴（記述回答） 

【非常用電源の確保】 

電源が確保でき、上層階への移動に大型車椅子のままでも乗れるエレベーターがある。 

【個室や広いスペースの確保】 

個室の確保 

【看護師等専門人材の配置】 

看護師等の専門スタッフが常駐している。 

【日ごろから医療的ケア児等を受け入れているなど医療的ケア児の対応が可能な施設】 

医療的ケア児の受け入れを行う生活介護事業所、医療機関、特別支援学校 

【医療機関】 

療育医療センターと協定を締結している。 

【高齢者福祉施設、介護事業所】 

介護老人保健施設・特別養護老人ホームで、酸素吸入・吸引等は実施できる。 

【障害者福祉施設】 

障害児入所施設（福祉型）とし、必要な資機材があれば調整予定 

【社会福祉法人】 

特別養護老人ホーム・障害者支援施設のある社会福祉法人 

【特別支援学校等の学校】 

特別支援学校、県立養護学校（肢体不自由児対象） 

【その他】 

・施設のバリアフリー化・障がい者用トイレの設置・ベッドの利用可・電源の確保 

（１）非常用電源、自家発電機（２）複数の通信手段（３）照明設備（４）食料、飲料

水、生活用品（５）マスクやパーティション等の整備済 

村の行事等を行う施設で、調理室や大ホール、及び和室の個室が備わっている。診療所

も隣接しており緊急対応が可能。間仕切りで専用スペースを設け、非常用電源を確保して

いる。 

④医療的ケア児の受け入れを考慮した福祉避難所における備蓄の状況 

図表 148 医療的ケア児の受け入れを考慮した福祉避難所における備蓄の状況（記述回答）  

防災マット 毛布 発電機 投光器 ストーブ 簡易トイレ 担架 簡易ベッド 

避難ベッド、避難ルーム、発電機、スポットクーラー 

発電機 3台、投光器６台、ガソリン携行缶３缶、電工ドラム６本 

蓄電池・介護用電動ベッド・簡易トイレ・その他食料、飲料、生活必需品等 

蓄電池：２台、発電機：３台、車いす用トイレ、介護食：100 食、オムツ 100枚等 

段ボールベッド、毛布、間仕切り 

携帯発電機、投光器、充電式吸引器、手動式吸引器、アルミ製担架、凝固・衛生袋セッ

ト、パーテーション、マットレス 

基本的に本人が準備することを想定しているため、備蓄はしていないが、必要に応じて

医薬材料を確保し、配布、補給する体制をつくっている。 

基本は、ガソリン式の発電機を自宅から持ち込むことになっている。ガソリン切れにな

った時に、燃料の支援を依頼されている。 

アルコール綿 1箱 

感染症対策用のテント・人工呼吸器外部バッテリー充電用のＰＨＥＶ電気自動車 
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７）その他の災害対策（問 32） 

①その他の災害対策の取組 

その他の災害対策の取組としては、「庁内の福祉・医療部門と災害部門で連携し、医療

的ケア児の災害対策について検討している」が 15.4%、「医療的ケア児に関する「協議

の場」等関係機関のネットワークにおいて災害対策を検討している」が 15.1%であっ

た。「特になし」が 55.9%で最も多かった。 

図表 149 その他の災害対策の取組（複数回答） 

「その他」の具体的内容 

【当事者や関係機関の間の連携、情報共有】 

医療的ケア児が居住していることを事前に消防に連絡している。 

平常時支援している訪問看護ステーションと情報共有している 

「協議の場」で事例を共有している。 

医療的ケア児をもつ家族と、医療機関、特別支援学校、市福祉部門、危機管理部門で会

合を開催 

【個別避難計画の策定促進等】 

協議会で災害時の個別支援計画の様式を作成し、来年度周知活動を行う予定。 

【災害前後の安否確認等】 

災害の前後に保健所と連携し、医ケア家族に安全確保、安否確認を行っている。 

台風等の被害があらかじめ予測できる災害については事前に医療機関への入院を呼び掛

けている 

【その他】 

段ボールベッドの組立、試しを実施している。 

避難支援を希望する方に，地域で支援の行う災害時要援護者支援制度を運用 

n=836

個々の医療的ケア児の主治医と個別
に情報共有を行っている

医療的ケア児家族を対象とした防災
訓練を実施している

特になし

その他

無回答

医療的ケア児を受け入れる医療機関
と個別に情報共有を行っている

庁内の福祉・医療部門と災害部門で
連携し、医療的ケア児の災害対策に
ついて検討している

医療的ケア児に関する「協議の場」等
関係機関のネットワークにおいて災
害対策を検討している

医療的ケア児家族に対して災害対策
の重要性を啓発している

医療的ケア児家族に対して災害対策
のマニュアル等手助けになるものを
提供している

医療的ケア児を受け入れるサービス
事業所と個別に情報共有を行ってい
る

15.4

15.1

8.1

6.8

6.6

6.2

3.7

1.3

55.9

6.1

9.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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②取り組むうえで課題を感じる取組とその内容 

災害対策の取組について課題となっていることについて、１位に挙げられた場合は

3pt、２位に挙げられた場合は 2pt、３位に挙げられた場合は 1ptとして、その合計 ptを

見たところ、「庁内の福祉・医療部門と災害部門で連携し、医療的ケア児の災害対策につ

いて検討している」が 281ptで最も多く、次いで「医療的ケア児に関する「協議の場」等

関係機関のネットワークにおいて災害対策を検討している」が 197pt、「医療的ケア児を

受け入れる医療機関と個別に情報共有を行っている」が 93ptであった。 

 

図表 150 災害対策の取組について課題となっていること（スコア化） 

 

※災害対策の取組について課題となっていることについて、１位に挙げられた場合は 3pt、２位に挙げられた場合は 2pt、３

位に挙げられた場合は 1pt として計上 

  

281

197

93

71

65

58

46

32

0pt 50pt 100pt 150pt 200pt 250pt 300pt

庁内の福祉・医療部門と災害部門で連携し、医

療的ケア児の災害対策について検討している

医療的ケア児に関する「協議の場」等関係機関

のネットワークにおいて災害対策を検討してい

る

医療的ケア児を受け入れる医療機関と個別に

情報共有を行っている

医療的ケア児家族に対して災害対策のマニュ

アル等手助けになるものを提供している

医療的ケア児を受け入れるサービス事業所と

個別に情報共有を行っている

医療的ケア児家族に対して災害対策の重要性

を啓発している

医療的ケア児家族を対象とした防災訓練を実

施している

個々の医療的ケア児の主治医と個別に情報共

有を行っている
n=293
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図表 151 取り組むうえで課題を感じる取組がある場合に、課題の内容とそれに対する対応状況 

（a）取組「庁内の福祉・医療部門と災害部門で連携し、医療的ケア児の災害対策について

検討している」に課題を感じている場合 

課題の内容 課題に対する対応状況 

災害時の対応について防災部局と協議できていな

い事が課題 
まずは一度話し会う事が必要である。 

地域自立支援協議会の専門部会を協議の場として

いるが、医療や災害部門を含めた検討に至ってい

ない。 

当市では、協議の場において災害時の医療情

報共有システムについて情報提供を行った程

度で、具体的な災害対策は未着手の状況。 

医療的ケア児の全数を把握し、災害対策における

指揮をとる部門を選定することが難しい。 

また、個人情報の共有方法について課題がある。 

保健、医療、福祉部門での共通認識を図って

いる。 

庁内の各部門ごとに災害対策について検討してい

るため、連携が不十分である。 
今後は連携を強化していく必要がある。 

医療的ケア児に特化した対策会議ではないが、人

工呼吸器や酸素など災害時に支援を必要とする要

支援者などの対応について協議する機会がある。

個別の医療ケア児の在宅生活を把握できていない

中での協議になるため、具体的な支援策について

十分な協議ができていない。 

今後、圏域で作成した災害時の個別支援計画

を活用し、医療的ケア児の現状や災害時に必

要な支援内容について福祉部門から発信し情

報などについて共有していく。 

医療的ケア児に限らず、庁内間での災害時対応に

ついて調整ができていない。 

災害時の活動マニュアル等を整備している。

完成後は、庁内間で調整を図っていきたい。 

福祉・医療部門と災害部門での連携が不十分。 

個別避難計画の作成についての会議を開催

し、福祉・医療部門と災害部門での情報共有

を行っている。 

避難所までの移動手段や移動自体に困難があり、

自宅での災害対策が基本となっているが、設備等

が十分ではないため、停電時等の対応や支援が必

要である 

医療的ケア児協議の場において対応を検討す

る予定である 

各担当任せとなっており，連携ができない 
福祉で把握できる人は要援護者名簿に入れる

ようにしている 

庁内での協議の場が不十分である。 
自立支援協議会内の専門部会において、災害

ネットワークの立ち上げを検討中である。 

要支援者に関する緊急時の安否確認を、どこの誰

が行うかが不明確。難病の方については、市区町

村でデータがないので、把握が困難。 

庁内での対象者共有方法、対応優先順位と担

当部署（町内会・民生委員含む）の整理、シ

ステムの活用法などを検討中。難病に関して

は、所管保健所との連携を模索中。 

避難行動要支援者についての協議は定期的に行っ

ているが、現在、対象者の居住がないため協議さ

れていない。 

医療的ケア児が把握された場合、定期的な協

議の場において情報を共有し、庁内で横断的

に災害対策に取り組むこととしている。 

医療的ケア児の対応に関して、福祉・医療部門と

災害部門に温度差がある。 

医療的ケア児に関して周知していき、協議を

し続ける。 

関連課同士の連携が不十分である。 
人工呼吸器に特化した部分では連携会議があ

るが、医ケアはまだ協議の場設置が脆弱 

市内における医療的ケア児の災害対策の検討につ

いて 

災害に関する研修等には積極的に参加してお

り、関係者の関心や意識は高まっている反

面、災害時の連携体制について具体的に共有

する機会は持てていない。 

対象児の把握については、障害福祉サービスなど

利用し行政でも支援に入っていれば把握ができる

連絡会議に担当部署にも積極的に声をかけ、

参加してもらえるように配慮している。 
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課題の内容 課題に対する対応状況 

ものの、それ以外は把握が難しい。障害児者全体

から見ると医療的ケア児は少数であるため取り組

みの推進について共有が図りにくい。 

課ごとに取り組んでいることはあるが、それぞれ

の取組の連携が図れていない。 

現在の医療的ケア児協議会メンバーに災害部

門担当者を追加し整えていく。 

実際の災害時に関係機関が連携して医療的ケア児

の支援を実施できるか 

地域での避難行動要支援者の把握と支援の体

制を整備する 

保健所と子ども担当部署が人工呼吸器装着児者を

対象に作成している災害時避難計画を、頻発する

様々な自然災害に対応できるよう見直しが必要。 

見直しのために、関係部署によるワーキング

を立ち上げ、検討していく予定。 

保健部門で個別に個別計画等の作成・見直しは行

っているが、災害部門等と共有できていない。 

保健部門、福祉部門での共有。保健所との共

有については図れている。 

庁内の福祉・防災部署で連携し、医療的ケア児の

災害対策について検討する場がない 

医療的ケア児の現状を整理したうえで、必要

に応じて福祉や防災部署で災害対策について

話し合う場を検討する。 

災害対策に取り組むために、他課との協議が必要

であるため、庁内で防災対策に取り組まなくては

ならない。 

少しずつ、他課との協議を重ねている。 

医療的ケア児以外の要支援者との整合性／個別避

難計画の整備／受け入れ避難所との調整 

今後、庁内における関係部署の協議の場を設

置する予定 

福祉避難所の在り方等の検討が始まったばかりの

ため、医療的ケア児に特化した検討には至ってい

ない。 

行政内での関係部局と検討会を今後開催予

定。 

町内の福祉部門と災害部門との連携が不足してい

ると感じる 

今後、連携の場を設けていければと考えてい

る 

十分な情報共有ができていない。実際にどのよう

に避難し、避難所で受け入れをするかの協議が必

要。 

災害部門と情報共有・対応を検討したい 

医療的ケア児の実態とともに災害時の体制を支援

者が情報共有できていない。 

県作成予定の個別計画も参考に支援者が災害

体制を共有していくことが望ましい。 

医療的ケア児に関わる部署での情報共有ができて

いない。 

医療的ケア時に関わる部署，個別避難計画に

関わる部署等の連携体制の構築。避難が必要

になった際に，現状の把握を行い，適切な避

難ができるような情報共有ができる体制の構

築が急務と考える。 

（b）取組「医療的ケア児に関する「協議の場」等関係機関のネットワークにおいて災害対

策を検討している」に課題を感じている場合 

課題の内容 課題に対する対応状況 
現状では、個々の医療的ケア児を支援してい

る関係機関どうしでの連携をしているため、

区全体として、医療的ケア児への災害時の避

難所（福祉避難所も含む）および区内医療機

関の受け入れ体制や、災害時の関係機関の役

割分担などが整備されていない。 

庁内外の関係機関と定期的に会議等を行い連携を

図っていくことで、受け入れ体制や役割分担等を

確認していくことが必要である。 

災害対策について検討をしているが，個々の

医療的ケアの内容や災害の種類によりニーズ

が変化するため，課題の優先順位がつけられ

ない。 

協議の場での検討を継続する。 
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課題の内容 課題に対する対応状況 
医療的ケア児に関する協議の場が設置されて

おらず、医療的ケア児全体の課題として共有

されていない。 

個別のケースとして、関係機関と協議をし、災害

時対応について検討している。 

過去に一度、協議の場で、町内の医療的ケア

児家族とともに防災訓練を実施した事例を発

表したことがあるが、以後その機会もなくな

った。課題として、圏域的にケースの数が少

ないため検討がしにくいこと、協議が必要な

内容が多く災害対策協議に十分手が回ってい

ないこと、新型コロナウイルスの影響で協議

の場が思うように開けていないことなどが挙

げられる。 

災害対策については、毎年テーマとして挙がって

はいるので、引き続きその都度協議していく。 

協議の場を設置し、協議を開始したが、具体

的な内容の協議に至っていない。 
今後課題を整理しながら検討していく。 

災害時における関係機関の役割分担が整って

いない 

自立支援協議会を通して災害時の対応フローにつ

いて各関係機関に情報提供できるよう検討中 

地域に医ケア児への理解がある医療機関が少

なく、協議の場への参加が難しい 

訪問診療、訪問看護ステーションへ声をかけてお

り、連携を進めたい 

個人情報を含む、情報の管理について 

・個人情報の共有の方法（本人・家族の許可の取

り方等）の検討 

・複数の機関が関わっている場合の災害時の安否

確認等の情報収集や管理の方法の検討 

圏域での連絡会議を開催を行っているため、

個別ケースの検討になりにくい。 

実働に合わせたものにするためには、個別でのサ

ービス支援会議等で検討を行い、個々の対応を行

う。 

個々の対応についてはそれぞれの関係者で把

握しているが、ネットワーク会議において災

害時の対応・課題について取組めていない。 

今後、実態を把握するとともに会議において検討

が必要。 

官民連携の支援体制の構築 
自立支援協議会に災害支援に係るプロジェクトチ

ームを立ち上げ、研究中。 

医ケア児の協議の場において、災害時の個別

支援計画について検討しているが、自治体と

して避難行動要支援者名簿への登録について

検討調整中のため、個々の作成になってい

る。。 

医ケア児の個別支援計画が先にできる予定のた

め、自治体の避難行動要支援者名簿及び個別支援

計画の作成・検討の中で、連動できるようにして

いく。 

官民連携の支援体制 
自立支援協議会に災害支援に係るプロジェクトチ

ームを立ち上げ、研究中。 

庁内の関係各課間での医療的ケア児の現状や

取組みについての理解が得にくく、業務が縦

割りのため連携に困難さがある。 

関係各課での情報共有、連携、協働の場を設け

る。 

人員の変化等で現在は行えていないため災害

対策のため、検討していく必要がある。 

「協議の場」等で今後医療機関のネットワークに

おいて対策を検討していく。 

避難計画に盛り込むべき項目（医療関係）の

選定。 
協議の場において検討中。 

圏域で利用できる災害時の個別支援計画の様

式を協議会で作成し、今年度中に完成予定。

今後、圏域内で活用できるよう自立支援協議

会を通じ、周知していきたいと考えている。

課題は、すでに計画書を作成している自治体

が医療的ケア児に特化した計画書を活用でき

協議会で協議し、具体的な活動方針を決定し、来

年度実施していく。 
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課題の内容 課題に対する対応状況 
るか、また作成した計画書をどの機関が保有

するのか、どのように提供するか多数ある。 

協議の場が不十分である。 
自立支援協議会内の専門部会において、災害ネッ

トワークの立ち上げを検討中である。 

医療的ケア児の協議の場が立ち上がったが、

まだ各論の話し合いができる会議体に成熟し

ていない 

定例的開催の中で、課題として検討する機会を持

つ 

医療的ケア児に関する協議の場がない。 
災害時ではないが、個別のケースとしての協議の

場は関係機関で連携をしている。 

ネットワークの構築ができていない 対応について検討中 

協議の場の設定 今後、協議の場の設定を行っていく予定 

医療的ケア児支援に関する協議の場に、災害

部門が構成部署に入っていないため課題等を

深く協議することができない。 

協議の場で出た課題等については、災害部門に情

報提供している。 

災害時の対応について関係機関と協議できて

いない事が課題 

日々日常業務で一杯なため取り組む時間が必要で

ある。 

地域に医ケア児への理解がある医療機関が少

なく、協議の場への参加が難しい 

訪問診療、訪問看護ステーションへ声をかけてお

り、連携を進めたい 

当市に医療的ケア児を受け入れ可能な医療機

関がなく、協議の場にも参加していない 

当市の訪問看護ステーションと直接連携し、災害

時には対応している 

（c）取組「医療的ケア児を受け入れる医療機関と個別に情報共有を行っている」に課題を

感じている場合 

課題の内容 課題に対する対応状況 

災害時にスムーズに医療機関に受け入れが可

能か。 

管内医療機関に連絡し、家族と管内医療機関（主

治医のいる医療機関ではない）で受け入れに関し

て必要な事項を話し合うよう調整した。ただし、

家族と管内医療機関でお互いに不安が残っている

ようで、さらなる対話が必要と感じている。 

電源確保が困難な場所や福祉避難所での生活

は現実的ではないため、病院で受け入れても

らえると良い 

病院に個別に相談すると「対応できない」と言わ

れてしまう。医療機関も交えて地域での体制作り

と個別支援計画の両方を進めていいく必要がある 

 日頃受診している医療機関と入院先が異な

るため、医療機関との連携をどうしていくか 
 事例がないので協議が必要 

医療的ケア児の医療機関との情報共有が一部

の対象者だけとなっている。 

医療的ケア児の全対象者の把握と他機関との情報

共有のあり方について検討する必要がある。 

かかりつけ医が市内ではない子が多いため、

災害時に医療機関が受け入れ可能かどうかが

把握できていない。 

主治医とは別に市内の小児科等で受診しているど

うかの実態把握。 

管内には、医療的ケア児が受入れ可能な病院

が 1 箇所しかなく、災害時に全ての医療的ケ

ア児を同時に受入れ可能かどうか懸念があ

る。 

今後、個別避難計画を作成する段階で病院と協議

予定。 

医療的ケア児に限らず、医療機関との連携が

できていない。 
今後、各機関と調整を図っていきたい。 

受入が可能な医療機関が遠方であり、災害時

の支援が難しい 

医療的ケア児協議の場において対応を検討する予

定である 
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課題の内容 課題に対する対応状況 

勤務シフトによっては、夜間に看護師が勤務

していない日がある。 

勤務のシフトを調整し、なるべく看護師の空白日

を減らす。 

自宅待機で呼び出しがあれば対応している。 

情報共有する会議等が必要である。 
圏域で医療的ケア児に対する支援の必要性につい

て伝えている。 

避難先となる病院、主治医とは避難計画策定

の段階でご意見をいただき、策定後は計画書

を送付しているが、病院内でどれだけ共有・

浸透しているか不明瞭 

難病事例（小慢からの移行）で、避難計画に基づ

いて避難のシミレーションを行い、課題を共有し

た。 

医療的ケア児受け入れ医療機関に災害対策と

しての情報共有は行っていない。 

主治医と情報共有は行っているため、相談しなが

ら情報共有を行っていく。 

レスパイトを利用している児については，個

別な対応を把握しているが，緊急的な利用は

難しい。また，利用する医療機関は平日の利

用のみ，連泊不可であるため，避難所として

利用は不可能な現状にる。 

緊急的な利用は難しいため，医療機関に限らず利

用できる施設を検討する必要がある。 

災害時の避難となった場合は自治体の圏域内

では困難であるため、個別の情報共有だけで

なく受け入れに状況等についての共有が必要

である。 

特になし。保健所圏域ごとで協議の場があればよ

いと思います。 

医療的ケア児の主治医が遠方の医療機関であ

り、近隣の医療機関と情報共有ができていな

い。 

圏域で情報共有のあり方を検討中。 

医ケア児は医療とのかかわりが強いため、病

院への入院が望ましいが、地域の災害時には

拠点病院となってしまうため、実際の受け入

れは難しい。 

 病院以外での避難先を検討する必要性を考えて

いる 

医療機関が町内にないため，受け入れる医療

機関が遠い距離の医療機関となることが予測

される 

災害時に医療機関での受け入れが必要な方の場合

には，日常の診療でも緊急時の受け入れを相談し

てもらうよう家族にお願いする。 

医療的ケア児を受け入れる医療機関が町内に

あるか確認できていない 

医療的ケア児が災害時に医療機関での処置が必要

になった時のために、事前に町内の医療機関と情

報共有できるよう検討します。 

医療関係機関との連携の在り方（病院・薬

局・人・物品の確保等）について、現在は何

も決まっていない。 

病院や薬局との連携協定を含めた方法（協定等）

が必要ではないかと考えるが、現時点では具体的

対応策は決まっていない。 

災害時に医療的ケア児を受け入れる医療機関

が被災した際の対応について 
近隣の医療機関を調べている。 

（d）取組「４．個々の医療的ケア児の主治医と個別に情報共有を行っている」に課題を感

じている場合 

課題の内容 課題に対する対応状況 

自宅から医療機関が遠方の為、搬送に時間を

要する。 

一時避難場所に酸素ボンベの備蓄、医療機器の充

電器の予備を準備しているが、支援までに時間を

要することが想定されるため、備蓄で足りるかは

不明。 
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課題の内容 課題に対する対応状況 
情報共有に伴い、個人情報が含まれることか

ら、事前に同意を得た方に対して行ってい

る。そのため、時間を要す。 

日常的に関わっている関係者から（信頼関係が構

築されている人）災害等について説明をしてい

る。 

災害時において医療機関や避難所での受け入

れ体制のため医療的ケア児の情報連携が必要

となってくる。 

医療的ケア児に関わる各機関の担当者会議を開催

する予定である。 

主治医が病院勤務医のため、個別支援計画の

作成に当たり連絡調整などに時間がかかる。

災害時は主治医の勤務する病院は、基幹災害

拠点病院となるため、避難することができな

いなどのことから受け入れ先の病院が見つか

らない。 

主治医だけでなく、地域として受け入れ先の避難

所、病院など確認している状況。今後も必要な支

援について、検討していきたい。 

関わりのあるケースについては必要時に主治

医と連携しているが、全てのケースに行き届

いていない。 

保健・福祉・医療の各部署の役割を更に明確に

し、医療的ケアを必要する児とその家庭とそのニ

ーズの把握を検討。 

主治医と個別に情報共有できていない。 時間の調整等がうまくいかず情報共有が難しい。 

個々の医療的ケア児の主治医と情報の共有が

できていない。 

今後、個々の医療的ケア児の主治医と災害時個別

支援票を用いて情報を共有する予定である。 

（e）取組「医療的ケア児を受け入れるサービス事業所と個別に情報共有を行っている」に

課題を感じている場合 

課題の内容 課題に対する対応状況 
災害時に事業所がどの程度対応可能か見通し

が難しい 
通常時から情報共有を図っている 

市内に医療的ケア児の受け入れが可能な機

関・事業所がない 

避難時は保護者と一緒等の条件付きで受け入れ可

能かどうか市内の関係機関・事業所と協議をして

いる 

共通認識を持ていないため、災害時の迅速な

対応が難しい。 

災害時のそれぞれの役割分担について今後検討し

ていく予定 

医療的ケア児を受けいれることができるサー

ビス事業所（通所、短期入所、在宅サービ

ス）が不足している。 

市で補助や業務委託を行いながら、サービスを実

施している。 

事業所を利用する医ケア児が安全に過ごせる

環境の整備。 

今後事業所等と連携し、備蓄品等についての情報

共有が必要。 

・在宅時ではなく、日中など通所中の発災時

の対応 
・今後の検討課題と認識し、検討を進める予定。 

支援機関が増えることによって支援体制を強

化できる場合と支援機関が増えることによっ

て、情報や支援方法、役割などの共有化が不

十分になり、支援者が混乱することにつなが

る場合がある。 

医療的ケアを受けている児と家族が支援機関が情

報や支援方法などを共有することへの理解、同意

が得られ、また支援機関が連携できるよう情報の

共有だけでなく、役割についても共有する必要が

ある。 

医療的ケア児に限らず、サービス事業所との

連携ができていない。 
今後、各事業所と調整を図っていきたい。 

受入が可能なサービス事業所が遠方であり、

災害時の支援が難しい 

医療的ケア児協議の場において対応を検討する予

定である 

各機関がどのような役割分担で災害時に支援

するのか、個別検討ができていない 

カンファレンス等で災害時対応の役割分担の提案

を続けている 

医療的ケア児を受け入れるサービス事業所が

少ない。 
サービス事業所への啓発。 
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（f）取組「医療的ケア児家族に対して災害対策の重要性を啓発している」に課題を感じて

いる場合 

課題の内容 課題に対する対応状況 

医療的ケア児家族に対して災害対策の重要性

を啓発している 

個別支援作成のため聞き取り調査実施中。自宅で

の医療機器等の状況や、災害時の準備など啓発し

ている。 

医療的ケアを必要とする方へ、災害対策につ

いて直接働きかける機会が少ない。 

障害児相談支援事業所、訪問看護ステーション、

病院等へ、市の取り組みを周知している。 

災害時に必要となる支援について、家族と市

担当部局との間で共通認識が出来ておらず、

具体的な対策の検討まで至っていない。 

家族との面談時等で、災害時や緊急時の対策につ

いて意見交換を実施している。 

医療的ケア児家族に重要性は啓発しているが

具体的に行動がとれる内容ではない。 
個別支援計画が必要である。 

災害対策の重要性の周知等 
小児慢性特定疾病受給者には、パンフレットを送

付している。 

保護者が若いので、災害に対する危機感がな

い 

年に１回程度、災害時の避難についてどう考えて

いるか保護者と話をする 

災害発生後、福祉避難所が開設されるまで一

定程度日数を要するので、「自助」の大切さ

をいかに伝えていくかという点等が当面の課

題。 

・現在、災害に対する備えへの意識付けの目的

で、管轄の保健所主導で、保護者へ「災害時個別

支援票」を作成していただいているが進捗具合と

しては鈍い。 

・障害福祉サービスを利用している児童に対して

は、相談支援員らから保護者との面談時に自助に

対する周知を図ってもらっている。 

家にそのままいるという意識が根強く、支援

者側との温度差を感じる 
他の自治体の取り組みを知りたい 

災害があった時の避難を家族が想定できるよ

うな支援が必要 

災害時、どのように非難するか家族が行動計画を

立てることができる 

自治体との関わりがない医療的ケア児の場合

は把握が難しいため、災害時には家族が対応

することになると考えられるが、具体的にど

のような行動をすべきか等、災害時の重要性

を理解してもらう必要がある。 

現状、自治体との関わりがないケア児は把握して

いないため対応が難しい。 

医療的ケア児及びその家族に平時から災害対

策について考えてもらう必要がある。 

令和３年度医療的ケア児交流会にて、防災対策に

関して講話を実施した。 

福祉避難所に行けない場合もあるので、家族

と災害時に避難先については検討が必要 

支援会議等で、確認している。機器などは充電式

やバッテリーなどの確保をしてもらうにお願いし

ている。 

発災時の対応について、個々の支援計画や医

療的ケア用品の備蓄等について、主治医とと

もに平常時から協議することについて、周知

する必要を感じている。 

医療機関や相談支援事業所、基幹型相談支援セン

ター等を通じて周知を図っていきたいと考えてい

る。 

啓発先と啓発する内容についての協議、検討

が必要。 

個別避難計画の作成についての会議を開催し、福

祉・医療部門と災害部門での情報共有を行ってい

る。 

災害時の具体的なイメージが沸いておらず、

スムーズに避難行動にうつることが難しい。 

災害時の避難行動について家族と一緒に検討。ま

た、災害時の連携について確認していく予定。 

医療的ケア児は、いつ起こるかわからない災

害よりも、サービス体制をどう組むか、進路

をどうするかという目前のことに注目される

関係部署でも災害時の備えについて継続的に意識

してもらえるよう、連絡会議に参加してもらい、

災害時個別支援計画に関する本市の動きや各部署
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課題の内容 課題に対する対応状況 

ため、啓発をしても災害時の検討について後

回しになることが多い。 

での取り組みについて把握してもらうようにして

いる。 

情報を提供し、啓発を行っても、今まで大き

な災害が起こっていないことから、危機管理

意識が低い傾向にある。 

ハザードマップ上に居住している医療的ケア児に

ついては、さらに啓発を行っている。 

災害時の対策への啓発は当市で把握している

医療的ケア児の家族にはできているが、把握

できていない家族への啓発ができていない。 

今後、市内の医療的ケア児の実態把握を行い、啓

発につなげたい。 

感染症を危惧し、家族以外との接触をさけて

いるが、地震時には自宅は浸水域の為、避難

所生活等での生活が不安。 

身体的状況から外部との接触はできないため、避

難時には対応できる部屋の確保などが必要。 

地域との繋がりに向けた取り組みについて 

医ケア児家族は、災害時に関する意識が高い傾向

にあるが、地域でサポートしていける体制作りに

向けて早期に取り組んでいかなければならないと

感じている。 

地区の自主防災組織等とのつながりなども必

要と感じる。 

家族が外部とのかかわりを持つことが、災害時に

おいてはメリットとなることを随時助言してい

く。 

関わりのあるケースについては啓発の機会が

あるが、全てのケースに行き届いていない。 

保健・福祉・医療の各部署の役割を更に明確に

し、医療的ケアを必要する児とその家庭とそのニ

ーズの把握を検討。 

医療的ケア児家族に対しての支援が担当者そ

れぞれに任せられており、災害対策の啓発の

実施にばらつきがある。 

災害時を想定した対応について個々のケースで検

討するよう担当者に周知。 

（g）取組「医療的ケア児家族に対して災害対策のマニュアル等手助けになるものを提供し

ている」に課題を感じている場合 

課題の内容 課題に対する対応状況 

実際に災害が起こった時の避難マニュアルがな

い 

今後、医療的ケア児の両親と災害が起こった時

の避難の流れについて話す場を持てるよう検討

します。 

医療的ケア児については個別に災害マニュアル

を整備しているが、実際の災害時にマニュアル

が活用できるかが課題 

自立支援協議会で協議を継続 

災害の種類や状況により、避難時期や状況など

を家族自身が判断できない。 

想定される災害対策について家族へマニュアル

を配布し、所属機関（園、学校、事業所等）と

情報共有を行う。 

保健部門において個別にマニュアル等の配布を

行っているが、その後の利用状況の確認が十分

とれていない。また、自己で準備してもらうも

の、発電機などについては情報提供のみであ

り、実際に自分で準備ができていないものもあ

る。 

訪問等で把握した際、マニュアルや物品等につ

いて確認を行うほうにしている。 

周知が行き届いておらず、ハザードマップや避

難所の確認が取れていない方が多い。 
災害に特化した MY 健康手帳を配布。 

家族支援を含め、ケア児等の個別支援計画に繋

がるマニュアル等、災害時に活用できる媒体が

必要。 

地域自立支援協議会の専門部会において、障害

者・家族への災害対策（避難行動等）の啓発を

進めていく予定。 

災害対策等マニュアルとなるものを提供してい

る 

災害時の避難場所や情報の入手方法などを提供

している 
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課題の内容 課題に対する対応状況 

市内の医療的ケア児全数のうち、どれくらいの

方が災害対策を実施しているのか確認する術が

無い。 

災害時対応ノートについては、本庁窓口で配布

する他、市ホームページからダウンロードで

き、入手しやすくしている。 

平常時から医療的ケア児とその家族に対して災

害対策のマニュアル作成について助言ができて

おらず、その家族に任せている。人工呼吸器を

装着している場合は保健所が管轄しているが、

主に高齢者に対する個別計画に基づくケース会

議が多い。 

（未回答） 

災害時に使えるガイドの配布はしているもの

の、実際に役に立つ情報であるのかが不明。 
現状として特段の対応をとっていない。 

人工呼吸器、吸入器、在宅酸素等の医療機器を

使用している医療的ケア児について、個別支援

計画を作成し災害時の対応方法を共有している

が、発災時の安否確認方法が不明確。 

災害時の連絡手段の検討 

日ごろから保護者に災害時の備えを準備しても

らう。 

啓発のために、災害時医療的ケア児個別支援票

の作成を行っている。 

居所が水害や土砂崩れの該当地区の有無を把握

できる支援が必要 

相談児やサービス利用の新規申請時、災害マッ

プ等を配布し居所の災害地区を確認する。 

マニュアル等の他、個別の実情に合わせた、避

難計画作成および地域の中での支え合いの取り

組みが課題 

・災害時対応等の個別の緊急時対応について家

族と協議の上、関係機関と情報共有 

・地域や医療的ケア児等が利用している事業所

等を対象に防災や災害時対応についての研修 

医療的ケア児及びその家族に平時から災害対策

について考えてもらう必要がある。 

県医師会が発行している「医療的ケアが必要な

子ども達のための災害時対応マニュアル」を必

要な方に配布している。 

個々の状態に差異が大きく情報の選択が困難 全町向けのマニュアル作成・配布 

マニュアルがないため、災害時の迅速な対応が

難しい。 

緊急時チェックリスト、フローチャートなどを

作成予定。 

医療的ケア児家族への情報提供 
今後、医療的ケア児家族に災害対策マニュアル

等の配布を検討していく予定 

保健所が作成したマニュアルを活用し保健所と

ともにマニュアル作成を行っているケースはあ

るが、市区町村単独で関わっているケースにつ

いては全てマニュアル作成ができていない。 

保健所が作成したマニュアルを活用し、市区町

村単独で関わっているケースについてもマニュ

アル作成をすすめていく。 

誰が見ても分かる医ケア児の安全確保のための

マニュアルの作成。 

保護者とともに作成する必要があるができてい

ない。 

（h）取組「医療的ケア児家族を対象とした防災訓練を実施している」に課題を感じている

場合 

課題の内容 課題に対する対応状況 

災害時の避難経路の確認等は定期的に行ってい

るが、日ごろからの関連機関との連携が希薄な

ため実際の災害時に各機関が連携して迅速な対

応ができるかが心配。 

今後協議の場の設置をきっかけに日常的な連携

が増えることを期待・検討する。 

防災訓練において、医療的ケア児・者を福祉避

難所へ受け入れる訓練を計画したが、コロナに

より机上訓練のみで来年度に延期となった。課

題は現在抽出中で、本部と避難所の連携手順、

今後、一箇所しか無い福祉避難所で受け入れる

ことが出来る基準の見直しや医療的ケア児・者

受入の際の困難感への対応などを協議する。 
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課題の内容 課題に対する対応状況 

情報が不足する中での意思決定などが考えられ

る。 

災害時に家族がの避難行動がわからない。避難

の手段、避難の時期、連絡先など個別支援計画

が未策定。 

今年度、一部の医療的ケア児の災害時個別支援

計画を策定予定。来年度には避難訓練を実施す

る予定で検討中。 

避難訓練を行ったり、家庭で災害時の物品等の

準備はしているが、発電機を家族が実際の場面

で使用できるか不確実。 

避難所で発電機が使用できるように、地域の方

へ協力依頼をしていく。 

市として医療的ケア児を対象とした防災訓練を

実施していない。 

災害時マニュアル作成の際に、避難行動につい

て検討している。 

地域の自治会ごとに防災に関する意識、医療的

ケア児者に対する理解に温度差がある。 

地域での防災訓練の実施に向けて、災害部門と

調整を重ねている 

酸素などを使用している方に体に負担の内容に

防災訓練する場合の配慮や想定が難しい。 
家族や関係者と検討していく。 

福祉避難所への避難行動 
現在、福祉避難所の運用について。関係機関と

再整理中 

災害時の避難行動について 
医療的ケア児が避難する際の具体的な方法につ

いて検討していく必要がある。 

（i）その他の取組に課題を感じている場合 

課題の内容 課題に対する対応状況 

災害時の医療的ケア児の安全な避難について 
他の障害者と合わせてモデル地区でシュミレー

ション出来るか検討中 

医療的ケアを要する者の個別計画の作成にあた

って、避難先となる施設の確保及び医療機器の

電源確保が課題となっている。 

医療・保健・福祉等の関係者とも連携し、検討

に着手している状況。 

災害時、早急な救助、対応が必要になる。 
退院前に消防へ医療的ケア児が居住することを

連絡している。 

医療的ケア児家族との連携において、調整が難

航しており計画策定に至っていない 
今後も協議を重ねる 

地域や障がい福祉サービス事業所等の協力が必

要不可欠であるものの、連携して災害対策につ

いての具体的な取り組み等がまだ図れていな

い。 

今後取り組みについての啓発、協力依頼等を実

施していく必要がある 

制度の周知 
自治会を通じて冊子を各戸配布し、周知に努め

ている 

同時に対応が必要なケースが出た場合にどうす

るか。 

個々の相談支援事業所に任せている状態であ

る。状況により担当課でも対応が必要になると

思われる。 

電源が必要な方について、予備電源を持ってい

る等の対応策がある方もいるが、限りがあり、

長期間になると発電機がいる状態が出てくる。 

発電機の補助を検討している。 

対象者が限定されているため随時対応している

が、市民に幅広く周知できていない。 

今後、協議の場等で対応について検討していく

予定。 

個別ニーズへの対応 個別避難計画を今後作成していく 

災害対策担当部局では、医療ケア児の把握が難

しい 

医療ケア児の担当部局等との情報共有、連携が

必要 

 避難支援者の確保 
 制度の周知，理解・協力の促進に努めてい

る。 

水害、地震等の突発的な災害時の対応 避難経路を行政が把握するシステムを導入予定 
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課題の内容 課題に対する対応状況 

医療的ケア児に特化した災害対策について協議

ができていない。 

個別避難計画策定に向けて協議を開始してい

る。 

医療的ケア児の全数把握や実態把握が困難 

市のデータベースなどから抽出できる限りの人

数を把握したり、今後の支援策の検討の中で実

態把握の方法を考えている 

個別避難計画が作成中であり、未完成。 
個別避難計画が必要と考えられる医療依存度の

高い児に対して計画作成中。 

・誰が、いつ、どうやって安全の確認を行うと

ともに、個別の情報の集約をおこなうのか。 

・まずは庁内での意識合わせが必須であるが、

今後の課題と認識している。 

個別支援計画の策定をするための人手不足 
個別支援計画策定を実施するかどうか，また方

法や内容について協議の場での検討を行う。 

家庭での管理になるが、災害時に使えるよう日

頃から手順を知識として持っている必要があ

る。また、耐用年数もあるため時期になると交

換が必要。 

日常生活用具給付事業では耐用年数の規定を設

け、すでに同一種目の用具であって、前回給付

を受けている場合でも、耐用年数を経過してい

れば再度給付することができる。 

防災部門との連携が不十分 個別避難計画策定等を通して連携を図っている 

非常電源等，災害時の必要物品の助成のための

予算確保 
助成の必要性について精査を行っていく。 

（j）災害対策に特に取り組んでいない（※）ことに関する課題認識 
※医療的ケア児の実態把握、避難行動要支援者名簿の作成、個別避難計画の策定、停電時の電源確保、福

祉避難所の設置を除く 

課題の内容 課題に対する対応状況 

組織的に災害避難の優先度が高い医療的ケア児

の把握ができていない。 

県健康福祉事務所が作成する緊急計画におい

て、本人（家族）の同意が得られれば市に情報

提供がされるので、現在、県の対応を待ってい

る状態である。 

停電時の電気式医療機器の非常用電源の確保 
非常用電源の購入費用の助成を含めて検討して

いく。 

具体的な取り組みは行えていないが、生命維持

のための医療機器用の電源確保が課題。 

大型台風など予測できるときは、事前に医療機

器の充電をしておくよう対象者に電話連絡して

いる。 

医療的ケアにも多くの種類があり、全ての医療

的ケアに対応しようとするとまとまらない。 

管内の医療的ケア児は０人であるため、案件が

生じてからの対応となると考えている。 

福祉避難所で医療的ケア児の受入れについて、

スペースの確保は可能であるが、設備的、支援

的な部分での対応が難しい 

庁内の福祉・災害担当部門及び福祉避難所との

協議が必要 

医療的ケア児がいないため検討していないが、

要配慮者としての位置付け等検討する必要があ

る。 

現在は検討に至っていないが、庁内の所管間の

連携強化が必要と考える。 

医療ケアの必要な方の避難場所が確保されてい

ない 

課題と認識しているが検討や取り組みが行われ

ていない。まずは、必要とする医療的ケアを把

握し、防災部門と情報共有し、どのようなもの

が必要なのか検討を始めるところから始めてい

きたい。 

地域の医療的ケア児数が把握できていない 今後協議の場で把握方法について検討 

把握している医療的ケア児家族と災害対策につ

いて、相談支援専門員を中心に話を進めていた

が、家族の方が望む災害時の対応と、社会的資

左記のまま話が止まってしまっている。 
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課題の内容 課題に対する対応状況 

源として提供できる対応に差があり、双方折り

合いがつかない。 

医療的ケアのある重症心身障害児を想定した物

資を十分に備蓄していない。 

医療的ケアのある重症心身障害児を想定した物

資の検討をしていく。 

医療的ケア児の家族が日頃から災害時のことに

不安を抱えているが、明確な対応について示し

ていない。 

医療的ケア児の避難等についての情報をハンド

ブックに掲載する。 

（６）その他 

医療的ケア児の支援に関する意見 

【自治体の現状に対する課題認識】 

本市内の医療的ケア児者は、必要な場合は近隣自治体の医療機関や短期入所施設を利用

せざるを得ない現状がある。医療的ケア児の把握方法については、医療機関等からの情報

提供や、窓口での障害福祉サービスや障害者手帳の手続きの際に把握することが中心であ

るため、情報提供元の関係機関等の判断、サービス利用の有無によっては、軽度の医療的

ケア児者等の存在は漏れてしまっている可能性がある。 

当市では医療的ケア児コーディネーターの配置はなく、保健師や福祉サービスの計画相

談支援員がケースの全体を把握し、支援がスタートすることが多い。しかし継続支援の中

で、毎日の生活に関わる、医療や福祉サービスに支援が偏りがちな現状もある。行政も児

や家族の実態を共有しつながることで、生活を支える支援、災害対応等も一緒に考えてい

く体制が必要と感じている。 

地域の障害児通所サービス事業所においては、医療的ケア児の受入れが進んでおらず、

利用できる事業所が近くにない。受入れできない事業所の理由として、専門職（看護師）

の確保が難しい、雇用する場合予算がかかる等の課題を抱えている。また、地域の学校の

受入れ体制も整備されておらず、家族が地域の学校を希望しても、専門職（看護師）の配

置がないことやハード面の問題で、課題を抱えている。現在医療的ケア児の実態把握を行

い、本人や家族のニーズを踏まえ地域整備を検討している段階。医療的ケア児に対する関

係機関の理解は進んでいるが、実際に地域の園や学校、事業所で受け入れるとなると足踏

み状態です。 

特別支援学校に通学する医療的ケア児の通学の送迎、学校内での付き添いが親の負担に

なっている。人工呼吸器を付けたお子さんの通学に母親１人では連れて行けず、福祉有償

運送を利用して週３日通学しているが、金銭的な負担が大きい。また、授業中の付き添い

も必ず必要になるため、普通学校に通う兄弟の学校行事などに参加できない。町福祉担当

から県福祉担当へ相談するが「学校は教育委員会の問題だから」と断られ、町・県、福

祉・教育の壁の厚さを感じている。 

検討の場は自立支援協議会の部会で設けられているが、実態把握程度となっており課題

の解決まで結びついていない。数の把握には努めているが、実際には個別のケース把握も

必要な状況もあり（新型コロナに関連して、消毒液の配布時等）、把握方法に苦慮した。

また、ケース把握までとなると個別の了解もとっていない中で、どこまで行政が実態把握

に努める必要がでてくるのかなど、対応が難しかった。医療的ケアは専門用語や状況が変

わっていくお子さんの把握など、行政職の対応だけでは難しいと感じた。 

園への入園希望があった場合、医療行為を行なうことができる専門的技術を持った人材

を複数人雇用する必要がある。会計年度職員での雇用となるため、現在雇用している看護

師も継続して勤めてもらえるかが分からない状況。また、雇用した看護師の離職率が高い

現状にあるのが課題。 

医療連携が進み，病院等の相談室とのやり取りは近年増えている。出産後に保健師等に

よる新生児訪問もあり，支援が必要な医療的ケア児を把握する機会はあるにもかかわら

ず，そのネットから漏れ把握できない。 
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障害福祉担当課は、福祉サービス利用していない医療的ケア児を把握する手段がない。

母子保健担当課は、乳幼児健診等を通じて乳幼児期の医療的ケア児を把握しているが、小

学校入学後については把握していない。小学校入学後は、学校単位で把握しているものと

思われる。いずれも、個人情報保護の観点から担当課以外の部署に情報提供することが難

しく、平時の情報共有はできず有事の個別対応になっている。 

ライフラインの復旧に時間がかかる場合も容易に推測され、限られた床数でどれだけの

ケアが可能なのか不透明。「自助」の力を強める施策の模索も必要と考える。 

わが町での対象児は非常に少ないと考えられ、専門的な職員を配置できるか課題。ま

た、医療的ケア児の把握（把握の必要性なども含め。）や関係機関での情報共有の同意な

ども課題。医療的ケア児を社会全体で支えるという理解促進を第一に進めていく必要があ

ると感じる。 

医療的ケア児が在宅生活を送る場合は、家族が中心に支援することが多い。そのため、

主に介護をしている家族が退職、または時間的制約を強いられることも多い。身近にある

保育者や障害サービスなどの資源が少ないため、利用そのものが難しい状況である。医療

的ケアを受けながら在宅生活を少しでも安心して送るためには、高齢者の施設や医療機関

が短期入所などの施設を設置できる体制整備や在宅で家族が不在でも児のケアができる体

制づくりが必要だと考える。 

例えば、災害時など多くの関係機関から連絡が入り、家族が混乱するような状況になれ

ば本末転倒であり、家族への負担がかからないよう連絡者の窓口一本化が望ましいのでは

と考えているが、その方法などは、個人情報も含め共有方法が課題と考える。また、昨年

度に医療的ケア児の実態調査を行ったが、関係機関への調査においては、通年医療的ケア

児がいるわけではない状況で、受け入れ態勢を構築し、維持していくことの難しさなどが

浮き彫りとなった。 

【自治体の現状に係る説明】 

小規模自治体ですと現状はヘルパーも不足しており、ヘルパーや看護師等の移住の補助

事業を行うなどしても、人がおらず、なかなか医療的ケア児の支援の拡大に結び付かない

状況にある。こういったことから、小規模自治体への事業所設置などハード面での整備や

人材確保のソフト面での整備も必要でありますが、なり手がいないという状況で困ってい

る。 

【今後の取組意向】 

保育所、幼稚園、認定こども園、小・中・高校等は医療的ケア児の受け入れができると

広く周知しているところはなく、相談があった際に話し合いを行い受け入れをしていま

す。看護師なども不足しているため、転入などで急な対応が必要となった場合に、受け入

れ態勢がいつでもできているという事業所等はないのが現状です。 

県が実施している研修にて医療的ケア児等のコーディネーターとしての役割や知識等を

学ぶため、市区町村と研修内容や修了者の情報の共有が必要と考えます。現在、修了者は

相談支援事業所の相談員が多く、今後、医療機関の地域連携室や訪問看護ステーション等

医療職の履修が増えるよう働きかけていければと思います。 医療的ケア児を受け入れる

ことのできる児童発達支援事業所や放課後等デイサービス事業所がないため、既存の事業

所にて受入体制が整備できるよう支援していきたいと検討している。現制度では、医療的

ケア児の利用がない日は、体制加算等の請求ができないため、事業所が医療的ケア児を受

け入れるために必要な看護師の人件費等の補助があれば、整備が促進しやすいと考えま

す。 

【広域的な取組の必要性に係る指摘】 

市区町村単位では医療的ケア児のケース数が少なく、支援のための人材確保や施設整備

等の施策自体が困難である。医療的ケア児の支援については、人数や実態把握の段階か

ら、圏域もしくは都道府県単位で解決していくことが望ましい課題であると考える。 

町内の医療的ケアが必要な方（児）が少なく、また、対応等を協議する場がないため、

サービス利用時の担当者会議等で個別の対応をその都度とっているのが現状です。また、

小さな町であり町内に障害福祉サービス事業所もないため、資源不足・マンパワー不足も
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感じています。県や圏域単位で、医療的ケアが必要な方（児）を支える仕組みがあると助

かります。 

【情報提供の希望】 

地域によって資源も異なるが、ここ最近災害が実際に起きた地域で、災害後からある程

度状況が回復するまでにどのくらいのタイムスケジュールだったかを参考に知りたい。 

当市では、医療的ケア児の把握から必要とされるサービスの提供、災害時の援護に至る

まで、未だ体制が確立できていない現状にある。今までは、自治体の規模的に対象者数も

限定されるため、医療的ケア児に特化した施策は行っていなかったが、法制化により対応

できる体制を作っていかなければならない中、情報も少なく苦慮している。国・県を通じ

て事業推進の指針や他県の事例などの情報提供をいただければありがたいと考える。 

都道府県において医療的ケア児支援センターでリーダーシップをとっていただきたい。

医療的ケア児等は、単市においては、事例が少ないため、独自で新たな福祉サービス等を

検討することはなかなか困難であるため、先進地事例等の公表があれば、参考にさせてい

ただきたいと思う。医療的ケア児等コーディネーターを配置することで、個別支援は充実

してきたと考えられるが、単市では事例も限られるため、協議の場を設定しても現状の情

報共有にとどまってしまう。 

医療的ケア児の支援体制を把握するために、福祉・教育・医療・行政などの関係機関で

どの程度支援が行えているかなど今回の調査をもとに情報をまとめて頂けると参考になり

ます。 

医療的ケア児の家族は一般就労が難しい。家族に対して経済的な支援をしている事例が

有ればご教授願いたい。 

【国や都道府県に対する要望】 

医療的ケア児の家族が困っていることとして、身近に医ケア児か通える事業所がないこ

とや、保育園や幼稚園、学校での受け入れが進んでいない点が挙げられているので、その

部分について、国や県が主導して進めていただきたい。 

医療的ケア児の対策については、規模の小さな自治体で対応できることとは考えていな

い。医療資源が通常医療でも十分でないなかで、自治体というくくりでの体制は無理があ

ると考えている。県単位での取り組みをお願いしたい。 

医療的ケア児の実数を把握するための登録制度等があると実態が掴みやすくなるため、

県もしくは国レベルでの仕組み作りをお願いします。 

医療的ケア児については障害福祉が担当となっているが、病院退院後に訪問看護事業を

利用しても身体障害者手帳の申請や障害福祉サービスを利用せずに過ごす児童も一定数お

り、全体の把握が困難となっている。国や県において医療的ケア児への手当等を創設し手

当の申請に来てもらうことで市の福祉窓口に医療的ケア児の情報が集まる仕組み等を検討

してほしい。 

【国に対する要望】 

医療的ケアの範囲を各自治体の判断に任せられると自治体間で医療的ケア児に含まれる

児と含まれない児が出てくることが想定されると考えますが、居住地域で差が生じないよ

う国において、医療的ケア児の定義（特に「その他の医療行為」）を明確に定義していた

だきたい。 

災害対策においては医療的ケア児者全体で支援策を考えていく必要があり、個別避難計

画策定にも大きく関わってくるため、厚生労働省と内閣府での連携を進めていただきた

い。 

どの自治体も手探りで対応を検討しているのが現状と思います。新たにできた法の趣旨

から考えれば、自治体の独自の取組の中で、特に有効かつ有用な策と判断をされたものに

ついては、国としても全国的に展開できるよう周知するとともに、財政面・法制度面でも

積極的にサポートいただくことが必要と考えます。（医療的ケア児・者の支援について

は、公助で担うべき側面が大きいと考えています）。保育、教育分野での課題も大きく、

自治体任せではなく、国がしっかりと医療的ケア児の受入れに向けたバックアップを行っ

てほしいと考えます（国レベルでも縦割りでない庁内連携が必須の分野と思われます）。 
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医療的ケア児の支援については医療の協力体制が不可欠であり、市単独での取り組み、

障害福祉分野単独での取り組みには限界があり、圏域での取り組みや他部門の共働が必要

であると感じている。また、当市において医療的ケア児コーディネーター資格を有する方

は、ほとんどが相談支援専門員である。本来の一般・専門相談支援業務や特定相談支援業

務が手一杯であり、兼務をお願いできる状況でなく、医療的ケア児支援を検討する段階に

至っていない。 

医療的ケア児に対する支援は、どこに居住しても同じ支援がうけられるような統一的な

支援体制が必要と考えられるため、医療的ケア児支援センター設置の役割を活かした全国

統一の支援体制が構築されるとよい。 

大規模災害が頻発しているなかで、医療的ケアが必要なお子さんのご家族は災害時への

支援について関心が高まってきている。しかしながら、医療的ケアが必要なお子さんの状

況は様々で、個別支援計画の作成が可能な支援者も少なく、具体的な災害時支援が進まな

い状況がある。本市で災害時支援を行う中で、ハザードマップ上に居住している医療的ケ

アが必要な子どもの世帯にとって、移動が一番の課題となっている。移動にかかる事業を

すべて市区町村でまかなうことは財政的に難しいため、国の補助事業を検討していただき

たい。 

子どもの成長や家庭環境等により求められる支援は異なる。小規模な自治体では対象児

童が少なく、ケアができる人材（看護師等）を状況に合わせて確保することが困難であ

る。必要な時に必要な人材が確保できるような仕組み（派遣人材の確保と育成等）を整え

てほしい。 

国レベルの予算（国庫補助金 10/10）を確保して医療的ケア児の支援ができると良い。今

後、保育園や学校に医療的ケア児が増えていくと予想されることもあり、看護師の確保や

体制整備が求められる。医療的ケア児への支援を充実させたい思いはあるが、市区町村単

位での十分な予算確保が難しく、支援に限りがある。そのため、財政支援があることで医

療的ケア児が安心して地域で暮らせるような施策が実現できると思われる。 

国の医療的ケア児等コーディネーター像が明確になっていないように感じる。行政に置

きたいのか、計画相談事業所に置きたいのかがわからない。計画相談事業所は、異動・退

職により安定した配置が難しく、行政（障害児福祉）のケースワーカーが受講しようとし

たら県が一度難色を示した。母子保健の保健師も対象にあげているが、県内はほぼ受講実

績がないため母子保健の保健師の受講はない。モデル例や活動例を具体的に示してほし

い。行政の中で母子保健に配置することを想定しているなら、配置に理解を得られるよう

国からの働きがけがほしい。 

医療的ケア児等は、一定の年齢になると自宅や保護者以外の人とのつながりや、子ども

同士のかかわりの中で成長が見込まれる。外に出ることが少ない保護者と児童が通所施設

等に通いやすい環境づくり（送迎や看護師の配置）を要望する。 

医療的ケア児の支援を実施するために名簿作成等を行う際、個人情報を扱う場合には、

要対協のように個人情報の取り扱いについて関係機関を守るような法制度等を整備されれ

ば、情報収集もスムーズで協力も得られやすいものと思われます。ご検討ください。 

医療的ケア児の支援は必要な事であると認識しているが地方（小規模自治体）では、社

会資源や人的資源がなく非常に困難なことが多い。都会の基準で支援策等を検討される

と、地方においては絵に描いた餅状態になるため、規模に応じた細やかな支援策を検討い

ただきたい。 

医ケアコーディネーターの役割をはっきりとさせて、どこに配置するのが適切なのかを

モデルで示していただけるとありがたいです。医療とのつながりという点で、各病院の地

域連携室におられる看護師が適任ではないかと考えています。 

【都道府県に対する要望】 

今後、医療的ケア児の全数を把握するための仕組みを作っていただけるとありがたいで

す。例えば、すべての医療的ケア児が小児慢性特定疾患受給者証を申請するわけではない

ので、完全な把握にはなりませんが都道府県が小児慢性特定疾患受給者証の更新時のアン
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ケートで把握した医療的ケア児の情報を基本情報として市区町村と共有していただくとよ

り、多くの医療的ケア児の把握ができると考えます。 

課題は、どこも共通であると思います。電源の確保、保護者の就労、社会資源の格差等 

自治体単独では、取り組みに限界があったことを、今回のように法整備やそれを受けての

県の動きがあれば助かります。 

医療的ケア児の把握に努めたいと考えているがどのくらいの医療的ケア児がいるのか情

報を得ることが難しいと感じている。障害福祉の主管課では障害福祉サービスを利用して

いる方もしくは手帳や公的サービスを利用している方しか把握できない。障害福祉サービ

スを利用していない方でも市内の就園児や就学児（中学まで）は把握できるが、未就園児

や県の特別支援学校と通常の高等学校等に通う生徒の数や、園や学校での処置が不要であ

る医療機関等のフォローのみの児までは把握できない（個人情報の観点もある）。県内に

医療的ケア児支援センターが設置され、多機関から情報収集できる機能があれば、より県

内での実情がわかり地域での課題も見えてきやすいと思う。 

医療的ケア児の把握について、市のみでの対応は難しいため、保健所等からの情報提供

や協力があれば、と思います。また、当市の場合は、社会的資源に乏しいため、どうして

もご家族の方が望まれる支援を行うことが難しい状況にあります。 

医療的ケア児が施設利用を希望した際に、看護師の勤務の関係で断られることがなくな

るように、施設職員で対応できるように整備を進めて欲しい。県が、研修会の開催やとり

まとめを行うなど。受け入れができる支援学校でさえも、学校外に出る時は母の同行が必

要との話を聞きましたので、その辺も学校で対応できるようになれば良いと思う。 

医療的ケア児数の把握について，母数が不明である点や個人情報保護の点等から，市内

全員の人数等を把握するのは極めて困難であると感じている。医療的ケア児の支援では，

受け入れ可能な機関や事業所が限られていたり，関係機関の連携がうまくとれないことで

サービスが利用できなかったりする可能性があり，医療的ケア児支援センターが設置され

ることで，当該児童の支援や必要なサービスがより行き渡るようになることを期待する。 
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４．医療的ケア児等コーディネーター調査の主な結果 

（１）保有する資格（問１） 

保有する資格は、「相談支援専門員」が 74.6%で最も多く、次いで「社会福祉士」が

39.4%、「介護福祉士」が 27.0%であった。 

図表 152 保有する資格（複数回答） 

「その他」の具体的内容 
臨床心理士、臨床発達心理士、ピア・カウンセラー 

幼稚園教諭（二種）、保母、養護学校教員免許、ヘルパー2 級 

薬剤師、栄養士 

訪問看護認定看護師、特定行為看護師 

保育士、児童発達支援管理責任者、児童福祉士 

福祉住環境コーディネーター2 級 

発達障害コミュニケーション指導者、児童発達支援管理責任者 

日本重症心身障害福祉協会認定重症心身障害看護師 

知的障害者援助専門員 

第 1 種衛生管理者免許 

成年後見人、アンガーマネジメントキッズインストラクター 

社会福祉主事任用、知的障害福祉士 

教員（特別支援、小、中、高、自立活動）・児童指導員 

公認心理師・臨床発達心理士・自閉症スペクトラム支援士 

サービス管理責任者、強度行動障害支援者（基礎）、認定心理士 

3 学会合同認定呼吸療法士・児童発達支援管理責任者・サービス管理責任者 

 

  

n=507

保健師

理学療法士・作業療法士・言語聴覚
士

資格は保有していない

その他

無回答

精神保健福祉士

相談支援専門員

社会福祉士

介護福祉士

介護支援専門員

看護師・准看護師

74.6

39.4

27.0

23.5

21.9

19.7

11.2

3.4

0.4

20.1

0.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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（２）活動の状況（問２） 

１）所属する組織・機関 

所属する組織・機関は、「計画相談支援事業所」が 60.4%で最も多く、次いで「基幹相

談支援センター」が 18.1%、「自治体本庁」が 15.4%であった。 

 

図表 153 所属する組織・機関（複数回答）        図表 154 自治体の種別  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表 155 担当部局の主管（複数回答） 

 

 

 

n=78

都道府県

9.0%

市区町村

85.9%

無回答

5.1%

n=507

無回答

計画相談支援事業所

基幹相談支援センター

自治体本庁

障害児支援サービス事業所

障害福祉サービス事業所

障害者支援施設

訪問看護ステーション

保健所・保健センター

在宅医療連携拠点

地域包括支援センター

その他

60.4

18.1

15.4

11.4

7.7

4.5

4.1

3.6

0.6

0.2

13.8

0.2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

n=78

障害福祉

医療・保健

保育

教育

労働

その他

無回答

60.3

19.2

6.4

3.8

0.0

11.5

7.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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所属する組織・機関における「その他」の具体的内容 

委託相談支援事業所 

医療型障害児入所施設、医療型児童発達支援センター、病院 

医療的ケアや障害のあるお子さんと保護者が遊べる児童館のような施設 

県の地域生活支援事業として専任の圏域コーディネート事業 

県医療的ケア児コーディネーター活用促進事業メンバー 

県医療的ケア児等支援センター 

県看護協会 

県立リハビリテーションセンター 

市重症心身障害児者地域生活支援協議会 

市立こども発達支援センター 

市立病院の地域医療連携室 

児童発達支援センター、障がい児相談支援事業所 

社会福祉協議会福祉支援課 

重症児児童デイサービス 

小児慢性特定疾病児童等自立支援相談所 

障害児相談支援事業所・地域移行・定着相談支援事業所 

総合病院 地域周産期母子医療センター NICU 

総合療育センター 

特別支援学校 

福祉事務所 

療育センター（医療） 

療養通所介護事業所 

担当部局の主管における「その他」の具体的内容 

障害児福祉 

子ども未来局 子ども総合センター 子ども発達・小児在宅支援室 

子育て応援課 

健康福祉課（健康推進、子育て支援、地域包括支援、障害福祉支援を含む） 

 

２）医療的ケア児等コーディネーター養成研修の受講の有無 

医療的ケア児等コーディネーター養成研修の受講の有無は、「受講あり」が 93.3%、「受

講なし」が 5.3%であった 。 

図表 156 医療的ケア児等コーディネーター養成研修の受講の有無 

n=507

受講あり

93.3%

受講なし

5.3%

無回答

1.4%
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３）担当している業務  

担当している業務は、「医療的ケア児が必要とする多様な支援、サービスの利用調整」が

69.2%で最も多く、次いで「協議の場への参画」が 60.7%、「医療的ケア児及びその家族に

対する支援に係る、医療、保健、福祉、教育、労働等に関する業務を行う関係機関等との連

絡調整」が 59.0%であった 。 

 

図表 157 担当している業務（複数回答） 

 

n=507

関係機関及び民間団体並びにこれに従事する者に対
する医療的ケアについての情報の提供及び研修

その他

無回答

医療的ケア児が必要とする多様な支援、サー
ビスの利用調整

協議の場への参画

医療的ケア児及びその家族に対する支援に係る、医
療、保健、福祉、教育、労働等に関する業務を行う関
係機関等との連絡調整

就学・就園・保育所入所支援を含む医療的ケア
児の成長や生活の支援

保健、医療、障害福祉、保育、教育等の多職種
の協働推進

親の就労継続のための支援やきょうだい児等
を対象とした家族支援

地域における課題整理や地域資源開発

医療的ケア児とその家族の状況を踏まえた退
院支援

自治体やサービス事業所では対応の難しい、
専門性の問われる相談事例への対応

成人期への移行に向けた就労支援やサービス
の調整

69.2

60.7

59.0

55.2

45.2

38.3

37.7

35.1

29.8

25.0

24.3

10.7

3.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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図表 158 配置主体（都道府県/市区町村）別に見た「担当業務」（複数回答） 

 
※赤：都道府県と市区町村の差が 10%以上、青：都道府県＞市区町村 

  

30.6

63.3

42.9

29.6

25.5

23.5

54.1

36.7

34.7

48.0

29.6

9.2

4.1

36.1

70.5

57.9

39.9

30.7

25.5

62.6

37.9

47.8

61.6

23.0

11.1

3.5

0% 20% 40% 60% 80%

医療的ケア児とその家族の状況を踏まえた退

院支援

医療的ケア児が必要とする多様な支援、サー

ビスの利用調整

就学・就園・保育所入所支援を含む医療的ケ

ア児の成長や生活の支援

親の就労継続のための支援やきょうだい児等

を対象とした家族支援

自治体やサービス事業所では対応の難しい、

専門性の問われる相談事例への対応

成人期への移行に向けた就労支援やサービ

スの調整

協議の場への参画

地域における課題整理や地域資源開発

保健、医療、障害福祉、保育、教育等の多職

種の協働推進

医療的ケア児及びその家族に対する支援に係

る、医療、保健、福祉、教育、労働等に関する

業務を行う関係機関等との連絡調整

関係機関及び民間団体並びにこれに従事する

者に対する医療的ケアについての情報の提供

及び研修

その他

無回答

都道府県(n=98) 市区町村(n=404)
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「その他」の具体的内容 

①県全域の実態調査②市区町村の体制整備 

コーディネーターというより保健師として医療的ケア児の継続訪問をしている。 

コーディネーターとして通常の業務と切り離しているのではなく、訪問看護師として医療的ケア児のケア

と同時に社会資源等を提供したり、情報を関連機関と共有している 

委託、地域相談 

医ケア児名簿管理 

医療、福祉、教育等への研修 

医療的ケア児が必要とする多様な支援のみ（利用調整等は行っていない） 

医療的ケア児のリスト管理、災害時個別支援計画の作成 

医療的ケア児レスパイト入院利用の調整 

医療的ケア児等コーディネーター養成やフォローアップ研修などの事務局として活動 

医療的ケア者へ通院時に医師と情報の共有・生活のサポート（訪看利用等）その他の生活に関わる支援 

医療的ケア等の支援にかかる、多様な分野の制度・資源・県内のみならず全国の好事例等についての情報

収集・整理（キュレーション） 

家族会活動のバックアップ 

介護者、保護者研修会の開催・ピアカウンセリング 

虐待防止の危機介入 

市短期入所支援事業所のコーディネート（助言・可否判断等）連携会議、教育機関の先生方への理解を求

めるための研修 市での医療的ケアコーディネータースキルアップ研修 県の医療的ケア児等コーディネ

ーター養成研修講師 相談支援事業所困難事例等助言等 

計画相談支援業務の中で、担当する医ケア児及び家族に対する支援、関係機関との連絡調整 

災害時支援（災害時避難計画作成・災害時事業の周知） 

市や関係機関との連絡会議と実務者検討会の開催。 

市自立支援協議会への医療的ケア児等コーディネーターのワーキング参画 

自立支援協議会 重心・医ケア部会 事務局 

障がい児相談支援事業所への後方支援 
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４）医療的ケア児等コーディネーター以外の業務の兼務 

医療的ケア児等コーディネーター以外の業務の兼務は、「兼務している」が 95.9%、「兼

務していない」が 2.8%であった 。 

図表 159 医療的ケア児等コーディネーター以外の業務の兼務  

 

 

５）医療的ケア児等コーディネーターとしての活動状況 

医療的ケア児等コーディネーターとしての活動状況は、「週 1日未満」が 45.2%、「わか

らない」が 34.3%であった 。 

図表 160 医療的ケア児等コーディネーターとしての活動状況  

 

 

  

n=507

兼務している

95.9%

兼務していない

2.8%

無回答

1.4%

n=507

週1日未満

45.2%

週1～2日程度

8.3%

週3日以上

10.5%

わからない

34.3%

無回答

1.8%
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（３）連携の状況（問３） 

１）連携の有無 

各種の関係機関との連携の有無を尋ねたところ、「訪問看護ステーション」、「医療機

関」、「障害児支援サービス事業所」では「連携あり」が７割を超え、それぞれ 71.2％、

70.8％、70.8％であった。 

図表 161 連携の有無 

 
  

⑱その他 n=507

⑦障害者支援施設 n=507

⑧医療機関 n=507

⑨訪問看護ステーション
n=507

⑩基幹相談支援センター
n=507

⑪計画相談支援事業所
n=507

⑫在宅医療連携拠点
n=507

⑬地域包括支援センター
n=507

⑭特別支援学校 n=507

⑮特別支援学校以外の学
校（小・中・高校等） n=507

⑯保育所・幼稚園・認定こど
も園 n=507

⑰その他 n=507

⑥障害福祉サービス事業
所 n=507

①自治体本庁 n=507

②福祉事務所 n=507

③保健所・保健センター
n=507

④児童相談所 n=507

⑤障害児支援サービス事
業所 n=507

58.8

47.1

57.2

28.4

70.8

59.0

35.1

70.8

71.2

40.0

64.3

13.8

13.6

57.6

33.3

38.5

7.9

2.0

35.5

45.4

36.3

62.5

25.2

36.1

56.0

25.0

25.2

49.3

27.8

74.2

75.1

36.9

56.8

52.1

23.7

24.7

5.7

7.5

6.5

9.1

3.9

4.9

8.9

4.1

3.6

10.7

7.9

12.0

11.2

5.5

9.9

9.5

68.4

73.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

あり なし 無回答
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連携先「⑰その他」の具体的内容 

労働局 

サービス事業所（療養介護、訪問入浴介護、福祉用具） 

療育等支援センター(市区町村設置) 
保健所 

福祉タクシー会社 

病院 ソーシャルワーカー 

発達障害センター 

難病センター 

地域福祉課・民生委員 

地域生活支援拠点 

地域の子育てサポート団体 

障害者自立支援協議会障害児部会 

障がい者地域生活支援事業 

小児慢性特定疾病相談室 

重症心身障害児者相談支援センター 

社会福祉協議会 

自立支援協議会 

児童発達支援センター 

県医ケアコーディネーター 

教育支援センター 

教育委員会 

県重症心身障がい在宅支援センター 

委託相談支援事業者 

 

連携先「⑱その他」の具体的内容 

医ケア児等支援スーパーバイザー 

学習支援アスポート 

社会福祉協議会 

社会福祉士会、看護協会、薬剤師会、医師会、助産師会、県内大学医学部、 

重症心身障害児者相談支援ｾﾝﾀｰ 

重心連携会議 

他圏域のコーディネーター 

養護教育センター 
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２）連携の方法 

前問（問３（１））で連携があると回答した関係機関について連携の方法を尋ねたとこ

ろ、基幹相談支援センター以外の関係機関に関しては「メールや電話」が最も多かった。基

幹相談支援センターとの連携方法は「会議や打ち合わせ」が 71.4％、次いで「メールや電

話」が 70.9％であった。 

 

図表 162 連携の方法（複数回答） 

①自治体本庁 ②福祉事務所 

  

③保健所・保健センター ④児童相談所 

  

 

  

n=298

無回答

メールや電話

会議や打ち合わせ

訪問

利用者を介した連携

その他

81.5

74.8

32.6

21.8

2.0

1.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%
n=239

無回答

メールや電話

会議や打ち合わせ

訪問

利用者を介した連携

その他

81.2

66.5

37.2

25.5

1.7

1.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

n=290

無回答

メールや電話

会議や打ち合わせ

訪問

利用者を介した連携

その他

81.0

72.4

32.4

23.1

1.7

0.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%
n=144

無回答

メールや電話

会議や打ち合わせ

訪問

利用者を介した連携

その他

75.7

51.4

14.6

27.8

2.1

5.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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⑤障害児支援サービス事業所 ⑥障害福祉サービス事業所 

  

⑦障害者支援施設 ⑧医療機関 

  

⑨訪問看護ステーション ⑩基幹相談支援センター 

  

 

n=359

無回答

メールや電話

会議や打ち合わせ

訪問

利用者を介した連携

その他

84.7

67.7

50.7

31.5

0.8

1.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%
n=299

無回答

メールや電話

会議や打ち合わせ

訪問

利用者を介した連携

その他

85.3

69.2

48.2

29.8

0.3

2.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

n=361

無回答

メールや電話

会議や打ち合わせ

訪問

利用者を介した連携

その他

85.6

71.5

20.2

39.9

1.1

1.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%
n=203

無回答

メールや電話

会議や打ち合わせ

訪問

利用者を介した連携

その他

70.9

71.4

19.7

22.7

6.4

4.9

0% 20% 40% 60% 80% 100%

n=178

無回答

メールや電話

会議や打ち合わせ

訪問

利用者を介した連携

その他

81.5

58.4

41.0

27.5

1.1

3.9

0% 20% 40% 60% 80% 100%
n=359

無回答

メールや電話

会議や打ち合わせ

訪問

利用者を介した連携

その他

82.2

64.9

31.8

35.9

2.8

1.9

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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⑪計画相談支援事業所 ⑫在宅医療連携拠点 

  

⑬地域包括支援センター ⑭特別支援学校 

  

⑮特別支援学校以外の学校（小・中・高校等） ⑯保育所・幼稚園・認定こども園 

  

 

  

n=326

無回答

メールや電話

会議や打ち合わせ

訪問

利用者を介した連携

その他

80.4

68.1

21.8

28.2

4.6

4.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%
n=70

無回答

メールや電話

会議や打ち合わせ

訪問

利用者を介した連携

その他

80.0

50.0

17.1

21.4

2.9

7.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

n=69

無回答

メールや電話

会議や打ち合わせ

訪問

利用者を介した連携

その他

76.8

49.3

20.3

29.0

2.9

7.2

0% 20% 40% 60% 80% 100%
n=292

無回答

メールや電話

会議や打ち合わせ

訪問

利用者を介した連携

その他

81.8

72.6

30.8

36.3

1.4

1.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

n=169

無回答

メールや電話

会議や打ち合わせ

訪問

利用者を介した連携

その他

76.3

65.1

34.9

33.1

1.2

1.8

0% 20% 40% 60% 80% 100%
n=195

無回答

メールや電話

会議や打ち合わせ

訪問

利用者を介した連携

その他

75.9

61.0

37.9

36.9

2.1

2.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%



184 

 

⑰その他 ⑱その他 

  

 

 

 

  

n=40

無回答

メールや電話

会議や打ち合わせ

訪問

利用者を介した連携

その他

65.0

60.0

20.0

25.0

2.5

12.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%
n=10

無回答

メールや電話

会議や打ち合わせ

訪問

利用者を介した連携

その他

90.0

70.0

30.0

30.0

0.0

10.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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３）連携の状況 

問３（１）で連携があると回答した関係機関について連携の状況を尋ねたところ、「十

分」あるいは「どちらかと言えば十分」と回答した割合は、「障害児支援サービス事業

所」、「障害福祉サービス事業所」の順に多く、それぞれ 78.9％、78.6％であった。 

図表 163 連携の状況 

 
 

⑱その他 n=10

⑦障害者支援施設 n=178

⑧医療機関 n=359

⑨訪問看護ステーション
n=361

⑩基幹相談支援センター
n=203

⑪計画相談支援事業所
n=326

⑫在宅医療連携拠点 n=70

⑬地域包括支援センター
n=69

⑭特別支援学校 n=292

⑮特別支援学校以外の学
校（小・中・高校等） n=169

⑯保育所・幼稚園・認定こど
も園 n=195

⑰その他 n=40

⑥障害福祉サービス事業
所 n=299

①自治体本庁 n=298

②福祉事務所 n=239

③保健所・保健センター
n=290

④児童相談所 n=144

⑤障害児支援サービス事
業所 n=359

30.5

31.8

20.0

9.0

29.0

28.8

19.7

19.2

25.8

33.5

28.2

18.6

17.4

15.1

12.4

15.4

20.0

20.0

40.3

44.4

43.8

39.6

49.9

49.8

51.7

45.7

52.1

43.8

48.8

41.4

39.1

46.2

43.8

42.6

47.5

70.0

23.8

16.7

26.6

36.8

17.3

17.4

24.2

29.8

18.8

16.7

14.4

27.1

30.4

31.2

30.2

29.2

10.0

0.0

3.7

5.0

7.9

9.7

1.7

2.0

2.2

3.3

1.7

3.4

2.5

5.7

10.1

4.8

8.9

10.3

5.0

0.0

1.7

2.1

1.7

4.9

2.2

2.0

2.2

1.9

1.7

2.5

6.1

7.1

2.9

2.7

4.7

2.6

17.5

10.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

十分 どちらかと言えば十分

どちらかと言えば不十分 不十分

無回答
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（４）所属する自治体との連携（問４） 

１）連携内容 

所属する自治体との連携の内容は、「地域の医療的ケア児数等の実態把握のための情報共

有、調査の実施」が 36.5%で最も多く、次いで「個別事例に対する支援に係る、医療、保

健、教育、労働等の各関係機関、多職種との連絡調整」が 35.1%、「個別事例から見える地

域課題、必要な支援施策の検討」が 31.0%であった。 

 

図表 164 連携内容（複数回答） 

 

「その他」の具体的内容 
医療的ケア児等コーディネーター研修会及び情報共有会の参加 

医療的ケア児等の支援経過が記入できる手帳を自立支援協議会で作成している 

圏域での医療的ケア児等コーディネーター連絡会への参加 

圏域内（3 市）の「生活支援検討会」の設置・稼働 

研修等の参加 

県に相談があった個別事例の引継ぎ 

市自立支援協議会の医ケア部会での情報共有等 

市区町村の協議の場の活性促進 、 県内を俯瞰した支援体制整備、災害時の支援 

市区町村を中心とした圏域の支援資源や活用できる制度の情報提供、好事例の提供 

自立支援協議会を通した情報共有 

調査への協力、研修への参加 

不足しているサービスの実情や情報提供等 

  

n=507

その他

特になし

無回答

地域の医療的ケア児数等の実態把
握のための情報共有、調査の実施

個別事例に対する支援に係る、医
療、保健、福祉、教育、労働等の各関
係機関、多職種との連絡調整

個別事例から見える地域課題、必要
な支援施策の検討

関係機関及び民間団体等への情報
提供・研修等の協働実施

支援を必要としているサービス未利
用者の把握のための情報共有

圏域を超えた関係機関等との連絡調
整

36.5

35.1

31.0

22.7

19.9

16.2

5.3

26.6

8.9

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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図表 165 配置主体（都道府県/市区町村）別に見た「所属する自治体との連携内容」（複数

回答）  

39.8

33.7

17.3

21.4

37.8

26.5

9.2

24.5

8.2

35.9

35.4

16.1

19.8

29.7

22.0

4.2

27.2

8.9

0% 20% 40% 60%

地域の医療的ケア児数等の実態把握のため

の情報共有、調査の実施

個別事例に対する支援に係る、医療、保健、

福祉、教育、労働等の各関係機関、多職種と

の連絡調整

圏域を超えた関係機関等との連絡調整

支援を必要としているサービス未利用者の把

握のための情報共有

個別事例から見える地域課題、必要な支援施

策の検討

関係機関及び民間団体等への情報提供・研修

等の協働実施

その他

特になし

無回答

都道府県(n=98) 市区町村(n=404)
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２）連携する上での課題 

連携する上での課題は、「連携、協議の場がない又は少ない」が 54.4%で最も多く、次い

で「情報共有が不十分である」が 47.3%、「都道府県または市区町村内の関係部署の連携が

不十分である」が 33.3%であった。 

また、最も課題だと感じるものは、「連携、協議の場がない又は少ない」が 27.4%で最も

多く、次いで「情報共有が不十分である」が 12.6%、「都道府県または市区町村内の関係部

署の連携が不十分である」が 9.3%であった。 

図表 166 連携する上での課題（複数回答）    図表 167 最も課題だと感じるもの 

 
「その他」の具体的内容 

相談支援との兼務のため個別の連携となっている。 

自治体担当者の専門性が乏しく丸投げ感がある。内部部署の横断連携に尽力してほしい。 

都道府県の役割がわからないため，どのように連携すべきかわからない。 

必要な資源やサービスの不足についての認識の違いが顕著にあり課題共有ができない 

行政に乳幼児期から学齢期までの支援を考える部署が少なく、課題意識が低い。 

事例が少ない。関係機関への周知も未熟な状態。活動が明確になっていない。 

保健所が行っている小児慢性疾患児支援と医ケアコーディネーターとの情報・支援のすり合

わせができていない。 

福祉分野だけでは解決に至らない課題が多い 

医療的ケアそのものに対しての認識が浸透していない 

地域資源が少ない、限定的すぎる（利用できるサービスがない） 

ワンストップの担当部署がないため、課題が集約されない。 

医ケアコーディネーター研修や配置に関し共通認識のための協議の場すらなくそれぞれがバ

ラバラの動きをしているように見える 

資格を持っていても、役割が分からない、情報が入りにくい。 

担当者が変わるとマイナスからのスタートになる。（引継ぎができていない） 

個別事例の対応を行っていないため地域の実情に沿った課題を把握できていない。 

n=507

無回答

連携、協議の場がない又は少ない

情報共有が不十分である

都道府県又は市区町村内の関係部
署の連携が不十分である

都道府県又は市区町村の担当者の
マンパワーが不足している

特になし

その他

54.4

47.3

33.3

32.7

11.8

11.2

9.9

0% 20% 40% 60% 80% 100%

27.4

12.6

9.3

7.5

2.2

6.3

34.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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（５）医療的ケア児等コーディネーターとして活動するうえでの課題（問５） 

医療的ケア児等コーディネーターとして活動するうえでの課題は、「医療的ケア児を支援

する地域資源が不足している」が 62.7%で最も多く、次いで「医療的ケア児等コーディネー

ターとしての役割・業務が明確でない」が 59.6%、「医療的ケア児等コーディネーターとし

て活動ができていない（支援ニーズが掘り起こせていない）」が 54.8%であった。 

また、最も課題だと感じるものは、「関係機関等との連携が困難・不十分である」が

32.9%と最も多かった。 

 

図表 168 活動する上での課題（複数回答）      図表 169 最も課題だと感じるもの 

 

n=507

特になし

その他

無回答

医療的ケア児を支援する地域資源が
不足している

医療的ケア児等コーディネーターとし
ての役割・業務が明確でない

医療的ケア児等コーディネーターとし
て活動ができていない（支援ニーズ
が掘り起こせていない）

医療的ケア児等コーディネーターとし
てのノウハウ・知識をつける機会が少
ない

他業務と兼務のため、医療的ケア児
等コーディネーターとして十分な活動
ができていない

関係機関等との連携が困難・不十分
である

62.7

59.6

54.8

51.7

49.7

38.1

1.8

11.2

2.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

16.8

10.7

6.9

8.9

2.6

32.9

0.4

3.4

17.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%



190 

 

「活動する上での課題」として「医療的ケア児を支援する地域資源が不足している」を選んだ場合に

おけるその具体的内容 

【多様なサービス種別に関して事業所や施設が不足】 

医療的ケア児を受け入れることができる園やサービス事業所、施設等 

療育や生活支援の場、余暇支援、移送（送迎）支援、相談支援の専門性 

療育、保育、レスパイト 

短期入所、医療行為ができるヘルパー事業所、家族同士がつながる場、人工呼吸器のある方

でも毎日通うことができる学校（通いたくても訪問籍になってしまう、スクールバス不可） 

教育の場の看護不足、両親の職場の理解、通院支援、放課後デイ 

学校等を含め日中通える場所や、夜間預かってもらえる受け皿が圏域に少ない。 

【保育園や日中の居場所が不足】 

通学、通園時の親以外の付き添いサービス。地元の保育所、学校の受け入れ体制。 

受入のできる幼稚園や保育園、特別支援学校ではない小学校や中学校 

福祉事業所だけでなくピア活動の場など，児や保護者が過ごすことのできる居場所。 

【「動ける医療的ケア児」、重症心身障害児でない医療的ケア児の受け入れ先が不足】 

歩行可能な医療ケア児の受け入れ施設がない 保育園や幼稚園、普通学校の受けれがない 

【緊急時や夜間に対応可能な事業所、施設等が不足】 

緊急時にショートステイ出来る施設。 

夜間に医ケアが必要な場合に対応できる事業所が少ない。 

【レスパイト支援が不足】 

レスパイト目的の資源 家族支援の資源 移送に伴う資源 

【訪問系サービスや在宅ケアの支援が不足】 

訪問看護・介護事業所が少ない 

在宅診療に関わる医師、レスパイト支援、きょうだい児支援 

【児童発達支援および放課後等デイサービスが不足】 

児童発達支援、放課後等デイサービス 

放課後等デイサービス事業、地域での小児リハビリテーション 

【入浴の対応可能な事業所が不足】 

日中入浴して過ごせる事業所 

【療養介護施設が不足】 

療養介護施設が圏域にない。 

【看護師や医療的ケア児等コーディネーター等の専門人材が不足】 

医療的ケア児を看護する看護師不足（ヘルパー、放デイ、生活介護の事業所等） 

コーディネーターの不足・医ケア児者の地域での受け皿の少なさ 

【家族支援のための資源が不足】 

共働き世帯が増えている中で、フルタイム勤務の両親を支えるサービスが非常に不足してい

る。 

【医療体制が脆弱】 

医療体制が必要なため、限られた支援者に負担が集中している。 

【地域間の資源分布の格差】 

同じ県内でも格差がある。 

【その他】 

当事者家族会が立ち上がるが外部への認知の方法や他業種との関わり等の不足 

相談機能（本児、家族、支援者への） 

サービス利用・就園・就学の受け入れに制限がある（母子通所の条件、体制準備 

ケースが少なく地域に認知されていない。 

6歳未満はヘルパー利用ができない、医療的ケアのあるお子さんが通う保育園などがない） 
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図表 170 「活動する上での課題」として「関係機関等との連携が困難・不十分である」

を選んだ場合におけるその具体的内容（複数回答） 

 

 
「その他」の具体的な内容 

コロナ禍ということもあり、この 1年は協議の場をもてなかった 

必要性を感じてもらえているかが実感としてない 

どのような形・内容で連携するのがいいのかまだわからない 

医療的ケア児等コーディネーターの存在が周知されていない。 

行政内の連携が取れていない。福祉と医療。特に教育。 

保育、教育現場の受け入れの体制がそもそもなく、理解、連携や協力が特に得られにくい。 

在宅生活を継続する上で障がい分野のみの対応にならないように、特に医療分野にも医ケア

コーディネーターがいると連携がよりスムーズになると思います。 

医療的ケア児者に関する個別事例検討などを行う場がない。 

医療的ケアの知識がない事業所だと連携の重要さを理解してもらうのに時間がかかることが

ある。 

個別ケースを担当する立場にないため、ケースを通しての連携の機会が少ない。 

各機関コーディネーターの存在を知らないため話し合いが困難 

特別な支援（対応困難な支援）との認識も多く、積極的ではない 

障害福祉と医療が切り離されている。 

関係機関に医療的ケア児等コーディネーターの存在が知られていない 

医療関係者の立場が上であって、連携は難しい 

行政機関や計画相談支援事業所とは連携が取れるが、関係する医療機関等が都市部に集中し

ており、そもそも関われる社会資源も不足しているため、連携を前提とした支援チームの組

成が難しい。 

お互いに必要と感じることだけしか連携をとっていない。 

専門的医療機関が圏域外にしか無い、３市での取り組みへの保健所の関与の無さ 

急を要する相談調整の場合、先方も多忙であり調整が難しい 

実績が少ない関係機関もあり、ケースを通じて関係を構築している段階 

コーディネーターの存在を理解されていないのではないか。 

連携の場があったとしても、場所や人の資源が極端に少ない。 

ケースの掘り起こし。掘り起こし後の提供事業所不足 

現在新型コロナの感染症対策のため、対面での協議の場が持ちにくい 

県の機関との連携方法がわからない、どこまで介入してよいのかわからない 

福祉・教育・保育・療育・医療の連携したシステムが構築されていない。 

医療機関が障がい福祉サービスを知らないことが多い。その説明が大変 

n=193

連携の場がない

連携先となる関係機関・担当者が分
からない

関係機関等の理解・協力が得られな
い

その他

無回答

48.7

34.7

34.2

21.8

9.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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活動する上での課題として「その他」を選んだ場合にその具体的内容 

医ケア児を受け入れる事業所の専門性や環境が十分ではない。 

コーディネーター研修受講者が相談支援専門員だけに絞られているので、医療職が少なく、

福祉職のみでは、重症度の高い児のコーディネートが難しいのではないか？ 

看護師不足による通所利用時の入浴支援や送迎対応ができない。 

医療的ケア児等コーディネーターの配置についての予算措置を国・県が行わないため、市区

町村が財政上の困難さを抱えて配置できない。 

兼務をしている為、医療的ケア児に要する時間が十分に取れない 

経験が少ないため相談を受ける中で確認しておくポイント、医療面の知識、成長に伴う課題

の変化とその対応へのイメージが薄く自信がない。 

母子保健との連携、将来的なケアを見据えた情報共有が難しい 

知識量も求められるため，コーディネーターのバックアップ機関が必要。 

重心の経験や看護師体制の不足により初めから受け入れがない。市役所職員も重心の知識が

足りないことが多く家族のニーズを汲めない。 

研修は受けたが実務経験がなく、現職でもコーディネーター機能が果たせない。 

地域社会・地域住民の理解不足、親の就労について 

他市区町村に医療的ケア児が帰るとき、地域関係機関が抱える課題の介入が必要 

兄弟児へのフォローや取り組みの必要性が、医ケア児に関りがある事業や専門機関以外で

は、ほとんど考えられていない。 

一部分の事務局となっている人たちで完結してしまい、地域としてひろまっていない 

特別支援学校通学のためのスクールバスに乗れない、学校看護師の都合で早退を求められ

る、制度に縛られニーズに応じられない 

家族支援が不足しているケースが多い （実家が遠い ひとり親など） 

コーディネーター同士の情報共有もできていない 

地域での受け入れを促進するための医療的ケア児を理解する機会がなく、地域の理解が乏し

い 

保育・教育等、当たり前の権利保障すら地域間格差大、訪問看護の質のばらつき、地域医療

の脆弱さ 

親の会等とのつながりや情報 

対価がない 

計画をたてて支援していきたいが、相談支援専門員の研修が満員で受けられない。 

市立小中学校やこども園などに配置される看護師が不足している 

どの程度医療的ケアが必要な人がいるのかわからない。周りで話題や課題を共有できる人が

少ない。 

主治医（＝病院小児科医）と地域生活の支援者の間の連携構築 

医療機関との連携・コーディネーターの存在の周知 

コーディネーターの研修に行っても法人の人事異動などで活躍できなくなる 

地域の対象児の実態把握がこれからの段階。 

実践の経験が不足しているため、経験の積み上げと実例による検証が難しい。 

幼稚園、学校において医療的ケア児の受け入れ態勢が弱い・在宅での長時間レスパイト制度

がない 

遠い支援学校へ通学するのは負担ではないか？地元での支援級の体制がほしい。 

基幹相談支援センターとしての活動であるため、後方支援が原則であること。 

自分自身の時間的余裕のなさから、深めることができない 

主な養育者が対応できなくなった際（体調不良等）に、他の家族や地域の資源で対応できな

い。家族の負担が大きい 

当施設では計画相談等は行っておらず施設の役割機能と異なるため、コーディネーターとし

ての役割を遂行する機会が少ない。 

成長に合わせた社会資源は少ないと思う 
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（６）医療的ケア児支援を充実させるために必要な取組（問６） 

医療的ケア児支援を充実させるために必要な取組は、「医療的ケア児を支援する地域資源

の開発・拡充」が 75.9%で最も多く、次いで「医療的ケア児等コーディネーターとしてのノ

ウハウ・知識をつける研修機会等の充実」が 69.8%、「医療的ケア児等コーディネーターと

しての役割・業務の明確化」が 67.9%であった。 

最も必要だと感じる取組は、「医療的ケア児等コーディネーターの増員」が 36.3%と最も

多かった。 

 

図表 171 必要な取組（複数回答）          図表 172 最も必要だと感じる取組 

 

n=507

特になし

その他

無回答

医療的ケア児を支援する地域資源の
開発・拡充

医療的ケア児等コーディネーターとし
てのノウハウ・知識をつける研修機会
等の充実

医療的ケア児等コーディネーターとし
ての役割・業務の明確化

関係機関等との連携、協議の場の設
置

医療的ケア児等コーディネーターの周
知等を通じた支援の掘り起こし

医療的ケア児等コーディネーターの増
員

75.9

69.8

67.9

59.2

52.9

23.1

0.6

7.9

1.8

0% 20% 40% 60% 80% 100%

18.3

8.3

1.8

13.0

8.5

36.3

0.0

3.9

9.9

0% 20% 40% 60% 80% 100%



194 

 

「その他」の具体的内容 

【医療的ケア児等コーディネーターの配置・活用について】 

具体的な報酬体系 

医療的ケア児等コーディネーターは専任にするべきである。 

業務内容（兼務）の負担や報酬等に関しての問題 

相談支援専門員の医療的コーディネーター増員 

医師や看護職が医療的ケア児等コーディネーターとして活動すること 

専門性の高い職種のため医療系の強い事業所が対応するのが望ましい 

単体で十分な収入になるような仕組み作り 

【医療的ケア児等コーディネーターのスキルアップやその支援】 

スキルアップ研修、スーパーバイズの実施等 

事例を積み上げ，ノウハウ獲得。助言者の確保。 

地域生活の場へ支援者との同行訪問の機会。地域の医療的ケア児の実態把握。 

医療的ケア児等コーディネーター同士の横のつながりを深める機会 

【支援者の確保、人材育成】 

医療的ケア児発展途上地域への相談事業所・訪看等への知識・技術の伝達 

医療的ケア児等を支援できる支援者、看護師の人材育成確保 

こども園や市立小中学校配置の看護師確保のための活動 

【医療的ケア児等に対する社会の理解醸成、啓発】 

市民が医療的ケア児を理解する機会（パンフレット作製・研修会等の広報活動） 

国から母子保健への理解・啓発の働き掛け 

【関係機関相互の連携促進、ネットワークづくり】 

医療機関との情報共有や顔が見える関係づくり 

実際に医療的ケアが必要な人の支援を通した取り組みやつながり 

学校および教育委員会がそれ以外の機関と積極的に連携すること 

各市区町村に資源がないのであれば、圏域単位で話し合える場などがほしい。 

【その他】 

基幹センターの設立 

保健、医療、教育、福祉が充実していくよう、県、市町の支援体制整備の取り組み 

予算の裏付け。手上げでいいので、まずは全額国庫補助があると良いと思います。 

保育課等の受け入れ態勢 

事例や経験の構築、システム化  

医療的ケア児等の実数把握とより具体的に特化した制度設計 
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（７）医療的ケア児の支援について（問７） 

図表 173 医療的ケア児の支援に関する意見や要望 

保護者の就労が課題になっている児が多くなってきている。家庭以外の過ごす場として医療

的ケアの観点から第一選択肢が福祉サービスになることが多いが、福祉サービスだけでな

く、医療・保育・教育・福祉など全体で支えていく支援が市内でも広がるよう活動していき

たい。 

医ケア児がバスや保護者送迎での長距離を長時間かけて通い続けるのは疑問に感じていま

す。特別支援学校や児発でのノウハウを市区町村の地元の学校へ取り入れることはできない

のでしょうか。吸引が常時必要な子は、スクールバスに乗れないケースや、呼吸器等の医療

機器がついている子は、保護者の付き添いが必要なケースがあり、日常生活や経済面での負

担が大きいです。 

転入ケースが転入前と比較して、受入れ可能な医療や福祉サービスの量や質、経済的支援に

差があるという訴えがあり、地域格差を感じている。また、サービス提供事業者数が少なく

経験のある職員も少ないため、受入れ対応先を広域で検討しなければならず、移動の負担や

訪問の日数が限られる。 

地方にいくと医療的ケア児の存在やコーディネーターの存在を知らない行政職員が多い。話

し合いにならないことが多い。当事者の家族（母親）が仕事をあきらめ、当事者の介護をす

るケースが多い。保育・学校も看護師がいないといわれ、母親が毎日、学校・保育にきて支

援している。もっと行政に医療的ケア児の支援に対して研修を受けてほしい。 

地域資源を開発することも必要ですが、現在ある資源をどのように連携させて有効活用して

いくかという点については地域間の格差が非常に大きいと感じています。コーディネーター

の意識を高めるために、国からコーディネーターに向けた情報がまめに発信されると、全国

でどのような取り組みが行われているのか、コーディネーターとして市区町村と取り組むべ

き課題は何なのかといったことへの関心も高まってくるのではないかと思います。 

医療的ケア児等コーディネーターが地域に認知され、医療的ケア児等コーディネーター同士

の横のつながりが不足していると感じている。医療は常に更新されるため医療的ケア児等コ

ーディネーター研修も 3年に 1回などの更新制が必要だと感じている。難しければ、研修や

勉強会の充実が必要だと思う。 

相談支援専門員と兼務をしているため、福祉サービスの利用につながると計画相談としてつ

ながることができるが、福祉サービスを利用していない在宅生活をしている医療的ケア児の

確認が全くできていない状況となっている。 

相談支援専門員と医療的ケア児等コーディネーターを兼務していると、相談支援業務にかか

る時間が多すぎて十分な活動ができない。医療的ケア児等コーディネーターがきちんと活動

できる単価をつけてほしい。 

相談支援専門員として、医療的ケア児等の支援以外の方の対応の方が多いため、都度個別に

勉強をしながらの対応となっています。これは地域の福祉事業所や訪問看護等の医療機関も

同様だと思われ、日常的に医療的ケア児等の支援を行っている事業所や病院の職員と地域の

職員との間には、相談支援専門員として関わる中でも温度差が感じられます。 

成人した医療的ケアが必要な人を何名か担当しています。3号研修を受けてもらい支援に入っ

てもらいますが、研修や研修後の手続きにかなりの時間と手間を要すると、サービス提供事

業所から聞いています。今担当している人以外に医療的ケアが必要な人がいるという話を聞

くことも少なく、地域で十分に把握できていないのか、この地域で暮らすことができず他の

地域へ移っているのではないかと感じている。そのため、余計にこの地域で支援する体制が

広まりにくいのではないかと感じている。 

身体機能が回復し、いわゆる「動ける医ケア児」となった場合の受け皿となる社会資源が極

めて少なく、重度で寝たきりの障害児が暮らす世帯よりも家族の負担が大きくなることがあ

る。本来なら喜ばしいはずの機能回復が、かえって受けられるサービスの幅を狭めてしまう

理不尽な状況に、家族の悲痛な訴えも聞かれた。 
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障害福祉としての機関が少なく、利用者が選択できないことが多い。動くタイプの方が自由

に活動できる事業所が必要（生活の中でリハビリを行えることが大切ではないかと考え

る。）関係機関に医ケア児コーディネーターが複数存在した場合、誰がコーディネーターと

しての業務を中心となって行うかが明確にならず、支援が統合されないこともある。また、

それぞれが動くことで結果的に良い方向に進むことがある。 

障害福祉サービス・保育園・幼稚園などが受け入れ先を開発・拡充するだけでなく、医療分

野でも新たな仕組みを作って欲しい。例えば医療（医療保険）として日中過ごせる場所の提

供など。 

住んでいる市内で利用できる資源がない。地域資源の開発は課題である。 

受け入れられる事業所が圧倒的に少ないです。また新設されても、地域的なことやマンパワ

ーの問題で利用できないと言われたり、家族が送迎できれば可能と言われる現実がありま

す。 

自治体の中に縦割りではない、ワンストップの担当部署が必要と考えます。例えば、未就学

児の就園問題についても、認可保育園・無認可保育園・幼稚園で担当課が違います。実態把

握のアンケート調査等もそれぞれの課が行っており、共有や集約がされていないと感じま

す。 

自治体に医ケア児の支援センターを設置し、児や家族の相談業務。ライフステージに沿って

適材適所にサービスの提案や紹介など線で結べる切れ間のない支援の提供が必要と考えてい

ます。 

市区町村によって医療的ケア児の支援の窓口があいまいで、横の連携がとれていないなど温

度差を感じる。そのため、課題抽出のための協議の場としての関係者会議が機能していな

い。 

在宅支援だけでなく、短期入所等において医療行為ができないことを理由にサービスの受け

入れを断られることがある。よって自ずと対象者は医療行為が可能な病院や療養介護事業所

を紹介することが多い。そのような事業所が地方にはなく、そもそもの事業所も少ないの

で、当事者やその家族はサービス利用の枠を取り合う形になる。福祉サービス事業所にとっ

て医療的ケア児・者の受け入れに躊躇する理由は何かを丁寧に把握していく作業が必要であ

ると思う。 

昨今の障害福祉サービス報酬改定等で医ケア児に対する支援施策にようやくスポットが当た

るようになってきましたが、一方で医ケアを必要とする成人の方への支援についてはほとん

ど状況が変わっておらず、特にグループホーム等の生活に関する支援、また就労支援等につ

いては完全に置き去りにされていると感じます。現在ようやく支援が届くようになってきた

医ケア児達は、数年後には成人されます。今から成人に対する支援の充実を整備していく必

要があると考えます。今年度より新設された「医ケア判定スコア」の内容やそれに基づく障

害児通所支援の報酬体系が複雑すぎます。 

行政側が医療的ケア児の支援やコーディネーターにこうしてほしいという思いがあまり感じ

られない。役割やどうしていくと思いが薄い。その役職自体が明確化していない。行政側も

どう関われば良いのか分からないのではないかと感じる。コーディネーター同士で話をする

場や検討するような場があったり、そこの主導が行政であれば互いの意識の向上になってい

くのではないかと感じます。 

コーディネーター養成研修を実施して体制整備が全て完了したかのように、その後、協議の

場等の仕組みはない。コーディネーター養成研修は、医療的ケア児等コーディネーターシス

テムを作るための一つの要素であって、単に研修を実施すること（受講者を増やすこと）だ

けが医療的ケア児等の支援体制整備のゴールではないと思う。まず、自治体とコーディネー

ターとの協議の場と、研修受講後の実践的な人材育成の仕組み等が必要だと思う。 

医療的ケア児の見守りはただの見守りではありません。常に酸素飽和度を確認し発作、体

温、喀痰などをチェックし何かあればすぐに対応しなければなりません。制度上で支援と認

められず結局非定型で時間数を取得するのは現実的ではなくなっています。相談員の知識も

ですが市担当者、行政側にも重心の知識が求められ、生活の困り感をイメージできるように
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なっていただきたいと思いました。受給者証を決定する上で数値化されないところが実は困

っていることなのでそこを評価する方法を検討していただきたいです。 

本来であれば行政の窓口に医療的ケア児コーディネーターが在中されると良いのではないか

と思う。また、医療的な専門知識が非常に必要となる場合が多く、保健師、看護師等の医療

職の方が適任ではないかと感じられる。医療的ケア児の成長に伴い、医療、福祉、学校との

連携、また保護者や兄弟の生活の維持のための支援等、相談支援事業所で他業務と兼務して

いる相談支援専門員が担う業務には限界があり、役割・業務の明確化と共に、行政の理解と

協力が非常に重要と考える。その他、災害時在宅で生活している医療的ケア児等の避難、生

命維持の為の医療機器の電源、医療資材等自治体では準備しているかもしれないが、保護者

は全く知らない事も多く、周知の必要性があると感じる。 

障がい分野の場合、既存の業務についても裏付けとなる財源が薄い中で業務を担い、さらに

志のみで役割拡張して担うということで、積極的な業務開拓、アウトリーチ等まで担うのは

現実的には難しいと思います。財源の問題があるかと思いますので、先進地からモデル的に

徐々に拡充という形でも良いので、国からの十分な予算の裏付けを持って、展開していける

ことが求められていると思います。 

学校や園は、リスクに注目しがちでニーズにそった支援が進みにくい。コーディネーターの

相談先としてスーパーバイズする人が必要。 

医療的ケア児等の利用できる福祉的な支援が増えてきているが、実際に支援に入ってくれる

サービス事業所がない。ヘルパーの 3号研修において、指示書の費用面や研修期間などの面

で研修を受けやすい環境ができたら、より多くの事業所で医ケア児を対応してもらえるので

はないかと考える。 

医療的ケア児等コーディネーターに対しての報酬が不明確である。障害福祉サービスや障害

児支援サービスを利用していれば、計画相談の体制加算の中に位置づけられているが、そう

いったサービスを利用していない方については、コーディネーターが支援を行っても報酬を

得られない。行政からの委託業務にするなど整備が必要ではないかと感じている。 

医療的ケア児等コーディネーターとして、働くにはどのような経緯をたどれば良いのかわか

りません。現在、障がい者福祉事業所の生活介護で看護師として働いていますが、事業所内

の役割が優先されています。法人内に相談支援事業所があるため、医療的ケア児の関係事業

所等との連絡相談も含めて、そちらで対応しています。 

医療的ケア児等コーディネーターが、専門性の枠を超えてライフステージに合わせた社会資

源の開発や連携の為に、活動の必要性への理解があることを望みます。生きる営みへの支

援、育ちの見通しを大切に育ってほしいです。よろしくお願いします。 

医療的ケア児者が利用できる資源は偏在しているため、その地域毎に医療的ケア児等コーデ

ィネーターとしての活動に違いがある。また、圏域によってはコーディネーターが限られて

おり、地域で活動するにあたって悩みを抱え込みやすい。コーディネーターの圏域を超えた

繋がりを持つことが必要だと思う。 

医療的ケア児支援に関しては、地域住民に対して医療的ケア児の存在をいかに感じてもらう

かにかかっていると思う。とりわけ地域の小中学校で教育の機会をどう担保するか、同世代

の子どもが医療的ケア児のことを知り、同じ教室での学びは無くとも小中の 9年間を同じ学

校で過ごす経験、つまり地域で共に暮らす仲間であることを認知することが、医療的ケア児

の理解者を、ひいては将来の支援者を増やす上で必要と感じる。 

医療的ケア児を支援することができる地域の資源は、都市部や地方によって違いがあると思

うので、どこに住んでいても安心して、負担が少なく支援を受けることができるように、環

境整備が進み、充実していくことが重要と考えています。 

医療的ケア児をお持ちの家族は就労へのハードルが高いように思います。現在、様々な支援

を使いながら復職しているケースを１件担当しておりますが、保護者の努力と支援者からの

手厚い支援が必要だと感じています。仕事を辞めなくても良いような環境が望まれます。就

業先の理解、お留守番サービスの制度の見直し等検討する必要があると考えています。 

医療的ケア児の退院時に、できれば在宅生活が円滑にできるような保護者支援を確立する必

要がある。在宅支援、療育支援、医療的支援を同時進行できるような支援者や相談支援者へ
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の連携が重要である。全て保護者の負担にならず、孤立させない支援体制が作成できていれ

ばよいかと思われる。 

医療的ケア児の社会資源の整備について、スピード感を持って取り組んで頂きたい。資源そ

のものも不足しているし、地域格差も顕著に見られる。医療的ケア児誰しもが、自分の住み

慣れた地域で生活できるよう、国、都道府県、市区町村で連携して推進して頂けることを願

う。 

医療的ケア児の支援を行うにあたり、福祉サービスの調整に難しさを感じている。福祉・医

療の両方の知識が必要となるため、配置されている訪問看護等医療分野と協力しながら、支

援を行っていきたい。地域の事業所だけでなく、行政とも連携し、役割分担をして関わって

いくことも重要だと感じている。 

医療的ケア児のニーズ、家族のニーズが医療的なことなので、福祉で何ができるのか？ 医

療と福祉の線引きが難しいところがあると感じています。訪問看護が入っている場合、訪問

看護とヘルパーとの関係性も難しく、看護師が威圧的な態度でヘルパーに接しているところ

もあるので、そのようなところでもトラブルになり、会議をすることがあります。医療側に

対しても、地域連携の必要性を周知していただきたいと思っています。 

医療的ケア児といっても。医療依存度は様々。障害サービスである生活介護や児童デイで

も、胃瘻の受け入れは可能であるが、鼻腔カテーテルの方は受け入れが難しいと言われる事

業所もある。ましてや人工呼吸器の受け入れが可能な事業所は病院が主となる。コーディネ

ーターも数は必要であるが、支援を行うのは事業所等であり、事業所への周知・理解を深

め、社会資源を増やしていくことが必要だと思う。 

医療的ケア児コーディネーターの役割があいまいなため、計画相談の相談支援専門員、地域

の保健師の役割との線引きが難しい。病院退院後にすぐ障害福祉サービスを利用希望される

方の場合は、早い段階で相談支援専門員につながせてもらうケースも多い。 

医療的ケアコーディネーターの業務を実施していく上で、医療と福祉の双方の知識と人脈を

必要とする。それを、一人のコーディネーターで実施するのは難しく、双方の知識を持った

人を複数配置して、連携して実施していく必要があるが、他分野との連携に壁があるという

話はよく聞く。それぞれの分野の医療的ケアコーディネーターがそれぞれどのような役割を

もって従事していくのかというあたりを整理して配置していくとよいと思う。 

医療的ケアが必要な方が、地域で生活していく上で医療や障害福祉サービスの利用は不可欠

です。ただ、医療や障害福祉サービスの利用調整の際、医療ケアが伴うと利用できるサービ

スの選択肢が限られてくることから、ご本人・ご家族の生活環境や健康状態、希望に合わせ

たサービスのご利用が難しいという事もあります。医療的ケア児等コーディネーターとして

地域に働きかけ、医療的ケアが必要な方が安心して生活出来るように、社会資源の充実を図

っていきたいと思います。 

医療的ケアがあるというだけでどうしても障害福祉サービスを優先にとらえがちになるた

め、もっと地域の中で人材を広げながら障害福祉サービスの利用だけではなく幼稚園や保育

園、地域の小中学校などでも柔軟に対応できるようになる必要があると思っている。NICU か

らの退院支援の際に医療機関と地域の退院までのスケジュールの組み方にスピード感の差が

あり、地域の準備が間に合わないうちに退院を迎えることがある。そのためできれば早めに

地域に連絡をいただくことでご家族にも可能な限り安心して退院を迎えてもらうことができ

るのではないかと考えている。 

医療の充実していない地域は、医療的ケアを受けたくても、受けられない。地域の課題で掘

り起こしても、病院や訪問看護の事業所などがきてくれなければ、何もできないと思う。 

医療ケアが複雑化しているので、受け入れ先が増々少なくなっていると思います。知的障害

の方の医療ケアや、成長発達が問題ないが医療ケアがある方などの障害の複雑化もしている

ので、今までの制度が利用できない方も増えています。医療ケアのある方に制度が付いて来

ていないので、そこは皆さんすぐに改善して欲しいと思われています。 

医療・福祉・教育とライフステージに応じた支援の形があろうかと思いますが、教育を中心

とした時期に福祉が代替えできる訳でもないし、民間法人だけで支えられる限度もありま
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す。行政の各分野連携（保健、福祉、教育）が成り立ち、共通理解のもと支援を推進してい

く事が必要と思います。 

医ケア児支援そのものに関しても「動く医ケア児」の支援の幅は広がったのかもしれない

が、重症スコアも高い医ケアを複数必要とするような重症心身障害児に対しての支援先は門

戸が狭いままであると感じている。 

医ケア児コーディネーターの役割が自治体内で不明瞭で、多くの研修受講者は計画相談支援

の加算を目的として受講していたように思う。都道府県と政令指定都市の関係性において

は、政令市は受講者の把握はしておらず、市政に活かしていくことは検討されていない。そ

もそも明瞭な医ケア児に関する実態調査もされていないなかで、コーディネーターの役割を

どのように活用していけばよいのか見いだせない。 

ショート利用が難しく、親がレスパイトできない。看護師不足によりショート利用で拒まれ

るケースが多く、とても残念である。看護師協会で看護師の支援体制ができないか検討して

欲しい。デイサービス利用もキャンセル待ち状態で、思うように利用できず、施設入所を考

えてしまうケースもあり、はがゆく感じています。 

コーディネーター役割はそれぞれの機関で担えている部分があると思いますが、取りまとめ

る機関がなく、どこの機関も取りまとめを行うことに消極的で、市としての支援の検討に至

っていない現状に思います。役割が明らかになると、困難な役割という認識が少し軽減され

るのではないでしょうか。 
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第３章 自治体を対象としたヒアリング調査 

１．調査概要 

 ヒアリング調査は、以下に示す 15自治体（都道府県 10自治体、市区町村 5自治体）を対

象に実施した。 

①都道府県 

No. 自治体名 地域 
調査 

実施日程 

重点的な調査テーマ 

１）人数等の

把握 

２）コーディ

ネーター 

３）支援セン

ター 
４）災害対策 

１ 岐阜県 中部 

2021/７/８ 

10:00～

11：30 

✔ 

（調査実績あ

り） 
 

✔ 

（重症心身障が

い在宅支援セン

ター「みら

い」） 

 

２ 香川県 
中国 

四国 

2021/10/11 

10:00～

11：30 

✔ 

（調査実績あ

り） 
 

✔ 

（医療的ケア児

等支援センター

「ソダテル」） 

 

３ 長野県 中部 

2021/10/13 

10:30～

12：00 

✔ 

（調査実績あ

り） 

✔ 

（コーディネー

ターを支援する

「医療的ケア児

等支援スーパー

バイザー」） 

 

✔ 

（市区町村を支

援するツールの

提供等） 

４ 山口県 
中国 

四国 

2021/10/14 

17:30～

19：00 

✔ 

（調査実績あ

り） 
  

✔ 

（自助を支援す

るツールの提供

等） 

５ 滋賀県 近畿 

2021/10/26 

15:00～

16：30 

✔ 

（調査実績あ

り） 
  

✔ 

（市区町村の個

別避難計画策定

を支援するモデ

ル事業） 

６ 埼玉県 関東 

2021/11/４ 

14:00～

15：30 

✔ 

（調査実績あ

り） 
   

７ 青森県 東北 

2021/12/９ 

10:30～

12：30 

✔ 

（調査実績あ

り） 
 

✔ 

（センターの前

身として「多職

種コンサルテー

ションチー

ム」） 

✔ 

（市区町村向け

の参考様式の提

供等） 

８ 冨山県 中部 

2021/12/13 

9:30～ 

11：00 

✔ 

（調査実績あ

り） 
 

✔ 

（富山県医療的

ケア児等支援セ

ンター） 

✔ 

（当事者向けの

啓発パンフレッ

ト等） 

９ 高知県 
中国 

四国 

2021/12/14 

13:30～

15：00 

✔ 

（調査実績あ

り） 

✔ 

（コーディネー

ターを支援する

「医療的ケア児

等トータルアド

バイザー」） 

✔ 

（重症心身障害

児者・医療的ケ

ア児等支援セン

ター「きぼうの

わ」） 

 

10 奈良県 関西 

2021/12/14 

15:30～

17：00 

✔ 

（調査実績あ

り） 

✔ 

（看護師と福祉

職を配置） 

✔ 

（奈良県重症心

身障害児者支援

センター） 
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②市区町村 

No. 自治体名 地域 
調査 

実施日程 

重点的な調査テーマ 

１）人数等

の把握 

２）コーデ

ィネーター 

３）支援セ

ンター 

４）災害対

策 

１ 
千葉県 

柏市 
関東 

2021/10/18 

16:00～

17：30 

✔ 

（調査実績あ

り） 

✔ 

（５名を配

置。うち１名

は「協議の

場」座長） 

  

２ 

福岡県 

北九州市 

（政令指定都市）  

九州 

2021/10/20 

10:30～

11：30 

✔ 

（調査実績あ

り） 

✔ 

（市立総合療

育センターに

追加配置） 

 
✔ 

（個別避難計

画の作成等） 

３ 

東京都 

世田谷区 

（特別区） 

関東 

2021/10/22 

10:00～

11：30 

✔ 

（調査実績あ

り） 
 

✔ 

（世田谷区医

療的ケア相談

支援センター 

Hi・na・ta） 

✔ 

（個別避難計

画の作成支援

等） 

４ 
茨城県 

つくば市 
関東 

2021/10/29 

10:00～

11：30 

✔ 

（調査実績あ

り） 

✔ 

（保健師とリ

ハビリ専門職

を配置） 

✔ 

（つくば市医

療的ケア児等

相談窓口） 

✔ 

（市区町村を

支援するツー

ルの提供等） 

５ 

北海道 

札幌市 

（政令指定都市） 

東北 

2022/１/７ 

10:00～

11：30 

✔ 

（調査実績あ

り） 
 

✔ 

（専門職によ

る支援者支援

の仕組み） 

✔ 

（町内会等を

支援するツー

ルの提供等） 
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２．主な調査結果 

①自治体の取組の概況 

ア．テーマⅠ 医療的ケア児数等の把握方法のあり方 

ヒアリング調査の結果、各調査対象においては、おおよそ下表に示す方法で医療的ケア

児数等の把握が行われていた。なお、各自治体において過去に複数回の調査が行われてい

る場合、最新の調査で採用した方法について記載している。 

図表 174 調査対象自治体において採用されていた人数把握の主な方法 

 ①
医
療
的
ケ
ア
児
家
族
に
対

す
る
調
査
（
自
治
体
か
ら
直

接
回
答
を
依
頼
） 

②
医
療
的
ケ
ア
児
家
族
に
対

す
る
調
査
（
関
係
機
関
を
介

し
て
回
答
を
依
頼
） 

③
医
療
機
関
や
特
別
支
援
学

校
等
の
関
係
機
関
に
対
す
る

調
査 

④
障
害
者
手
帳
の
取
得
申
請

に
付
随
し
た
把
握 

⑤
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
支

給
決
定
に
付
随
し
た
把
握 

⑥
保
健
師
の
母
子
保
健
活
動

を
通
じ
た
把
握 

⑦
管
内
の
市
区
町
村
へ
の
照

会 

都
道
府
県 

岐阜県 ✔       

香川県  ✔      

長野県       ✔ 

山口県  ✔      

滋賀県  ✔      

埼玉県       ✔ 

青森県  ✔     ✔ 

富山県  ✔      

高知県  ✔      

奈良県 ✔ ✔      

市
区
町
村 

千葉県 

柏市 
✔ ✔     

 

福岡県 

北九州市 
 ✔     

 

東京都 

世田谷区 
  ✔   ✔ 

 

茨城県 

つくば市 
✔   ✔ ✔ ✔ 

 

北海道 

札幌市 
✔ ✔  

  
 

 

 

上表に示す通り、最も多くの自治体が選択していた方法は、「②医療的ケア児家族に対

する調査（関係機関を介して回答を依頼）」である。この場合の調査協力を依頼する「関

係機関」としては、医療機関、訪問看護ステーション、障害児入所施設、学校等が挙がっ

ている。なお、都道府県事例においては、管内の市区町村を巻き込んで実態把握をするこ

とがその後の支援施策の充実につながるという発想から市区町村を介した調査を行った事

例（山口県）がある一方で、市区町村にかかる負担に鑑み、県が主導して関係機関を介し
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た調査を行った事例（高知県）もあるなど、調査方法の選択にはそれぞれの自治体の考え

方や置かれている状況に応じた特徴が見られた。 

調査項目の設定に関しては、「該当児に係る基礎情報（性別、生年月日や居住する市区

町村、必要な医療的ケアの内容）」、「主たる介護者」、「利用しているサービスの状況」

や「通学の状況」等が多くの自治体に共通して挙がっていた。氏名や詳細な住所は調査項

目に含まれない場合が多い。 

図表 175 長野県令和元年度調査 調査票（個票） 
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図表 176 長野県令和元年度調査 調査票（全体票） 
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図表 177 山口県令和元年度調査 調査票 
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図表 178 滋賀県令和元年度調査 聴き取りシート 
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図表 179 青森県令和元年度調査 調査票（市区町村向け） 

 

 

図表 180 青森県令和元年度調査 調査票（医療機関向け） 

 

  

　 日常的に医療的ケアを必要と する者（ 令和元年4月1日現在で20歳未満） の状況（ 基準日： 令和元年9月1日）

男 女 有 無 1 2 3～6 無 不明 Ａ Ｂ 無 不明 1 2 3 無 不明

例1 ○ H19.7.1 青森市（長島） ○○小学校 普 ・ 特 小５ 〇 （　　　　　　　　） 〇 ○ ○ ○ 　 〇

例2 ○ H15.5.19 弘前市（上白銀町） ○○中学校 普 ・ 特 中３ ○ （　　　　　　　　） 〇 ○ ○ ○ 　 　 〇

1 普 ・ 特 （　　　　　　　　）

2 普 ・ 特 （　　　　　　　　）

3 普 ・ 特 （　　　　　　　　）

4 普 ・ 特 （　　　　　　　　）

5 普 ・ 特 （　　　　　　　　）

6 普 ・ 特 （　　　　　　　　）

7 普 ・ 特 （　　　　　　　　）

8 普 ・ 特 （　　　　　　　　）

9 普 ・ 特 （　　　　　　　　）

10 普 ・ 特

11 普 ・ 特

12 普 ・ 特

13 普 ・ 特

14 普 ・ 特

15 普 ・ 特

16 普 ・ 特

17 普 ・ 特

18 普 ・ 特

19 普 ・ 特

20 普 ・ 特

その他
(内容を記入)

利用している事業所名
不
明

放課
後等
デイ

日中
一時
支援

居宅

訪問

型児

童発

達疎

遠

短期
入所

移動
支援

訪問
看護

在宅
酸素
療法

導尿
その
他

その他の内容
入院
歴

あり

入院
歴

なし

経管栄養
（経鼻、
胃ろう、
腸ろうな

ど）

口腔・鼻
腔内たん

吸引

気管切開
部からの
たん吸引

気管切
開と人
工呼吸
管理

マスク
による
人工呼
吸管理

過去（生後から）の
NICU入院歴

避難行動要
支援者名簿

掲載状況

利用している障害福祉サービス
身体障害者手帳（等

級）
愛護手帳

（判定区分）
精神障害者保健福祉

手帳（等級）

医療機関名
不
明

居宅
介護

児童
発達
支援

電話番号

No

性別

生年月日
　居住

市町村名
（町・大字）

学校名・
幼稚園名・
保育所名等

普通学級・
特別支援学

級の別
（小・中学校

の場合記入。
特別支援学校

の場合不要）

（学校の場合）

学年

医療的ケアの状況　（複数回答可）

医療的ケア児に関する実態調査票 市町村名

記入者所属

記入者職・氏名

１ 　 医療的ケアを必要と する者（ 令和元年4月1日現在で20歳未満） の有無（ 基準月： 令和元年7月～9月） →該当する欄に〇印を記入

⇒ 件

２ 　 日常的に医療的ケアを必要と する者（ 平成31年4月1日現在で20歳未満） の状況（ 基準月： 令和元年7月～9月） →該当する欄に〇印を記入

男 女 1 2 3～6 無 不明 Ａ Ｂ 無 不明 1 2 3 無 不明

例1 ○ S52.7.1 青森市（長島） 〇 〇 〇 ○ ○ 　 〇

例2 ○ H15.5.19 弘前市（上白銀町） 〇 〇 ○ ○ 　 　 〇

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

３ 　 重症な障害をも つ小児の訪問診療の現在の対応状況（ 在宅療養支援病院・ 診療所のみ回答） →該当する欄に〇印を記入

①
②
③

４ 　 在宅療養支援病院・ 診療所より 依頼を受けた場合の今後の協力（ 在宅療養支援病院・ 診療所以外の医療機関のみ回答） →該当する欄に〇印を記入

① 協力可
② 協力不可

（複数回答可） ③在宅医の訪問診療に同行する。 ⑦家族からの問い合わせへの対応
④在宅医からの問い合わせ（薬剤選択等）に協力 ⑧その他（具体的内容：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

②地域小児科医会など複数で協力したい。 ⑥予防接種の施行

中心静脈栄養

①できる限り協力したい。 ⑤在宅医からの電話の問い合わせ（患者の状態等）に協力

経胃ろうの経管栄養
経鼻十二賜チューブの経管栄養

医療的ケアの種類によって受入可能
⇒③の場合は右欄へ

ＮＰＰＶ
気管切開のみ

受入不可
年齢、体重の条件によって受入可能 人工呼吸器
基本的に受入可能 医療的ケアの項目 要相談 受入不可

不
明

在宅酸
素療法

導尿
その
他

入院
歴

あり

入院
歴

なし
医療機関名

過去（生後から）のNICU入院歴
身体障害者手帳

（等級）
愛護手帳

（判定区分）
精神障害者保健福祉

手帳（等級）経管栄養
（経鼻、胃
ろう、その

他）

口腔・鼻
腔内た
ん吸引

気管切開
部（気管
カニュー
レ）から
の吸引

経口・経
鼻エア

ウェイ内
吸引

気管切
開と人工
呼吸器

マスク
による
人工呼
吸器

該当者な
し

電話番号

No

性別

生年月日
　居住

市町村名
（町・字）

医療的ケアの状況　（複数回答可）

在宅療養支援病院・診
療所の届出の有無
（いずれかに〇印）

有 無

令和元年7月1日から令和元年9月30日の外来患者（在宅からの外来患者に限るものとし、医療機関
に入院及び社会福祉施設に入所している者を除く。）のうち、診療報酬の請求で「在宅療養指導管理
料」（C100～C101-3及びC108-2は除く。）を算定した県内在住の２０歳未満の（平成31年4月1日現
在）の者の有無

該当者あ
り

記入者職・氏名

医療機関名

診療科名

青森県内の医療的ケア児に関する実態調査票 所在市町村名
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図表 181 青森県令和元年度調査 調査票（訪問看護事業所向け） 

　　　医療的ケア児に関する実態調査票

【訪問看護事業所名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　】

　 日常的に医療的ケアを必要と する者（ 平成31年4月1日現在で20歳未満） の状況（ 基準月： 令和元年9月1日） →該当する欄に〇印を記入

男 女 1 2 3～6 無 不明 Ａ Ｂ 無 不明 1 2 3 無 不明

例1 ○ S52.7.1 青森市（長島） 〇 〇 〇 ○ ○ 　 〇

例2 ○ H15.5.19 弘前市（上白銀町） 〇 〇 ○ ○ 　 　 〇

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

入院
歴

あり

入院
歴

なし
医療機関名

不
明

精神障害者保健福祉
手帳（等級）

経管栄養
（経鼻、胃
ろう、その

他）

口腔・鼻
腔内た
ん吸引

気管切開
部（気管
カニュー
レ）から
の吸引

経口・経
鼻エア

ウェイ内
吸引

気管切
開と人工
呼吸器

マスク
による
人工呼
吸器

在宅酸
素療法

導尿
その
他

No

性別

生年月日
　居住

市町村名
（町・字）

医療的ケアの状況　（複数回答可） 過去（生後から）のNICU入院歴
身体障害者手帳

（等級）
愛護手帳

（判定区分）
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図表 182 富山県令和元年度調査 調査票 
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図表 183 奈良県令和３年度調査 調査票 
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図表 184 北九州市令和２年度調査 調査票 
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図表 185 札幌市平成 30 年度調査 調査票 
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調査対象の設定（「医療的ケア児」の定義）に関しては、医療的ケア児判定スコアや診

療報酬を基準としたり、具体的な「医療的ケア」の範囲を指定したりして調査している場

合が多かった。 

調査結果は多くの自治体でその後の支援施策の検討に役立てられており、調査から把握

された医療的ケア児家族の支援ニーズの内容に応じて、その後の施設整備方針や支援ツー

ルの開発等に進めた事例が複数あった。他方、統計処理を目的とした調査であることや、

部署や自治体を超えた情報共有の限界等から、結果の活用についてはどこまでの範囲であ

れば可能か判断の難しさを感じているとする事例が複数あった。 

 

イ．テーマⅡ 地域の特性に応じた医療的ケア児等コーディネーターの配置のあり方 

医療的ケア児等コーディネーター（以下「コーディネーター」と表記）の配置に関して

は、医療的ケア児支援センター（以下「センター」と表記）の設置にあたりコーディネー

ターを新たに選任・配置したり、コーディネーターを配置した組織・機関が結果的に医療

的ケア児支援センターの機能（の一部）を果たすことになったりするなど、「コーディネ

ーターの配置」は「センターの設置」と密接に関わっていた。 

特に都道府県事例に特徴的なのは、都道府県の配置するコーディネーターが間接支援

（医療的ケア児を支援する「支援者」の支援）に力を入れている場合が多いことである。

地域のコーディネーターや医療機関、事業所等をバックアップして助言や情報提供をする、

職種間・関係機関間の連携を促す、地域のコーディネーターの派遣調整を行うといった役

割を果たしている事例があった。ただし直接支援（医療的ケア児家族に対する支援）と間

接支援のどちらに比重を置いているかは事例によって様々である。 

コーディネーターとして配置されている人材の属性は相談支援専門員である場合が多い

が、患者家族と医師（長野県）、看護師と福祉職（奈良県）、保健師とリハビリ専門職

（つくば市）など、専門性ある人材を複数名組み合わせて配置することで多様な支援ニー

ズに応えている事例があった。 
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図表 186 奈良県「重症心身障害児者支援センター」広報資料 図表 187 北九州市 医療的ケア児支援のための「相談窓口」設置に係る

広報資料 
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図表 188 「つくば市医療的ケア児等相談窓口」設置に係る広報資料 
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コーディネーターを配置した効果として多くの自治体から指摘されたのは、「専門性の

問われる事例にも対応できるようになった」という点である。また、コーディネーターが

間接支援の役割を担っている成果として「支援者を支える仕組み」が整ったことを挙げた

事例も複数ある。 

 

ウ．テーマⅢ 医療的ケア児支援センターに期待される相談機能のあり方 

調査の結果、センター設置の在り方は、既存の組織・機関（自治体の本庁や医療機関等）

にコーディネーターを配置してセンター機能を付加する「パターン A」（北九州市、つく

ば市）とセンターを新たに開設する「パターン B」（岐阜県、香川県、富山県、高知県、

奈良県、世田谷区）に大きく分類することができる。なお、パターン B については、重症

心身障害児に対する福祉・医療サービスを提供する団体など、医療的ケア児支援の経験や

専門性ある組織に事業を委託して開設される場合が多い。 

センターの活動内容には、直接支援（医療的ケア児家族に対する支援）のための活動と

しては相談対応や「家族会」等の開催、災害対策のサポート等があった。また、間接支援

（医療的ケア児を支援する「支援者」の支援）のための活動としては、在宅移行支援など

個別事例に関する助言、支援者間のコーディネートや情報共有の促進、支援に役立つ社会

資源や行政制度の紹介等多様な活動が含まれた。 
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図表 189 香川県「医療的ケア児等支援センター」広報資料 
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図表 190 高知県重症心身障害児者・医療的ケア児等支援センター「きぼうのわ」 広報資料 
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図表 191 岐阜県 重症心身障がい在宅支援センター「みらい」広報資料 



229 

 

図表 192 岐阜県 重症心身障がい在宅支援センター「みらい」機関誌

（令和４年１月発行第 14 号 抜粋） 

図表 193 富山県「医療的ケア児等支援センター」 広報資料 



230 

 

図表 194 世田谷区「医療的ケア相談支援センター」広報資料 
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なお、専門性ある人材がチームとなって、医療機関の在宅移行等を支援する青森県

（「多職種コンサルテーションチーム」）や事業所等の医療的ケア児受け入れを支援する

札幌市（「札幌市医療的ケア児等支援機関サポート医師配置業務」）の取組もあり、直接

支援を行わないという点でいわゆる「医療的ケア児支援センター」とは異なるものの、そ

の活動を発展させることでセンターの設置を目指している自治体もある（青森県）。 

図表 195 青森県「医療的ケア児支援体制「多職種コンサルテーションチーム」活動広報資料 

 

センター等設置の効果に関して最も多く指摘されたのはワンストップ対応窓口が確保で

き、医療的ケア児家族やその支援者が相談内容や児の年齢によらず相談できるようになっ

たという点であった。その他、専門性の高い事例に対応できるようになったこと、支援者
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や市区町村がセンター等のバックアップを受けながら活動できるようになったことも挙げ

られている。 

 

エ．テーマⅣ 災害時に必要な支援 

都道府県、市区町村を問わず多くの事例で行われていたのは、医療的ケア児家族の災害

対策の取組を支援するための「ツール」の開発・提供である。ツールの具体例としては、

つくば市の「災害時対応ガイドブック」や「災害時対応ノート」が挙げられる。「災害時

対応ガイドブック」は災害対策の「解説書」のような位置づけであり、平時からの対策と

して必要な準備等を解説している。また、「災害時対応ノート」は、医療的ケア児自身に

関する情報を書き込んだり、緊急時の連絡先を整理することのできるツールで、必要とす

る医療的ケアの内容のような基礎的な情報から、医療用機器が完全に充電した状態でどの

程度の時間使えるのか、喀痰吸引機は電源の不要なもので代替することができるかといっ

た、非常時を想定して事前に確認のうえ記入する項目が取りまとめられている。 

図表 196 つくば市「災害時対応ガイドブック」（抜粋） 
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図表 197 つくば市「災害時対応ノート」（抜粋） 
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また、電源喪失時に備えた対策については、電源喪失時に支援が必要となる住民の把握

（長野県）や非常用電源のある施設の把握（埼玉県）、非常用電源装置等の整備を図るた

めに市区町村が行う事業に対して補助金の支給を行う（岐阜県）など様々な方法がとられ

ていた。なお、都道府県においては市区町村による避難行動要支援者名簿の作成等の支援

として、市区町村職員向けの研修の開催（滋賀県、埼玉県、富山県）や名簿の参考様式等

支援ツールの提供（長野県、青森県）といった取り組みが行われていた。 

図表 198 長野県「災害対応個別支援計画フロー図」 
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特徴的な取組としては、医療的ケア児・者を対象に、医療的ケア用品約 1日分を自治体の

本庁において預かり、災害時に避難所等まで可能な限り届ける取組（つくば市）や医療的ケ

ア児支援の所管部署（福祉部門）が主体となって医療的ケア児の個別避難計画を策定する取

組（北九州市 1）があった。また、災害時には在宅の医療的ケア児の安否確認を迅速に進め

ることが求められるが、これについては、札幌市の調査結果等を踏まえると、自治体や地域

の中核となる医療機関等において平時から安否確認リストの作成と定期的な更新を行って事

前に備えておくことや、発災時には災害時小児周産期リエゾン 2等の関係者とも情報共有を

行いながら対応を進めていくことが、迅速で漏れのない安否確認につながると考えられる。 

なお、今般の新型コロナウイルス感染症への対策としては、医療的ケア児やその家族が

感染した場合にとるべき対応の手順や「感染症対策個別支援計画・基本情報」として参考と

なる様式を作成、配布している事例（長野県）もあった。 

 
1 令和２年度に始めた取組で、優先順位の高い児から順に年に数名分ずつ作成。今後は市（本庁）の取組をモデルケースに地

域のコーディネーターへ活動主体を移行させていくことを予定 

2 災害時に、都道府県が小児・周産期医療に係る保健医療活動の総合調整を適切かつ円滑に行えるよう、保健医療調整本部に

おいて、被災地の保健医療ニーズの把握、保健医療活動チームの派遣調整等に係る助言及び支援を行う都道府県災害医療コー

ディネーターをサポートすることを目的として、都道府県により任命された者を指す。（出典：厚生労働省「災害時小児周産

期リエゾン活動要領」） 
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図表 199 長野県作成資料「新型コロナウイルスからお子さんを守るために」 
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災害対策に取り組むうえでの体制の構築に関しては、危機管理部門等の関連部署と定期的

に会議を開いて情報共有を進めているといった事例もあったが、全体として連携が不十分で

あることに課題認識を持っている事例が多かった。 

図表 200 本項で紹介した自治体による災害対策支援の好事例（一覧） 

テーマ 自治体 概要 

医療的ケア児家族の災

害対策の取組を支援す

るための「ツール」の

開発・提供 

つくば市 災害対策の「解説書」のような位置

づけで、平時からの対策として必要

な準備等を解説した「災害時対応ガ

イドブック」の作成・配布 

つくば市 医療的ケア児自身に関する情報を書

き込んだり、緊急時の連絡先を整理

することのできるツール「災害時対

応ノート」の作成・配布。必要とす

る医療的ケアの内容のような基礎的

な情報から、非常時を想定して事前

に確認のうえ記入する項目が取りま

とめられている。 

電源喪失時に備えた対

策 

長野県 電源喪失時に支援が必要となる住民

の把握 

埼玉県 非常用電源のある施設の把握 

岐阜県 非常用電源装置等の整備を図るため

に市区町村が行う事業に対して補助

金を支給 

都道府県による、市区

町村の避難行動要支援

者名簿作成等の支援 

滋賀県、埼玉県、富山

県 

市区町村職員向けの研修の開催 

長野県、青森県 名簿の参考様式等支援ツールの提供 

その他 つくば市 医療的ケア用品約 1日分を市本庁に

おいて預かり、災害時に避難所等ま

で可能な限り届ける取組 

北九州市 医療的ケア児支援の所管部署（福祉

部門）が主体となって医療的ケア児

の個別避難計画を策定する取組 

長野県 今般の新型コロナウイルス感染症へ

の対策として、医療的ケア児やその

家族が感染した場合にとるべき対応

の手順や「感染症対策個別支援計

画・基本情報」として参考となる様

式を作成・配布 
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②自治体が直面する課題と対処するうえでのポイント 

ヒアリング調査の結果把握された、「自治体が直面している課題」と「課題に対処する

うえでのポイント」は下表のとおりである。なお、「課題に対処するうえでのポイント」

はヒアリング調査の中で示唆が得られた場合に記入している。 

ア．テーマⅠ 医療的ケア児数等の把握方法のあり方 

課題 課題に対処するうえでのポイント 

 調査協力を依頼していない機関のサービ

スを利用している場合把握できない（香

川県、柏市） 

 サービス（行政含む）を利用していない

場合把握できない（山口県、滋賀県、つ

くば市、札幌市） 

－ 

 「医療的ケア児」を判断するための明確

な基準がない（埼玉県、北九州市、世田

谷区、つくば市、富山県） 

－ 

 本人の状態が変わる中で、常に最新の情

報に保つことが難しい（滋賀県、つくば

市） 

－ 

 関係機関から調査協力を得ることが難し

い（柏市、世田谷区） 

 組織間でなく支援者同士のコミュニケー

ションを通じて把握することで効率化を

図る（長野県） 

 レセプト情報を基に調査対象を設定する

ことで、医療機関において医師以外の職

員でも回答できるようにする（香川県） 

 「当事者として把握されたくない」と感

じている場合にどのように対応すべきか

難しい（つくば市） 

 当事者の心情に配慮し、未回答者に督促

を行わない（岐阜県） 

 市区町村が把握している人数を尋ねるだ

けでは、障害福祉サービスにつながって

いない人が把握できない（青森県、他） 

 医療機関や訪問看護ステーションにも調

査を実施する（青森県、他） 

 市区町村が把握している人数は医療的ケ

ア児の定義や把握方法が統一されていな

い（富山県、高知県） 

 市区町村が把握するには負担が大きい

（高知県） 

 県として医療機関から対象となる医療的

ケア児の保護者に調査票を配布、回収し

て把握する（高知県、札幌市） 
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イ．テーマⅡ 地域の特性に応じた医療的ケア児等コーディネーターの配置のあり方 

課題 課題に対処するうえでのポイント 

 実際に支援に携わる機会が限られ実践を

通じたスキルアップの機会が乏しい（香

川県、山口県、北九州市） 

 地域に医療的ケア児がいない期間に支援

のノウハウが継承されない（長野県） 

 

 

 

 

 コーディネーター同士で自発的な学びの

場を設けて、担当する医療的ケア児がい

ない期間にもスキル向上やノウハウ共有

に取り組めるようにする（柏市） 

 県のコーディネーターがスーパーバイザ

ーとして圏域・市区町村のコーディネー

ターのバックアップや育成に取り組む

（長野県） 

 養成研修の講師がスーパーバイザーの役

割を担う（山口県） 

 フォローアップ研修を実施する（富山

県、高知県、奈良県） 

 毎年度、支援者講習会を実施する（札幌

市） 

 現在主力となっているコーディネーター

の「後進」の育成、確保に取り組む必要

がある（岐阜県、世田谷区） 

 同じ組織に「後進」にあたる人材を配置

することで業務を通じてノウハウが共

有、引き継がれていくようにする（世田

谷区） 

 相談支援専門員が担い手の候補者となる

が、多くの場合医療の知識に乏しい（山

口県） 

 医療的ケア児等支援スーパーバイザーに

は医師も配置することで医療に係る専門

性を確保している（長野県） 

 コーディネーターが講師になって相談支

援専門員に研修を行う（柏市） 

 配置の条件やコーディネーターの期待役

割が明確でない（香川県、柏市） 
－ 

 他のコーディネーターとネットワークを

持つ機会がない（つくば市） 

 コーディネーターに集まってもらい意見

交換会を実施する（高知県） 

 医療的ケア児のいない市町もあるため、

市町ごとの医療的ケア児等コーディネー

ター配置は馴染まない（青森県、他） 

 今後、圏域ごとに代表コーディネーター

を配置、県が活動をバックアップする

（青森県） 
 全県をカバーする医療的ケア児等支援セ

ンターにコーディネーターを配置し、医

療的ケア児ごとに担当制を敷く予定（高

知県） 
 養成研修を受けたコーディネーターの活

用が課題（奈良県） 
－ 
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ウ．テーマⅢ 医療的ケア児支援センターに期待される相談機能のあり方 

課題 課題に対処するうえでのポイント 

 センターに期待される役割が明確でな

く、何をどこまでやればいいのかわから

ない（つくば市） 

 「協議の場」での議論等を通じて、セン

ターに期待される役割、求められている

支援の内容を予め明確にしておく（世田

谷区） 

 当事者の存在やニーズを把握することの

難しさを予め念頭に置き、広報に努める

（世田谷区） 

 個人の熱意に頼った運営から、体制強化

等を通じて脱却する必要がある（香川

県） 

－ 

 センターの中心となる人材の後継者の確

保（長野県） 
－ 

 相談のテーマが医療や保育、教育など幅

広い（世田谷区） 

 センターだけでは解決できないという前

提に立って関係機関との連携体制づくり

に努める（世田谷区） 

 支援に当たっては、医療・福祉双方の知

識が必要である（奈良県） 

 看護職と福祉職のコーディネーターを 1

名ずつ配置する（奈良県） 

 間接支援だけでなく直接支援をするため

には人手が必要である（青森県） 

 予算を確保し人員増強。勉強会等を通じ

て支援の輪を広げる（青森県） 

 他の市区町村での取組の様子が分からな

い（札幌市） 
－ 
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エ．テーマⅣ 災害時に必要な支援 

課題 課題に対処するうえでのポイント 

 自主的な備えがなかなか進まない（柏

市） 

 自助の取組がどの程度進んでいるかの現

状把握が必要である（つくば市） 

 当事者だけでは進まないことを前提に取

り組みを促すツールを提供する（長野

県、山口県、つくば市） 

 「協議の場」の構成員が当事者に備えを

呼び掛けている（柏市） 

 自助では補えない部分のサポートを提供

する（つくば市） 

 実態調査において個人情報（医療的ケア

児の氏名や住所等）を収集しても、その

情報を「災害対策」に転用することはで

きない。また、どういった手順を踏めば

転用が認められるかわからない（岐阜

県、滋賀県） 

 個人情報を部署を超えて共有しても差し

支えないのか判断が難しい（岐阜県） 

 県内市区町村において、部署間の情報共

有の許諾が得られるよう積極的に医療的

ケア児家族に働きかけている市区町村は

少数である（長野県） 

 避難行動要支援者名簿への掲載同意を得

る際に、名簿は庁内関係部署とも共有す

ることを明記している（つくば市） 

 個別避難計画の作成にあたっては、支援

団体が市に名簿の提供を申請し、市が本

人の同意を確認した上で、名簿情報を提

供（札幌市） 

 市内の関係機関と行政がそれぞれ独自に

災害対策に取り組んでいるため、連携体

制を築く必要がある（つくば市） 

－ 

 災害発生時、様々な機関から保護者に安

否確認の連絡が入るなど、交通整理がで

きていない（青森県） 

 災害時個別避難計画の中で整理する（青

森県） 

 危機管理部門等、他の部署も関わるテー

マのため連携体制を組むことが難しい

（北九州市、他） 

 体制が整うのを待たず、福祉所管部署が

主導して後から関係部署を巻き込む形を

とる（北九州市） 

 平時とは異なる「災害時の支援」につい

ては日ごろの支援者であっても協力を引

き出すことが難しい（北九州市、他） 

 本人と支援者が顔を合わせる機会を持

ち、支援者に期待する役割を明確にする

（北九州市） 

 医師も「顔合わせ」の場に招き災害対策

の取組に巻き込んでいく（北九州市） 

 自治体単独ですべての医療的ケア児に個

別対応することは難しい（滋賀県、北九

州市、他） 

 県として取組のモデルを描き、パイロッ

ト的にいくつかの自治体で実施したうえ

で県内の他自治体へ横展開を進めていく

（滋賀県） 

 当初は行政が主導しつつも、取組の「モ

デル」化が進んだ段階でコーディネータ

ーへ取組主体を移行していく（北九州

市） 
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第４章 医療的ケア児支援の現状・課題とあり方 

前述の調査結果を踏まえ、検討委員会において、４つの課題における現状・課題と対応

の方向性について検討を行った。検討結果は以下のとおり。 

 

１．医療的ケア児数等の把握方法のあり方 

（１）現状・課題 

 医療的ケア児数等の実態を様々な目的に活用 

医療的ケア児数等の把握の目的を尋ねたところ、都道府県では「①実態把握、②施

策立案、③市区町村への情報提供」、市区町村では「①実態把握、②サービス未利用

者の把握、③災害対策」が多いなど、自治体によってその位置づけは様々であった

（図表 13、78）。自治体の中には、医療的ケア児等コーディネーターの配置の在り

方の検討に活用するといった事例も見られた（青森県）。 

 医療的ケア児数の把握にあたり、網羅性や負担感等に困難を感じる自治体が一定程度

存在 

医療的ケア児数の把握の取組について、「できている」または「どちらかというと

できている」と回答した割合をみると、都道府県は 74.4%、市区町村は 71.7%であり、

医療的ケア児数の把握は一定程度進んでいることが確認された（図表 14、79）。 

調査方法は、都道府県では「管内の市区町村への照会」や「医療機関や特別支援学

校等の関係機関に対する調査」が多い一方、市区町村では「障害福祉サービスの支給

決定に付随した把握」や「障害者手帳の取得申請に付随した把握」が多いなどの特徴

が見られた（図表 19、87）。ヒアリング調査では、負担感や調査後の支援の充実を

踏まえて調査方法を選択している様子がうかがえた。 

一方で、把握にあたっては、医療的ケア児の網羅性や実施に当たっての負担感など

に課題を感じている自治体が多く（図表 30、98）、また、市区町村では自治体規模

が大きいほど、医療的ケア児数の把握が「できていない」と回答する傾向があった

（図表 81）。調査方法によっては特定の医療的ケア児が把握できないため、調査目

的や調査方法の特性、地域の状況を踏まえた対応が求められる。 

 医療的ケア児の定義は自治体よってばらつきがある 

医療的ケア児の定義の解釈については、「日常的に医療的ケアを要する重症心身障

害児（重度の肢体不自由と重度の知的障害が重複している）」や「日常的に医療的ケ

アを要する肢体不自由児」「日常的に医療的ケアを要する知的障害・発達障害児」と

する自治体が都道府県・市区町村ともに８割超であった。 

一方、上記以外の「日常生活を送るために恒常的に医療的ケアを受けることが不可

欠な児」とする自治体は、都道府県では 81.6%、市区町村では 64.3%と、自治体によ

って医療的ケア児に含めるかどうかの対応にはばらつきが見られた（図表 15、83）。

また、具体的な医療的ケアの範囲についても、自治体に応じて様々であった。 
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医療的ケア児数を把握する際の対象年齢は 18 歳未満とする自治体が多かったが

（図表 18、86）、障害「者」への移行も含めた実態把握や、障害児・者一貫した支

援を検討する等の理由から 40歳や 65歳までの範囲で調査している自治体もあった。 

自治体からは医療的ケア児の定義について具体的な定義を求める声もあった。全国

的な実態把握のためには一律の定義が必要と考えられる一方、各自治体において、調

査目的に応じてそれぞれに工夫しながら定義・調査している現状を踏まえると、慎重

な検討が必要と考えられる。 

    

（２）医療的ケア児数等の把握に関する考え方 

前述の現状・課題を踏まえ、医療的ケア児数等の把握については、以下のように考

えることができるのではないか。 

 調査目的について 

医療的ケア児数等の把握の目的としては次のようなものが挙げられるが、単なる実

態（実数）把握を目的とするのではなく、活用目的を明らかにした上で調査を実施す

ることが重要であり、都道府県、市区町村の役割に応じて、各自治体における検討が

求められる。 

（例）・地域の実態に関する基礎資料として活用 

・医療的ケア児支援施策の立案や見直しに活用 

・（都道府県の場合）管内市区町村への情報提供に活用 

・支援を必要としているサービス未利用者の把握、働きかけに活用 

・施設整備等の方針決定の参考資料として活用 

・災害対策の取組に活用 

 

 調査方法について 

都道府県、市区町村ともに調査方法としては様々あるが、調査目的や留意事項、予

算や人員等の地域の実情に応じた選択が重要である。次表に、各調査方法にみる主な

留意事項について示す。 

なお、医療的ケア児は様々な部局と接点があることから、障害部局だけでなく、母

子保健部局や子育て支援部局、教育部局とも連携して対応することが有効である。ま

た、例えば、文部科学省では毎年医療的ケア児数の実態把握 3を行っており、こうし

た既存調査の活用も有用である。 

実施頻度については、災害対策も含めて考えると、毎年実施することが望ましいと

考えられるが、予算やマンパワーなどの要因も加味しつつ、調査の目的に応じて隔年

や障害福祉計画の策定等のタイミングにあわせて実施する等も想定される。 

 
3 文部科学省「学校における医療的ケアに関する実態調査」

（https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/tokubetu/mext_00706.html）（令和 4 年 3月 18 日） 

https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/tokubetu/mext_00706.html%EF%BC%89%EF%BC%88%E4%BB%A4%E5%92%8C4%E5%B9%B43%E6%9C%8818
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（例）支援が必要な医療的ケア児の名簿の作成を目的として調査を実施する場合、

一度大規模に調査を実施してリストを作成したのち、毎年各圏域の保健師や

医療的ケア児等コーディネーターの協力を得てリストの更新を行う 

（例）医療的ケア児の生活状況等を把握し、施策の評価や立案に役立てるため、障

害福祉サービス事業所に対しては毎年医療的ケア児の受入れ可否や受入人数

の実態調査を行う。加えて数年に１回、医療的ケア児の生活状況や支援ニー

ズを把握するため、医療的ケア児を対象としたアンケートを実施する。 

 

把握方法 
主な実施主体 

留意事項 
都道府県 市区町村 

医療機関や特別支援

学校、訪問看護ステ

ーション、障害福祉

サービス事業所、家

族会等の関係機関に

対する調査 

〇  

【共通】 

・回収率の向上等がポイントであり、医師会

等を始めとした地域の関係者・関係団体へ

の協力の呼びかけ、協力確保が重要 

【訪問看護ステーション】 

・障害者手帳を取得していない医療的ケア児

や障害福祉サービス等を利用していない医

療的ケア児の把握が可能 

【障害福祉サービス事業所等】 

・児童発達支援センターをはじめとする通所

事業所では児の最新の状況を把握している

ので協力確保が重要 

【学校に対する調査における留意事項】 

・文部科学省では毎年医療的ケア児に関する

実態調査 4を実施しており、医療的ケア児数

把握のために当該調査結果を活用する方法

は有用。ただし、訪問教育等の児童・生徒

が含まれていない場合があるため留意が必

要 

・特別支援学校以外の学校に通学する医療的

ケア児もいるため、教育委員会等との連携

が重要 

医療的ケア児家族に

対する調査（関係機

関を介して回答を依

頼） 〇  

・調査実施に係る事務負担が一定程度あるも

のの、行政手続きで把握できない医療的ケ

ア児やその家族を把握することが可能 

・医療的ケア児の生活実態や支援ニーズを把

握する際に有用 

・回収率の向上等がポイントであり、関係機

関や関係団体を通じた協力依頼が重要 

小学校等入学に伴い

医療的ケア児家族が

相談に訪れた際の把

握 

 〇 
・入学等は児童生徒を網羅できる機会であ

り、有効に活用することが期待される 

障害福祉サービスの

支給決定に付随した

把握 
 〇 

・行政手続きに付随して把握可能であり、比

較的負担が少なく把握が可能である 

・一方で、障害福祉サービス未利用者は把握

不能であるため、留意が必要 

障害者手帳の取得申

請に付随した把握 
 〇 

・行政手続きに付随して把握可能であり、比

較的負担が少なく把握が可能である 

 
4 文部科学省「学校における医療的ケアに関する実態調査」

（https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/tokubetu/mext_00706.html）（令和 4 年 3月 18 日） 

https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/tokubetu/mext_00706.html%EF%BC%89%EF%BC%88%E4%BB%A4%E5%92%8C4%E5%B9%B43%E6%9C%8818
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把握方法 
主な実施主体 

留意事項 
都道府県 市区町村 

・一方で、手帳未取得の場合は把握不能であ

るため、留意が必要 

退院・地域生活への

移行に伴う行政手続

き等に付随した把握  〇 

・退院・地域生活への移行の際、市区町村の

保健師等と連携する場合があり、保健師等

が支援を必要としている医療的ケア児を把

握している場合がある 

・日頃からの地域の医療機関や保健師等との

連携が重要 

管内市区町村への照

会/都道府県や圏域

からの情報提供 

〇 〇 

・医療的ケア児の定義や把握方法の統一が必

要であり、統一されていない場合、正確性

が著しく欠ける恐れがあるため留意が必要 

レセプト情報に基づ

く把握 

△  

・主に国が全国的な医療的ケア児数の把握を

行う際に採用することを想定 

・診療行為から医療的ケア児数を類推して把

握することが可能。 

・ただし、在宅療養指導管理料によっては医

療的ケア児とは異なる傷病患者を抽出する

可能性があること、県外医療機関の受診分

について把握ができない点に留意が必要 

・新型コロナウイルス感染症等により受診行

動に変化がある場合には医療的ケア児数の

推計に影響を及ぼす点に留意が必要 

 

 調査内容について 

医療的ケアの内容や利用しているサービス等の基本的な情報のほか、生活上の課題

や災害時対策の検討など、調査目的に応じた内容を検討することが望ましい。その際、

回答者の負担やプライバシーに配慮し、必要十分な調査内容とすることに留意する。 

  （例）・年齢、氏名、住所 

     ・必要とする医療的ケアの内容 

     ・利用している障害福祉サービス、必要だが利用できていないサービス等 

     ・かかりつけ医療機関 

     ・家族構成、主なケアの担い手 

     ・医療的ケアが必要となった理由 

     ・日常生活における課題 

     ・自治体の支援に関する要望 

     ・災害に備えた対策の実施状況 

 

 「医療的ケア児」の定義について 

医療的ケア児数等の調査結果を有効に活用するためには、調査目的に応じて医療的

ケア児の定義を予め明確にしておくことが重要である。その際、障害福祉サービス等

利用における医療的ケア判定スコアを参考にすることもできる。 

なお、少なくとも都道府県においては、管内市区町村間の比較や全国的な把握を見

据えて、従来の障害児に加えて「日常生活をおくるために恒常的な医療的ケアを受け

ることが不可欠な児」も定義に加えて実態を把握するよう努めることが望ましい。こ

の場合には、どのような支援ニーズがあるかを併せて確認することで、各都道府県の

目的に応じたより適切な施策立案につながると考えられる。 
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対象年齢は医療的ケア児支援法にあわせて 18 歳未満とすることが原則と考えられ

るが、障害「者」への移行も含めた実態把握や、障害児・者一貫した支援を検討する

等の理由から、18 歳以上も含めて調査する等、各自治体において目的に応じて設定

することも考えられる。また、保護者の就労支援の充実等の観点からは、必要に応じ

て保育等のサービスにつなぐ観点からも、可能な限り低年齢から把握する視点も重要

である。 

 

（３）取り組む際のポイント 

自治体での取組事例から、医療的ケア児数等の把握の際のポイントとして次のよう

なことが挙げられる。 

 都道府県により市区町村への支援 

実態把握には一定の作業負担を要するため、個別の市区町村では対応が難しい場合

がある。都道府県が市区町村に代わって実態把握を行い情報を還元する、調査方法を

市区町村に示す、有効な取組を行っている事例を共有する等により、市区町村におけ

る実態把握を支援する役割が期待される。 

一方で、直接サービスを提供する市区町村においても、医療的ケア児支援施策につ

なげられるよう、主体的に実態把握に取り組む姿勢が期待される。 

 情報の取扱い 

医療的ケア児数等の実態把握の際にはプライバシーに十分配慮し、個人情報保護法

を始めとした各種関連法令や自治体が策定する個人情報保護条例等を遵守することが

求められる。一方で、個人情報保護が壁となり情報の利活用に悩む自治体も少なくな

い。例えば、調査実施の際にあらかじめ調査の目的や利活用の範囲を明示した上で包

括的に同意を得るなどの対応も考えられる。 

 

（４）まとめ 

医療的ケア児の実態を把握する目的・方法等は、前述のように様々な形が考えられ

るが、概観すれば、以下のように考えられる。 

 国等において、施策検討等の基礎資料として数を把握する場合 

なるべく網羅的に概数を把握することが期待され、レセプト情報に基づく把握や、

就学児に関する教育関係部局における把握が中心的な手法と考えられる。 

 国・都道府県・市区町村等において、具体的な施策検討の参考資料として実態を把

握する場合 

詳細な実態の把握が求められることから、支援機関（医療機関や障害福祉サービス

事業所等）や家族に対する調査が中心的な方法と考えられる。 
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 市区町村等において、支援を必要としている者の把握や災害対策のために把握する

場合 

個人の氏名・住所地等を名簿化する形での把握が求められることから、障害福祉サ

ービスの支給決定や障害者手帳の交付事務に付随する情報に加え、母子保健部局で把

握した情報や、就学児に関する教育関係部局における情報を総合することによる把握

が中心的な方法と考えられる。 
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２．地域の特性に応じた医療的ケア児等コーディネーターの配置のあり

方 

（１）現状・課題 

 医療的ケア児等コーディネーターの配置に向けては役割の整理や人材確保が課題 

アンケート調査からは、コーディネーターを配置している都道府県は 34.9%、市区

町村は 10.5%であり、全国的に見るとコーディネーターの配置はあまり進んでいなか

った（図表 33、101）。コーディネーターを配置していない理由としては、検討中・

準備中という回答も一定数あったものの、予算や人員の確保のほか、都道府県と市区

町村のコーディネーターの役割が不明確であるために配置が進んでいない実態も見ら

れた（図表 48、117）。また、コーディネーターが配置されている場合、配置に当た

っての課題として、ノウハウの共有や人材育成、必要な知識・スキルを持った人材の

確保、必要人数が分からない等が上位に挙げられた（図表 46、115）。コーディネー

ターの役割の整理や人材確保に向けた対策が求められている。 

なお、コーディネーターの配置先は計画相談事業所、基幹相談支援センター、障害

福祉サービス事業所、本庁等様々であり、担い手も相談支援専門員、看護師・准看護

師、保健師など、医療・福祉の様々な職種が確認された（図表 35、37、104、106）。

自治体によっては、コーディネーターとして配置されている人材の属性は相談支援専

門員である場合が多いが、患者家族と医師（長野県）、看護師と福祉職（奈良県）、

保健師とリハビリ専門職（つくば市）など、専門性ある人材を複数名組み合わせて配

置することで多様な支援ニーズに応えている事例があった。 

一方、コーディネーターを対象とした調査からは、コーディネーターとして活動す

る上での最も課題だと感じるものとして「関係機関等との連携が困難・不十分」が

32.9%で最も多く挙げられるなどの実態も明らかとなった（図表 169）。 

 医療的ケア児等コーディネーターに期待される役割と実際の役割にギャップ 

コーディネーターの役割は、個別ケースに対するサービス調整等のほか、関係機関

の連絡調整や協議の場への参画、研修の実施等、多岐に亘る（図表 39、40、108、

109）。ヒアリング調査では、圏域単位で、リーダーとなるコーディネーターを設置

し、広域での調整や地域課題の検討を行うといった役割を持たせている自治体もあっ

た（長野県）。 

都道府県、市区町村ともにコーディネーターに期待している役割は様々である一方

で、期待値が高い（80%以上）にも関わらず、実際に役割として担われていない（期

待値と実際の差が 20%以上）と考えられているものや、期待値は相対的に高くない

（80%未満）ものの、実際に担われている割合が低い（期待値と実際の差が 20%以上）

ものとして、次頁の表に示すものが挙げられた（図表 41、110）。地域の支援ニーズ

を踏まえつつ、今後はこれらの機能の実装が課題と考えられる。 
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 役割の内容 都道府県 市区町村 
期待値は高いが実際は

担われていない役割 

・親の就労継続のための支援やきょうだい児

等を対象とした家族支援 ○ ○ 

・協議の場への参画 ○  

・医療的ケア児及びその家族に対する支援に

係る、医療、保健、福祉、教育、労働に関

する業務を行う関係機関等との連絡調整 
・就学・就園・保育所入所支援を含む医療的

ケア児の成長や生活の支援 
・医療的ケア児とその家族の状況を踏まえた

退院支援 
・自治体やサービス事業者では対応の難し

い、専門性の問われる相談事例への対応 
・保健、医療、障害福祉、保育、教育等の多

職種の協働推進 
・関係機関等及びその従事者に対する医療的

ケアについての情報の提供及び研修 
・都道府県の医療的ケア児等コーディネータ

ーとの連携 
・成人期への移行に向けた就労支援やサービ

スの調整 

 ○ 

期待値は相対的に高く

ないものの、実際に担

われている割合が低い

役割 

・成人期への移行に向けた就労支援やサービ

スの調整 ○ ○ 

 

 

 医療的ケア児等コーディネーターの配置によって様々な効果を確認 

都道府県や市区町村が医療的ケア児等コーディネーターを配置することで、「専門

性の問われる相談事例にも対応できるようになった」「医療的ケア児のニーズを踏ま

えて多様なサービスの調整を行えるようになった」「関係機関に置いて情報共有や連

携が図られるようになった」「多職種の協働が進んだ」「関係機関において医療的ケ

ア児に関する知識が広まった」といった効果があることが確認された（図表 44、

113）。上述のような現状・課題はありながらも、今後一層のコーディネーターの配

置・活用が期待される。 
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（２）医療的ケア児等コーディネーターの配置に関する考え方 

前述の現状・課題を踏まえ、医療的ケア児等コーディネーターの配置については、

以下のように考えることができるのではないか。 

なお、ここでいうコーディネーターとは、単に医療的ケア児等コーディネーター養

成研修を修了した者を指すのではなく、業務・役割として、医療的ケア児が必要とす

る多分野にまたがる支援の利用を調整し、総合的かつ包括的な支援の提供につなげる

とともに、協議の場に参画し、地域における課題の整理や地域資源の開発等を行いな

がら、医療的ケア児に対する支援のための地域づくりを推進するといった役割を担う

者のことを指す。 

 

 医療的ケア児等コーディネーターの配置方法について 

医療的ケア児等コーディネーターを配置することで様々な効果が確認されているこ

とから、地域の実情に応じた形でコーディネーターを配置・活用することが重要であ

る。特に、医療的ケア児の地域での生活や発達・成長を支援するという視点から、医

療的ケア児等コーディネーターの配置を考えることが重要である。 

一方で、医療的ケア児数は増加傾向にあるとはいえ、人数としては少ないことから、

必ずしもすべての市区町村に配置することが効率的とはいえない。次のような方法も

含めて、地域に応じた配置方法を検討することが望ましい。 

・圏域単位で医療的ケア児等コーディネーターを配置 

・医療的ケア児支援センターや拠点となる医療機関、障害福祉サービス事業所等

に医療的ケア児等コーディネーターを配置 

また、医療的ケア児支援には、医療・福祉双方の視点が必要となる。この点につい

て、医療職と福祉職等、異なる専門性を持つ人材を組み合わせて配置する等により対

応している事例も参考としながら、必要な人材を確保・配置することが望ましい。 

 

 医療的ケア児等コーディネーターの役割について 

都道府県、市区町村ともにコーディネーターに期待される役割は様々であるが、前

頁に挙げたような役割については、一層の遂行が期待される。地域の医療的ケア児の

支援ニーズを踏まえつつ、後述の医療的ケア児支援センターや相談支援専門員との役

割分担により必要な機能が確保されるよう留意することが望ましい。 

なお、医療的ケア児の支援には、次のような関わりがあることが見えてきた。一口

にコーディネーターといっても様々な役割があるため、都道府県、圏域、市区町村の

各単位で、人的資源の状況も踏まえ、コーディネーターの配置と役割を整理すること

が望ましい。 
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  内容 担い手 配置単位 

直接的

な支援 

通常のケース

ワーク 

➢サービスの調整等、一

般的な支援を行う 
➢地域の相談支援

専門員等 市区町村 

医療的ケア児

の特徴を踏ま

えた専門的な

ケースワーク 

➢医療・保健・福祉・教

育など様々な領域の関

係機関等と連携しなが

ら、医療的ケア児の支

援を行う 

➢地域の相談支援

専門員のうち医

療的ケア児等コ

ーディネーター

養成研修を受講

するなど、医療

的ケア児支援に

ついて一定の知

見と経験を有す

る者 

市区町村／ 
圏域 

間接的

な支援 

医療的ケア児

支援のための

ソーシャルワ

ーク 

➢医療的ケア児支援に当

たって必要な地域資源

の開拓・開発や、個別

のケースを通じて地域

課題の抽出・解決に取

り組む 
➢地域の医療的ケア児等

コーディネーターの活

動の支援を行う（スー

パーバイザーとしての

役割） 

➢圏域や県に配置

された医療的ケ

ア児等コーディ

ネーター 
※医療的ケア児支

援センターも同

種の役割を担う

ことが想定され

る 

都道府県／ 
圏域 

 

（３）取り組む際のポイント 

自治体での取組事例から、医療的ケア児等コーディネーターの配置・活用を検討す

る際のポイントとして次のようなことが挙げられる。 

 

 人材育成やノウハウの共有に関する取組 

都道府県単位・圏域単位で見たときに、医療的ケア児の人数が少ない等の背景から、

コーディネーターとしての経験・ノウハウの蓄積が難しいといった課題が生じやすい。

自治体においては、次のような取組を通じて、コーディネーターの支援を行うことが

望ましい。 

（例）・圏域のコーディネーター等の活動を支援するスーパーバイザーとなるコーデ

ィネーター等の配置  

・お互いの活動内容の共有や事例検討を行う検討会、協議の場の設置 

・医療的ケア児等コーディネーターについて、フォローアップ研修を実施 
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３．医療的ケア児支援センターに期待される相談機能のあり方 

（１）現状・課題 

 医療的ケア児支援センターに期待される機能の各自治体における十分な実装はこれから

の課題 

医療的ケア児支援センターに期待される機能を持つ組織・機関の有無について尋ね

たところ、「ある」と回答した都道府県は 41.9%、市区町村は 15.7%（政令指定都市

では約７割）と、多くの自治体で未保有であり（医療的ケア児及びその家族に対する

支援に関する法律の施行前である令和３年９月１日時点）、医療的ケア児支援の充実

に向けた体制整備に向けては、法の施行を機に改善の余地があると考えられた（図表

49、118）。 

なお、機能を有する組織等としては、都道府県の場合は「本庁（障害福祉）」や

「医療機関」のほか、医療的ケア児支援に特化して設けられた組織・機関等が挙げら

れた。市区町村では「本庁（障害福祉）」のほか、「計画相談支援事業所」や「保健

所・保健センター」などが挙げられた（図表 50、120）。 

都道府県に対して各機能のうち課題と感じる機能を尋ねたところ、「地域における

課題整理や地域資源開発」「医療的ケア児が必要とする多様な支援、サービスの利用

調整」「就学・就園・保育所入所支援を含む医療的ケア児の成長や生活の支援」が上

位に挙げられた（図表 55）。地域の支援ニーズを踏まえつつも、これらの機能の充

実が課題である。 

 医療的ケア児支援センターの設置形態は様々 

ヒアリング調査では、センターの設置方法として、既存の組織・機関（自治体の本

庁や医療機関等）にコーディネーターを配置してセンター機能を付加する方法（北九

州市、つくば市）と、医療的ケア児支援センターを新たに開設する方法（岐阜県、香

川県、富山県、高知県、奈良県、世田谷区）の大きく２つに分類された。 

前者の場合、既に地域において医療的ケア児支援に取り組んでいた医療機関や相談

支援事業所等に委託することで、これまでに蓄積されたノウハウやネットワークを活

用することができるといったメリットがあると考えられる。 

また、医療的ケア児支援センターに期待される機能は直接支援・間接支援ともに

様々あるが、各機能をセンターに一元化させる事例（岐阜県、香川県、奈良県）もあ

れば、直接支援に係る機能は地域の医療的ケア児等コーディネーター（相談支援専門

員等）が個別ケースへの対応で担うなど、センターとコーディネーターとで役割分担

をしている事例（長野県、高知県）もあった。その他にも、圏域ごとにセンター機能

を持たせるなど、センター機能を階層的に設置・運営するような構想をもっている自

治体（青森県）など、様々な形態がありうることが確認された。 

 医療的ケア児支援センターに期待される役割・効果 

都道府県に医療的ケア児支援センターが設置された場合に市区町村が期待する役割

としては、「自治体やサービス事業所では対応の難しい、専門性の問われる相談事例

への対応」や「医療的ケア児・者が必要とする多様な支援・サービスの利用調整」の

他に、「関係機関及び民間団体並びにこれに従事する者に対する医療的ケアについて
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の情報の提供及び研修」などが挙げられた（図表 127）。また、ヒアリング調査では、

「ワンストップ対応窓口が確保でき、医療的ケア児家族やその支援者が相談内容や児

の年齢によらず相談できるようになった」「専門性の高い事例に対応できるようにな

った」「支援者や市区町村がセンター等のバックアップを受けながら活動できるよう

になった」といった効果が指摘された（岐阜県、香川県、長野県、富山県、北九州市、

つくば市）。 

医療的ケア児数が増加傾向にあるとはいえ、絶対数が少なかったり、地域的な偏在

がある場合に、先行して取り組んでいる市区町村や圏域での取組・ノウハウ等、有用

な情報の収集・一元化と横展開による、市区町村や各支援者に対する技術的なバック

アップなども、都道府県が設置する医療的ケア児支援センターの重要な取組の１つと

考えられる。 

 

（２）医療的ケア児支援センターに期待される相談機能に関する考え方 

前述の現状・課題を踏まえ、医療的ケア児支援センターに期待される相談機能につ

いては、以下のように考えることができるのではないか。 

 

 医療的ケア児支援センターの設置に関する考え方 

センターを担う組織は自治体によって様々であるが、自治体直営での設置だけでな

く、既に医療的ケア児支援についてノウハウ・知見やネットワークを有する法人等に

委託するなど、地域資源を効率的に活用することも有用と考えられる。 

特に医療的ケア児数が多い場合や、エリアによる偏在がある場合には、都道府県で

１か所設置するという形式だけでなく、サテライト形式や、圏域・市区町村単位で設

置するなど、分散して設置する方法も想定される。この場合、支援を必要としている

医療的ケア児の把握漏れを防ぎ、また、支援のために必要な情報の共有や関係者間の

連携が図られるよう、協議の場等も活用しながらセンター間の連携を十分に確保する

ことが期待される。 

いずれの地域にいても必要な支援が受けられるよう、「面」の視点を持つことも重

要であり、こうした視点を踏まえつつ、地域の実情に応じた選択・設置が望ましい。 

 医療的ケア児支援センターの機能・役割 

医療的ケア児支援センターが行う業務は医療的ケア児支援法に示されているが、加

えて、コーディネーターの人材育成は特に重要な機能・役割として期待される。具体

的には、医療的ケア児支援法のセンター業務には、「医療、保健、福祉、教育、労働

等に関する業務を行う関係機関及び民間団体並びにこれに従事する者に対し医療的ケ

アについての情報の提供及び研修」があるが、この点について、医療的ケア児等コー

ディネーターのフォローアップ研修やノウハウ・好事例の収集と横展開などについて

も取り組むことが期待される。 

その他、機能の中でも、個別支援や関係者の連絡調整は市区町村、人材育成や国・

自治体単位での情報の集約・発信は都道府県など、センター（もしくはコーディネー

ター）と分担することも想定される。また、多分野の施策の整合性のある支援体制を
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構築するためにも、各都道府県・中核都市等に設けられている難病相談支援センター、

移行期医療支援センター等との連携も重要になると考えられる。 

なお、前項で、医療的ケア児等コーディネーターの役割は大きく、直接的な支援と

して「通常のケースワーク」と「医療的ケア児の特徴を踏まえた専門的なケースワー

ク」、間接的な支援として「医療的ケア児支援のためのソーシャルワーク」に分けら

れると整理したところであるが、センターは一元的に相談・情報を取り扱うことで、

特に個別のケースから地域の課題等を抽出する「医療的ケア児支援のためのソーシャ

ルワーク」の役割が期待されるところである。 

なお、センターが設置される場合でも、従来実施されてきた相談対応等は引き続き

市区町村等において対応が求められる点に留意が必要である。また、個別ケースにつ

いて、専門性が高いケースについて都道府県のセンターの助言・指導を受ける場合で

も、市区町村においても必要な支援が受けられるよう体制整備を行うことが期待され

る点に留意が必要である。 

 医療的ケア児支援センターの職員配置 

医療的ケア児支援には、医療・福祉両面の視点が必要である。コーディネーターの

配置と同様、医療職と福祉職等、異なる専門性を持つ人材を組み合わせて配置する等

により対応している事例も参考としながら、必要な人材を確保・配置することが望ま

しい。 

  

（３）取り組む際のポイント 

自治体での取組事例から、医療的ケア児支援センターに期待される相談機能を検討

する際のポイントとして次のようなことが挙げられる。 

 

 協議の場等を活用したセンター設置に向けた検討 

今後センター設置を検討する場合には、協議の場での議論や庁内・庁外関係者との

情報共有等を通じて、地域における機能を有する資源（組織・人材）等を把握すると

ともに、支援ニーズなども踏まえながら、センター設置について検討することが望ま

しい。議論の際には、都道府県・市区町村の各関係部署（医療、保健、福祉、教育、

労働等）、地域の障害福祉サービス事業所、医療関係者等とも連携して検討すること

が重要である。 

センター設置が難しい場合でも、地域の相談支援事業所や医療機関等と連携してセ

ンターに期待される機能の一部を有するチームを組成したり（例：青森県、札幌市）、

相談窓口を設置・明確化する（例：つくば市）といった自治体もあり、地域の状況に

応じた体制を検討することが重要である。 

また、センター設置までの当面の措置として、相談窓口の明確化など、医療的ケア

児や事業者が必要な支援や情報を得られるよう、配慮することが望ましい。 
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 コーディネーターや都道府県・市区町村の役割の明確化 

センターを設置する場合、センターとしての機能を効果的に発揮させるためには、

センターとコーディネーター、都道府県と市区町村の役割を明確にしておくことも重

要である。都道府県がセンターを設置する場合でも、市区町村等において、医療的ケ

ア児等からの相談対応を行わないこととしたものではなく、市区町村等においても、

引き続き、各制度の相談窓口や、医療的ケア児等の相談に係る一元的な窓口において、

適切に対応することが求められている。市区町村としての役割やセンターとの連携を

きちんと検討することが期待される。 

 住民や関係者への周知 

センターを設置する場合、支援を必要とする医療的ケア児や事業者等が活用できる

よう、広く周知することが望ましい。 
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４．災害時に必要な支援 

（１）現状・課題 

 都道府県における取組状況 

都道府県は市区町村に対して医療的ケア児の居住実態等の把握を促すだけでなく、 

「管内の医療的ケア児の居住実態に関する情報提供」「災害対策のための情報把握の

支援」「個別避難計画策定の支援」など、市区町村における取組をバックアップして

いた（図表 61）。他にも、次のような取組を行っている事例があった。 

・協議の場やその他の会議体を通じて、個別避難計画作成の重要性について周知啓発 

（岐阜県、埼玉県、富山県） 
・モデル地区を定めて市での個別避難計画の策定を県が支援（研修も実施）（滋賀

県） 
・市区町村による避難行動要支援者名簿の作成等の支援として、市区町村職員向けの

研修の開催（滋賀県、埼玉県、富山県） 
・個別避難計画作成のためのツールを作成・配布（長野県、青森県） 

アンケート調査では、停電時の電源確保対策に取り組んでいる都道府県は約５割で

あり、医療機関等が災害時に貸与することを目的として購入する非常用電源の費用補

助や医療機器に対応した非常用電源の貸し出し等を行っていた（図表 64、65）。ヒ

アリング調査では、電源喪失時に支援が必要となる住民の把握（長野県）、非常用電

源のある施設の把握（埼玉県）といった取組も確認された。 

その他にも、「医療的ケア児サポートブック」や「医療的ケア手帳」などの医療的

ケア児・保護者向けのツールの中に災害時の対策について掲載するなど平時からの災

害対策を促す取組をしている事例もあった（つくば市、山口県、岐阜県）。 

災害対策に関しては、様々な部署が関わるため縦割り等の問題が生じやすいが、災

害対策を推進している都道府県では、協議の場等をうまく活用しながら、必要な対策

の議論等を行っていた事例もあった（岐阜県、滋賀県）。 

 市区町村における取組状況 

要配慮者の中に医療的ケア児を位置付けていた市区町村は約６割であった（図表

130）。また、医療的ケア児の居住実態等の把握については約３割の市区町村が「取

り組んでいない」と回答しており、「医療的ケア児は避難行動要支援者ではないから」

や「把握方法が分からないから」といった回答がそれぞれ約３割であった（図表 132、

133）。また、医療的ケア児を対象として個別避難計画を作成している市区町村は３

割弱、停電時の電源確保対策に取り組んでいる市区町村は約２割、福祉避難所の設置

に当たって医療的ケア児の受入れを考慮している市区町村は約１割であった（図表

141、142、145）。 

上記のとおり、市区町村における取組割合は必ずしも高くない一方で、地域の医療

機関等のキーパーソンや医療的ケア児等コーディネーターの協力を得ながら個別避難

計画を検討したり（北九州市）、家庭向けに災害に備えたマニュアルを作成する（つ

くば市）などの工夫した取組を行っている事例も見られた。他にも、医療的ケア用品
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約 1 日分を自治体の本庁において預かり、災害時に避難所等まで可能な限り届ける取

組（つくば市）も見られた。 

都道府県のバックアップを得ながら、関係機関等と連携した上で医療的ケア児の災

害対策に取り組むことが期待される。 

なお、一部の自治体では、災害時に、災害時小児周産期リエゾンと連携しながら、

医療的ケア児の安否確認をした事例もあった（札幌市）。 

 

（２）災害時に必要な支援に関する考え方 

前述の現状・課題を踏まえ、災害時に必要な支援については、以下のように考える

ことができるのではないか。 

 

 要配慮者としての位置づけの明確化 

令和３年５月に改定された「避難行動要支援者の避難行動支援に関する取組指針」

や「福祉避難所の確保・運営ガイドライン」に障害者等のなかに医療的ケア児が含ま

れている等の記載がされており、今後、更に医療的ケア児の災害対策を推進するため

にも、要配慮者の中に明示して位置付け、取組を一層推進することが期待される。 

その上で、次項に掲げるような取組を通じて、平時から医療的ケア児の災害時の支

援を検討・準備しておくことが重要である。 

 関係部局との連携 

医療的ケア児の災害対策のためには、医療的ケア児の実態把握等を通じて支援を要

する医療的ケア児を把握し、必要に応じて、避難行動要支援者名簿や個別避難計画の

作成が求められる。また、災害発生時、自宅等から福祉避難所に直接避難できるよう、

あらかじめ個別に調整しておく、停電時の医療機器のための電源確保対策を講じるな

どの対応も必要と考えられる。 

これらの取組を適切に実施するため、日頃から、関係部局（危機管理部局等）と連

携し、確実に対応が行われるようにすることが重要である。 

 （例）会議を開催して関係部署と情報共有（岐阜県） 

    定期的な意見交換会を開催して関係者間で情報共有しながら活動（滋賀県） 

福祉部門が主導しつつ適宜危機管理部門と連携（北九州市） 

危機管理部門からハザードマップの提供を受けて医療的ケア児の居住状況

を地図に整理するなど連携（つくば市） 

なお、例えば東京都足立区では、当事者の声を受けて、在宅の障害児・者や難病患

者のための「日常生活用具の給付」の対象に発電機や蓄電池を追加したといった取組

もあり、当事者の意見も踏まえながら対応を検討することも重要な視点である。 
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また、支援を必要とする医療的ケア児について、関係部局・関係者間で情報を共有

する場合には、個人情報保護にも十分配慮する必要がある。実態把握の際に事前に情

報の取扱いについて同意を得ておくなどの対策が想定される。 

 

 避難所に関する対応 

一般に、福祉避難所においては高齢者の利用を想定している場合が多く、医療的ケ

ア児の利用を想定した電源確保や資材（酸素ボンベ等）の確保までは想定されていな

いケースが多いことが指摘されている。また、被災時、福祉避難所までの移動が難し

く、在宅避難を第一選択とする医療的ケア児も少なくない。 

こうした現状を踏まえ、自治体においては、他自治体の取組や自地域の資源の状況、

当事者の状況等も踏まえながら、予め医療的ケア児も利用できる福祉避難所の開設に

ついて資材や医療的ケア用品の備えも含めて準備をしておく、在宅避難時における資

材や電源確保、連絡方法等について医療的ケア児の家族や関係者と調整をしておく、

といった対応が想定される。 

 

（３）取り組む際のポイント 

自治体での取組事例から、災害時に必要な支援を検討する際のポイントとして次の

ようなことが挙げられる。 

 

 都道府県による市区町村への支援 

災害時の対策は一義的には市区町村の役割と想定されるが、市区町村における取組

について技術的にサポートしたり、他の好事例の取組の共有・横展開、個別避難計画

作成のためのツールの展開等により、市区町村における取組を支援することが重要で

ある。 

 医療的ケア児等コーディネーターの活用 

個別避難計画の作成においては、避難先の確保や主治医との連携など、医療的ケア

児特有の課題もあることから、自治体によっては、コーディネーターや相談支援専門

員等とも連携しながら作成するなどして対応している事例（北九州市）もあった。災

害対策においても適時コーディネーター等と連携して対応することも有用と考えられ

る。 

 平時からの住民や関係者への情報発信 

災害対策は自助・共助・公助それぞれの視点で取り組むことが重要である。自助・

共助の観点からは、市民や医療機関等を始めとした関係者向けに、医療的ケア児も対

象に含めた災害マニュアルやリーフレットを作成し、平時から対策の必要性を啓発す

るなどの取組も重要である。 
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 その他：災害時小児周産期リエゾンとの連携 

災害時小児周産期リエゾンとは、災害時に、都道府県が小児・周産期医療に係る保

健医療活動の総合調整を適切かつ円滑に行えるよう、保健医療調整本部において、被

災地の保健医療ニーズの把握、保健医療活動チームの派遣調整等に係る助言及び支援

を行う都道府県災害医療コーディネーターをサポートすることを目的として、都道府

県により任命された者を指す。 

検討委員会では、災害時小児周産期リエゾンについて、次のような意見があった。 

・発災時には、迅速で漏れのない安否確認や状況に応じて医療機関での受入れ等が

必要となるが、災害時小児周産期リエゾンと連携することでこれらの対応が可能

となることが期待される。今後、各自治体における医療的ケア児の災害対策の１

つとして、災害時小児周産期リエゾン等との連携体制を確保していくことも考え

られる。 

・災害時小児周産期リエゾンになるには都道府県から推薦されて厚生労働省による

講習会を受講することが必要であり、現在、産科医や小児科医等、様々なバック

グラウンドを持つ者が災害時小児周産期リエゾンとして活動していると想定され

る。医療的ケア児の支援にあたっては、在宅で医療的ケア児の診療に深くかかわ

っている小児科医の協力が不可欠であり、都道府県においてはその点も踏まえ、

災害時小児周産期リエゾンの講習会の受講者の推薦について検討することが有用

であると考える。 
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第５章 まとめ 

 

本事業では、４つの検討課題について全国の都道府県・市区町村・医療的ケア児等コー

ディネーターを対象としたアンケート調査やヒアリング調査を行い、現状・課題と対応の

方向性について整理した。 

アンケート調査では一定程度の回収率が確保でき、自治体規模も全国と比べて大きな違

いがないことから、概ね参考となる値が把握できたものと考えられる。医療的ケア児支援

の取組状況にはばらつきがあるが、「医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法

律」の施行に伴い、今後取組の一層の進展が期待されることから、取組の経過や好事例の

蓄積を通じて、支援のより良い在り方を検討する必要性がある。 

なお、本調査における限界と留意点は以下のとおり。 

・本調査は「医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律」施行前の取組につ

いて調査したものである。施行前の実態として貴重な基礎資料であるが、法律に基づ

く取組状況を把握したものではない点に留意が必要である。 

・特に、医療的ケア児支援センターとしての機能について実態把握をしたが、医療的ケ

ア児支援センターそのものについての調査や、詳細な業務内容等の把握までは至って

いない点についても留意が必要である。 

・また、災害対策についても調査を行ったが、障害福祉部局への調査が中心であり、危

機管理部局をはじめとした関係部局での取組について詳細の把握や深堀りはできてい

ない点も留意が必要である。 

・また、本検討委員会では、医療的ケア児等コーディネーター（もしくは医療的ケア児

支援センター）の役割として直接的な支援として「通常のケースワーク」と「医療的

ケア児の特徴を踏まえた専門的なケースワーク」、間接的な支援として「医療的ケア

児支援のためのソーシャルワーク」に分けられると整理したところであるが、これら

を実施するための人的要件や、具体的な業務内容等については好事例の蓄積等を踏ま

え今後更に検討が必要である。 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参考資料１.アンケート調査票 
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参考資料２.ヒアリング記録 

 

 

 

 

 

 

# 自治体名 

１ 岐阜県 

２ 香川県 

３ 長野県 

４ 山口県 

５ 千葉県柏市 

６ 福岡県北九州市 

７ 東京都世田谷区 

８ 滋賀県 

９ 茨城県つくば市 

10 埼玉県 

11 青森県 

12 富山県 

13 高知県 

14 奈良県 

15 北海道札幌市 

 

 



 

 



 
実施⽇ 2021 年７⽉８⽇（⽊） 10：00〜11：30 
実施形式 WEB 会議 
先⽅ 岐⾩県 健康福祉部 医療福祉連携推進課 障がい児者医療推進係 

 

テーマⅠ 医療的ケア児数等の把握⽅法等 

１．⼈数等把握の調査経験等 
（１）「令和元年度在宅重度障がい児者等実態調査」（岐⾩県） 
 県では、「令和元年度岐⾩県在宅重度障がい児者等実態調査」を実施して医ケア児の⼈数等を把握している。 
 同調査では、以下の情報をもとに抽出した調査対象者（3,875 名）へアンケート調査票を送付した。 

 岐⾩県、岐⾩市が保有する⾝体障害者⼿帳取得者情報と、岐⾩県 が保有する療育⼿帳取得者 情報 
 岐⾩県教育委員会、各特別⽀援学校が保有する医療的ケアが必要な幼児児童⽣徒情報 
 岐⾩県、岐⾩市が保有する⼩児慢性特定疾病の認定情報 

 調査の結果、医療的ケア児（医療的ケアの判定スコア 3 点以上の児（18 歳未満））は 187 名であった（回収
率は約 40％）。 

 回収率が約 40％にとどまったが、背景として、県の倫理審査委員会（岐⾩県保健所等倫理審査委員会）にお
いて、未回答者に督促を⾏うことは倫理上差し控えるべきである旨の指摘があったという経緯がある。「未
回答も回答である」という発想からの判断であった。 
 

（２）調査の実施頻度 
 同調査の前には、平成 26〜27 年度にかけて「岐⾩県在宅重症⼼⾝障がい児者等実態調査」を実施している。

この調査では在宅重症⼼⾝障がい児者の実態把握を⽬的としており、医療的ケア児（以下「医ケア児」）は検
討対象としていなかったが、その後、「協議の場」1において必要性が指摘され、実施することとなった。 

 なお、令和元年度の調査は結果的に５年ぶりの調査となったが定期的に実施する⽅針を⽴てているわけでは
ない。年次で⼈数把握ができれば望ましいとは考えるが、予算の確保や調査実施の準備の負担を考えると毎
年調査することは現実的に難しい。また、そこまでの必要性はないのではないかと感じる。 
 

（３）調査結果の活⽤ 
 調査結果は、県のホームページで公開するとともに県の「協議の場」である「重症⼼⾝障がい・医療的ケア

部会」にて報告を⾏った。 
 また、調査の結果、レスパイトへのニーズが⾼いことがわかったことから、「短期⼊所（医療型）」をはじめ

としたレスパイトケアサービスの供給を増やせるよう医療機関等を訪問して新規のサービス提供を促す働
きかけを⾏っている。令和２年度はそうした取組の成果もあり、２か所の事業所が新規に開設した（ヒアリ
ング実施⽇時点で県内の「短期⼊所（医療型）」サービス事業所は 27 か所）。その他にも、医ケア児を受け
⼊れている事業所等が、⼀定の条件を満たして医療的ケアを実施した場合に補助⾦を⽀給する事業2を実施

 
1 県では、岐⾩県障がい者総合⽀援懇話会の専⾨部会として「重症⼼⾝障がい・医療的ケア部会」を平成 28 年度に設置し、医療
的ケア児⽀援のための関係機関の協議の場としている。構成員は、医師会、⼤学、医療機関、福祉施設、社会福祉法⼈理事、相談
⽀援、岐⾩市障害福祉課⻑、岐⾩市保健所、県の福祉・医療・教育の所管部署および現地機関（保健所⻑等）等である。 
2 福祉事業所等医療的ケア⽀援事業費補助⾦および在宅重度障がい児者短期⼊所等⽀援事業費補助⾦。前者は、医療的ケアの必要
な重症⼼⾝障がい児者を受け⼊れている⽣活介護事業所等が、外部の看護師、理学療法⼠、⻭科衛⽣⼠等を活⽤し、訪問看護や訪
問リハビリ、⼝腔ケア等の機会を提供するとともに、実際のケアを通じて、事業所職員の介護⼒向上を図る取組みに対し、訪問看
護師等の招へいに要する費⽤の⼀部を補助するものである。また、後者は医療的ケアの必要な超重症児者や準超重症児者に対し

 
している。 
 

２．調査等を通じて把握した、医ケア児⽀援に係る課題 
 重症⼼⾝障害児と⽐較して、医ケア児はサービス受給が難しい場⾯がある。例えば「短期⼊所（福祉型）」で

は、重症⼼⾝障害児は⾝体障害者⼿帳等を取得していればサービスが利⽤できるのに対して、医ケア児は設
備や⼈員が整っていないとサービスが利⽤できない場合がある。事業所からも相談を受ける場合があり、「重
症⼼⾝障害児でない医ケア児」が必要なサービスを必要なときに受けられるようにすることが課題である。 
 

３．災害対策を⽬的とした実態把握 
 令和２年度には、県内市町村に対して、福祉部⾨が保有する医療的ケア児等の情報と、防災部⾨で保有する

避難⾏動要⽀援者の情報を突合、共有するように依頼した。 
 なお、「令和元年度岐⾩県在宅重度障がい児者等実態調査」は、統計的に処理を⾏うことを前提として回答に

協⼒を得たものであるため、回答者の個⼈情報を災害対策の⽬的で転⽤することはできない。 
 
４．医ケア児の居住実態の把握とそのための市町村との連携 
 県で実施する調査では医ケア児の住所は把握していない。 
 県内では、中濃圏域の「協議の場」の取組として、圏域で NICU から在宅⽣活に移⾏したケースの実態調査

を⾏い住所を把握したという事例があり、その際は県現地機関（保健所や福祉事務所）の福祉課と市町村の
福祉担当課、医療機関が連携して取り組んだ。なお、この取り組みは県の「協議の場（重症⼼⾝障がい・医
療的ケア部会）」で発表してもらい、他の圏域にも情報共有している。 

 

テーマⅡ 医療的ケア児等コーディネーター 

１．医療的ケア児等コーディネーター（以下「コーディネーター」）の養成 
 平成 29 年度から年に⼀度養成研修を実施しており、修了者は累積で 113 名である。受講対象者を制限する

ことはしていないが、実際に実務に携わっている（今後携わることとなる）⽅の受講を優先している。 
 受講者の属性としては、相談⽀援専⾨員、看護師、社会福祉⼠、保育⼠、理学療法⼠、精神保健福祉⼠等で、

勤務先には市町村役場の窓⼝や保健センター、相談⽀援事業所、児童発達⽀援センター等がある。同意が得
られた相談⽀援事業所については養成研修修了者が所属している旨を県の HP で公開している。なお、県の
職員については、本庁職員で受講したものはいないが、現地機関（保健所や福祉事務所）の看護師や相談⽀
援に携わる職員には受講者がいる。 

 修了者がその後どのように活動しているかは把握できておらず、今後調査する予定もない。ただし、重症⼼
⾝障害児者向けのサービス事業所の⽅と話をする際にコーディネーターの活動について伝え聞くことはあ
る。 

 修了者には、研修で学んだことを同じ職場内の未受講者に共有して知識を広めたり、受講に関⼼を持つきっ
かけを作ったりすることを期待している。 
 

２．コーディネーターの配置 
 「重症⼼⾝障がい在宅⽀援センター みらい」（詳細はテーマⅢにて後述）には４名の相談員（看護師資格保

 
て、短期⼊所⼜は⽇中⼀時⽀援を⾏った場合に必要となる経費の⼀部について⼀定額を補助する。 
 

 
有者）が配置されており、本部に勤務する相談員 1 名がコーディネーター養成研修の修了者である。在宅の
重症⼼⾝障害児の相談対応の⼀環として医ケア児の相談にも対応している。なお、「重症⼼⾝障がい在宅⽀
援センター みらい」には本部の他にも「サテライト」が県内３か所に設置されており、各箇所で１名の相談
員が対応している。 

 養成研修修了者も勤務先の事業所等の意向に沿って働くのであって、⾃治体がそこに関与することはできず、
配置を⼯夫するとしたら、事業所と連携し協⼒を仰ぐという⽅法しかないのではないかと考えている。 

 

テーマⅢ 医療的ケア児⽀援センター 

１．医療的ケア児⽀援センターの業務・機能を現在はどの組織・機関が果たしているか 
 県では、平成 27 年度に「重症⼼⾝障がい在宅⽀援センター みらい」を設置して、同センターが医療的ケア

児⽀援センターの機能を果たしている。運営は県看護協会に委託しており、本部が岐⾩市、サテライトが中
濃、東濃、⾶騨の３圏域に各１か所設置されている。 

 センターで業務を担っているのは上述の４名の相談員で、令和２年度には約 200 件の相談対応を⾏った。な
お、相談は電話によるものが９割以上を占める。主な相談内容としては、「短期⼊所を利⽤したいが（⼈員や
設備等の問題から）利⽤できない」「医療的ケアについて」等で、本⼈に適したサービス事業所の紹介等も⾏
っている。 

 医ケア児家族からの相談がメインだが、サービス事業所、医療機関、訪問看護ステーション等からの相談も
ある。この場合には、「本⼈の成⻑に伴ってどのようなサービスを提供するのがいいか」「家族による医療的
ケアが難しい場合の対応について」等の相談が寄せられている。なお、相談員は医療機関でのカンファレン
スに出席して助⾔をしたり、医ケア児の⾃宅に出向いての相談対応も⾏っている。 

 相談対応以外には、多職種研修や圏域単位の家族交流会の開催、医ケア児家族向けの機関誌の発⾏等も⾏っ
ている（令和３年度、センターの運営委託費は 1,200 万円）。 
 

２．センター運営に係る今後の課題 
 令和 2 年度までは広報を⾏っていなかったが、センターの活動に係る周知を図っていく⽅針である。今年度

は県の広報誌に掲載して広報する予定がある。 
 本部のコーディネーターは設⽴当初から働いている⼈材で NICU や診療所での勤務経験もある優秀な⼈材

である。今後は、この⽅に続くコーディネーターを育成していくことが課題である。 
 

テーマⅣ 災害時⽀援 

１．市町村の避難⾏動要⽀援者名簿の作成等に対する⽀援 
 市町村の避難⾏動要⽀援者名簿の作成や個別避難計画の策定にあたっては医ケア児も対象に含めるよう、県

の防災担当部局が市町村に対して説明を⾏っている。なお、医療福祉連携推進課と防災担当部局との連携と
して、主催する会議に防災担当部局を招いたり、医療福祉連携推進課からも防災担当部局の会議で説明をす
る等の取組をしている。 
 

２．かかりつけ医との連携 
 県として、医ケア児の災害時⽀援施策について医療機関や医師との連携は特段⾏っていない。ただしこれは

医療福祉連携推進課としての認識であり、防災担当部局における取組は把握していない。 
 

 
３．医ケア児の災害時⽀援における、関係部署との情報共有について 
 県内の市の取組に、社会福祉協議会と市職員が共同で医ケア児の⾃宅を訪問して個別避難計画を策定し、市

の防災、福祉それぞれの担当部署へ情報共有したという事例がある。部署をまたいで医ケア児の情報を共有
することについて、市町村から個⼈情報保護の観点から難しさを感じるという意⾒が挙がることがあるが、
本⼈の同意を得たうえで⽀援に必要な情報を共有することに法的な問題はないと認識しており、今後は市町
村の部署間で情報共有を進めていくことが必要だと考えている。 
 

４．その他の⽀援施策 
 ⼈⼯呼吸器を使⽤しているなど、災害時の電源喪失が⽣命維持のリスクとなる重度障害児者（医ケア児を含

む）向けの対策として、⾮常⽤電源装置等の整備を図るために市町村が⾏う事業に対して補助⾦の⽀給を⾏
っている（要電源重度障がい児者災害時等⾮常⽤電源整備事業費補助⾦）。令和３年度に始めた事業で、補助
の条件として「個別避難計画の策定」を求めている。 

 また、同じく⽣命維持に電源を必要とする医ケア児の家族に向けて「医療的ケア児等災害時電源確保ガイド
ブック」を作成して、災害を想定した電源確保等の準備を⾏うよう促している。 

 

その他 

１．医ケア児から医ケア者への移⾏⽀援 
 令和２年４⽉に岐⾩⼤学内に「⼩児在宅医療教育⽀援センター」を設置して、医ケア児の在宅移⾏⽀援等を

⾏っているが、同センターでは、医ケア児から医ケア者への移⾏に係る⽀援も⾏っている（⼩児科から内科
への移⾏⽀援等）。なお、同センターの主な機能は県内で⼩児医療に関わる医師の相談対応や実技講習、岐⾩
⼤学医学部の障害者医療分野の⼈材育成等である。 

 労働⾯での⽀援については、障害者の就労を扱う部会が（「重症⼼⾝障がい・医療的ケア部会」と同様に）岐
⾩県障がい者総合⽀援懇話会の下に設けられており、今後は医ケア者の就労についてもこの部会で扱ってい
く必要があると認識している。 

 
以上 
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⾹川県の医療的ケア児⽀援体制の概況 

１．「協議の場」の設置状況 
 平成 30 年度に、⾃⽴⽀援協議会の下に「医療的ケア部会」を設けて「協議の場」としている。 

 
２．地域資源の分布 

 医療的ケア児の受⼊れ（治療や通学、サービス提供等）が可能な機関、事業所等が管内にどの程度ある
かは把握していない。 

 

テーマⅠ 医療的ケア児数等の把握⽅法等 

１．医療的ケア児数等の調査実績 
（１）概要 

 これまでに、平成 30 年度と令和２年度に調査を⾏って医療的ケア児の⼈数等を把握している。平
成 30 年度の調査では、⼀次調査として医療機関にアンケート調査を⾏って医療的ケア児が受診
しているかを尋ね、該当者数や必要とする医療的ケアの内容等を把握した。続けて⼆次調査とし
て、⼀次調査で該当者がいるとした医療機関にアンケート調査の配布を依頼して、医療的ケア児
家族に調査を⾏った。医療機関から医療的ケア児家族に調査票を⼿渡してもらい、次回の診察の
際に記⼊済の調査票を持参してもらう⼿順とした。調査項⽬は、主たる介護者や利⽤しているサ
ービスの状況等である。 

 令和２年度には⼀次調査に当たる調査を実施しており、医療機関に医療的ケア児の受診の有無や
その年齢、居住市町、必要とする医療的ケアの内容等を調査した。この結果を踏まえて、令和３
年度には医療的ケア児家族向けのアンケート調査（⼆次調査）の実施を予定している。 

 
（２）調査実施に向けた検討や実施過程について 

①「医療的ケア児」の定義 
 平成 30 年度の調査において、把握の対象とする医療的ケア児は、医療的ケア部会で協議したう

えで診療報酬に基づいて定義することとした。具体的には、以下の診療報酬項⽬に該当する場合
に「医療的ケア児」としてカウントしている。なお、障害者⼿帳の取得有無は判断の基準にして
いない。 
 在宅酸素療法指導管理料 
 在宅中⼼静脈栄養法指導管理料 
 在宅成分栄養経管栄養法指導管理料 
 在宅⼩児経管栄養法指導管理料 
 在宅⾃⼰導尿指導管理料 
 在宅⼈⼯呼吸指導管理料 
 在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料 
 在宅寝たきり患者処置指導管理料 

 
 在宅気管切開患者指導管理料 
 在宅⾃⼰腹膜灌流指導管理料 
 在宅肺⾼⾎圧症患者指導管理料 
 在宅患者訪問診療料 

 診療報酬項⽬を基準にしたのは、医師でなく事務職の職員でも調査に回答できるようにして回
答率を確保するためである。また、把握の対象としたのは 40 歳未満の医療的ケア児・者だが、
「医療的ケア児の⼈数」としては 19 歳未満の者の数を集計している。 

 
②関係機関との連携 
 平成 30 年度の調査の際、医療機関に調査協⼒を求めるにあたっては県医師会および市町の医師

会に医療⾏政担当部署を通じて依頼⽂書を出した。また、県内の主要な病院には直接⾜を運んで
協⼒を依頼した。 

 
２．調査の成果や課題 

（１）調査の成果、調査結果の活⽤ 
 調査結果は、地域の実態に関する基礎資料としたほか、医療的ケア児⽀援施策の⽴案や⾒直しに

役⽴てている。 
 

（２）課題 
 県外の医療機関を受診している県内在住の医療的ケア児は把握の対象外となるため、正確な⼈数

の把握が困難であることが課題となっている。なお、県内の医療機関を受診する他県在住の医療
的ケア児・者は除外して集計している。 

 また、医療的ケア児家族に回答を求める⼆次調査に関しては、調査期間を１か⽉としたため、通
院の間隔が１か⽉以上空く場合には調査票を回収することができなかった。また、平成 30 年度調
査の際は記述式の回答項⽬が多かったため回答者にとって負担になっていた可能性がある（平成
30 年度調査における回答率は、⼀次調査で 86％、⼆次調査で 28％）。 

 医療的ケア児家族にどれだけ負担をかけず調査できるかが重要だと考えており、今後はインター
ネットを使った調査や選択式の項⽬を増やすといった対応を検討したいと考えている。 

 

テーマⅡ 医療的ケア児等コーディネーター 

１．医療的ケア児等コーディネーター（以下「コーディネーター」）の配置状況 
（１）概要 

 令和元年度からコーディネーター養成研修を⾏い、受講対象者を相談⽀援専⾨員に限定せず幅広
く養成してきた。現在県が配置しているコーディネーター（１名）とは、⾹川県医療的ケア児等
⽀援センター（詳細は後述）のセンター⻑を指す。 

 
（２）配置に⾄る経緯や現在の活動等について 

 ⾹川県医療的ケア児等⽀援センターのセンター⻑として、相談対応や⽀援者の⽀援、関係機関の
連携構築等幅広い役割を担っている（詳細は後述）。 

 センター⻑は、センターの運営主体である「⼀般社団法⼈ 在宅療養ネットワーク」の代表理事
が兼任している。相談⽀援専⾨員として⻑年地域の重症⼼⾝障害児等の⽀援に携わり、センター

 
が開設する以前から「協議の場」（「医療的ケア部会」）の構成員として県の医療的ケア児⽀援施策
の検討に携わってきた⼈物である。 

 
２．配置の効果 

 専⾨性の問われる相談事例にも対応できるようになったほか、地域の課題の整理や地域資源の開発が進
んだこと、関係する多職種の協働が進んだことや関係機関において情報共有や連携が図られるようにな
ったことが挙げられる。 

 
３．配置や活動に関する課題 

 養成研修の受講者総数は県の⼈⼝に⽐較すれば必ずしも少なくはないと考えているが、そのうちで実際
に医療的ケア児の⽀援に携わっている（あるいはそれが可能な）⼈材は数が限られているのではないか。
また、分布にも偏りがあり、受講者は⾼松市に多く過疎地や島では少ない。 

 「配置」の定義が不明確であることも問題になっており、市町から相談を受けることがある。特定の資
格を持っていればよいのか、⾃治体が給与を⽀払っていることが必要なのか、また⺠間の事業所に勤め
ている⼈材でもいいのか等、配置の定義や条件を明確にしてほしい。 

 

テーマⅢ 医療的ケア児⽀援センター 

１．医療的ケア児⽀援センター（以下「センター」）の設置・活動状況 
（１）概要 

 県では、令和３年４⽉に⾹川県医療的ケア児等⽀援センターを開設した。センターの運営は⼀般
社団法⼈ 在宅療養ネットワークに委託している。なお、同法⼈は⾼松市内で３事業所（居宅介
護⽀援事業所、訪問看護事業所、多機能型通所事業所）の運営も⾏っている。 

 開設当初のセンターの職員構成はセンター⻑と事務職員（⾮常勤）の２名であり、開所までには
愛称やマークの決定・作成を⾏い、開所直後にはセンターの開所について県内の市町へ⾜を運ん
でセンターの役割や活動予定を説明した。県⺠向けの広報活動としては、広報⽤のチラシを作成
して市町や県医師会、県看護協会に配布して医療的ケア児家族への案内を依頼したほか、医療的
ケア部会の委員にも周知への協⼒を依頼した。また、県政の PR 番組でも広報を⾏った。 

 センターの活動は⼤きく３つに分かれ、１つには、総合相談窓⼝として医療的ケア児家族、市町
を含む⽀援者の相談対応を⾏っている。また、コーディネーター養成研修およびフォローアップ
研修を実施して⼈材育成を⾏っている。最後に、市町や医療、福祉、教育等の関係機関との連携
促進も⾏っている。 

 センターの役割の中でも「家族⽀援」「市町⽀援」「成⼈後の医療的ケア者の⽀援」を特に重視し
ている。医療的ケア児家族だけでなく市町を含む⽀援者の相談対応に⼒を⼊れており、現在も要
望があれば市町や圏域の「協議の場」にセンター⻑が出向いて助⾔等を⾏っている。 

 
（２）設置の検討過程や活動等について 

①設置までの経緯 
 平成 29 年度頃より庁内でも医療的ケア児に対する⽀援充実の必要性が指摘されるようになり、

平成 30 年度に医療的ケア部会を設置し実態調査等を⾏う中で、センターのような総合的な⽀援
の拠点が必要であるとして設置に向けて検討されることとなった。当時、センター⻑も事業所の
⽴場から医療的ケア部会に参加しており、令和２年３⽉のセンター運営主体の公募の際に、所属

 
する法⼈（⼀般社団法⼈ 在宅療養ネットワーク）として受託に⼿を挙げたため、審査の結果運
営を任せることとなった。 
 

②設置・開設に⾄ったポイント 
 「協議の場」があったことで「どんな⽀援が必要か」という点について議論が進んでおり、この

ことはセンター設置に向けて⼤きな後押しとなった。また、センター⻑や⾹川県⽴保健医療⼤学
の諏訪亜季⼦助教など先進的に取り組んでいる⽀援者、専⾨家が県内にいたことも⼤きい。加え
て、県では医療的ケア児等に関する障害者福祉施策について⼤塚晃⽒（元・上智⼤学教授）の助
⾔を受けてきた経緯があるが、⼤塚⽒からも「中核的な⽀援拠点が必要である」との後押しがあ
ったこともセンターの設置に向けた検討を始めるきっかけの１つとなった。 
 

③成⼈期への移⾏⽀援について 
 児童から成⼈まで、ライフステージに合わせた継続的な⽀援をしていきたいと考えている。たま

たま児童と呼ばれるタイミングで⽀援が始まったとしても、５年、10 年といった先を⾒据えて
⻑期的な⽀援を続けていけるようにしたい。 
 

④親の就労継続⽀援について 
 ⾼松市では令和元年度から保育所に看護師を派遣する取組（⾼松市医療的ケア児保育⽀援事業）

を⾏っており、これによって医療的ケア児が就園できるようになった。センター⻑はこの取組の
⽀援にも関与しており、家族⽀援には⾼い関⼼を寄せている。センターとして親の就労継続⽀援
にすでに取り組んでいるわけではないが、取組を始める⼟壌がある状態にあると認識している。 

 
２．センター設置の効果 

 相談者がたらい回しにならず⼀元的に対応できる「ワンストップ窓⼝」を確保することができたことが
効果として最も⼤きい。センターを開設するまでは、県に医療的ケア児家族等から相談があっても居住
する市町に対応をゆだねるしかなく、また、市町にも⼗分な専⾨性がなく相談を受けてもたらい回しに
してしまうことがあった。しかしセンターができたことで県として相談を受け⽌める場所ができ、また、
市町を含む⽀援者が⾃⾝も⽀援を受けながら医療的ケア児家族に⽀援をすることができるようになっ
た。センターは⾏政よりも横の連携の構築に⻑けており、また、「誰に⽀援を求めるべきか」を把握して
いるため、必要な⽀援者に相談者をすぐにつなげることができている。なお、関係機関間の連携は医療
的ケア部会を通じての関係構築やセンター⻑の⼈脈等を通じて形成されている。 

 
３．設置や運営に関する課題 

（１）⼈員体制の強化 
 センター開設時にはまだ医療的ケア児⽀援法が成⽴していなかったため、センターにはコーディ

ネーターを配置することが望ましいといった設置・運営の⽅針が分かっていなかった。現在、期
待している機能に対して⼈員体制が不⼗分であるかもしれないと感じており、⼈数と専⾨性の⾯
で強化が課題となっている。現在はセンター⻑の熱意に頼っている⾯があり、組織的な対応へと
転換を進めたい。 
 

（２）センターとコーディネーターの役割分担 
 市町のコーディネーターとの役割分担という点では、センター（センター⻑）が現在はコーディ



 
ネーターの⼀部の役割を⼀緒に担っている⾯があり、今後、コーディネーターのスキルアップが
進んだ際には後⽅⽀援に特化できるようにしていきたい。 

 

テーマⅣ 災害時⽀援 

１．取組の概況 
 医療的ケア部会でなく⾃⽴⽀援協議会で「障害者向けの⽀援」全般について広く議論している状況であ

る。⻑期的には医療的ケア児の災害対策もセンターで対応していきたい。 
 個別避難計画は⼀部の市町で作成したことを把握しているが、それが福祉⾏政の所管部署と共有されて

いるかどうかはわからない。 
 
２．取組に関する課題 

 聴き取り事項なし 
 

その他 

１．医療的ケア児⽀援に関する全般的な課題 
（１）地域間の資源の格差 

 医療的ケア児⽀援の資源の分布に地域間格差があるため、センターが個別事例の相談を受けた際
も、医療的ケア児の居住地がどこかによって事情が⼤きく異なってくる。⻑期的には、センター
から市町へ啓発や情報提供を進めて格差の解消に努めていきたい。 

 
（２）成⼈期への移⾏⽀援 

 センター開所の案内のために市町を訪問した際、成⼈期の⽀援にも地域間格差が⼤きいことがわ
かってきた。学⽣である間は何らかの⽀援があったのに卒業後は昼間の居場所の確保すら難しく、
⼀部では親がやむなく就労をあきらめているという実態がある。今後サービスを充実させること
で対応していきたい。 

 
（３）分野を超えた連携 

 福祉と教育など、分野を超えた連携の難しさを感じている。⼩規模市町では⽐較的連携ができて
いても、⼤規模市町では関係が希薄な場合がある。医療的ケア児の⽀援には多分野の知識が必要
であり、今後体制整備が重要だと考えている。 

 
以上 

  

 
実施⽇ 2021 年 10 ⽉ 13 ⽇（⽔） 10：30〜12：00 
実施形式 WEB 会議 
先⽅ ⻑野県 障がい者⽀援課在宅⽀援係 

 

⻑野県の医療的ケア児⽀援体制の概況 

１．「協議の場」の設置状況 
 平成 30 年度より「⻑野県医療的ケア児等⽀援連携推進会議」を開催して、関係機関の協議の場を確保

している。会議には医療、福祉、保育、教育の関係機関から出席があるほか、市⻑会、町村会の推薦を
踏まえて⼀部の市町村も参画している。 

 さらに令和３年度後半の会議には⻑野労働局からも参加を得る予定となっている。これは、医療的ケア
児⽀援法の成⽴を受けて、医療的ケア者の就労や医療的ケア児家族の離職防⽌といった問題意識から、
労働局より県へ連携の意向が伝えられたことがきっかけである。なお、県本庁からは従来より労働雇⽤
政策の担当部署が参画している。 

 また、県内の 10 の圏域のそれぞれでは⾃⽴⽀援協議会の中に「協議の場」を設置している。福祉分野
の関係者が主に参加しており、現場の課題認識や医療との連携といった課題について話し合っている。 

 さらに、⻑野圏域および松本圏域等に関しては、上述の⾃⽴⽀援協議会の中の「協議の場」とは別に、
県の保健福祉事務所が主導して「連携推進会議」と呼ばれる会議を開催している。 

 
２．地域資源の分布 

 医療的ケア児⽀援の地域資源の分布については、特に医療機関に関して地域的な偏在がある。 
 他⽅、療育コーディネーター3には偏在がなく全県的に⽀援体制が整っている。 
 

テーマⅠ 医療的ケア児数等の把握⽅法等 

１．医療的ケア児数等の調査実績 
（１）概要 

 これまでに、平成 29 年度と令和元年度に医療的ケア児数等を調査している。 
 平成 29 年度は、⼩児等在宅医療連携拠点事業の⼀環として⻑野県⽴こども病院が主体となり、

20 歳未満の重症⼼⾝障害児・者の⼈数を調査した。県の保健福祉事務所から各市町村へ照会を⾏
い、結果、該当者数は約 1,000 名であることがわかった。 

 令和元年度の調査は、県が、災害対策の基本情報とするために信州⼤学に委託して 20 歳未満の重
症⼼⾝障害児・者および医療的ケアが必要な児・者の⼈数等を調査した。平成 29 年度と同様に、
県の保健福祉事務所から市町村へ照会を⾏い、市町村において把握している医療的ケア児等の実
態を記⼊してもらった。そのうえで、県の特別⽀援教育所管部署と共に、特別⽀援学校在籍の医
療的ケア児の名簿との突合を⾏い、さらに圏域のコーディネーターや発達⽀援センター等の関係
諸機関が把握している実態と照合して精査を⾏った。なお、突合、照合作業において個⼈情報を
取り扱うことはなかった。 

 調査を通じて把握した主な項⽬は以下のとおりである。 
⽣年⽉／居住する市町村／必要とする医療的ケアの内容／原因疾患／主治医／利⽤するサービス

 
3 ⻑野県において主に発達障害のある⼦どもに係る福祉や療育に係る⽀援を担っている⽀援者 

 
／施設⼊所と在宅の区別／通学先／⾔語コミュニケーションの可否／移動の状態 
※⽒名は把握していない 

 令和元年度調査の結果、該当者数は 508 名であった。平成 29 年度の調査結果と⽐較すると⼈数
が減っているが、これは調査対象の定義の違いを反映したもので、実態としては医療的ケア児等
に近い状態でも「⼤島の分類」上は１〜４（同調査で医療的ケア児に該当する基準としたカテゴ
リー）に分類されない児・者が令和元年度調査では計上されなかったためではないかと推測され
る。 

 
（２）調査実施に向けた検討や実施過程について 

①関係機関との連携  
 調査実施に当たっては多くの関係機関の協⼒を仰いだが、信州⼤学で調査の中⼼となった⻲井ス

ーパーバイザーが⽇頃から連携関係を築いていたため協⼒を得ることは難しくなかった。情報の
精査にあたっても、会議の場で同席した際に短時間相談するなど、組織対組織のやり取りでなく
⽀援者（個⼈）間のコミュニケーションの形で活動したため効率的に作業を進めることができた。 

 調査の経過を振り返っても、令和元年５⽉に市町村に照会し、10 ⽉にはおおよその結果がまとま
っていたなど、スピーディに調査を遂⾏することができた。 

 
２．調査の成果や課題 

（１）調査の成果、調査結果の活⽤ 
 調査の結果、医療的ケア児やその家族等に調査をすることなく精度の⾼い情報を収集することが

できたが、その要因としては各圏域の⽀援者（療育コーディネーターや重症⼼⾝障がい児地域⽣
活コンダクター4、養護学校の教員、基幹相談⽀援センター、児童発達⽀援センターの看護師等）
が地域の実態を確実に把握していたこと、また、調査協⼒に積極的であったことが挙げられる。
他⽅で、そうした⽀援者に⽐較すると市町村では医療的ケア児の実態を把握できていないという
課題も明らかとなった。 

 調査結果は⽀援施策の⽴案・⾒直しや市町村への情報提供等に広く役⽴てた。なお、調査の中で
は市町村における医療的ケア児向けの災害対策の取組状況についても尋ねており、調査の結果、
災害対策が必ずしも⼗分ではないという実態を把握することができた。これを受けて県では、医
療的ケア児が暮らしているという事実を踏まえて災害対策の取組の必要性を訴えたり、養護学校
との連携、移動⼿段や⾮常電源の確保といった具体的に必要な取組を市町村に向けて助⾔した。 

 なお、調査結果は保健福祉事務所を通じて市町村へ書⾯によって通知したが、問い合わせを受け
た場合には実際に⾜を運んで説明したり、今後の取組に向けた助⾔を⾏った。 

 
（２）課題 

 関係機関の協⼒や理解を得るのが難しいことや、実施に係る事務的な作業負担が⼤きいことが挙
げられる。 

  

 
4 ⻑野県において重症⼼⾝障害児の地域⽣活⽀援を担っている⽀援者 

 

テーマⅡ 医療的ケア児等コーディネーター 

１．医療的ケア児等コーディネーター（以下「コーディネーター」）の配置状況 
（１）概要 

 県では２名のコーディネーターを配置しており、「医療的ケア児等⽀援スーパーバイザー」と呼称
され圏域のコーディネーターをはじめとした⽀援者の⽀援を⾏う役割を果たしている。１名は本
庁に配置された⻲井⽒（信州⼤学にも教員として籍を置き、患者家族でもある）、もう１名は信州
⼤学医学部附属病院⼩児科に勤務する医師である。 

 
（２）配置に⾄る経緯や現在の活動等について 

①配置の経緯 
 スーパーバイザー配置のきっかけとなったのは、平成 28 年度の児童福祉法改正によって医療的

ケア児が必要な⽀援を円滑に受けることができるよう、保健、医療、福祉等の各関連分野の⽀援
を⾏う機関との連絡調整を⾏うための体制整備に関する努⼒義務が地⽅公共団体に課せられた
ことがある。ただ、それ以前から県と⻲井スーパーバイザーとの間には連携関係があり、スーパ
ーバイザーの配置が検討された際ぜひお願いしたいということになった。 

 配置や⼈選を振り返って思うことは、医療と福祉の双⽅に通じた⼈材は少なく、意図的に養成で
きるものでもないため適任者の確保が難しいということである。「運がよかった」というのが率
直な印象である。 

 
②スーパーバイザーと圏域のコーディネーターの役割分担 
 圏域のコーディネーターは個別事例の対応を⾏ったり、⾃圏域に⾜りない資源を把握して⾃⽴⽀

援協議会で共有、検討し、資源の確保や⼈材の育成、地域の⽀援体制づくりに取り組むことを役
割としている。 

 これに対してスーパーバイザーは、⽀援制度を⽴案したり国の施策や、教育や保健といった障害
分野以外の制度に関する理解促進に向けて圏域のコーディネーターに情報を発信するといった
ことを担っている。個別事例の相談は原則として圏域のコーディネーターが受け付けており、仮
にスーパーバイザーのもとへ直接相談が⼊った場合には圏域のコーディネーターへ引き継いで
いる。ただし⼀部の困難事例はスーパーバイザーが圏域のコーディネーターをバックアップしな
がら対応している。 

 スーパーバイザー２名の間での分担としては、⻲井スーパーバイザーは、圏域のコーディネータ
ー等⽀援者の相談に応じる「コンサルテーション」、関係者間の連絡調整を⾏う「コーディネー
ト」、情報を収集して県内の⽀援者に向けて発信する「キュレーション」や、必要な情報や専⾨家
に⽀援者がたどり着くための情報を提供する「パスファインダー」の役割を担っている。他⽅、
医師であるスーパーバイザーはその専⾨性を活かした助⾔や県内の医師間の連携促進等に取り
組んでいる。なお、圏域のコーディネーターは主に福祉職あるいは看護職が担っているため⾃ら
医師間の連携促進に取り組むことは難しいという背景がある。 

 
２．配置の効果  

 ⽀援者を⽀える仕組みが整い、⽀援者が孤⽴しない環境を作ることができたことが挙げられる。⻲井ス
ーパーバイザーはスーパーバイザーとして県から配置される以前には県⽴こども病院にて地域と病院
をつなげる役割を担っていたが、県のスーパーバイザーになったことで、県内の全域を対象により多く



 
の機関間の連携促進に取り組んでいる。 

 
３．配置や活動に関する課題 

 圏域のコーディネーターを配置するためには圏域ごとに予算を確保する必要があるが、圏域を構成する
市町村の間にも医療的ケア児⽀援に対する優先度の認識に差があり⾜並みがそろわない場合がある。現
に医療的ケア児が暮らしていない市町村ではやはり優先順位は下がるため、必ずしも意向は⼀致しない。 

 また、⼈⼝規模の⼩さな市町村では医療的ケア児が常にいるわけではないため、⽀援のノウハウの継承
が難しいという課題もある。この点について、現在は⻲井スーパーバイザーが「従来どのように⽀援し
ていたか」を伝えることでバックアップを図っている。 

 

テーマⅢ 医療的ケア児⽀援センター 

１．医療的ケア児⽀援センター（以下「センター」）の設置・活動状況 
（１）概要 

 ⻲井スーパーバイザーの配置された県本庁が実質的にセンターの役割を担っており、⽀援法等で
謳われたセンターの役割のほとんどを（他の組織・機関とも協⼒しながら）果たすことができて
いる状況である。 

 
（２）設置の検討過程や活動等について 

①成⼈期への移⾏⽀援について 
 医療分野の取組として、令和２年 10 ⽉に信州⼤学医学部附属病院に「移⾏期医療⽀援センター」

が開設され、⼩児期に発症した患者の成⼈期に向けた移⾏⽀援は同センターで⾏われている。た
だし同センターの役割は医療⾯での移⾏⽀援であって、地域⽣活における成⼈期への移⾏⽀援で
はない。 

 しかしながら、スーパーバイザーの活動の中でも医療的ケア児の就労⽀援は２事例しか情報がな
く、成⼈期への移⾏に向けた就労⽀援やサービスの調整といった取組はなかなか進んでいないの
が現状である。 

 なお、国の福祉制度の上でも障害福祉サービスとしては「⽣活介護」と「療養介護」が主な成⼈
期の⽀援であり、制度としても⽀援が⾜りていないのではないかという認識を持っている。 
 

②親の就労継続⽀援について 
 これまでの好事例を振り返ると、早期に⺟親以外によるケアを取り⼊れることが親の就労継続⽀

援において重要なポイントになると考えており、「育てるうえでの⽅針を決めるのは親だが、ケ
アのあり⽅を形作っていくのは訪問看護師や相談⽀援事業所」といった形で役割分担していくこ
とが必要である。親の就労継続⽀援のためには、「親が安⼼してわが⼦を預けることができる」環
境が必須であり、そのためには⽀え⼿の確保が必要不可⽋と⾔える。 

 これを踏まえ、⽀え⼿の質と量をいかに確保するかを課題と位置づけ、⼩児を適切に看護するこ
とのできる看護師の確保に取り組んでいる。具体的には、児童の発達⽀援に正しい知識やスキル
のある看護師の確保と、学校や圏域といった配置先を超えて地域内で看護師同⼠が互いに協⼒、
連携できる体制づくりに取り組んでいる。特に体制づくりという点では、現在、県内の医療的ケ
ア児⽀援は圏域・地域の⽀援資源・⼈材の違いにより相談⽀援事業所や通所⽀援事業所、訪問看
護ステーションなどがケースごとに⾏っており看護師の関与が様々な形で⾏われている。看護師

 
のスキルレベルもまちまちであるため看護師同⼠のネットワーク形成が進まないといった課題
を抱えている。 

 なお、親の就労継続⽀援というテーマに関しては、親⼦の愛着形成と親（多くの場合には「⺟親」）
の⾃⽴⽀援という相反する２つの取組を両⽴させなければいけないという難しさがあり、この点
については⽀援者間での議論、意識改⾰が必要だと考えている。 

 
２．センター設置の効果 

 関係機関において情報共有や連携が図られるようになったことや多職種の協働が進んだこと等複数の
効果が挙がっている。 

 
３．設置や運営に関する課題 

（１）センターの中⼼となる⼈材の後継者確保 
 ⻲井スーパーバイザーの後継者にあたる⼈材の育成が課題である。医療的ケア児⽀援者の⽀援を

⾏うためには医療や福祉といった分野を超えた幅広い情報を提供できる体制が必要となる。これ
に対して、例えば看護職のように専⾨職がスーパーバイザーを担うと、専⾨性に⽴脚した発想に
なってしまう懸念がある。加えて、当事者⽬線に⽴てるかという問題もある。 

 現在は⻲井スーパーバイザーの知⾒や経験、⼈脈に依存している⾯があるがそうした属⼈的な⽀
援体制を脱却することが必要である。なお、そのために現在は、圏域ごとに誰がどういった役割
を担うのか、役割と機能の明確化を進めているところである。 

（２）圏域間格差の解消のための取組 
 センターの役割のうち「地域における課題整理や地域資源開発」に関連して、地域間の資源や経

験の格差解消に取り組むことが課題の１つとなっている。圏域間では交流や情報共有の機会が少
ないため、スーパーバイザーの⽬には取組に遅れのある圏域においても⾃覚がないというケース
がある。 

 この点、かつては県の⾃⽴⽀援協議会の下に「重症⼼⾝障害児・医療的ケア児 WG」を設置し、
年に３回、県内の重症⼼⾝障がい児地域⽣活コンダクターが出席して取組状況を共有したり、県
から施策に関する説明を⾏うといった機会があった。また、年に３、４回程度情報誌を発⾏して
各地域の好事例や県の新しい制度の案内等を掲載していた。 

 なお、令和３年 12 ⽉ 20 ⽇に、医療的ケア児等コーディネーター連絡会を Web 会議にて⾏った。
ここでは圏域ごとの取組や各⾃の医療的ケア児等コーディネーターとしての活動について報告、
共有し、意⾒交換を⾏った。今後も圏域間での情報共有等を進め、格差を解消していくことが必
要だと考えている。 

 

テーマⅣ 災害時⽀援 

１．取組の概況 
（１）市町村による個別避難計画策定の⽀援 

 個別避難計画策定を⽀援するツールとして、計画策定に向けた作業ステップを解説する「フロー
チャート」を⻲井スーパーバイザーが作成し、市町村へ提供している。災害対策は当事者だけで
はどうしても⼿が回らない⾯があり、⽀援者の積極的な働きかけが重要で、県内では、家族会の
集まりや特別⽀援学校の PTA の研修等に市町村担当者や⽀援者の参加を得て、当事者と⽀援者
が協働して個別⽀援計画を作るといった取組を⾏っている。 

 
 

（２）電源喪失時に⽣命維持にリスクのある県⺠の把握 
 中部電⼒パワーグリッド株式会社では、電源喪失時に⽣命維持にリスクのある⽅に事前に登録を

してもらい、発災時には登録者へ復旧情報の発信や発電機の優先的な提供に取り組んでいる。県
では同社と協定を結び、登録者情報の共有を受けている。 

 なお、情報が県にも提供されることについては登録の際に説明し、許諾を得ている。また、同社
との協定は県の危機管理部⾨が結んでいるが、実際に登録者情報が共有されるのは障害者⽀援課
および（同課を含む）健康福祉部全体を統括する課の２部署である。 

（３）医療機関における避難受け⼊れの導⼊に向けた取組 
 電源の喪失が⽣命維持のリスクにつながる⼦どもを、医療機関で災害時に⼀時的に受け⼊れる仕

組みの導⼊に向け、⻲井スーパーバイザーが各圏域に働きかけを⾏っている。なお、これは⻲井
スーパーバイザーの研究活動の⼀環ではあるが、県や⻑野県社会福祉協議会等とも連携しながら
進めているものである。 

 熊本再春医療センターや「福祉こども避難所」の取組を参考にしており、災害時、⽀援対象とな
る児に電源と⽔、院内の安全な場所とを提供し、医療的ケア⾃体は家族等から担ってもらうこと
を想定している。 

 
２．取組に関する課題 

（１）部署をまたいだ情報共有 
 ⾃治体内・部署間の情報共有について、令和元年度調査（テーマⅠ．１参照）で市町村に状況を

確認した際には、情報共有の許諾が得られるよう積極的に医療的ケア児家族に働きかけている市
町村は少数であった。だが、令和元年度の台⾵ 19 号による被災時に安否確認の難しさに直⾯した
⼀部の市町村では、現在は平時からの情報共有に積極的に取り組んでいるところもある。 
 

（２）安否確認ルートの確⽴ 
 医療的ケア児の災害対策における課題として、安否確認のルートが確⽴していないことがある。

現在は、医療的ケア児の周囲で誰かが安否を把握していてもその情報が主治医に届かず、災害時、
いつまでも主治医が⽀援活動の蚊帳の外に置かれてしまうという状況である。 

 こうした状況の解消に向け、現在は、災害時⼩児周産期リエゾン5の役割も負っている医師のスー
パーバイザーを中⼼に適切な情報共有体制の構築に向けて取組を進めている。 

 

その他 

１．看護師とその他職種の連携 
 看護師が看護計画を⽴てると、⾃ずと理学療法⼠や⻭科衛⽣⼠といった多職種の関与や多職種連携の必

要性が明らかになり、看護師の発信で多職種連携がスタートを切る場合が多い。 
 他⽅で、⼦どもの育ちを⾒ている保育や教育に携わる職種からも⼦どもの⼒を発信することが重要だが、

現状は看護師のパワーに押されてなかなか発⾔⼒を持てない場合がある。 
 親が⼦どもの意⾒を代弁するという⽅法もあるが、この⽅法では親の願いや期待が前⾯に出てしまい⼦

 
5 災害時に、都道府県が⼩児・周産期医療に係る保健医療活動の総合調整を適切かつ円滑に⾏えるよう、保健医療調整本部におい
て、被災地の保健医療ニーズの把握、保健医療活動チームの派遣調整等に係る助⾔及び⽀援を⾏う都道府県災害医療コーディネー
ターをサポートすることを⽬的として、都道府県により任命される者 

 
どもの真意が反映されない可能性もあり、⻲井スーパーバイザーは特に教員の参画、発⾔の後押しに取
り組んでいる。 

 
２．医療的ケア児の通学の状況 

 県内では地域の⼩学校（31 校）に 38 名、中学校（４校）に７名が通学しており、これらの児を 69 名
の学校看護師がケアしている。特別⽀援学校に通う児は 166 名である。特定の地域に集約して受けて⼊
れているというよりは当該児童⽣徒に最適な学びの場として分散して通学を受けて⼊れている状況で
ある。 

以上 
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⼭⼝県の医療的ケア児⽀援体制の概況 

１．「協議の場」の設置状況 
 「協議の場」として⼭⼝県医療的ケア児⽀援地域協議会を平成 30 年９⽉に設置した。構成員としては、

医療機関や訪問看護ステーション、特別⽀援学校等のほか、当事者団体として、医療的ケア児という名
称で活動する当事者団体はなかったことから、状態像の重なる「県肢体不⾃由児（者）⽗⺟の会」およ
び「県重症⼼⾝障害児（者）を守る会」から参画を得ている。 

 
２．地域資源の分布 

 特別⽀援学校は県内圏域に⼤きな偏在の無い分布となっており、医療的ケア児の通学する学校には看護
師が配置されている。病院や訪問看護ステーションにおける医療的ケア児への対応状況については、正
確な把握はできていない。 

 

テーマⅠ 医療的ケア児数等の把握⽅法等 

１．医療的ケア児数等の調査実績 
（１）概要 

 令和元年度に「実態調査」を実施して医療的ケア児の⼈数等を把握している。調査は⼀次調査と
⼆次調査からなり、⼀次調査として、各市町や県の教育委員会、健康福祉センターを対象に医療
的ケア児の実数を把握し、⼆次調査として、⼀次調査で把握された医療的ケア児家族に対し、市
町から送付するアンケート調査票形式により以下の項⽬について調査した。 
（ア）医療的ケア児の基本状況 

性別、年齢、居住地、⼿帳所持の有無 等 
（イ）医療的ケア児の病状、障害の状態について 

障害の状態、医療的ケアの内容、かかりつけ医療機関 等 
（ウ）医療的ケア児の⽇常の⽣活について 

就園・就学状況、サービスの利⽤状況 等 
（エ）家族の⽣活状況について 

介護の状況、相談者の有無 等 
（オ）災害対策について 

医療機器の予備動⼒の保有状況 等 
 市町による把握と、県教委及び県健康福祉センターで把握する情報との照合を障害者⽀援課で⾏

ったほか、県⼩児科医会で先⾏実施していた調査結果も活⽤して調査精度の向上に努めた。 
 なお、情報照合に当たっては、⽣年⽉⽇及び性別での識別を図り、調査⽬的を達成するために必

要な⾏政運営上最⼩限の利⽤・提供にとどめた。 
 

実施⽇ 2021 年 10 ⽉ 14 ⽇（⽊） 17：30〜19：00 
実施形式 WEB 会議 
先⽅ ⼭⼝県 健康福祉部 障害者⽀援課 在宅福祉推進班 

 

 

（２）調査実施に向けた検討や実施過程について 
①調査⽅法の検討 
 平成 30 年 10 ⽉に開催した第１回医療的ケア児⽀援地域協議会において、県内の医療的ケア児の

実態や県内市町の⽀援の取組や課題について把握が必要であるとの意⾒があったことを受け、平
成 31 年３⽉に開催した第２回協議会で調査⽅法についての議論を⾏った。 

 当時、⼀部市町でも調査実施を検討していたが、県や各市町が単独で実施するのでなく、県下⼀
⻫に統⼀⼿法で実施することが有効であると考え、県と市町との共同実施の⼿法とした。 

 調査⽅法については、国の調査研究事業や他県の調査⽅法等で⽤いられている在宅療養指導管理
料データ（レセプト）の活⽤も考えたが、⽀援の実施主体となる市町が⾃ら地域の現況と課題を
把握するプロセスが重要であると考え、市町主体により把握を⾏う調査⽅法とした。 

 なお、県では、県内８圏域の「協議の場」として、県と市町の情報交換を⾏っており、協議会で
の検討と並⾏して、県及び市町の⾏政レベルでも調査⼿法についての意⾒交換等を⾏った。 

 
２．調査の成果や課題 

（１）調査の成果、調査結果の活⽤ 
 実態調査の結果、医療的ケア児家族から「どこに相談すればいいのかわからない」という意⾒が

挙がったこと等を踏まえ、医療的ケア児家族への⽀援情報の集約として「⼭⼝県医療的ケア児⽀
援サポートブック」と「医療的ケア⼿帳」を、協議会委員の助⾔や市町、保健所等の意⾒も得な
がら作成した。 

 「⼭⼝県医療的ケア児⽀援サポートブック」には主な⽀援制度や相談窓⼝の紹介等を掲載してい
る。「医療的ケア⼿帳」は、医療的ケア児に関する情報（必要な医療的ケアの内容やかかりつけ医
療機関、利⽤している障害福祉サービス等）を家族が記⼊することで、災害等の緊急時を含め、
⽀援者等の関係機関との情報共有に活⽤できること等を⽬的としている。 

 また、同様にアンケート調査で、医療的ケア児家庭が当事者同⼠の相談や交流の機会を持てずに
いること、社会参加しにくい状況にあることの声が寄せられたことから、令和２年度事業として
家族相談会・交流会を実施している（令和３年度も継続）。 

 実態把握を早期に市町主体で⾏えたことで、その後も各市町が現在状況の把握を随時⾏えており、
各市町の協議の場を通じた医療的ケア児⽀援の具体的な検討、議論に繋がっている。 

 また、県及び市町の連携した取組として、以下のような様々な効果がもたらされている。 
 サポートブック及び⼿帳の作成完了後に県内の医療的ケア児家庭へ直接、送付することがで

きた 
 令和２年春、国から都道府県に医療的ケア児家庭⽤エタノールの限定数配布がなされた際に

は、県から⼈⼯呼吸器装着児や気管切開児家庭を優先して配布する速やかな対応をとること
ができた 

 コロナワクチンの１回⽬及び２回⽬接種にあたり、⼭⼝県では、市町の理解・協⼒を得て優
先接種の対象に医療的ケア児家族を含める取扱いを定め、家族への案内を⾏うことができた 
等 

 アンケート回答率は約 65％で⾮常に⾼いものとなっている。これまでニーズ把握される機会の無
かった医療的ケア児家族の思いが強かったと考えられることや、アンケート調査について郵送に
よるほか、訪問やヒアリング等により直接聴取を⾏った市町の尽⼒が⼤きかったためと考えてい
る。 

 

 

（２）課題 
 在宅療養指導管理料データ（レセプト）からの把握で無いため、市町による把握に不⾜がないか

等の課題は残る。なお、把握された 150 名は、国の調査研究事業の推計に⽐べると若⼲少ない数
字となっている。 

 アンケート回答に関する特段の苦情等は寄せられなかったが、「アンケートに回答する時間も難し
い」といった声が調査の過程で把握され、家族の負担の⼤きさがうかがわれた。 

 

テーマⅡ 医療的ケア児等コーディネーター 

１．医療的ケア児等コーディネーター（以下「コーディネーター」）の配置状況 
（１）概要 

 現時点では、県としてコーディネーターは配置していない。第 1 期障害児福祉計画の国基本指針
では、コーディネーターの配置は⾝近な地域での⽀援主体である市町村に配置するものとされて
いたが、第２期の同計画で県への配置も記載されたことから、県の現⾏計画においては、県への
配置を⾏うこととしている。 

 医療的ケア児家族の相談は、サービスの利⽤可否や⼿続き等に関するものが多いと考えられ、県
に直接、相談が寄せられることは少ない。サービスの利⽤調整という点でのコーディネート⽤務
を県⾃らが⾏う必要性は⾼くないと考えている。 

 今後、県が配置するコーディネーターは、医療的ケア児⽀援法の成⽴により県に「医療的ケア児
⽀援センター」の設置が求められていることから、スーパーバイズの役割をもつコーディネータ
ーをセンターに配置することを検討している。 

 県コーディネーター養成研修（計画作成演習）では、受講対象を相談⽀援専⾨員に限定せず、保
健師や訪問看護師、特別⽀援学校教員らも含めて、研修が関係機関連携の機会となるよう⼯夫し
ている。 

 また、ファシリテーター役として訪問看護師、作業療法⼠、学校配置看護師らによる⽀援現場の
報告をいただき、受講者に様々な分野での医療的ケア児⽀援の現状を学んでもらう内容としてい
る。 

 
２．配置の効果 

 聴き取り事項なし 
 
３．配置に係る課題 

 研修受講する相談⽀援事業所にとっては、研修修了による加算算定がインセンティブとして機能して受
講が進んでいるが、実際にコーディネート業務に従事する機会が少ないため、コーディネーターとして
期待される役割が実際に発揮されているかどうかの課題はある。 

 

テーマⅢ 医療的ケア児⽀援センター 

１．医療的ケア児⽀援センター（以下「センター」）の設置・活動状況 
（１）概要 

 センターに期待される機能は、現在、県や市町の関係課や保健所・保健センター、また、医療機
関、訪問看護ステーション、計画相談⽀援事業所等がそれぞれの分野で果たしている状況であり、

 

 

全てを集約する拠点機能を持ち合わせることは難しいが、医療的ケア児家族に分かりやすい窓⼝
機能として、適切に⽀援につなげていける体制の在り⽅や業務内容について検討を⾏っている。 

 センターの設置に向けて、県の直営や委託等の⼿法も含め、協議会での意⾒も踏まえ今後、検討
していく。 

 センターには、県が計画上、配置することとしているコーディネーターの役割・機能をもたせる
ことを検討している。 

 
（２）設置の検討過程や活動等について 

①親の就労継続⽀援について 
 保護者の就労に関しては、県の設置するセンターが単独で担える課題ではないと考えている。セ

ンターが情報提供等を通じた後⽅⽀援をしていくことは考えられるが、就労⽀援は、先ず労働サ
イドからの国による⽀援施策の充実が必要と考える。 

 現在、県の「協議の場」に労働所管部署の参画はないが、議論を⾏う必要が⽣じれば、随時の招
集や委員構成の⾒直しは可能である。 
 

②成⼈期への移⾏⽀援について 
 重症⼼⾝障害児や肢体不⾃由児のこれまでの対応状況を踏まえると、成⼈期にかけては医療⾯の

円滑な移⾏と⽣活介護サービス等の利⽤調整が主な課題になるものと考えている。 
 医療的ケア児の就労⽀援については、現時点では対応事例や相談⾃体が多くない状況であり、学

校卒業後の医療的ケア児の⽇中活動等の⽣活実態を含めた把握についてが今後の課題である。 
 

２．センター設置の効果 
 聴き取り事項なし 
 

３．設置や運営に関する課題 
 聴き取り事項なし 
 

テーマⅣ 災害時⽀援 

１．取組の概況 
 「⼭⼝県医療的ケア児⽀援サポートブック」と「医療的ケア⼿帳」に災害対策の観点も盛り込んでいる。 
 「サポートブック」には、⾃然災害への備えとして平時に必要な対応や停電した場合の対処についての

解説を、「医療的ケア⼿帳」には⾮常持出品リストや緊急時連絡先を記⼊するための⼀覧を設け、平時か
らの災害対策を促している。 

 サポートブック、⼿帳ともに「医療的ケア児等医療情報共有システム（MEIS）」について説明・周知し
ている。 

 県の協議会においても、委員から災害対策や救急搬送対応に関する意⾒が⽰され、課題共有ができてい
る状況であり、引き続きの議論、検討が必要だと考えている。 

 個別避難計画の策定についてコーディネーターの関与に期待しており、養成研修で伝えることや、今後、
コーディネーターを対象とする任意の研修で災害対策をテーマとすることなども考えていきたい。 
 
 



 

 

２．取組に関する課題 
 聴き取り事項なし 

 

その他 

１．通学の機会確保 
 教育所管部署において、学校での医療的ケア児の受け⼊れの検討が⾏われている。配置される看護師の

確保や、⼩児に対応できる訪問看護ステーションがまだ多くないことなどは課題となっているものと考
えている。 

 
以上 

  

 

 

実施⽇ 2021 年 10 ⽉ 18 ⽇（⽉） 16：00〜17：30 
実施形式 WEB 会議 
先⽅ 千葉県柏市 保健福祉部 障害福祉課 

 

千葉県柏市の医療的ケア児⽀援体制の概況 

１．「協議の場」の設置状況 
 平成 25 年度に「柏市障害児等医療的ケア⽀援連絡会」（以下「連絡会」）を設置して「協議の場」とし

ている。座⻑は市の医療的ケア児等コーディネーターが務めており、当事者団体として「柏市肢体不⾃
由児者を育てる会」、また、医療的ケア児の受け⼊れに対応した地域⽣活⽀援拠点等として２つの社会
福祉法⼈が参画している。 

 設置に⾄った背景としては、平成 26 年４⽉に重症⼼⾝障害児者⼊所施設の開設を控えていたというこ
とがある。当時、県内では超重度の⼼⾝障害児者向け施設は千葉市等の⼀部⾃治体に偏っており、市お
よびその近辺（東葛地区）には所在していなかったところ、障害児者のニーズに対応できていないとい
う問題意識から柏市、他東葛５市（松⼾市、野⽥市，流⼭市，我孫⼦市，鎌ケ⾕市），県で施設建設を進
めることとなった。そのための議論を⾏うという⽬的もあり同連絡会が発⾜した。 

 加えて、医療的ケアを必要とする重度の障害児者を⽀援するサービス事業所等から「話し合いのための
場が必要である」という意⾒が挙がっていたことや、市の職員⾃⾝が、関係者が話し合うための場が少
ないことを業務を通じて実感し、関係者に声を掛けて連携を図ったという経緯がある。 

 令和２年度は３回開催し、「⽀援者の育成」「通学⽀援」「普通学級での受け⼊れ促進」等を議題に協議を
⾏っている。なお、⽀援者の育成に関しては、⽀援者の数だけでなく、医療の進歩に合わせて対応可能
な医療的ケアの幅を広げていくことを⽬指している6。 

 
２．地域資源の分布  

 市全体で⾒ると、市の中⼼部から南部にかけてはサービス事業所が多く、北部で相対的に少ない傾向に
ある。相談⽀援事業所については数⾃体は不⾜していないものの、特定の事業所が多くの相談に対応す
る傾向にあるため分布には偏在があると認識している。 

 市の南に位置する松⼾市に⾝体障害者を対象とした特別⽀援学校があり、柏市では知的障害者向けの特
別⽀援学校があることから、医療的ケア児向けの資源も特別⽀援学校に近い南部に偏る傾向が続いてき
た。そこに、つくばエクスプレスの開業に伴って北部で⼈⼝が増えたことで北部で相対的に資源が不⾜
するようになった。 

 

テーマⅠ 医療的ケア児数等の把握⽅法等 

１．医療的ケア児数等の調査実績 
（１）概要 

 市に在住する医療的ケア児者の把握を⽬的として令和３年度に調査を⾏った。 
 従来、医療費助成等の状況をもとに市でも医療的ケア児者を把握してきたが、それだけでは把握

の漏れている該当児者がいる可能性があると考え、同調査では医療機関等にも協⼒を依頼して該
当者の把握を⾏った。 

 
6 ⼈材育成のための市独⾃の取組としては、平成 28 年度に開始した、喀痰吸引研修受講料を助成する独⾃事業等がある。 

 

 

 具体的には、難病医療費助成や⼩児慢性特定疾病医療費助成の受給、障害福祉サービスの⽀給決
定等から把握される対象児者には市から直接調査票を送り、今後これらの申請・利⽤が⾒込まれ
る⽅や⼊院中の⽅には、該当者の受診が多いと⾒込まれる市外の診療所や市内の訪問看護ステー
ション、障害児⼊所施設、医療的ケア児の受け⼊れにも対応した地域⽣活⽀援拠点等を通じて調
査票を配布してもらった。 

 調査票は 3,285 枚配布して 777 枚の提出があり、このうち医療的ケアが必要ではない⽅等を除外、
精査した結果、64 歳未満の医療的ケア児者は 281 名という結果になった。この数字は従来市で把
握していた⼈数の約２倍であり、助成やサービスの未利⽤者まで対象を広げて把握したことでこ
うした結果になったと考えている。なお、調査対象の定義を決めるに当たっては、連絡会での議
論を踏まえて医療的ケア児判定スコアを利⽤した。 

 
（２）調査実施に向けた検討や実施過程について 

①調査実施に⾄った背景 
 調査実施に⾄った背景には、医療的ケア児の通学⽀援施策の検討に当たってまずは実数を把握す

る必要が⽣じたという経緯がある。その後、連絡会で医療的ケア児だけでなく医療的ケア者の把
握も必要であるとの指摘を受けて予算措置の⾒直しを⾏った経緯もあり、検討から調査実施まで
は１年半程度を要した。 

 
２．調査の成果や課題 

（１）調査の成果、調査結果の活⽤ 
 調査結果は地域の実態把握のための資料として役⽴てているほか、災害時の安否確認の⼿段に活

⽤することも視野に⼊れている。ただし具体的な活⽤⽅法は現在も検討中である。現時点では連
絡会の委員とのみ情報共有を⾏っており、災害対策の所管部署を含め障害福祉課以外の部署とは
共有していない。 

 
（２）課題 

 調査に係る最⼤の課題は、全数を網羅することの難しさである。 
 医療機関は市内よりも千葉市に多く分布しているため、千葉市を中⼼に市外の医療機関を利⽤し

ている該当児者は多いと想定される。しかしこの点は連絡会でも協議を⾏ったが、全数を網羅す
ることは現実的に難しいということから、市外の機関への協⼒依頼については、該当児者の利⽤
が多いことが⾒込まれる特定の医療機関等に絞って⾏うこととなった。 

 関係機関から協⼒を得ることも必ずしも容易ではなく、例えば、協⼒依頼先の候補に挙がったあ
る総合病院には他の⾃治体が調査協⼒を依頼して断られた経緯があることを知って、市も協⼒依
頼を断念したという経験もある。 

 全数を網羅的に把握しようとすれば関係機関が多数に上ること、そしてそのすべての機関で協⼒
が得られるわけではないことが網羅的な把握を⽬指すうえで課題となっている。 

  

 

 

テーマⅡ 医療的ケア児等コーディネーター 

１．医療的ケア児等コーディネーター（以下「コーディネーター」）の配置状況 
（１）概要 

 地域⽣活⽀援拠点等を併設した計画相談⽀援事業所２か所に計５名のコーディネーターを配置し
ている。５名の配置に当たっては、コーディネーターを引き受けたいと積極的に⼿を挙げてくれ
た⼈材がいたため確保に苦労することはなかった。 

 また、市内で医療的ケア児を⽀援している保健師や看護師に加えて、市では独⾃に喀痰吸引研修
を実施しており、研修を受講したホームヘルパー等が⽀援にあたっている。 

 
（２）配置に⾄る経緯や現在の活動等について 

①現在果たしている役割 
 ⽇頃から相談⽀援専⾨員として在宅移⾏⽀援や計画相談に対応するほか、連絡会の委員として施

策の検討にも関与している。なお、上述のとおり、コーディネーターのうち１名は連絡会の座⻑
である。 

 相談対応の⼀環として医療的ケア児の通学⽀援や保育園への⼊園に向けた調整等を⾏って親の
就労継続⽀援にも関わっており、また、成⼈期への移⾏⽀援という点ではサービス調整や令和４
年度に向けた⽀援拠点の開設（詳細は後述）にも関与している。 
 

②コーディネーター同⼠の学びの場 
 スキル向上やノウハウの共有といった点では、コーディネーターが互いに学び合うための場を⾃

主的に設けており、個別事例の共有や、⼀時的に相談事例を担当していないコーディネーターが
担当のあるコーディネーターに同⾏して家庭を訪問するといった取り組みを⾏っている。その他
にも、この５名が講師となって市内の事業所に向けて医療的ケア等の解説を⾏う研修会も⾃発的
に実施している。 

 この学びの場には、費⽤負担を含めて市は関与していない。当初は市も関わることも検討したが
市への要望等に活動が偏る可能性があったことから、市が関与しない現在のあり⽅となった。 

 
２．配置の効果 

 医療的ケア児の対応をしたことがない相談⽀援専⾨員向けに、コーディネーターが講師となって研修を
実施できるようになった。その他にも、専⾨性の問われる相談事例にも対応できるようになったことや、
関係機関において医療的ケア児に関する知識が広まったといった効果がある。 

 
３．配置や活動に関する課題 

 コーディネーター５名の間でも知識やスキルレベルにはばらつきがあり⼈材育成に取り組む必要があ
る。しかしながら、コーディネーターの期待役割が国から明確に⽰されておらず市としても明確化でき
ていないため、まずはその点を解消することが必要だとも考えている。 

  



 

 

テーマⅢ 医療的ケア児⽀援センター 

１．医療的ケア児⽀援センター（以下「センター」）の設置（検討）状況 
（１）概要 

 これまで、障害福祉の充実に向けて、⼊所施設の整備や医療的ケアに対応できる⼈材の養成、地
域⽣活⽀援拠点等の整備等に取り組んできたが、現在、ノーマライゼーションの実現に向けた次
のステップとして、主に医療的ケア児・者向けの施設「すくすくハウス」の開設に向けて取り組
んでいる。この施設を「医療的ケア児⽀援センター」と位置付けているわけではないが、主に医
療的ケア児の育ちや医療的ケア者の仕事や居場所の確保を⽬指した施設である。 

 なお、⽀援の対象は医療的ケア児・者に限定しておらず、重症⼼⾝障害児や知的障害児等も含め、
成⼈後も社会参加でき、地域との交流も果たせるような拠点として整備する⽅針である。医療的
ケア児を含め障害児者にとって「学校を卒業した後の居場所がない」という深刻な課題がある中
で、成⼈した障害者に向けて仕事や居場所の提供を図りたい。 

 さらに、学校との連携にも取り組むほかレスパイトのための機能も備える計画である。 
 

（２）設置の検討過程や活動等について 
①施設整備のねらい 
 本プロジェクトは、街づくりや福祉、⼦育てといった垣根を超えた重層的⽀援の⼀環として取り

組んでいるもので、（障害の有無にかかわらず）広く「⼦ども」の育ちのための場所という位置づ
けで計画を進めている。その点では、令和７年度前後には児童相談所を設置したいという計画も
あり、⼦育て⽀援充実に向けた取組の⼀環と⾔うこともできる。 

 今後は引きこもり⽀援や発達障害のグレーゾーンに当たるような児・者の⽀援も拡充していきた
いと考えており、⾼齢者や障害者、⼦どもか⼤⼈かといった垣根を超えた⽀援を充実させたい。 

 施設整備の財源に関しては、クラウドファンディングや商店街での募⾦等も⾏って資⾦調達を⾏
っているが、市としての補助⾦助成も検討している。なお、予算確保にあたっては、（例えば議員
の働きかけ等があったわけではなく）上司を説得して市の総合計画上も上位の課題に押し上げ、
厚労省にも施策の推進について直接説明を⾏うなどして、といった地道な取り組みを⾏った。 

 
２．センター設置の効果 

 聴き取り事項なし 
 
３．設置や運営に関する課題 

 聴き取り事項なし 
 

テーマⅣ 災害時⽀援 

１．取組の概況 
 医療的ケア児に特化した災害対策を⾏っているわけではないが、医療的ケア児は避難⾏動要⽀援者の定

義に含まれており避難⾏動要⽀援者向けの⽀援の⼀環として取組を進めている。 
 避難⾏動要⽀援者名簿の作成を進めており、本⼈の希望がある場合には医療的ケア児も名簿に掲載して

いる。なお、いわゆる「⼿上げ⽅式」をとっているため、本⼈から申し出がない場合には掲載はしてい
ない。 

 

 

 福祉避難所の設置も進めているが、福祉避難所は⼆次避難所でありまずは学校等の⼀次避難所への避難
を求めている。ただし、令和３年５⽉に「災害対策基本法」が改正されて福祉避難所への直接避難が促
進されるようになったことを受けて、「介護施設・事業所における業務継続計画（BCP）作成⽀援に関す
る研修」の受講を市内の施設・事業所に促し、災害時にも福祉施設等が避難者の受け⼊れ等に対応でき
るよう平時からの準備を促している。 

 個別避難計画の策定⽀援にも取り組んでおり、市が指定権限を持つすべての福祉施設・事業所に、事業
所指導の機会等を通じて個別避難計画策定に係る研修の受講を促している。この研修は基礎編と応⽤編
の２つからなるもので、基礎編はオンライン形式、応⽤編は実地に計画策定を学ぶものである。 

 その他、連絡会では蓄電池の購⼊に係る助成の導⼊に向けた議論が⾏われている。 
 
２．取組に関する課題 

 災害対策全般を巡っては、市⺠⾃⾝に切迫した認識がなくなかなか⾃主的な備えが進まないという点が
課題の１つであるが、連絡会委員（相談⽀援事業所職員）の取組として、市内の医療的ケア児家族に広
く呼び掛けて平時からの備えや⾃助に取り組めるよう啓発する座談会を年に２、３回程度開催している。 

 

その他 

１．施策充実に取り組む中での葛藤 
 喀痰吸引等研修受講料等の⼀部を交付する独⾃事業等福祉施策の充実を進めてきたが、これまでの経過

を振り返って葛藤を感じるのは、市の取り組んだ成果が必ずしも市⺠に還元されるとは限らない状況に
あることである。 

 例えば、地域⽣活⽀援拠点等の設置や喀痰吸引等研修の受講⽀援等を実施しても、市外から多くの利⽤
者が集まったり、育成した⼈材が市外の事業所に異動したりすれば市⺠が享受できるメリットはその分
⼩さくなってしまう。また、短期⼊所⽣活介護の充実にも⼒を⼊れ施設整備を進めたが、国庫から補助
があるとはいえ建設費の負担は⼤きい。全国的に同じ意識で取り組んでいるわけではない中で、解決の
容易でない問題だと感じている。 

 また国の対応に関しても、施設整備を⼀定程度⾃治体の判断にゆだねている⼀⽅で補助は必ずしも⼗分
ではないなど、そうした点も１つの要因ではないかと考えている。 

 
以上 

  

 

 

実施⽇ 2021 年 10 ⽉ 20 ⽇（⽔） 10：30〜11：30 
実施形式 WEB 会議 
先⽅ 北九州市保健福祉局 障害福祉部 

障害者⽀援課 障害福祉サービス係 
 

福岡県北九州市の医療的ケア児⽀援体制の概況 

１．「協議の場」の設置状況 
 令和元年に「北九州地域医療的ケア児⽀援協議会」（以下「協議会」と表記）を設⽴して「協議の場」と

しており、特に以下の４つの点を主要な課題として議論している。 
（ⅰ）就学⽀援 
（ⅱ）レスパイト 
（ⅲ）災害⽀援 
（ⅳ）通学⽀援 

 さらにこれとは別に、「北九州地域医療的ケア児⽀援ネットワーク連絡会」（以下「ネットワーク連絡会」
と表記）という、地域の医療的ケア児の⽀援に⾃発的に関与しようとする⽀援者・組織の集まりの場が
ある。現在約 200 名、約 80 事業所が参画している。 

 
２．地域資源の分布 

 病院は不⾜しておらず地域的な偏在も（ほぼ）ないが、医療的ケア児の受け⼊れが可能な普通学校や、
相談⽀援事業所を含むサービス事業所、⼊所施設は地域全体で充⾜している状況ではないと考えている。 

 

テーマⅠ 医療的ケア児数等の把握⽅法等 

１．医療的ケア児数等の調査実績 
（１）概要 

 令和元年度以降、毎年医療的ケア児数の把握を⾏っている。未就学児は基幹病院のレセプト情報
から、就学児は教育委員会の保有する情報から把握し、把握された該当者にアンケート調査票を
送付し、必要な医療的ケアの内容や受診する医療機関、サービスの利⽤状況等も調査している。 

 最新の調査（令和２年度調査）の結果、市内の医療的ケア児は 167 名であった。 
 

（２）調査実施に向けた検討や実施過程について 
①令和元年度以前の取組 
 東⽇本⼤震災の際にも厚⽣労働省の通知に基づき医療的ケア児の把握を試みたことはあった。当

時、まずは診療情報提供書から把握できないかと考えたが、病院からの報告が紙媒体で⾏われる
ことから集計に向かず、最終的には訪問看護ステーションに協⼒を依頼して⼈数を調べた。 

 その他にも、在宅で医療を必要とする⽅の⼈数把握は以前から⾏ってきたが、いくつかの課題が
あった。例えば、障害者⼿帳の有無や介護保険の情報だけでは該当者か判断できないことや、レ
セプト情報を個⼈と紐づけて把握することができるのは国⺠健康保険の加⼊者に限られ、社会保
険加⼊者ではレセプト情報から把握ができないことなどが挙げられる。 
 

 

 

②関係機関との個⼈情報の共有 
 基幹病院や学校からアンケート調査票を送る際は、回答内容を市に共有することについても説明

を記載して同意書に記⼊を求めており、これにより情報共有を可能にした。 
 
２．調査の成果や課題 

（１）調査の成果、調査結果の活⽤ 
 令和元年度調査の結果、医療的ケア児家族に災害対策⽀援へのニーズが⾼いことが把握されたこ

とから個別⽀援計画策定等の取組を開始した（詳細は後述）。 
 

（２）課題 
 聴き取り事項なし 

 

テーマⅡ 医療的ケア児等コーディネーター 

１．医療的ケア児等コーディネーター（以下「コーディネーター」）の配置状況 
（１）概要 

 令和３年８⽉に１名のコーディネーターを市⽴総合療育センター7に配置した。コーディネータ
ーを務めているのは、社会福祉⼠の資格を持ち、⻑く相談⽀援専⾨員として活躍してきた⼈物で、
コーディネーター養成研修の講師も務めている。 

 コーディネーターの主な役割は、保護者からの相談対応、病院のカンファレンスへの出席、地域
資源や⽀援制度等に関する情報の把握、災害対策等である。 

 
（２）配置に⾄る経緯や現在の活動等について 

①配置の経緯 
 コーディネーターの配置については協議会でも何度か議論が⾏われてきたが、「外部に委託して

しまうと市が医療的ケア児⽀援の取り組みに消極的になるのではないか」「現在は担当課に医療
的ケア児の⽀援に詳しい職員が配置されているが、そうした体制が変化してしまうのではないか」
といった懸念から、コーディネーターを外部に委託することに反対の声が強かった。 

 しかしながら、課の所掌業務は医療的ケア児⽀援だけではない中で引き続き医療的ケア児⽀援の
取り組みを進めるためには、⽀援に特化した⼈材を確保することが重要であるとの考えから、令
和３年８⽉にコーディネーターを配置するに⾄った。 

 
２．配置の効果  

 医療的ケア児家族がたらい回しになることなく、保育や教育などどのようなテーマでもワンストップで
相談できる場所を確保できたことが挙げられる。 

 また、コーディネーターが対応した相談事例を協議会に報告することで、協議会において地域課題を抽
出するという循環も機能しつつある。 

 
３．配置や活動に関する課題 

 
7 市⽴総合療育センターは総合病院、医療型障害児⼊所施設、障害児通所⽀援事業所等からなり、福岡県⼩児等在宅医療推進事業
拠点病院として、総合的な療育機関である。 



 

 

（１）市の配置するコーディネーターに関する課題 
 現在は、総合療育センターでコーディネーターが相談を受け付けても市本庁に頼って対応する部

分が多く、連携を保ちつつもコーディネーターが⾃⽴的に⽀援できる状態へと移⾏していくこと
が課題である。なお、市⽴総合療育センターにはもともと相談⽀援専⾨員が複数名おり、適任者
も⾒つかっていたため、コーディネーターを依頼する⼈材の確保という点で苦労することはなか
った。 

 
（２）コーディネーター養成に関する課題 

 市ではコーディネーター養成研修を実施しており受講を修了した相談⽀援専⾨員は市内に増えつ
つあるが、医療的ケア児の計画相談⽀援を実際に受け付けているのは限られた事業所だけという
のが実態である。研修を受講しただけでは医療的ケア児のための計画作成ができるようになった
とはならない。 

 

テーマⅢ 医療的ケア児⽀援センター 

１．医療的ケア児⽀援センター（以下「センター」）の設置・活動状況 
（１）概要 

 医療的ケア児⽀援法に規定されたセンターは設置していないが、上述のとおり、市⽴総合療育セ
ンターにコーディネーターを配置して市内の医療的ケア児⽀援の拠点の１つとしている。 

 
（２）設置の検討過程や活動等について 

 テーマⅡ．１．（２）．①に上述 
 
２．センター設置の効果 

 コーディネーター配置の効果に同じ（テーマⅡ．２参照） 
 
３．設置や運営に関する課題 

 聴き取り事項なし 
 

テーマⅣ 災害時⽀援 

１．取組の概況 
（１）取組開始までの経緯 

 令和元年度に実施した実態調査の結果、医療的ケア児家族に災害対策⽀援へのニーズが把握され
たことから⽀援の充実に取り組むこととなった（詳細は別紙の市作成資料8を参照）。 

 当時、医療的ケア児は保護者と同居しているという点で避難⾏動要⽀援者名簿登録の対象から除
外されており、結果、個別⽀援計画の策定も進んでいなかった。これを受け、課独⾃に医療的ケ
ア児の個別避難計画を策定する取組が始まった。令和元年度調査では、医療的ケア児は計 167 名
という結果になったが、そのうちでも災害警戒区域に居住し、住宅が平屋建てであるなど被害を
受ける可能性の⾼い 17 名を個別⽀援計画の策定対象とした。 

 
8 個⼈情報保護のため資料の⼀部を調査事務局にて改変 

 

 

 
（２）取組過程 

 計画策定の⼿順は以下のとおりで、令和３年 11 ⽉に最初のモデルケース１件が完成したところ
である。 
①医療的ケア児の保護者への情報提供及び同意の取得 
 保護者へ居住地が災害警戒区域に該当すること等を説明し個別⽀援計画策定に係る同意

を得る 
②避難場所及び⽀援者の確保 
 福祉避難所等を含めた受け⼊れ可能な避難先の確保と避難にかかる必要な⼈員等の確保 

③個別⽀援計画に関する関係者会議の開催 
 本⼈および保護者、避難時の⽀援者、避難先、医療機関（主治医等）、訪問看護事業所等が

集まり、顔の⾒える関係を構築 
 避難のタイミングや互いの連絡先等の情報共有9 

 関係者会議には本⼈と保護者も出席し、器具の付け替え等を避難先の施設職員等に実際に⾒ても
らう機会も設けたが、慣れない対応に苦労している様⼦がうかがわれた。ただし、実際の発災時
には医療的ケアは保護者が⾏い、避難先に協⼒を求めるのは移動の⽀援（⾞の運転等）等である。
⽀援者や避難先には実際の医療的ケアがどのようなものか知ってもらうとともに、どのような役
割を期待しているのかを明確にすることが重要になる。 

 令和３年 11 ⽉に開催したネットワーク連絡会では同モデルケースの完成について報告を⾏うと
ともに、避難先となり得る施設等（連絡会構成員）には個室や電源の確保といった協⼒依頼を⾏
った。また、障害福祉サービス事業所等の職員に避難⽀援の担い⼿として協⼒を依頼した。 
 

（３）体制づくりや関係機関との連携 
①庁内連携 
 危機管理の担当部署や消防職員には医療・福祉の知識はなく、医療的ケア児の災害⽀援の推進を

期待することは難しい。また、組織間の調整を図ったうえで取組に着⼿するのでは時間がかかる
ことから、まずは課が主導して取組を開始し、「取組を進めながら巻き込んでいく」という⽅針を
取った。 

 計画策定にあたってのポイントは医療的ケア児の居住地域にどのような災害が起こり得るのかを
正確に把握することだったが、課の職員がもともと危機管理担当部署に所属していたために⼀定
の判断はでき、さらに資料作成後には危機管理担当部署による確認も仰いだ。 

 また、福祉避難所は別の部署の所管だが、今回策定したモデルケースで避難先となった特別養護
⽼⼈ホームは福祉避難所に指定されていなかったため指定を依頼した。 
 

②医療との連携 
 関係者会議には主治医にも出席を依頼し、本⼈の状態について説明してもらうなど、災害対策の

取組を進める上では医療機関や主治医からの協⼒も得ている。 
 協議会に地域の基幹病院が参画しているため、同病院を中⼼に医療関係者は市の取組状況を把握

していて積極的に協⼒しようとしてくれている。このことが、⽀援者が安⼼して⽀援できる体制
づくりにもつながっている。 

 
9 情報共有の⼿段としてはチャットアプリ「LINE」に専⽤のグループラインを作成した 

 

 

 10 年ほど前に、市⽴⼋幡病院が中⼼となって⼩児救急医療体制の⾒直しに取り組み、地域の基幹
病院に依頼して 24 時間 365 ⽇対応のネットワークを構築した。その後も、同ネットワークでは、
市医師会とともに⼩児救急や在宅医療をテーマに事例検討や同⾏研修等に取り組んでおり、在宅
医療や⼩児医療に⾼い関⼼を持った医師は多い。 

 
③避難先施設への協⼒依頼 
 避難先の確保について、今回のモデルケースで避難先として選定した特別養護⽼⼈ホームには、

職員が直接⾜を運んで協⼒を依頼した。 
 避難先となる施設には医療の知識が求められるが、それに加えて医療的ケア児の居住地の近くに

所在することも条件となるため、両⽅の条件を満たす施設を⾒つけて協⼒を得る必要があった。
避難先となるのは多くの場合特別養護⽼⼈ホームや⽼⼈保健施設になると想定されている。 

 
④今後の取組意向 
 今後は新たに３名の医療的ケア児について計画策定を進める予定であり、⾏政が⽀援しつつもコ

ーディネーターが中⼼的な役割を担うことを予定しており、⻑期的にはコーディネーターが計画
策定を担っていくことを⽬指している。 

 現在のコーディネーター養成研修の内容は厚労省の提⽰したカリキュラムに則っているが、今後
は、市の配置するコーディネーターがいなくとも市内の相談⽀援事業所が災害対策にも対応でき
るよう、研修メニューに災害対策を追加することも視野に⼊れている。 

 
２．取組に関する課題 

 聴き取り事項なし 
 

その他 

１．医療的ケア児の就学⽀援 
 就学⽀援も課題の１つである。医療的ケア児家族からは近隣の普通学校に通いたいという声を聴くこと

が多いが、そうした希望に応えるためには障害福祉だけでなく教育分野の関係機関との連携も必要にな
る。 

 
２．市が提供する⽀援の質の維持に向けて 

 ⼈材確保という点で、担当課の今後の体制に懸念がある。過去にも医療的ケア児⽀援に関与したことの
ある職員やリハビリ専⾨職が配置されていて、体制⾯では充実した状況にあるが、⼈事異動がある中で
は、職員の顔ぶれが変わっても⽀援の質が変わらないような「仕組みづくり」が必要だと考えている。 
 

以上 
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実施⽇ 2021 年 10 ⽉ 22 ⽇（⾦） 10：00〜11：30 
実施形式 WEB 会議 
先⽅ 東京都世⽥⾕区 障害福祉部 障害保健福祉課 

 

東京都世⽥⾕区の医療的ケア児⽀援体制の概況 

１．「協議の場」の設置状況 
 平成 30 年８⽉に「世⽥⾕区医療的ケア連絡協議会」（以下「協議会」と表記）を設置している。協議会

では、保育や福祉、医療、教育といった関係機関が集まって情報共有し、必要な⽀援について検討を⾏
っている。 

 
２．地域資源の分布 

 区内には、⼩児・周産期医療を担う国内最⼤の医療研究センターである「国⽴成育医療研究センター」
が所在し、先端的な⼩児医療、周産期医療サービスを提供している。そのため、同センターを退院して
区内で暮らす医療的ケア児は少なくない。 

 訪問看護ステーションは、分布はしているもの医療的ケア児に対応できるところは⼗分ではないと感じ
ている。区では、東京都の枠組みに基づいて、在宅の重症⼼⾝障害児（者）を介護している家族等の休
養を図ることなどを⽬的に、区の契約する訪問看護ステーションの看護師が⾃宅に出向いてケアを⾏う
取組（「在宅重症⼼⾝障害児（者）レスパイト訪問看護事業」）を実施しているが、⼦どものケア特有の
難しさ10から保護者の希望通りに利⽤できていない状況にある。 

 

テーマⅠ 医療的ケア児数等の把握⽅法等 

１．医療的ケア児数等の調査実績 
（１）概要 

 未就学児については⺟⼦保健活動を通じて、また、就学児については特別⽀援学校等に照会する
ことで毎年⼈数を把握している。なお、令和３年度からは区教育委員会の協⼒を得て、区⽴の⼩・
中学校に通っている医療的ケア児も把握対象としている。 

 未就学児の把握について具体的には、⽣後４か⽉までの乳児がいるすべての家庭を訪問し、⾚ち
ゃんと⺟親の健康や育児についての相談の過程で把握したり、⼊院する児については退院後の⾒
通しを踏まえて把握を⾏っている。また、対象児の退院、地域⽣活移⾏に伴う病院のカンファレ
ンスに区の保健師等が招かれる場合もあり、そうした機会を通じて把握を⾏う。 

 こうした⼈数把握の取組に加えて、東京都を通じて提供のあった⼿指消毒⽤エタノールを令和 2
年度に配布11した医療的ケア児の保護者に対し、令和 3 年度にアンケート調査を⾏って⽣活実態
の把握を⾏っている。 

 
（２）調査実施に向けた検討や実施過程について 

①調査実施に⾄った経緯 
 調査を始めたきっかけは平成 26 年度に厚⽣労働省の補助を受けて、区と区内の社会福祉法⼈の

 
10 ⾼齢者の状態が⽐較的安定しているのに対して⼦どもの状態は変わりやすいなど 
11 厚⽣労働省主導で⾏われた新型コロナウイルス感染症対策の取組 

 

 

合同で実態調査を⾏ったことであった。それより以前から、医療的ケア児が区内に居住し、⽀援
ニーズがあることは把握していたが、具体的に何⼈の医療的ケア児が暮らしていてどういった
⽀援が必要とされているかは明らかではなかったため調査を⾏うこととなった。 

 
２．調査の成果や課題 

（１）調査の成果、調査結果の活⽤ 
 調査を通じて、障害者⼿帳の取得や障害サービスの受給等でもともと区が把握していたケース以

外にも医療的ケア児は居住していることが改めて把握され、施設整備をはじめとした受け⼊れ環
境の⼀層の充実が必要であるとわかった。 

 これを踏まえ、現在は⽀援者の育成に取り組んでおり、看護師以外にもリハビリ専⾨職や保育⼠
等の多職種が医療的ケアに対応できるよう研修を実施している。また、施設・事業所の経営安定
化に向けて施設整備や事業運営の⽀援も実施している。 

 
（２）課題 

 「医療的ケア児」の定義を明確にしたうえで区として把握し、随時更新することが難しい点が挙
げられる。例えば「医療的ケア児⼿帳」といったものがあるわけではないため、現在は家族の申
し出に基づいた把握と関係機関からの情報提供が基本となっている。なお、把握の対象とする「医
療的ケア」の範囲は医療的ケア児判定スコアを参照している。 

 また、調査に当たっては個⼈情報の提供を受けることが必要となるため、関係機関から協⼒を得
られない場合がある。例えば、病院に協⼒を依頼しても個⼈情報保護を理由に断られたり、病院
を通じて対象児家族に調査票の配布を依頼した場合に、具体的に誰に配布したのかは教えてもら
えなかったといった例がある。学校も児童の情報提供には保護者の同意を必須としているなど、
把握すべき情報の性質ゆえに関係機関から協⼒を得られないことが多い。 
 

テーマⅡ 医療的ケア児等コーディネーター 

１．医療的ケア児等コーディネーター（以下「コーディネーター」）の配置状況 
（１）概要 

 区が令和 3 年 8 ⽉に設置した「世⽥⾕区医療的ケア相談⽀援センター」の管理者がコーディネー
ターの役割を担っている。 

 もともと、社会福祉法⼈全国重症⼼⾝障害児（者）を守る会（センター運営の委託先）の運営す
る相談⽀援事業所で、相談⽀援専⾨員として重症⼼⾝障害児者の⽀援に⻑く携わってきた⼈材で、
センターの管理者になる以前から連絡会の委員として参加している。国の⾏う研修の講師を担う
など全国的にも活躍している⼈材である。 
 

（２）配置に⾄る経緯や現在の活動等について 
 活動内容についてはテーマⅢ．１．（２）．②参照 

 
２．配置の効果 

 聴き取り事項なし 
 
３．配置や活動に関する課題 

 

 

 現在コーディネーターを務めている⼈材が、コーディネーターとして配置される以前から区内の医療的
ケア児の相談⽀援を集中的に引き受けてきた経過がある。研修を修了したより多くのコーディネーター
に様々な場⾯で活躍してもらいたいと考えている。 

 

テーマⅢ 医療的ケア児⽀援センター 

１．医療的ケア児⽀援センター（以下「センター」）の設置・活動状況 
（１）概要 

 令和３年８⽉に「世⽥⾕区医療的ケア相談⽀援センター」を設置した。運営は社会福祉法⼈ 全
国重症⼼⾝障害児者（者）を守る会に委託している。また、センターは国⽴成育医療研究センタ
ーの敷地内にある。 

 職員は、センター⻑兼広報担当と管理者兼事業マネージャー（上述のコーディネーター）、相談員
２名（保健師および相談⽀援専⾨員）の計４名である。センター機能の中には相談⽀援専⾨員の
育成があり、現在 2 名育成を進めている。 

 
（２）設置の検討過程や活動等について 

①設置までの経緯 
 平成 26 年度に実施した実態調査や個別事例への対応から保護者が退院時に強い不安を感じてい

ることを把握しており、寄り添った⽀援が必要であるという認識から平成 27 年度頃よりセンタ
ーの設置について検討してきた。 

 当時は、退院を控えた保護者からどこに相談すればいいのか問い合わせを受けることも多く、地
域⽣活への移⾏に伴って訪ねなければならない⾏政の窓⼝が複数あり保護者の負担になってい
た。特に、医療的ケア児を抱えた状態では区役所を訪問するだけでも難しく、ワンストップで対
応できる拠点が必要となっていた。 
 

②センターの活動 
 センターの活動は⼤きく４つに分かれる。まず、最⼤の役割は保護者の相談にワンストップで対

応することである。また、区内の事業所の相談⽀援専⾨員に助⾔をするなど、事業所の相談対応
を⽀援する場合もある。 

 また、障害福祉サービスを利⽤しない児が退院を迎える際に、その後の⽀援計画としてセンター
独⾃に「在宅⽣活⽀援プラン」を作成する。これは、障害福祉サービスの利⽤には（まだ）⾄ら
ない児のための⽀援という位置づけで、いずれサービスを利⽤する可能性も視野に、計画相談⽀
援で⽤いる様式をベースにした計画書を作成している。 

 災害時の個別⽀援計画の作成⽀援も役割としている。従来、区の保健師が⼈⼯呼吸器を使⽤する
児者の個別⽀援計画作成を進めてきたが、⼈⼯呼吸器を使⽤する児以外の医療的ケア児のため
の⽀援として本取組を⾏っている。なお、保護者による個別⽀援計画の作成を⽀援する取り組み
であり、保護者からの申出を受けて対応する。 

 最後に、⼈材育成や施設への技術的⽀援が挙げられる。これまで、区内の医療的ケア児の計画相
談⽀援は現在区のコーディネーターを務めている⼈材による対応に偏ってきた傾向があり、医
療的ケア児に対応できる相談⽀援専⾨員の育成を進めている（詳細は後述）。また、医療的ケア
児に対応できる施設を増やすため、施設に技術的助⾔を⾏ったり、施設勤務の看護師のネットワ



 

 

ーク化を図っている。将来的には保育園にも同様の⽀援を⾏いたい考えである12。 
 

③親の就労継続⽀援について 
 現在も相談事例があり、課題認識がある。令和４年度の取組意向としては、放課後等デイサービ

スの対応時間を 18 時以降まで延ばしてもらえるよう事業所に協⼒を働き掛けたいと考えてい
る。ただし、サービス提供時間の延⻑は事業所職員の就労時間の延⻑を意味するため、事業所に
とっては対応は容易ではなく、この点をどう乗り越えていくかが課題である。 

 親の就労継続⽀援には障害福祉だけでなく保育や教育など幅広い領域が関わり、障害福祉所管
部署にできる取組として上述の「放課後等デイサービスの対応時間延⻑」に向け取り組んでい
る。医療的ケア児⽀援法では労働分野との連携が謳われたが、例えば個別の保護者の職場との調
整や働き⽅の⾒直しといったテーマにセンターが取り組むことは難しいと考えている。 
 

④基幹相談⽀援センターとの役割の違い 
 区内には１か所基幹相談⽀援センターがあり、⼈材育成や地域資源との連携を主な役割とし、個

別の相談対応は原則として地域の相談⽀援事業所で対応することとしている。これらに対して、
医療的ケア相談⽀援センターでの相談は、本⼈や家族からの様々な基本相談に対応するほか、病
院から在宅⽣活への繋ぎや、福祉サービス等を利⽤しない⽅にも対応することが役割であり、そ
の点で違いがある。 
 

⑤センターの在り⽅について 
 センターの在り⽅として想定される形には以下の４つがあるのではないかと考えている。 

（ⅰ）１つの事業所のように独⽴して設置する 
（ⅱ）⼩児医療を⾏う病院が追加的に役割を担う 
（ⅲ）医療型短期⼊所事業所が追加的に役割を担う 
（ⅳ）基幹相談⽀援センターが追加的に役割を担う 

 区が対応しやすかったのが上記（ⅰ）だったため現在のような仕組みとなったが、今後は病院所
属のコーディネーターとより連携を強めていきたいと考えている。 

 今後、都がセンターを設置する場合には世⽥⾕区医療的ケア相談⽀援センターにも連携や役割
分担を期待される可能性があるが、都内には複数設置されるのではないかと想定している。セン
ターの設置に関しては地域⼈⼝との連動という発想が必要ではないかと考える。 

 
２．センター設置の効果 

 聴き取り事項なし 
 
３．設置や運営に関する課題 

 聴き取り事項なし 
 
４．今後他の⾃治体がセンター設置に取り組むうえでポイントとなり得ること 

 医療的ケア児への⽀援として何がどの程度必要であるのかを把握し、課題を明確にすることが重要であ

 
12 施設への技術的な助⾔は、センター設置以前の平成 31 年度から区の委託事業として現在のコーディネーターが⾏ってきたもの
だが、センター設置に伴いセンターの活動の１つに位置付けた。 

 

 

る。区の場合は、「ライフステージが変わる中でもワンストップで継続的に⽀援を続けられること」が
課題だと認識していた。これは、調査を通じて、サービスの受給等にはつながっていない児・家族の不
安を把握することができていたからこそ施策に反映することができたものである。 

 当事者のニーズ把握の難しさも挙げられる。「⽀援が必要だがどこに相談すればいいかわからない」と
いう医療的ケア児家族は多くいるはずで、「⾃治体として把握している児以外には当事者はいないか」
という視点を持ち、そうした⽅がどこを頼ればいいか伝わるように発信していくことが重要である。 

 また、医療的ケア児⽀援と⼀⼝に⾔っても、医療や保育など関わる領域は広く多様である。そうした多
様な領域に関わる相談をまずは受け⽌めて考えていこうとする姿勢が求められる。これはセンターだけ
で解決できるものではないため、関係機関と協⼒しながら対応に当たることができるように、連携体制
を構築していくことも重要である。 

 

テーマⅣ 災害時⽀援 

１．取組の概況 
 要⽀援者に対する⽀援の⼀環として医療的ケア児の災害時⽀援にも取り組んでいる。 
 個別⽀援計画の策定は原則として町会、⾃治会が主体だが、上述のとおり、センターの役割の⼀環とし

て、希望する保護者に対して個別⽀援計画策定⽀援を提供している。 
 また、区では、医療的ケア児⽀援の取組みを推進するため、寄附⾦をもとにした「世⽥⾕区医療的ケア

児の笑顔を⽀える基⾦」を運営している。災害に備える体制づくりに取り組む福祉施設にはこの基⾦を
もとに補助を⾏っているが、この体制整備の取組の観点の１つとして「電源の確保」を取り⼊れており、
実際にこれを満たした施設に補助を⾏っている。 

 
２．取組に関する課題 

 災害対策の取組推進において関係機関間の連携が必要であることは連絡会でも指摘されており、今後取
り組んでいきたいと考えている。 

 なお、災害対策全般として、区では、他の⾃治体や⺠間協⼒団体、⺠間企業等と包括的な協定を結んで
連携体制を築いており、協定の締結先には福祉タクシー事業者も含まれている。 

 

その他 

１．コーディネーターの養成について 
 養成研修は実施しているものの、研修を受けても継続的に医療的ケア児の⽀援に携わる機会がなければ

スキルは⾝につかないことが、地域の状況から⾒て取れる。 
 そこで区では、スキルあるコーディネーターから１対１で学ぶ機会を確保することを⽬的として、６〜

９か⽉という期間の中でコーディネーターに同⾏したりケース会議に同席することでスキルアップを
促す取り組みを⾏っている。研修期間は、受講⽣は所属事業所での相談⽀援専⾨員としての業務がほと
んどできない状況になるため、その点の⽀援として区から補助⾦を交付している。 

 なお、医療的ケア児⽀援には医療の知識も求められるが、相談⽀援専⾨員をコーディネーターに養成し
ていくうえではその点もハードルの１つである。 
 

以上 
  

 

 

実施⽇ 2021 年 10 ⽉ 26 ⽇（⽕） 15：00〜16：30 
実施形式 WEB 会議 
先⽅ 滋賀県健康医療福祉部障害福祉課 

 

滋賀県の医療的ケア児⽀援体制の概況 

１．「協議の場」の設置状況 
 令和２年１⽉に滋賀県障害者⾃⽴⽀援協議会に「医療的ケア児・者に関する協議会」を設置し、関係者

の協議の場としている。年に１回程度、議論の必要のあるときに開催している。 
 

２．地域資源の分布 
 県の北部と南部で地域資源の分布に偏りがある。短期⼊所施設や重症⼼⾝障害児向けの通所施設は南部

に偏在しており、⽐較的⼈⼝の少ない北部では少ない。 
 令和元年度に実施した、医療的ケア児の⼈数等把握のための調査（テーマⅠ．１．（１）参照）でもレス

パイト⽀援を求める声が挙がっており、県としても施設整備に取り組んでいるが現在も施設等が不⾜し
た状態が続いている。 

 

テーマⅠ 医療的ケア児数等の把握⽅法等 

１．医療的ケア児数等の調査実績 
（１）概要 

 令和元年度に、県内の医療的ケア児の居住実態や⽀援ニーズの把握を⽬的として調査を⾏った。 
 県障害福祉課から市町の障害福祉所管課に調査協⼒を依頼して関係機関（障害福祉サービス事業

所等）に調査票（「聴き取りシート」）を配布してもらった（下記「ルート①」）。関係機関では、
把握している医療的ケア児家族に「聴き取りシート」に基づいたヒアリングを⾏って回答を記⼊、
市町の障害福祉所管課を通じて県障害福祉課へ提出した。 

 また、市町の障害福祉所管課を通じて関係業務（保育や教育、保健衛⽣等）の市町所管課からも
同様に関係機関（保育園や⼩中学校等）に調査票の送付を実施してもらった（下記「ルート②」）。 

 さらに、県障害福祉課からも直接、県⽴学校や私⽴の⼩中学校といった関係機関に調査票を配布
し、調査を依頼した（下記「ルート③」）。 
調査票の送付ルート 
①県・障害福祉課→市町・障害福祉所管課→関係機関 
②県・障害福祉課→市町・障害福祉所管課→市町・関連業務の所管課→関係機関 
③県・障害福祉課→関係機関 

 調査を実施した令和元年度は、第６期（令和３〜６年度）障害福祉計画の策定を控えた時期であ
り、県、市町ともに医療的ケア児の⽀援施策を検討するうえでまず実態把握に取り組む必要が⽣
じていた。また、当時、県⽴校の間で医療的ケア児の通学者が増えているという問題意識があっ
たこともあって、調査を⾏うこととなった。 

 
（２）調査実施に向けた検討や実施過程について 

①調査対象の定義 
 調査対象（同調査における「医療的ケア児」の定義）は、「県内に在住する０歳から 18 歳の児童

 

 

のうち、下表に⽰す医療的ケアを⾏っているもの（⻑期（６ヶ⽉以上）に⼊院・⼊所している児
童を除く。）」としており、訪問看護ステーション等⽀援機関と協議の上決定した。 
 経管栄養 
 中⼼静脈栄養 
 ⾃⼰腹膜潅流 
 気管切開 
 ⼈⼯呼吸器装着 
 導尿（⾃⼰導尿・尿バルーン留置カテーテル含む。） 
 酸素補充療法 
 ⼝腔・⿐腔内などの吸引 
 ⼈⼯肛⾨ 

 
②調査⽅法の検討 
 他の⾃治体で医療的ケア児の⼈数を調査する際は病院に照会を⾏って調査する例が多いことを

確認していたが、回答率が低い場合が多かった。その点、在宅の医療的ケア児を⽀援している機
関（サービス事業所や学校等）であれば地域の状況を把握していて、病院よりも⾼い回答率が期
待できるのではないかと考え上述の調査⽅法をとった。協議の場には県の関係課も参加している
ことから、この機会を通じて協⼒を依頼した。 

 
２．調査の成果や課題 

（１）調査の成果、調査結果の活⽤ 
 今後の施策検討の基礎資料として位置づけており、第２期障害福祉計画の策定に当たり役⽴てた

ほか、県のホームページにも調査結果を公開している。また、調査の結果当事者の声として、「レ
スパイト」「災害対策」の２点に⽀援ニーズが⾼かったことから、令和 3 年度からレスパイトを充
実させる事業を始め、令和４年度には設備整備にも取り組む予定である。災害対策については担
当課に情報共有し、施策の充実を図った。 

 
（２）課題 

 障害福祉サービス事業所等、⽀援機関との関わりを持っていないケースでは今回の調査⽅法では
捕捉されないため、網羅的に把握できているかどうかという点で懸念がある。また、災害対策に
役⽴てることを考えると常に最新の状況を把握している必要があり、時点更新をかけていくこと
は今後の課題である。 

 

テーマⅡ 医療的ケア児等コーディネーター 

１．医療的ケア児等コーディネーター（以下「コーディネーター」）の配置状況 
（１）概要 

 県内７つの圏域でそれぞれコーディネーターを配置しており、市町によっては独⾃に配置してい
る場合もある。 

 また、県では「重症⼼⾝障害児者ケアマネジメント⽀援事業」を社会福祉法⼈びわこ学園に委託
して実施している。これは、在宅の重症⼼⾝障害児者を対象に、地域で実施するケアマネジメン
トをより専⾨的な⾒地からサポートし、地域が⼀体となった総合的な地域ケアシステムの充実を



 

 

図るためのもので、この事業で配置するコーディネーター（以下「重⼼ケアマネ」と表記）が重
症⼼⾝障害児だけでなく医療的ケア児の⽀援も⾏っている。 

 なお、社会福祉法⼈びわこ学園とは、病院や訪問看護ステーションといった医療サービスと、療
養介護や⽣活介護、短期⼊所といった障害福祉サービスを提供する複合的な医療と福祉の拠点で
あり、県の重症⼼⾝障害児⽀援の拠点となっている。 

 
（２）配置に⾄る経緯や現在の活動等について 

①活動内容 
 重⼼ケアマネは看護師や相談⽀援専⾨員が担っており常勤換算で２名を配置している。その役割

は以下のとおりである。 
①地域で実施するケアマネジメントへの⽀援 
②地域のサービス事業所への技術的⽀援 
③地域ケアシステム構築への⽀援 
④円滑なサービス利⽤に対する⽀援 
⑤施設⼊所調整に対する⽀援 
⑥医療的ケア児等に対する⽀援 

 なお、重⼼ケアマネは各圏域に設置された「地域⾃⽴⽀援協議会13」の重⼼部会に出席して情報共
有を図っている。 
 

②コーディネーターの活動の県⺠向け広報 
 県⺠向けに特段の広報は実施していないが、社会福祉法⼈びわこ学園は、県内の重症⼼⾝障害児

者⽀援の拠点であるため、⽀援を求める県⺠は⾃ずと社会福祉法⼈びわこ学園や重⼼ケアマネに
関わることになると想定されている。 

 
２．配置の効果  

 聴き取り事項なし 
 
３．配置や活動に関する課題 

 聴き取り事項なし 
 

テーマⅢ 医療的ケア児⽀援センター 

１．医療的ケア児⽀援センター（以下「センター」）の設置・活動状況 
（１）概要 

 令和４年度以降に、社会福祉法⼈びわこ学園に委託してセンター機能を担ってもらうことを検討
している。 
 

 
13 滋賀県では、県内７つの圏域で「地域⾃⽴⽀援協議会」が組織、運営されており、「滋賀県障害者⾃⽴⽀援協議会」はそれら７
つの協議会活動を⽀援し、地域から発信される課題を整理することを役割の１つとしている。 

 

 

（２）設置の検討過程や活動等について 
①設置に向けた検討 
 上述の重⼼ケアマネ事業の⼀環としてセンターとしての役割も追加的に位置付けることを想定

しているが、現在は検討段階のためまだ⽅針は明確ではない。 
 

２．センター設置の効果 
 聴き取り事項なし 

 
３．設置や運営に関する課題 

（１）地域間の利便性の偏り 
 法⼈は県の南部にあるため北部の県⺠にとってはアクセスが悪く、地域間の利便性の偏りにどう

対処していくかが課題となり得る。 
 

テーマⅣ 災害時⽀援 

１．取組の概況 
（１）市町村による個別避難計画策定の⽀援 

 県の危機管理部⾨の取組として、市町の個別避難計画策定を⽀援する「滋賀モデル（個別避難計
画作成推進事業）」がある。これは、県が市町の職員に、また、県と市町が福祉等の専⾨職に研修
を実施して知識やスキルの習得を⽀援したうえで、実際に個別避難計画の策定や計画検証のため
の防災訓練を実施してもらう取り組みである。 

 計画作成の対象は⾼齢者、障害者、医療的ケア児者で、令和３年度は⼤津市、⾼島市をモデル地
区に取組を⾏い、令和４年度から県内他の市町へ横展開していく計画である。なお、現在、⾼島
市で実際に医療的ケア児を対象にした計画策定に取り組んでいる。 

 県では定期的に意⾒交換会を設け、県および市町の社会福祉協議会や相談⽀援専⾨員協会、介護
⽀援専⾨員協会、当事者団体、有識者、⾏政（県および市町の危機管理部⾨）の間で情報を共有
し、連携しながら取組を進めている。 

 
２．取組に関する課題 

（１）調査結果の防災対策における活⽤の可否 
 令和元年度の調査（テーマⅠ．１．（１）参照）結果を防災対策にどのように活⽤するのか、確認

や検討が必要である。 
以上 

  

 

 

実施⽇ 2021 年 10 ⽉ 29 ⽇（⾦） 10：00〜11：30 
実施形式 WEB 会議 
先⽅ 茨城県つくば市福祉部障害福祉課 

 

茨城県つくば市の医療的ケア児⽀援体制の概況 

１．「協議の場」の設置状況 
 市障害者⾃⽴⽀援協議会で、医療的ケア児⽀援についての協議を⾏っており、当事者団体の参画も得て

当事者の声を拾いながら検討等を⾏っている。 
 また、庁内の関係部署間の情報共有を⽬的として、「⼦育てワーキングチーム」を設置しており、⼦育て

⽀援や教育、福祉を所管する複数の部署が参加して医療的ケア児を含む障害児の⼦育て⽀援について協
議を⾏っている。 

 
２．地域資源の分布 

 短期⼊所事業所は管内になく、児童発達⽀援事業所は、所在はするものの数の上では充分ではない。 
 保育所・幼稚園・認定こども園について、医療的医ケア児の⼊園希望があり、受け⼊れ体制の整備を、

市の複数の部署で進めているところである。 
 

テーマⅠ 医療的ケア児数等の把握⽅法等 

１．医療的ケア児数等の調査実績 
（１）概要 

 医療的ケア児の⼈数は令和２年度に調査している。 
 令和２年度の調査は、新型コロナウイルス感染症の流⾏が始まった４⽉頃、衛⽣⽤品が医療的ケ

ア児家族に⼗分に⾏き渡っていない状況を踏まえて市独⾃にアルコールの配布を⾏うため、まず
は対象者を調べることになったものである。このときは、障害者⼿帳の等級、障害児通所⽀援事
業所の利⽤状況、保健センターの把握する情報を基に対象家庭を洗い出し、各家庭に通知や電話
をして、実際に医療的ケアを必要としているかどうか、アルコールを必要としているか等を尋ね
て配布対象を確認した。 

 保健センターが把握している情報は、乳幼児期の家庭訪問や健診を通じて把握したもので、その
後成⻑して医療的ケアが不要になった児もいた。障害者⼿帳を取得しておらず、障害児通所⽀援
事業所も利⽤していない場合には、乳幼児期を過ぎて成⻑した後に医療的ケアが必要になったケ
ースでは保健センターでも必ずしも情報を把握していないため、対象児が捕捉できない可能性が
ある。 

 実際に、成⻑後に医療的ケアが必要になり保育園通園について相談窓⼝に相談に訪れて把握され
たケースがある。また、市外から転⼊者についても把握⽅法が課題となるが、現在は多くの場合
保健センターに相談等の連絡が⼊り把握がなされている。その中でも、重層的な課題があるケー
スなどでは市本庁（障害福祉課）に情報共有がなされる。 

 令和３年度は、３⽉に相談窓⼝を開設したため、そこに相談に訪れたケース等を加えて時点更新
をしている。 

 なお、令和２年度に調査をする以前は、平成 30 年度に県の調査で把握した情報から⼈数を把握し
ていた。これは、県が県内９か所の基幹病院の⼩児科等に照会を⾏って市町村別の内訳を整理、

 

 

公表したものである。 
 

（２）調査実施に向けた検討や実施過程について 
①調査⽅法の検討  
 令和２年度の調査の際は、感染症への対応として医療的ケア児の把握が急務となっていたため、

⼊⼿しやすい情報から速やかに把握することを優先した。 
 
２．調査の成果や課題 

（１）調査の成果、調査結果の活⽤ 
 市独⾃にアルコール配布を⾏った後、国の事業としてもアルコール配布が⾏われたが、事前に調

査を⾏っていたために速やかに対応することができた。 
 また、「災害時対応ノート」と「災害時対応ガイドブック」（テーマⅣ．１．（１）参照）を作った

際にも案内すべき先が明確であったため、速やかに案内を⾏うことができた。 
 なお、災害対策の観点から、調査結果に基づいて医療的ケア児の居住状況を地図に落として整理

している。危機管理部⾨からハザードマップの提供を受けて作成したもので、河川の側や⼟砂災
害が起こる恐れのある地域に居住している医療的ケア児の状況が⼀⽬でわかるようになっている。 

 
（２）課題 

 障害者⼿帳の等級から医療的ケア児と想定された児の場合であっても必ずしも医療的ケアを必要
としているとは限らず、家庭に電話をしてみると医療的ケア児でないことがわかるというケース
がいくつかあった。また、全数を把握しきれているかどうかという点でも懸念がある。ただその
⼀⽅で、例えば障害者⼿帳の申請を望まない⽅もいるなど、「該当者として把握されたくない」と
感じている⽅もいることにどのように配慮すべきかという点にも難しさがある。 

 現在は、令和２年度の調査で把握した情報を保有し、相談窓⼝への来所状況等をもとに更新して
いるが、把握している⽅にとって医療的ケアが不要になったときに市へ必ず連絡が⼊るわけでは
ない。また、医療的ケアが不要になった事実を把握した際も本⼈の許可を得てリストから削除す
るわけではないため、リストの更新についてもどのような⽅法で⾏うべきか検討が必要である。 

 

テーマⅡ 医療的ケア児等コーディネーター 

１．医療的ケア児等コーディネーター（以下「コーディネーター」）の配置状況 
（１）概要 

 障害福祉課に２名のコーディネーターが配置されている。１名は理学療法⼠の資格を持つ職員で
令和２年度に医療的ケア児等コーディネーター養成研修を受講した。通常は福祉⽀援センターに
勤務し、利⽤者にリハビリテーションの指導を⾏っている。 

 もう１名は、医療的ケア児の相談窓⼝の開設に合わせて課に配置された保健師（本ヒアリング調
査の回答者）であり、主に窓⼝での対応を担当している。相談対応の他には、保健センター等関
係機関との連携や関係課で⾏われる医療的ケア児関連の会議への出席、現在計画中の児童発達⽀
援センター開設に関わる対応、「協議の場」への出席等を担当している。 

 



 

 

（２）配置に⾄る経緯や現在の活動等について 
①配置の経緯 
 障害福祉課に保健師が配置されたのは今回が初めてであり、コーディネーターとして求められる

専⾨性を踏まえて⼈員配置が⾏われた。 
 課内職員の養成研修の受講状況や事業内容など総合的な判断の結果、２⼈という配置⼈数になっ

た。 
 

②県との連携 
 令和２年度頃には、県の保健所の保健師から連携に向けた打診があり、情報提供を受けたことも

あった。県では⼩児慢性特定疾病医療費助成に関する事務を担っているなど、県からの情報提供
は有⽤である。 

 県保健所からは当事者家庭への同⾏訪問を希望する声も挙がっていたが、その後新型コロナウイ
ルス感染症の流⾏を迎えたため実現しないままとなっている。 

 
③市内の関係機関との連携 
 市内の事業所との情報共有などがまだ進んでおらず、今後は連携体制の構築を進めていけるとよ

いと考えている。現在は⾏政の⽴場から限られた⼈数で判断を⾏っているが、考え⽅が偏ること
のないよう、多様な視点を取り⼊れたいという思いがある。 

 医療機関との連携では、医療的ケア児が退院する際に、病院のソーシャルワーカーと連携をとる
などの関係性を築き始めている。 

 
２．配置の効果  

 聴き取り事項なし 
 
３．配置や活動に関する課題 

 「どこまで⾏政が⽀援すべきか」という判断が難しいことが挙げられる。医療的ケア児の保護者の中に
は、当事者団体の中での横のつながりや保護者同⼠のネットワーク、特別⽀援学校等相談先を確保して
いるケースがあり、⾏政が提供する⽀援としてどこまでのものが求められているのかまだ⼿探りの状況
である。 

 また、他のコーディネーターとのネットワークがないため、「もっとできる⽀援があるのではないか」
「よりよい⽅法があるのではないか」といった迷いや疑問が⽣じた場合にもそれを共有できる相⼿がお
らず、スキル向上やノウハウの共有という点で他のコーディネーターとのネットワークを作る機会が得
られるとよいと感じている。 

 

テーマⅢ 医療的ケア児⽀援センター 

１．医療的ケア児⽀援センター（以下「センター」）の設置・活動状況 
（１）概要 

 市に医療的ケア児⽀援センターは設置していないが、その機能の⼀部を担う存在として「つくば
市医療的ケア児等相談窓⼝」がある。これは令和３年３⽉に設置されたもので、障害福祉課内に
相談窓⼝を設置して医療的ケア児向けにワンストップの相談対応を⾏っている。主な役割は、個
別の相談対応のほか、障害福祉サービスの紹介・事業所への橋渡し、医療的ケア児向けの災害対

 

 

策などである。 
 窓⼝設置に際しては、市のホームページに掲載したほか、広報⽤リーフレットの窓⼝での配布、

広報誌への掲載、プレスリリースなどを⾏った。なお、プレスリリースを受けて新聞社、テレビ
局、ラジオ局から取材の申し込みがあった。市内関係機関にも積極的に周知を⾏った。市内３つ
の基幹病院や訪問看護ステーションには⾜を運んで窓⼝開設の案内を⾏い、市内の障害福祉サー
ビス事業所には広報⽤リーフレットを送付した。 

 そうした結果もあり、市内の病院からは退院して地域⽣活に移⾏する医療的ケア児がいる場合に
連絡が⼊る場合がある。 

 
（２）設置の検討過程や活動等について 

①設置の経緯 
 当事者の声として、市の中に相談すべき部署が複数あってわかりにくいという意⾒が挙がってお

り、以前から課題認識があった。 
 

②県がセンターを設置した場合の役割分担 
 市の相談窓⼝は医療的ケア児家族に⾝近な⽀援拠点であり、県が設置するセンターとは異なる役

割を果たすものになると想像している。 
 県がセンターを設置した場合には、コーディネーターをはじめとした⽀援者に向けた研修の実施

や、⽀援者同⼠のネットワーク作りの⽀援、⽀援事例の共有等の取組を期待している。 
 
２．センター設置の効果 

 医療的ケア児家族が⾏政に相談したい場合に、どこを訪ねていけばよいか明確になったことが挙げられ
る。また、市内の関係機関にとっては、従来は主に年齢に応じて照会先の部署（保育所管課か教育所管
課か等）を判断していたが、対象児の年齢等によらず照会先が⼀本化し、わかりやすくなったと⾔える。 

 
３．設置や運営に関する課題 

（１）期待役割の明確化 
 保護者が地域（近隣の市⺠や地域の事業所等）とつながりを持つための「きっかけ」になるよう

な存在を⽬指していきたいと考えているが、何をどこまで⽀援するのがいいかという点でまだ模
索している状況にある。特に、医療的ケア児⽀援のニーズは児の成⻑とともにその内容が変わっ
ていくという特徴があり、そうした変化や保護者の繊細な想いにどう応えていくかが課題の１つ
である。 

 ⽀援ニーズの具体例の１つとして、児の退院に際して（⺟親から）「職場復帰するために保育園に
⼊園させたい」という相談を受ける場合がある。実際に対応した事例では、コロナウイルス感染
症の流⾏という状況下、医師の判断で⼊園が⾒送られたが、実際に⼊園に向けた調整をするには、
各機関 
との連携体制づくりなど、課題がたくさんあると思っている。 

 

 

テーマⅣ 災害時⽀援 

１．取組の概況 
（１）⽀援ツールの作成 

 医療的ケア児の災害対策の⾃助の取組を⽀援するツールとして、「災害時対応ノート」と「災害時
対応ガイドブック」を作成、配布している。災害時対応ノートは、医療的ケア児⾃⾝に関する情
報を書き込んだり、緊急時の連絡先を整理することのできるツールで、必要とする医療的ケアの
内容のような基礎的な情報から、医療⽤機器が完全に充電した状態でどの程度の時間使えるのか、
喀痰吸引機は電源の不要なもので代替することができるかといった、⾮常時を想定して事前に確
認のうえ記⼊する項⽬が取りまとめられている。災害時対応ガイドブックは災害対策の「解説書」
のような位置づけであり、平時からの対策として必要な準備等を解説している。 

 これらのツールは相談窓⼝の開設に合わせて完成させた。東⽇本⼤震災をはじめ災害を繰り返し
経験する中で医療的ケア児の災害対策は⻑く課題になっており、令和元年度に庁内ワーキングチ
ームで意⾒が挙がったことがきっかけになって取組が始まった。 

 ツール作成は、他の⾃治体の作成例を参考にしながら進め、危機管理部⾨にも意⾒や情報を求め、
市⺠の⾃助の⾏動としてどのような⾏動が必要なのか確認した。また、最終段階では実際に医療
的ケア児を診療している医師、訪問看護師、障害児通所⽀援事業所職員等に、内容が適切かどう
か、医療的ケア児家族が書けるかどうか、といった意⾒を求めた。さらに当事者にも⽬を通して
もらっており、作成の負担感等を確認した。 

 これらのツールは窓⼝で配布しており、⼝頭で使い⽅を説明しながら配布しているほか、市のホ
ームページからダウンロードすることもできる。なお、相談窓⼝の開設をサービス事業所に案内
した際には、併せて、医療的ケア児家族による災害時対応ノートの作成を⽀援してほしい旨も依
頼している。 
 

（２）医療的ケア⽤品の預かり・保管 
 医療的ケア児・者を対象に、医療的ケア⽤品約 1 ⽇分を市役所において預かり、災害時に市内避

難所等まで可能な限り届ける取組を⾏っている（災害時医療的ケア⽤品保管事業）。相談窓⼝の開
設に合わせて始めた取組である。 
 

（３）避難⾏動要⽀援者名簿の作成 
 ⾼齢者や障害者など、災害時の避難⾏動や避難所での⽣活が困難な⽅を「避難⾏動要⽀援者」と

して名簿を作成している。名簿登録条件に合致する⽅には医療的ケア児者が含まれる場合がある。 
 平時から、情報を関係機関に提供することへの同意確認時には、電源の必要な医療機器等を使⽤

しているかも尋ねており、その結果に応じて、必要な医療的ケアの内容や、主治医、かかりつけ
医、関係機関などより詳細な情報を別紙に記載して提出してもらっている。 

 名簿の作成を所管しているのは社会福祉課で、同課では個別避難計画の作成や福祉避難所の指定
等も担当している。名簿情報は社会福祉課と障害福祉課で共有しているが、この点は同意確認の
通知に予め明記している。 

 
（４）停電時の電源確保対策 

 医療的ケアが必要な障害者・児等、在宅で⼈⼯呼吸器を常時使⽤している⽅に対し、停電時の電
源確保対策として発動発電機の購⼊費⽤の補助を⾏っている。対象者は呼吸器機能障害 3 級以上

 

 

の者で、在宅で⼀⽇⼀回以上、⼈⼯呼吸器の装着が必要な⽅、難病で、呼吸器機能の障害のある
⽅で、在宅で⼀⽇に⼀回以上⼈⼯呼吸器の装着が必要な⽅である。 

 
２．取組に関する課題 

（１）関係機関との連携体制の構築 
 連携体制づくりはまだ不⼗分で、市内の障害児通所⽀援事業所や特別⽀援学校、病院といった関

係機関と連携体制を構築していく必要がある。障害児通所⽀援事業所の⼀部では発電機を準備し
ているところもあり、事業所が独⾃で実施した避難訓練に市も参加した。それぞれが個別に対策
を進めている状況である。互いの状況や考えを共有し、協⼒し合って対応できる体制を整える必
要がある。 
 

（２）災害時対応の具体化 
 福祉避難所の指定等を進めているが、実際に災害が起こったときにどのように医療的ケア児を⽀

援するか、対応⼿順や必要な備品の内容等についてより具体的に整理していく必要がある。 
 

（３）当事者の取組状況の把握 
 ガイドブック等のツールを作成、配布しているが、実際にどの程度活⽤され⾃助が進んでいるか

は把握できておらず、当事者による平時からの取組状況の把握も課題である。 

その他 

１．児童発達⽀援センターの設置計画 
 現在、市の児童発達⽀援事業は、本庁舎（障害福祉課）で専⾨職員が対応しているほか、福祉⽀援セン

ターで対応する場合もあるなど対応拠点が分散しており、これを⼀本化することを⽬指してセンターの
⽴ち上げに向けて準備を進めている。なお、市への転⼊者が増加しているという背景もあり、発達障害
児は増加傾向にある。 

 センター開設は令和５年度中を⽬指しているが、新型コロナウイルス感染症の流⾏の影響があり遅れる
可能性が出ている。 

 
２．医療的ケア児の普通校での受け⼊れ 

 現在、特別⽀援学校以外の地域の学校で医療的ケア児が通学しているケースもある。市内に特別⽀援学
校があるが、今後、地域の学校への⼊学希望があった際はその実現に向けて対応することになる。 

以上 
  



 

 

実施⽇ 2021 年 11 ⽉４⽇（⽊） 14：00〜15：30 
実施形式 WEB 会議 
先⽅ 埼⽟県 

福祉部 障害者⽀援課  
保健医療部 医療整備課  

 

埼⽟県の医療的ケア児⽀援体制の概況 

１．「協議の場」の設置状況 
 障害者等への⽀援体制の整備等を協議する場である⾃⽴⽀援協議会において、令和２年度、医療的ケア

児⽀援に関して協議を⾏った。 
 医療的ケア児⽀援に特化した部会の⽴ち上げについて、その必要性を⾃⽴⽀援協議会において説明した

ことがあるが現状では⽴ち上げには⾄っていない。 
 医療的ケア児⽀援センターの⽴ち上げに向けた検討の場を、令和３年度中には設けたいと考えており、

この場には外部からも医療的ケア児⽀援に詳しい⽀援者等から委員に就任頂く予定である。⻑期的には、
医療的ケア児⽀援センターに限らず、医療的ケア児⽀援全般に関する専⾨部会として役割を広げて活⽤
していくことも念頭に置いている。 

 ⼩児在宅医療に関しては、庁内及び関係医療機関との連携を図るため、医療整備課が中⼼となって「⼩
児在宅医療ワーキンググループ」を設置している。障害者⽀援課も関係課として参加しており、現在は
オンラインで開催している。 

 
２．地域資源の分布 

 県内では全般的に医療的ケア児に対応できる事業所、施設は少ない。 
 

テーマⅠ 医療的ケア児数等の把握⽅法等 

１．医療的ケア児数等の調査実績 
（１）概要 

 毎年度、市町村に照会を⾏って在宅の障害児者の⼈数を調査しており、その内数として「医療的
ケアを必要する児者」の⼈数も把握している（４⽉１⽇時点）。なお、把握の対象は⼈数のみであ
り⽒名等の個⼈情報は収集していない。 

 「医療的ケア」の種類は県として指定していない。 
 「障害児」の年齢は 18 歳未満、「障害者」は 18 歳以上として整理している。 

（２）調査実施に向けた検討や実施過程について 
①調査実施の背景 
 在宅の重症⼼⾝障害児等の家族のレスパイト⽀援を⽬的として、医療ケア児等を短期⼊所等で受

け⼊れた医療機関等や看護師などの専⾨スタッフを配置した⽇中⼀時⽀援事業所に補助を⾏う
市町村を⽀援する事業を⾏っている。上述の調査は、レスパイトを必要とする⽅の規模を把握す
るための調査でもあり、平成 25 年度以降続けている調査である。 
 

２．調査の成果や課題 

 

 

（１）調査の成果、調査結果の活⽤ 
 上述の、レスパイト⽀援のための補助事業の⽀援対象者の規模を把握するという⽬的で活⽤して

いるほか、その他の医療的ケア児⽀援施策を検討するうえで参考資料として役⽴てている。市町
村にも調査結果を情報提供しており、庁内では、在宅医療や⼩児医療を所管する医療整備課へは
調査結果を情報提供している。 

 
（２）課題 

 医療的ケア児の定義があいまいであるため、⼈数把握に取り組むうえで判断が難しい。県内市町
村からも照会を受ける場合がある。 

 

テーマⅡ 医療的ケア児等コーディネーター 

１．医療的ケア児等コーディネーター（以下「コーディネーター」）の配置状況 
（１）概要 

 現在、県には医療的ケア児等コーディネーターは配置していないが、令和５年度までに配置する
ことを予定している。医療的ケア児⽀援センターの設置を検討しており、コーディネーターの配
置についてもセンターの在り⽅を踏まえて決めていく考えである。 

 なお、県では、「障害児等療育⽀援事業」14を⾏って在宅の障害児者等の地域⽣活⽀援を進めてお
り、コーディネーターに期待される機能・役割の⼀部はこの事業において発揮されている。この
事業は県内 17 の法⼈に委託して実施しているもので、医療的ケア児への⽀援については、地域に
よって活動の充実度に差があることが課題である。 

 コーディネーター養成研修は実施しているが、受講者がその後どのように活動しているかは把握
していない。現在、医療的ケア児家族の主な相談先となっているのは市町村の相談⽀援事業所や
市町村が配置するコーディネーターであると考えられる。 

 
（２）配置に⾄る経緯や現在の活動等について 

 聴き取り事項なし 
 
２．配置の効果  

 聴き取り事項なし 
 
３．配置や活動に関する課題 

 聴き取り事項なし 
  

 
14 在宅の重症⼼⾝障害児者等の地域⽣活を⽀えるため、⾝近な地域で療育指導が受けられる療育機能の充実を図るとともに、療
育機能を⽀援する圏域における療育機関等との連携を図り、障害児者の福祉の向上を図ることを⽬的とした事業。相談・指導を希
望する家庭に定期的または随時訪問し、各種の相談・指導を⾏う取組（在宅⽀援訪問療育等指導事業）や、障害児の通う保育所等
の職員に対し療育に関する技術指導を⾏う取組（施設⽀援⼀般指導事業）等を⾏っている。 

 

 

テーマⅢ 医療的ケア児⽀援センター 

１．医療的ケア児⽀援センター（以下「センター」）の設置・活動状況 
（１）概要 

 センターは今後設置予定である。まずはセンターの在り⽅を検討する場として有識者や実務者を
招いた議論の場を設ける予定で、委員就任の依頼を進めている。メンバー構成は医療・保健・障
害福祉・保育・教育・家族会・協議の場を設置済みの市町村・学識経験者である。 

 現時点では、医療的ケア児⽀援に専⾨性を持つ県内の法⼈に委託する⽅法を想定している。設置
までのスケジュールは決まっていないが、令和４年度から令和５年度の設置を⽬指している。 

 現在、どういった組織や⼈材が医療的ケア児やその家族の⽀援ニーズの受け⽫になっているのか
は把握できていない。特別⽀援学校を所管する部署とは連携しているが、普通校に通っている医
療的ケア児に関してはまた別の部署との連携が必要であり⼀元的に状況を把握することが難しい
と感じている。 

 
（２）設置の検討過程や活動等について 

 聴き取り事項なし 
 

２．センター設置の効果 
 聴き取り事項なし 

 
３．設置や運営に関する課題 

 聴き取り事項なし 
 

テーマⅣ 災害時⽀援 

１．取組の概況 
（１）市町村による個別避難計画策定の⽀援 

 個別避難計画策定について市町村を対象として研修を毎年度実施しており、その中で医療的ケア
児に関しても計画を作成する必要があることを説明している。 
 

（２）停電時の電源確保対策 
 在宅で電源の必要な医療機器を使⽤する児に対する停電時の電源確保対策として、医療機器に対

応した⾮常⽤電源のある施設の把握を⾏っている。これは医療的ケア児に特化したものではなく、
障害児者全般への⽀援施策である。 

 
２．取組に関する課題 

（１）庁内の連携体制の構築 
 管内の市町村に対して福祉避難所の設置や直接避難を促進していくための対応を呼びかけている

が、県庁内でも担当部署が複数にまたがり、⼗分に連携を図ることが課題として挙げられる。 
 

（２）医療機関へのアクセス 
 医療機関が医療的ケア児の⾃宅近くにあるとは限らないため、災害時には医療機関までの移動⼿

 

 

段や移動にかかる時間等が課題になるのではないかと考えられる。 
 

その他 

１．成⼈期への移⾏⽀援 
 成⼈期への移⾏⽀援については、医療的ケア者の実態把握⾃体が⼗分にできていない。 

２．レスパイト⽀援 
 レスパイトへの⽀援ニーズは⼤きく、医療保険により医療機関で医療的ケア児を受け⼊れた場合に⽐べ

て、障害福祉サービスでの受け⼊れでは報酬が低いという課題を踏まえて上述のとおり補助事業を⾏っ
ているが、受⼊施設は限られている。 

 医療的ケア児⽀援に関しては、事業所や施設の設備に関する問題だけでなく、⼈員体制に係る問題も解
消していく必要がある。 

 
３．⼈材育成 

 医療的ケア児に対応できる⽀援⼈材の育成に⼒を⼊れており、埼⽟医科⼤学に委託して研修を実施して
いる。対象職種は医師、看護師、リハビリ専⾨職等で座学と実技講習からなる研修を年に複数回実施し
ている。なお今年度からは特別⽀援学校等で医療的ケア児⽀援に関わる⼈材に対しても研修を始めたと
ころである。 

 
 

以上 
  



 

 

実施⽇ 2021 年 12 ⽉ 9 ⽇（⽊） 10：30〜12：30  
実施形式 WEB 会議 
先⽅ ⻘森県 健康福祉部 障害福祉課 

 

⻘森県の医療的ケア児⽀援体制の概況 

１．「協議の場」の設置状況 
 ⻘森県障害者⾃⽴⽀援協議会の専⾨部会として⻘森県医療的ケア児⽀援体制検討部会（以下「検討部会」

という。）を設置している。検討部会は年２〜３回開催することとしており、医療的ケア児⽀援に係る課
題や対応等について検討している。 

 検討部会には、県を事務局とし、保健、医療、障害福祉、保育、教育等の関係機関のほか当事者団体も
参画しており、市町村に検討部会のオンライン傍聴を促すほか資料を提供している。 

 地元の報道機関が医療的ケアに関⼼を寄せており、検討部会の様⼦も取り上げてくれている。 
 上記の協議の場とは別に、本庁の関係部署で構成されたワーキンググループがある。ワーキンググルー

プには医療、教育、保育、⺟⼦保健、療育の各部署担当職員が参加しており適宜⽀援状況について情報
交換していることから県庁内での連携は⽐較的スムーズである。 

 なお、圏域毎に協議の場が設置されており（令和 3 年 11 ⽉現在、6 圏域中 4 圏域設置済）、県もオブザ
ーバーとして参加し、圏域の状況について情報を共有している。個別ケースの事例検討を⾏っている圏
域もある。 

 
２．地域資源の分布 

 全般的に地域資源は偏在している。⼩児科医の多い⻘森市、弘前市、⼋⼾市は他地域に⽐べて各種障害
福祉サービス等事業所が多いが、医療型短期⼊所施設については、2 圏域・3 施設のみの設置であり、
レスパイト希望者があっても圏域を超えて移動する必要があるなどの問題が⽣じている。 

 

テーマⅠ 医療的ケア児数等の把握⽅法等 

１．医療的ケア児数等の調査実績 
（１）概要 

 令和元年度に、医療的ケア児に関する実態調査を実施した。前回調査は平成 29 年度であり、次回
調査を令和 4 年度の予定としている。 

 平成 29 年度調査は市町村に対して医療的ケア児数等を調査していたが、障害福祉サービスにつ
ながっていない、障害者⼿帳を所持していないなど、⾏政に繋がっていない医療的ケア児を把握
することができなかった。 

 そこで令和元年度は、市町村に加えて、医療機関や訪問看護ステーションにも調査をすることと
した。⽒名、⽣年⽉⽇、住所の情報をもとに名寄せし、令和元年度現在 166 ⼈の医療的ケア児が
いると把握している。 

 なお、医療的ケア児の定義は検討部会でも検討して定めている。これまでは対象年齢は 20 歳未満
としていたが、医療的ケア児⽀援法にあわせて、令和 4 年度以降は「18 歳未満の者及び 18 歳以
上の者であって⾼等学校等に在籍する者」とする予定である。 

 また、上記の調査とは別途、毎年、県内の障害福祉サービス事業所等を対象として、医療的ケア
児の受⼊れ状況・受⼊れ可否等に関する調査も実施している。 

 

 

 
（２）調査実施に向けた検討や実施過程について 

①調査実施の背景 
 調査に取り組むきっかけは、県及び各市町村で医療的ケア児⽀援を進めていくうえで実態把握が

必要であったことと、検討部会においても取り組む必要性が指摘されたことである。 
 
２．調査の成果や課題 

（１）調査の成果、調査結果の活⽤ 
 調査した結果は、市町村にも情報を還元している。市町村では調査結果をもとに就学前の医療的

ケア児を把握し、教育部⾨と連携しながら就学への移⾏⽀援を⾏うなど、個別ケースへの対応に
も活⽤されている。 

 また、⻘森県では 40 の市町村があるが、医療的ケア児がいない町村もある。県では、調査結果を
もとに、医療的ケア児等⽀援コーディネーターの配置の在り⽅の検討等に活⽤している。 

 
（２）課題 

 確実に医療的ケア児数を把握できているかどうかの判断は難しいが、学識や医療関係者の現場感
覚と⼤きな乖離はない。 

 事務的な作業負担が⼤きいことが課題であるが、来年度以降は医療的ケア児⽀援センターの業務
の⼀環として、医療的ケア児の実態調査及び分析に取り組む予定である。 

 

テーマⅡ 医療的ケア児等コーディネーター 

１．医療的ケア児等コーディネーター（以下「コーディネーター」）の配置状況 
 平成 30 年度より医療的ケア児等コーディネーター養成研修を実施しており、令和 3 年度までに

111 ⼈が受講を修了した。受講は主に相談⽀援専⾨員が多く、実際に医療的ケア児の⽀援にあた
っている⽅が多い。 

 医療的ケア児等コーディネーターの配置は各市町村に依頼しているが、実際に配置されているの
はむつ市と平内町の２か所のみである 

 それとは別に、医療的ケア児等コーディネーター養成研修修了者が委員として協議の場に参加し
活躍している圏域もある。 

 
２．配置の効果  

 医療的ケア児等コーディネーター養成研修修了者が圏域毎の協議の場に参加し、地域資源につい
て情報発信をしたり⽀援に当たっての課題について話し合うなどしている。 

 後述する「多職種コンサルテーションチーム」として、医療的ケア児等コーディネーター養成研
修修了者がケースに関わる関係機関及び保護者を調整する等対応したケースもある。 
 

３．配置や活動に関する課題 
 医療的ケア児が、居住する地域を超えて他地域の医療やサービスを利⽤するケースが多いことか

ら、今後、圏域毎に代表となるコーディネーターを配置し、当該コーディネーターを中⼼に圏域
単位での調整、個別ケースの⽀援及び県との調整にあたってもらいたいと考えている。 

 医療的ケア児等コーディネーター養成研修を修了しても、現在医療的ケアに従事していない修了

 

 

者もいるほか、他職種連携の難しさや⽇々の⽀援に悩む⽅も少なくない。養成研修修了後もコー
ディネートのスキルが向上できるよう⼈材育成に引き続き取り組む必要がある。 
 

テーマⅢ 医療的ケア児⽀援センター 

１．医療的ケア児⽀援センター（以下「センター」）の設置・活動状況 
（１）概要 

 センターは令和 4 年度に設置予定であるが、その前⾝となるのが令和 2 年度から 2 か年取り組ん
でいる、医療・保健・福祉・保育・教育分野の多職種の専⾨家から構成される「多職種コンサル
テーションチーム」（以下「チーム」と表記）である。チームのコアメンバーは医師 2 ⼈、看護師
1 ⼈の 3 ⼈からなり、他の各分野の専⾨職と連携しながら、⽀援者の要望・困りごとに応じて適
した職種が⽀援にあたっている。 

 チームは医療的ケア児に対する直接的な⽀援ではなく、医療的ケア児とその家族を⽀援する関係
機関（⽀援者）からの相談に対応している。 

 ⽀援内容としては、①保育所等事業所等に対する医療的ケア児の受⼊⽀援、②医療機関等に対す
る在宅移⾏⽀援、③教育機関等に対する現場での医療的ケア児対応⽀援等がある。 

 なお、相談は、県障害福祉課が窓⼝となって受け付けて、チームと調整等を⾏っている。利⽤料
は無料である。 

 
（２）設置の検討過程や活動等について 

 検討部会の中で必要性を指摘する声があり、また活動に対して協⼒的な医師等もいたことにより、
チームの⽴ち上げに⾄った。 

 県では⼩児訪問診療体制が⼗分とは⾔えず、相談があった場合には、医療的ケア児の主治医とチ
ームの医師が連携しながら、対応にあたっている。 

 なお、相談対応以外にも、定期的に勉強会を開催し、⽀援の輪を広げる取組を⾏っている。当初
は勉強会登録者が 50 ⼈程度であったが、令和 3 年 11 ⽉現在 270 ⼈以上となるなど、着実に取組
が広がっている。 

 医療的ケア児⽀援法の施⾏がこれらの取組の後押しとなっており、訪問看護ステーション、教育
機関や⾃治体等の参加が増えている。 

 その他、医療的ケアに関するマニュアル（医療的ケア児が⼊院から在宅復帰する際の在宅移⾏⽀
援マニュアル）を作成中であり、検討部会での意⾒聴取を経て令和 3 年度内に公開予定である。 
 

２．センター設置の効果 
 相談件数は令和 2 年度に⽐べて着実に増えており、⼀定のニーズがあると感じている。 
 チームの⽀援により、⼈⼯呼吸器を装着した児童が放課後等デイサービスで受け⼊れるようになるなど、

⾼度な医療的ケアが必要な児童を地域で⽀える体制づくりに協⼒した。 
 その他、⾼校卒業間近になった医療的ケア児について、卒業後の居場所がないといった相談については、

数年後の⽣活を⾒据え医療提供を⾒直し、近隣のデイサービス事業所で受け⼊れてもらえるようになる
など成⼈期への移⾏⽀援に協⼒した。 

 
３．設置や運営に関する課題 

 今後について、相談件数が増えてきた場合の対応が課題である。チームだけでケースのフォローまで⾏

 

 

うことには限界であり、今後はどのように各地域に⽀援の体制を作るかが課題である。 
 令和４年度は、チームを継承する形で県⽴中央病院にセンターを設置し⽀援体制を強化する予定である。 
 チームでは間接⽀援（⽀援者に対する⽀援）のみであるが、令和 4 年度以降は、医療的ケア児及びその

家族に対する直接的な⽀援も担っていく予定である。そのためにも、圏域毎に代表となるコーディネー
ターを配置し、圏域代表コーディネーターとセンターが連携しながら⽀援する仕組みを各地域に落とし
こんでいきたいと考えている。 
 

テーマⅣ 災害時⽀援 

１．取組の概況 
（１）市町村による個別避難計画策定の⽀援 

 市町村に対しては令和 3 年度に災害時個別計画（以下「個別計画」と表記）を策定するよう通知
している。通知を出す際には、⻘森県版災害時個別計画15の様式を併せて提供することで市町村の
対応を⽀援した。 

 具体的な事例として、医療的ケア児が⼊院中から在宅に戻る際、県保健所によるサポートの上、
市町村保健師が家族と話し合いながら個別計画を策定した例がある。策定後、地震が起きた際に
全関係機関から対象家庭に安否確認の連絡が⼊るという事態が起きており、安否確認の窓⼝を決
める必要性があることに気付くきっかけとなった。 

 なお、医療的ケア児に対してどの程度計画の策定が進んでいるかは今後調査により把握が必要と
考えている。 
 

（２）停電時の電源確保対策 
 未実施。 

 
２．取組に関する課題 

（１）避難先の確保 
 医療機関が医療的ケア児の⾃宅近くにあるとは限らないため、災害時には医療機関までの移動⼿

段や移動にかかる時間等が課題である。 
 最寄りで受け⼊れてくれる施設等を確保しておく必要があり、災害時等緊急時に預けることがで

きるよう各圏域にレスパイト先を確保することが今後の課題である。 
以上

 
15 宮城県・宮城県神経難病医療連携センター（現「東北⼤学病院難病医療連携センター」）作成「災害時対応ハンドブック 2014
年版」を⼀部改編して作成した。 



 

  

実施⽇ 2021 年 12 ⽉ 13 ⽇（⽉） 9：30〜11：00  
実施形式 WEB 会議 
先⽅ 富⼭県  障害福祉課 

 

富⼭県の医療的ケア児⽀援体制の概況 

１．「協議の場」の設置状況 
 協議の場として、富⼭県⾃⽴⽀援協議会重症⼼⾝障害・医療的ケア部会があり、医療、保健・福祉、教

育・保育の関係機関や当事者団体の代表等 15 名から構成している。市町村関係者も参加している。 
 年１回程度のペースで開催しており、令和３年度末までに４回開催した。 
 例えば、委員からの医療的ケア児に関する実態調査が必要ではないかとの意⾒を踏まえて実態調査（後

述）を⾏い、その結果の報告等を⾏っている。また、令和３年度は、医療的ケア児⽀援法や富⼭県医療
的ケア児等⽀援センター（後述）に関する意⾒が多く寄せられ、今後、施策に反映する予定である。 

 
２．地域資源の分布 

 全般的に地域資源は不⾜しており、地域的にも偏在している。 
 

テーマⅠ 医療的ケア児数等の把握⽅法等 

１．医療的ケア児数等の調査実績 
（１）概要 

 これまでに令和元年度、令和３年度の 2 回調査している。 
 令和元年度の調査は、県内の医療的ケア児の実態を把握するために、次のとおり実施した。 

 対  象：在宅で医療的ケアを⽇常的に必要とする０から 19 歳 
 配布⽅法：医療機関と訪問看護ステーションから保護者に調査票（無記名 

式）を配布 
        回 収 等：延べ 222 通配布、68 名が回答 

      調査項⽬：⾝体の状況・医療的ケアの状況、医療の状況・利⽤している 
福祉サービス等の状況、災害に対する備え、必要とするサー 
ビス 等 

 令和３年度の調査は国からの照会に基づくもので、在宅の医療的ケア児等の⼈数を把握するため
に⾏った。その結果、令和３年 4 ⽉時点で医療的ケア児数は 125 名であった。 

 
（２）調査実施に向けた検討や実施過程について 

①調査実施の背景 
 前述のとおりである。 

 
２．調査の成果や課題 

（１）調査の成果、調査結果の活⽤ 
 令和元年度調査の結果に基づき、以下のとおり、医療的ケア児の⽣活実態や⽀援施策について課

題の整理を⾏った。 
 

 

  

＜令和元年度「富⼭県における在宅の医療的ケア児等実態調査」報告書概要＞ 

（２）課題 
 国からの照会に基づく令和３年度調査において、回答者（各市町村）から、医療的ケア児の定義

や把握⽅法等を明確に⽰してほしいとの意⾒があった。 
 

テーマⅡ 医療的ケア児等コーディネーター 

１．医療的ケア児等コーディネーター（以下「コーディネーター」）の配置状況 
 富⼭県では平成 30 年度から「富⼭県医療的ケア児等⽀援センター」を設置し、現在までにコーデ

ィネーターを２名配置している。 
 令和３年度までのコーディネーター養成研修の修了者は 108 名（相談⽀援専⾨員や市町村職員、

医療機関職員等）である。 
 
２．配置の効果  

 後述の「テーマⅢ」記載のとおり 
 
３．配置や活動に関する課題 

 後述の「テーマⅢ」記載のとおり 
 なお、令和２年度から、コーディネーター養成研修修了者や市町村職員などを対象に、その時々

の課題（災害対策等）をテーマにフォローアップ研修を実施している。 

 

  

テーマⅢ 医療的ケア児⽀援センター 

１．医療的ケア児⽀援センター（以下「センター」）の設置・活動状況 
（１）概要 

 富⼭県では平成 30 年度から「富⼭県医療的ケア児等⽀援センター」を設置し、センター⻑（医
師・兼務）のほか、医療的ケア児等コーディネーターである相談員が専任で１名、兼務で１名が
配置されている。相談内容等によっては、院内の多職種（看護師、理学療法⼠等）と連携して対
応している。さらに、必要に応じて他機関と連携する場合もある。 

 医療的ケア児等とそのご家族に対し、専⾨的な相談⽀援や広域的な相談⽀援等のほか、障害福祉
サービス事業所等や訪問看護ステーション、コーディネーター在籍機関等への情報提供、研修会
の開催などを⾏っている。 

 センターは富⼭県リハビリテーション病院・こども⽀援センター16に併設している。  
 令和３年度の事業費（委託費）は 350 万円である。 

＜富⼭県医療的ケア児等⽀援センターの業務内容＞ 

 
 

  

 
16 医療機関、医療型障害児⼊所施設、児童発達⽀援センター等を運営する複合的な施設 

 

  

＜富⼭県医療的ケア児等⽀援センターと関係機関との連携＞ 

 
（２）設置の検討過程や活動等について 

 前述のとおり 
 
２．センター設置の効果 

 医療的ケア児等やそのご家族からの相談に対応できる窓⼝を確保することができた。また、関係機関を
⽀援する仕組みの構築が進んだ。 

 医療機関等に併設しているという強みを活かし、多職種連携による対応が⾏えるようになった。 
 
３．設置や運営に関する課題 

 「医療的ケア児⽀援法」を踏まえたセンター機能のさらなる充実や市町村が配置したコーディネーター
等とのさらなる連携等が課題だと考えている。 

 

テーマⅣ 災害時⽀援 

１．取組の概況 
（１）市町村による個別避難計画策定の⽀援 

 避難⾏動要⽀援ガイドラインの改訂や市町村担当職員を対象とした研修会の開催、要⽀援者及び
避難⽀援等関係者向けの啓発パンフレット作成等を実施している。 
 

（２）停電時の電源確保対策 
 令和２年度の医療的ケア児等コーディネーターフォローアップ研修において、災害時を⾒据えた

平時からの⽀援の在り⽅をテーマとして扱った。 
 今後、県内の医療機関が医療的ケア児家庭に向けて災害に備えて⾮常電源を貸し出す場合にその

購⼊経費を補助するといった⽀援を⾏うことを検討している。 
 
２．取組に関する課題 

 聴取事項なし 
以上 

  



 

  

実施⽇ 2021 年 12 ⽉ 14 ⽇（⽕） 13：00〜15：00  
実施形式 WEB 会議 
先⽅ ⾼知県 障害福祉課 

 

⾼知県の医療的ケア児⽀援体制の概況 

１．「協議の場」の設置状況 
 協議の場として⾼知県⾃⽴⽀援協議会のほか、⾼知県重症⼼⾝障害児者等⽀援体制整備協議会を平成 30

年度から設置しており、年２回程度開催している。 
 医療的ケア児に特化しているわけではなく、重度⼼⾝障害児等についても広く議論している中で、医療

的ケア児についても取り扱っている。 
 議論の内容は市町村にも別途説明するなどして共有している。 

 
２．地域資源の分布 

 東⻄に⻑い地理的特徴を有しており、⾼知市に医療資源等が集中している。 
 障害児相談⽀援事業所や障害児通所⽀援事業所、短期⼊所事業所などは不⾜もしているし、地域偏在も

ある。 
 

テーマⅠ 医療的ケア児数等の把握⽅法等 

１．医療的ケア児数等の調査実績 
（１）概要 

 医療的ケア児数を把握するため、令和元年度に市町村に照会した。⺟⼦健康⼿帳の交付等を通じ
て市町村が把握している⼈数を報告してもらっており、その時点では 90 ⼈との報告があった。 

 令和 2 年度は、埼⽟県の取組を参考に、医療機関から対象となる医療的ケア児の保護者にアンケ
ート調査を配布してもらった。調査票は 150 件ほど送付し、68 ⼈から回答を得た。 

 調査実施にあたっては、県医師会の⼩児科医会にあらかじめ説明と協⼒のお願いをするとともに、
協議会の委員である医師にも協⼒をいただき、⽐較的⾼い回収率を確保できたと考えている。 

 アンケートの内容は、⼦どもや家族の状況、⽀援サービスや災害時の対策の実施状況、避難先等
としている。 

 今後も毎年度同様の調査を実施するかどうか検討中である。 
 

（２）調査実施に向けた検討や実施過程について 
①調査実施の背景 
 これまでは医療的ケア児数等の把握は市町村に任せていたが、市町村にとっては負担が⼤きいの

で、詳細な実態については県が把握することとした。 
 
２．調査の成果や課題 

（１）調査の成果、調査結果の活⽤ 
 アンケート調査回収時に、住まいの市町村に情報を共有して良いかどうか尋ねており、同意いた

だいた⽅に回答をいただいている。これらの情報も参考にしながら、来年度以降、個別避難計画
を策定してもらう想定である。その際に、医療的ケア児等⽀援コーディネーターがサポートする

 

  

予定である。 
 

（２）課題 
 聴取事項なし。 

 

テーマⅡ 医療的ケア児等コーディネーター 

１．医療的ケア児等コーディネーター（以下「コーディネーター」）の配置状況 
（１）概要 

 コーディネーターは令和元年度から令和３年度にかけての養成研修により 82 名養成したが、各
地域の事業所等で勤務しており、医療的ケア児等コーディネーターとして配置していなかった。
市ごとにコーディネーターを配置することは難しいため、後述するセンターがコーディネーター
の派遣調整を⾏い、全ての医療的ケア児にコーディネーターや相談⽀援専⾨員が付くようにした
いと考えている。 

 
（２）配置に⾄る経緯や現在の活動等について 

 コーディネーターの役割は以下のように整理している。 
＜コーディネーターの役割＞ 

 
２．配置の効果  

 聴き取り事項なし 
 
３．配置や活動に関する課題 

 これまでは研修を実施して終了であったが、⾹川県の取組を参考に、来年度からフォローアップ研修を
実施する予定である。 

 

  

テーマⅢ 医療的ケア児⽀援センター 

１．医療的ケア児⽀援センター（以下「センター」）の設置・活動状況 
（１）概要 

 これまでにもコーディネーターはいたが、必ずしも医療的ケア児等と繋がるとは限らないこと、
コーディネーターに報酬がつかないケースがあること、経験の浅いコーディネーターをサポート
する仕組みがないことなどが問題であった。 

 そこで、「重症⼼⾝障害児者・医療的ケア児等⽀援センター」を設置し、コーディネーターの派遣
調整やスーパーバイズ、医療機関などとの連絡調整を⾏う体制を取ることとした。 

 センターの運営は、重症⼼⾝障害児施設（社会福祉法⼈⼟佐希望の家）に委託している。また「医
療的ケア児等スーパーバイザー」は、同法⼈の職員であり、相談⽀援専⾨員として⻑年地域の重
症⼼⾝障害児者、医療的ケア児の⽀援に従事してきた経験を持つ⼈材が務めている。なお、県相
談⽀援専⾨員協会の理事を務めている⼈材でもある。 

＜センター設置について＞ 

 
 
（２）設置の検討過程や活動等について 

 2021 年 4 ⽉に設置して関係者に周知していく予定であったが、新型コロナウイルス感染症の関係
で⼗分に実施できず、9〜10 ⽉になってようやく周知等にも取り組めるようになった。 

 現在、前述のアンケートに回答してもらった 68 名について、サービス未利⽤者でどこの事業所・
相談⽀援専⾨員やコーディネーター等にもつながっていない医療的ケア児については、センター
がフォローするよう調整を進めている。 

  

 

  

 
＜センターによる医療的ケア児等のフォロー＞ 

 
 
２．センター設置の効果 

 聴き取り事項なし 
 
３．設置や運営に関する課題 

 実態調査は⾏っているが把握している数が実態に即しているか不明である。また、特に福祉サービスを
利⽤していない医療的ケア児についての情報を把握し切れていないため、今後センターが中⼼となって
情報を収集・集約する予定である。 

 成⼈移⾏⽀援にまでは⼿が回っていない。⽇中過ごす場がない等といった課題は把握している。 
 

テーマⅣ 災害時⽀援 

１．取組の概況 
（１）市町村による個別避難計画策定の⽀援 

 個別避難計画策定についてはコーディネーターがサポートする体制を来年度から取る予定である。
（コーディネーターには 1 件 5000 円⽀給予定） 

 ⾃⼰導尿のみといった軽微な医療的ケアが必要な児については策定対象外としている。 
 実際は⾃宅避難がほとんどである。透析患者や⼈⼯呼吸器装着事例においてどのように避難をサ

ポートすべきか、現在マニュアルの改訂作業を進めている。 
  



 

  

 
＜個別避難計画の策定状況＞ 

 
 

（２）停電時の電源確保対策 
 市町村が主体となって、医療機器に対応した⾮常⽤電源の給付を⾏っている（⽇常⽣活⽤具給付

事業）。 
 
２．取組に関する課題 

（１）避難後の対応について 
 計画を策定している市町村からも計画は避難するまでの内容であるため、避難後の⽀援について

課題を感じるとの意⾒がある。 
 

 
以上 

  

 

  

実施⽇ 2021 年 12 ⽉ 14 ⽇（⽕） 15：30〜17：00  
実施形式 WEB 会議 
先⽅ 奈良県 障害福祉課 

 

奈良県の医療的ケア児⽀援体制の概況 

１．「協議の場」の設置状況 
 ⾃⽴⽀援協議会とは別に、医療的ケア児を含む重症⼼⾝障害児等に関する協議の場を設置している。令

和元年度に設置したが、コロナの影響もあり直近でも開催できていない。開催できていれば年１〜２回
の頻度で開催の予定であった。 

 協議の場の前⾝として、奈良県重症⼼⾝障害児者⽀援センターの設置に向けたＷＧがあった。ＷＧ時に
は市町村も委員として⼊っていたが、協議の場に特定の市町村のみを委員として⼊れるのは公平性に⽋
けるとの考えから、協議の場には市町村は⼊っていない。 

 その他、医療、福祉、教育など庁内関係部署の担当者（係⻑以下）が集まる医療的ケア児等の関係課会
議がある。令和元年度までは保育関連部署からの参加はなかったが、医療的ケア児等への⽀援の取り組
みが求められてきたことから、令和 2 年度から参加となっている。 

 
２．地域資源の分布 

 医療的ケア児の受⼊れ可否等の詳細な情報は把握できていない。 
 

テーマⅠ 医療的ケア児数等の把握⽅法等 

１．医療的ケア児数等の調査実績 
（１）概要 

 医療的ケア児を含めた重症⼼⾝障害児等の⽀援施策を検討するため、今年度、実態把握のための
調査を⾏っている。 

 対象は重症⼼⾝障害児者及び医療的ケア児者としており、障害の発⽣は 18 歳未満としている。調
査票は（１）令和 3 年 10 ⽉ 1 ⽇時点で⾝体障害者⼿帳の１・２級及び療育⼿帳の A1・A2 を重
複してお持ちの⽅への郵送、または（２）利⽤される関係機関（⼊所施設、訪問看護サービスス
テーション、学校など）からの郵送や⼿渡し、によるものとしている。 

 調査対象である重症⼼⾝障害児者及び医療的ケア児者数は 1000 ⼈程度ではないかと⾒込んでい
る。 
 

（２）調査実施に向けた検討や実施過程について 
①調査実施の背景 
 これまでも重症⼼⾝障害児者または医療的ケア児者を対象に 5 年に 1 回の頻度で調査を実施し

ている。 
 
２．調査の成果や課題 

（１）調査の成果、調査結果の活⽤ 
 アンケート調査回収時に、居住する市町村に情報共有することを伝えており、同意いただいた⽅

に回答をいただいている。これらの情報は市町村における個別避難計画の策定への参考になると

 

  

考えている。 
 

（２）課題 
 18 歳未満の医療的ケア児は訪問看護ステーションを何らかの形で利⽤していると考えられるた

め、概ね調査票はいきわたる⾒通しである。 
 
 

テーマⅡ 医療的ケア児等コーディネーター 

１．医療的ケア児等コーディネーター（以下「コーディネーター」）の配置状況 
（１）概要 

 令和 3 年１⽉に設置した「奈良県重症⼼⾝障害児者⽀援センター」にコーディネーターを配置し
ている。コーディネーターは、医療・福祉双⽅から関わることができるよう、看護師と福祉職の
職員１名ずつ、計 2 名を配置している。 

 令和元年度以降、コーディネーターはこれまで 98 名養成してきた。研修受講要件について特に資
格等は定めていないが、相談⽀援専⾨員の受講が多い。 

 研修修了者の所属する機関（相談⽀援事業所等）は⼀覧にして県のホームページで公開している。 
 

（２）配置に⾄る経緯や現在の活動等について 
 テーマⅢ参照 

 
２．配置の効果  

 テーマⅢ参照 
 
３．配置や活動に関する課題 

 地域のコーディネーターの活⽤が課題となっており、また、研修を⾏っただけの状態であるため、
関係者の中でも問題を指摘する声があった。そこで今年度、フォローアップ研修を初めて開催す
る予定である。フォローアップ研修では、グループワークを⾏う予定である。 
 

テーマⅢ 医療的ケア児⽀援センター 

１．医療的ケア児⽀援センター（以下「センター」）の設置・活動状況 
（１）概要 

 令和３年 1 ⽉より、奈良県障害者総合⽀援センター内に「奈良県重症⼼⾝障害児者⽀援センター」
を開設した。 

 本センターは、重症⼼⾝障害児者、医療的ケア児等とその家族が、⾝近な地域において⼼⾝の状
況に応じた適切な保健、医療、福祉その他の各関連分野の⽀援を受けられるよう、専⾨相談員を
配置し、広域的・専⾨的な相談⽀援や各関係機関との連携・調整等を⾏うこととしている。 

 センターでは、⽀援者からの相談のほか、ご家族からの相談にも対応する。その他、⽀援者の育
成や、関係機関の連絡・調整も⾏う。 

 

  

＜センター設置について＞ 

 
（２）設置の検討過程や活動等について 

 令和 3 年 4 ⽉に「奈良県重症⼼⾝障害児等の地域⽣活の⽀援に関する条例」を制定し、医療的ケ
ア児等への⽀援については県の施策として推進している。 

＜条例の概要＞ 

  



 

  

２．センター設置の効果 
 今後検証予定。 

 
３．設置や運営に関する課題 

 地域における課題整理や地域資源発掘も重要ではあるが、医療的ケア児等の実情・課題の把握がまだ⼗
分ではないため、まずは現状を把握し、その内容を施策へ効果的に反映していくことが課題となってい
る。 

 県内には地域資源が⼗分ではない。今後は、条例において設置を定めている「重症⼼⾝障害児者地域⽀
援センター」の設置を推進し、「奈良県重症⼼⾝障害児者⽀援センター」、「重症⼼⾝障害児者地域⽀援セ
ンター」及び市町村などの関係機関と連携した重層的な⽀援体制の構築が課題である。 

 

テーマⅣ 災害時⽀援 

１．取組の概況 
（１）市町村による個別避難計画策定の⽀援 

 個別避難計画策定については市町村の取組に依るところが⼤きく、県としては、災害時の対策に
ついてリーフレットやしおりを作成するなどの周知啓発活動を⾏っている。 
 

 
（２）停電時の電源確保対策 

 実施していない。 
 
２．取組に関する課題 

 聴取事項なし。 
以上 

  

 

  

実施⽇ 2022 年 1 ⽉ 7 ⽇（⾦） 10：00〜11：30 
実施形式 WEB 会議 
先⽅ 北海道札幌市 保健福祉局障がい保健福祉部障がい福祉課 

札幌市の医療的ケア児⽀援体制の概況 

１．「協議の場」の設置状況 
 平成 30 年度より札幌市医療的ケア児⽀援検討会（以下「検討会」と表記）を設置しており、今年度は 2

回開催した。 
 検討会には⾏政の各部署のほか、医師、訪問看護ステーション、保育所、当事者等が参加している。 
 検討会ではこれまで、ライフステージにあわせた課題整理を⾏っており、出⽣・在宅移⾏期、乳幼児期、

学齢期、成⼈期とある中で、⼀元的に相談できる場所がないという課題等が挙げられている。 
 
２．地域資源の分布 

 市内には医療的ケア児の受け⼊れをしている特別⽀援学校があるが、地域的な偏在が⾒られる。 
 

テーマⅠ 医療的ケア児数等の把握⽅法等 

１．医療的ケア児数等の調査実績 
（１）概要 

 ⺟⼦保健事業や各種⾏政サービス、地域の保健師等が把握している医療的ケア児の捕捉に努めて
いる。医療機関から⾏政への相談や、乳幼児健診未受診等がきっかけで把握することもある。 

 令和２年の新型コロナウイルス感染症の拡⼤時には、精製⽔等を配布するために医療機関を経由
して調査を⾏ったが、今後継続的に実施するかどうかは現時点では未定である。 

 令和２年 9 ⽉時点で医療的ケア児数は 300 ⼈程度である。 
 なお、医療的ケア児の⽣活実態や⽀援ニーズの把握という趣旨では、平成 30 年度に、「医療的ケ

アを必要とする⼦どもに関する調査」を実施している。調査は、以下の２つの⽅法によって実施
した。 
(ア) 医療機関やサービス事業所、学校、当事者団体等を介した医療的ケア児家族への調査票配布 
(イ) 札幌市医療的ケア児⽀援検討会ウェブページへの調査票の掲載 

 調査の結果、約 300 ⼈と推計される市内の医療的ケア児の 40〜48％程度から回答を得ることが
できた。 

 
（２）調査実施に向けた検討や実施過程について 

①調査実施の背景 
 上述のとおり、新型コロナ感染症対策が⼈数把握に取り組む１つのきっかけとなった。 

 
２．調査の成果や課題 

（１）調査の成果、調査結果の活⽤ 
 実態調査の結果は、検討会でも課題整理に活⽤している。 

 
（２）課題 

 ⾏政サービスを起点とする把握では、サービスにつながっていない医療的ケア児の把握が困難と

 

  

いう課題がある。 
 

テーマⅡ 医療的ケア児等コーディネーター 

１．医療的ケア児等コーディネーター（以下「コーディネーター」）の配置状況 
（１）概要 

 コーディネーターは、市としての配置は現時点では⾏っていない。理由は予算や⼈員が不⾜して
いるためである。 

 医療的ケア児等コーディネーター養成研修は北海道が主催しているが、道から情報共有を受けて
市内の研修修了者の状況は把握している。 

 コーディネーター研修とは別に、札幌市では、毎年医療的ケア児等⽀援者養成研修も実施してお
り、令和３年度は福祉関係者や⾏政職員、医療関係者等の⽀援者約 200 ⼈からの申込があった。
新型コロナウイルス感染症に配慮し、オンライン形式で全 30 本ほどの動画を座学形式で閲覧す
るとともに、グループディスカッションをするという内容になっている。 

 
（２）配置に⾄る経緯や現在の活動等について 

 聴き取り事項なし 
 

２．配置の効果  
 聴き取り事項なし 

 
３．配置や活動に関する課題 

 市におけるコーディネーター配置についての検討は今後の課題である。 
 

テーマⅢ 医療的ケア児⽀援センター 

１．医療的ケア児⽀援センター（以下「センター」）の設置・活動状況 
（１）概要 

 医療的ケア児⽀援センターではないが、医療的ケア児等を受け⼊れる（受け⼊れようとする）⽀
援機関等をサポートする取組として、札幌市医療的ケア児等⽀援機関サポート医師配置業務があ
る。 

 本事業は令和 2 年 10 ⽉より開始しており、医療法⼈に委託して実施している。 
 医療的ケア児を受け⼊れている（受け⼊れようとする）事業所や学校、保育所等からの相談に応

じて、医師をはじめとした専⾨スタッフが⽀援⽅法について助⾔・指導等を⾏うものである。 
 相談件数は１か⽉当たり６件程度であるが、相談１件につき複数回訪問して対応することもある。 
 最近は学校からの問い合わせが多い傾向がある。 

 
  

 

  

（２）設置の検討過程や活動等について 
 令和元年度に策定した「札幌市まちづくり戦略ビジョン・アクションプラン 2019（計画期間：2019

年度〜2022 年度）」において、政策⽬標①「お互いに⽀え合う地域福祉が息づく街」を実現する
ための主な事業の⼀つとして「医療的ケア児等の⽀援体制構築事業」が挙げられており、その事
業内容を「医療的ケア児等⽀援者研修を実施するとともに、サポート医師が障がい福祉サービス
事業所、学校、保育所などを⽀援し、医療的ケア児等の⽀援体制の充実を図ります。」としていた。 

 これを具現化するために令和 2 年 10 ⽉から「札幌市医療的ケア児等⽀援機関サポート医師配置
業務」を実施することとなった。 

 
２．センター設置の効果 

 札幌市医療的ケア児等⽀援機関サポート医師配置業務については、医療的ケア児の受⼊れに慣れていな
い事業所等に対して、多職種のチーム（相談内容に応じて医師、看護師、相談⽀援専⾨員等が適時対応）
が助⾔指導に当たっており、医療的ケアに関する実技指導や環境整備に関する助⾔なども⾏っている。 

 
３．設置や運営に関する課題 

 相談案件ベースでは関係機関・関係者との連携はできているが、平時から連携頻度が上がると良いと感
じている。 
 

テーマⅣ 災害時⽀援 

１．取組の概況 
（１）市町村による個別避難計画策定の⽀援 

 要配慮者の中に医療的ケア児が含まれるものと理解している。⽀援を必要とする医療的ケア児等
とその家族が申し出る他は、地域の町内会や⾃治会、⾃主防災組織等の⽀援団体が働きかけるこ
とによって、個別避難計画を策定する。 

 避難⾏動要⽀援者名簿情報を活⽤して個別避難計画を策定する場合もある。当該名簿情報は⽀援
団体が札幌市に申請した上で市と協定を結び、かつ本⼈の同意を得た場合において⽀援団体に提
供され、その情報をもとに個別避難計画が策定される。 

 札幌市では、個別計画作成は⽀援団体に依頼しているが、市として「個別避難計画シート」を⽤
意することで、災害時に網羅されるべき必要な情報が収集できるようにナビゲートしており、そ
れをもってどのような内容の計画になっているかを概ね把握することができている。 

 その他、要配慮者⼆次避難所候補施設を平時から広く⼀般に公開している。 
  



 

  

＜個別避難計画シート＞ 

 
 

（２）停電時の電源確保対策 
 在宅で⼈⼯呼吸器や酸素濃縮器などの電気式の医療機器を使⽤する呼吸器機能障がいのある市

⺠や難病患者等に対し、⾮常⽤電源装置等の購⼊に係る費⽤の助成を⾏っている。 
 

（３）その他 
 市では平成 30 年９⽉に発⽣した北海道胆振東部地震において⼤規模停電（ブラックアウト）を

経験しており、この時の対応については第 5 回検討会（平成 31 年３⽉開催）で振り返りを⾏っ
ている。 

 特に、在宅の⼈⼯呼吸器患者への対応については⼟畠智幸委員（医療法⼈稲⽣会理事⻑）が事例
報告を⾏った（報告資料は別紙参照）。検討会の場では、在宅の⼈⼯呼吸器患者の災害対策とし
て、平時から電気依存度別の安否確認リストを定期的に（⽉１回）更新していたことが報告され
た。また⼤規模停電下では、法⼈外部との連携が貴重な情報源だったこと、具体的には全国の⼩
児科医で構成される災害時⼩児周産期リエゾン17と情報共有を⾏ったことが報告されている。⻑
期停電下においては電⼒復旧の⾒通しや各医療機関の病床稼働状況等に関する情報収集に限界
があったところ、メーリングリストを通じて正確な情報が得られたことに加え、災害対策の知識

 
17 災害時に、都道府県が⼩児・周産期医療に係る保健医療活動の総合調整を適切かつ円滑に⾏えるよう、保健医療調整本部にお
いて、被災地の保健医療ニーズの把握、保健医療活動チームの派遣調整等に係る助⾔及び⽀援を⾏う都道府県災害医療コーディネ
ーターをサポートすることを⽬的として、都道府県により任命された者を指す。（出典：厚⽣労働省「災害時⼩児周産期リエゾン
活動要領」） 

 

  

及び経験豊富な医師から貴重な助⾔を得られたと報告された。 
 
２．取組に関する課題 

 聴き取り事項なし 
 

以上 
 

  

別紙（北海道札幌市） 

 

別紙（北海道札幌市） 

 

 



別紙（北海道札幌市） 

 

 

別紙（北海道札幌市） 

 

 

別紙（北海道札幌市） 

 

 

別紙（北海道札幌市） 

 

 



別紙（北海道札幌市） 
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参考資料３.事例集 

 

 

 

 

# 自治体名 

１ 岐阜県 

２ 香川県 

３ 長野県 

４ 青森県 

５ 富山県 

６ 高知県 

７ 奈良県 

８ 福岡県北九州市 

９ 東京都世田谷区 

10 茨城県つくば市 

11 北海道札幌市 
 

 

 

 

【留意事項】 
本事例集は、令和３年７月から令和４年１月にかけて実施したヒアリング調査の結果等に基づいて作

成しています。「医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律」が施行されたのは令和３年

９月 18 日であり、各事例（各自治体）の取組内容は必ずしも同法に沿ったものとは限らないことを

予めご了承ください。 
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